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評価 特記事項

☆☆ Ｂ

・　「モデルクラブ選定数」、「消防団協力事業所表示制
度」が、計画目標を未達成であることから、Ｂ評価とし
た。県単独ではなく、市町村による取り組みや、関係団
体への働きかけ等を行ってもらいたい。

・　地域貢献として、県職員や市町村職員の消防団へ
の加入を促進してもらいたい。消防団に入ることで得ら
れる情報もあり、それを施策に反映させる効果もあるの
ではないか。

・　会社員の消防団への加入促進に向けて、民間の事
業所への働きかけについて、市町村と連携して取り組
んで欲しい。
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＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・「あわっ子防災士養成講座」を開催し，防災士
資格を取得した高校生を育成することにより，
「防災クラブ」を活動拠点として，学校防災の牽
引役，地域防災の若い活力として活動した。
　H27年度108名，H28年度131名，計239名　防災士
資格取得

・防災士の資格を取得した教員を養成し，防災ク
ラブの指導的役割や地域と連携した防災活動など
学校の防災リーダーとして，学校や地域における
減災及び防災力の向上を図った。
  H26年度10名，H27年度10名，H28年度11名，合計
31名　防災士資格取得

・「防災クラブ」を全ての県立高等学校に設置す
るとともに，中学校にも設置を広げ，防災活動を
通して地域と連携した防災ボランティア活動に取
り組んだ。
　H28年度全ての高等学校34校（分校含む），中学
校28校に設置

＜課題＞
 「あわっ子防災士養成講座」受講生全員の防災士
取得に至らなかったことから、事前学習や指導体
制をさらに充実させる必要がある。

危機

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局

危機・県土・南部・教育

部局

教育

・今年度「あわっ子防災士養成講座」は，地域防
災に意欲のある高校生を定員１５５名で募集。資
格取得した高校生に地域で活躍する防災士と協働
を通して地域防災への参画を推進する。

・学校防災のけん引役と地域と連携する防災活動
のコーディネーター役として引き続き，今年度，
県立学校現職教員１１名が地域防災推進員養成講
座に参加し防災士資格取得を図る。

・各防災クラブの実践力向上を図るため、高校生
防災研修会を実施する。地域と連携した防災活動
や、異校種で連携した防災活動を推進する。

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

3－1　みんなで守るとくしまの推進

番号 主要事業の概要・数値目標

●地域住民と連携した防災教育を推進し、児童生徒
の防災対応能力の向上と地域防災の担い手の育成を
図ります。
＜教育＞

○高校生防災士養成数（累計）
　　　㉕－→㉚５００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　地域防災リーダーを養成する「地域防災推進員
養成研修（防災士資格試験の受験資格になる）」
を徳島大学（日本防災士機構の認証研修機関）と
共催し，防災士の資格取得を支援した。

＜課題＞
　特になし

○県立学校における
　　防災士の資格を有する教員の配置率
　　　㉕－→㉚１００%

○「防災士」新規取得者数
　（３０歳未満の人口１０万人当たり）
　　　㉕２０．５人→㉚７５人

委員意見
数値目標
達成状況

○「防災士」新規取得者数（人口１０万人当た
り）
      ㉕全国１０位→㉚全国５位以内

○「防災士」登録者数（累計）【主要指標】
　　　㉕８３２人→㉚２，３００人 　引き続き，「地域防災推進員養成研修」を行う

とともに，徳島大学と連携してＷＥＢ講義を行
い，遠隔地での受講を可能にし，防災士資格取得
を支援する。

数値目標
の達成度

230

231

●自助・共助の要となる地域防災リーダーとして
「防災士」の資格取得を支援します。＜危機＞

主要施策：１　防災を担う人材の育成

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

○県立高校の「防災クラブ」の設置校数
　　　㉕１５校→㉗全県立高校３４校
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233

234

数値目標
の達成度

●防災人材育成センターと「まなびーあ徳島」等関
係部局が連携協力し、県民の誰もが自発的に防災に
ついて学ぶことができる「防災生涯学習」を推進し
ます。＜危機＞

危機
　県民の防災に関する意識・知識の向上のため，
講座等の内容の充実と，幅広い層の県民の受講促
進を図る。

今後の取組方針

危機

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　災害についての知識や家庭・地域での備えと
いった内容で，各種講座やイベントを積極的に実
施するとともに、「防災生涯学習コース」とし
て，幅広い層の県民の受講を促進した。

＜課題＞
　特になし

　「まなぼうさい教室」の積極的な開催と、「防
災生涯学習推進パートナー」への情報発信に努め
る。

危機

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●地域防災の担い手となる人材の育成のため、実践
的な活動を取り入れるなど積極的な取組みをしよう
とするクラブを「モデル少年少女消防クラブ」に選
定し、重点支援を行います。＜危機＞

実績値
（H28）

○「防災生涯学習推進パートナー」の機関数
　　　㉕－→㉘～㉚４８０機関

●小中学校へ出向く「まなぼうさい教室」や教職員
を対象とした防災学習研修の開催を通じて、また、
関係機関等へ発信する「防災生涯学習推進パート
ナー通信」を活用して、学校・地域が連携した防災
活動を支援します。＜危機＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・まなぼうさい教室［Ｈ27：77回、H28：106回］
・防災生涯学習推進パートナー機関数：483機関
「まなぼうさい教室」の開催や教職員に対する防
災教育の支援を行った結果、「防災生涯学習推進
パートナー」が拡大し、幼小中高や児童館に防災
啓発・教育に関する情報を定期的に伝えられるよ
うになった。

＜課題＞
特になし

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
 平成27年8月5日から7日まで、「少年消防クラブ
交流会（全国大会）」が徳島県で開催された。45
クラブ245名、指導員76名の計321名が参加し、合
同訓練や避難所訓練を行い、交流を深めた。
 大会の気運を逃すことなく、少年消防クラブを活
性化するため、消防本部を対象に「指導者研修」
を実施し、クラブ新設に繋いだ。
「少年少女消防クラブニュース」を発行し、県内
の小学３年生から中学３年生までに少年消防クラ
ブの活動を広報した。
 平成28年8月3日から5日まで、宮城県南三陸町で
開催された「少年消防クラブ交流会（全国大
会）」に、県内から参加した少年消防クラブを支
援した。

＜課題＞
 学校行事との両立、指導者の確保などが必要であ
る。

 実践的な活動を取り入れるなど、積極的に取り
組むクラブを「徳島県少年消防モデルクラブ」に
選定し、活性化を支援する。
 モデル少年消防クラブ等の活動を紹介した「少
年少女消防クラブニュース」を発行し、県内の小
中学生に広報する。
 平成29年8月2日から4日まで、本県で2回目とな
る「少年消防クラブ交流会（全国大会）」が開催
される予定であり、この大会を県内に広報し、モ
デルクラブ選定に繋げていく。

232

○モデルクラブの選定数（累計）
　　　㉕－→㉚１０クラブ

実績値
（H27）

○全国大会の開催
　　　㉗開催

○県立総合大学校「まなびーあ徳島」
　（防災生涯学習コース）講座受講者数
　　　㉕１３，８１７人
                 →㉗～㉘年間１５，０００人
　　　　　　　　　 ㉙～㉚年間２０，０００人
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
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推進 → → →

480人 490人 500人 510人 523人 595人 ◎

○「消防団協力事業所表示制度」の導入市町村数
　　　㉕１６市町村→㉚２４市町村

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・判定士育成講習会　H27.10、H28.11
  上記の取組により、目標値を上回る人数を確保
した。

＜課題＞
　退職等による減により目標値を下回らないよ
う、引き続き人材を確保していく必要がある。

　引き続き、
・消防団協力事業所表示制度の導入を要請
・各イベント、大学祭等において、パンフレット
やアンケートを活用した周知啓発
・消防団協力事業所表彰による周知啓発
・少年消防クラブ員の育成や若手・女性団員の育
成をはじめ、入団促進に取り組む消防団の活動支
援

などにより、消防団の活動を支援するとともに、
入団促進に取り組む。

実績値
（H28）

実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

　南部防災館や関係機関との連携を図り，防災出
前講座をはじめ，様々な機会を通じ，防災教育の
推進を図る。

　講習会を開催し、さらなる人材の確保を目指
す。

部局

県土

番号 主要事業の概要・数値目標

○被災宅地危険度判定士（確保人数）
　　　㉕４６９人→㉚５１０人

236

●二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保を図
るため、被災した宅地について、危険度判定を実施
する被災宅地危険度判定士を育成し、確保します。
＜県土＞

237

工程（年度別事業計画）

235

●県南部圏域における次世代の防災活動の担い手を
育成するため、南部防災館と連携し、管内の学校等
への防災出前講座や訓練等を行い、防災教育を推進
します。＜南部＞

南部

○中・高校生を対象にした防災講座・訓練等実施
回数
　　　㉕１７回→㉗～㉚年間１５回以上

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成２７年度は，地震体験車を活用した防災出
前講座や東日本大震災を体験した講師を招いた防
災研修などを行った。また、南部圏域防災訓練に
おいて、地域の中学生の参加による津波避難訓
練、ヘリサイン作成を実施した。
　平成２８年度は，地震体験車を活用した防災学
習やロープワークの講習，防災ゲーム「クロス
ロード」の実施など，学校側の要望に沿った防災
出前講座等を行った。
　また,平成２８年度には，管内の児童・生徒を対
象とした地震津波防災ポスターコンクールを実施
し，小中学生合わせ２８０名からの応募があっ
た。

＜課題＞
　地域や学校ごとに防災・減災の取組みが異なる
ことから，それぞれの学校において，さらに理解
と関心が深まるような啓発に努める必要がある。

○消防団への新規入団者数
　　　㉕－→㉘㉙年間５００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　表示制度の導入を要請した結果、平成27年度に
１市、平成28年度に１町が導入した。
　消防団協力事業所を周知啓発するため、消防団
協力事業所の広報パンフレットを作成し、防災
フェスタや徳島ビジネスチャレンジメッセ、県内
大学祭、青年会議所徳島ブロックとの協定に基づ
き、県内青年会議所に配付した。
　消防団入団促進ムービーやポスターを作成し、
消防団への理解と消防団への入団促進等の周知啓
発を行った。
　訓練に参加する機会が少ない女性消防団員等を
対象に、スキルアップ研修を実施した。

＜課題＞
　消防団への加入を促進するため、より効果的な
取組みの検討の必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●消防団を中核とした、地域防災力の充実強化を
図るため、様々な地域防災の担い手との連携・指
導、救助や災害復旧等のニーズに対応する新たな
取組みなどに「頑張る」消防団の活動を支援しま
す。また、消防団の加入促進や消防団協力事業所
の顕彰を行うとともに、「消防団応援の店」の登
録を積極的に推進し、消防団を応援する地域づく
りを推進します。
【数値目標追加】
○「消防団応援の店」の登録店数（累計）
　　　㉕－→㉚９０店

今後の取組方針

危機

●消防団を中核とした、地域防災力の充実強化を図
るため、様々な地域防災の担い手との連携・指導、
救助や災害復旧等のニーズに対応する新たな取組み
などに「頑張る」消防団の活動を支援します。ま
た、消防団の加入促進や消防団協力事業所の顕彰を
行い、消防団を応援する地域づくりを推進します。
＜危機＞
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

238 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　判定士資格認定講習会の実施
・H27.12三好市（14人）
・H28.2徳島市（66人）
・H28.11徳島市（246人）
・H29.2美馬市（11人）
　上記の取組により、更新を含む337人の判定士育
成を行った。

＜課題＞
　5年毎の資格更新の確実な実施

　引き続き、判定士を育成し、判定訓練などを実
施する。

県土

数値目標
の達成度

●二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保を図
るため、被災した建築物について、危険度判定を実
施する被災建築物応急危険度判定士を育成し、発災
時の判定業務を円滑に行えるよう、判定訓練などを
実施します。＜県土＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）
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(３－１－２)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ
・　ソフト面の取り組みとして、人がどう動くか、どう動い
てもらうかを含め、県民一人ひとりの取り組みに対する
サポートを充実してもらいたい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

創設 創設 ◎

50人 100人 125人 150人 78人 116人 ◎

16
市町村

18
市町村

20
市町村

24
市町村

14市町村
14

市町村
△

20,000
人

20,000
人

20,000
人

20,000
人

23,277
人

24,461
人

◎

5回 5回 5回 5回 5回 5回 ◎

開催 開催 ◎

推進 → → →

200社 215社 230社 174社 ○

20回 20回 20回 20回 20回 20回 ◎

危機・保健・県土・警察

工程（年度別事業計画）

　引き続き、建設産業の担い手確保・育成に向
け、建設産業の魅力発信を行うとともに、若年者
や女性雇用の取組みを拡充することにより建設業
への入職の促進を図り、さらに、就業者の定着を
図るためのセミナー等を実施する。

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「快適避難所運営訓練･ﾘｰﾀﾞｰ養成講座」を開催
し、避難所の運営の体制づくりの支援に取り組ん
だ。
　防災出前講座や各種啓発講座等を実施し、県民
の防災意識の向上を図った。
　市町村の代表からなる「県自主防災組織連絡
会」を開催し、それぞれの取組みや課題等の意見
交換を行うとともに，連絡会未結成市町に結成を
働きかけるなど、自主防災組織の活性化を促進し
た。

＜課題＞
　県全体で自主防災組織の組織率(H28)は93.4％
(全国平均81.7％)であるが、高齢化が進行する
中、地域防災の担い手確保への取組みが必要であ
るとともに、広域的な連携強化を図る必要があ
る。

実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

数値目標
達成状況

委員意見

部局

　「快適避難所運営訓練･ﾘｰﾀﾞｰ養成講座」の内容
を充実し、避難所運営の体制づくりを支援すると
ともに、防災出前講座や各種啓発講座等を実施
し、県民の防災意識の向上を図る。
　また、こうした人材育成や住民主体の避難所運
営といった活動を通して、自主防災組織の活性化
を図り、自主防災組織連絡会の結成を促進する。

部局今後の取組方針

県土

主要事業の概要・数値目標

○若年者等の割合が15％以上の入札参加資格業者
数（再掲）
　　　㉕－→㉚230社以上

○「防災啓発サポーター」活動回数
　　　㉕－→㉗～㉚年間５回

●市町村が実施する自主防災組織の結成促進と活動
活性化の支援、避難所運営リーダーの養成、県民の
「津波避難意識」の向上を目的とした防災出前講座
の開催など、地域防災力の強化促進を図ります。＜
危機＞

○「快適避難所運営リーダーカード」
　　交付者数（累計）【主要指標】
　　　㉕－→㉚１５０人

○４県（三重県・和歌山県・徳島県・高知県）
　　自主防災組織交流大会の開催
　　　㉗開催

危機

主要施策：２　地域防災力の強化

番号

240

239

○「快適避難所運営・リーダー養成講座」の創設
　　　㉗創設

○防災出前講座受講者数
　㉕１６，５６３人→㉗～㉚年間２０，０００人

●建設産業の担い手確保・育成に向け、建設産業の
魅力発信を行うとともに、若年者や女性雇用の取組
みを拡充することにより建設業への入職の促進を図
ります。また、就業者の定着を図るため、技術者等
のための研修や経営基盤強化のためのセミナー等を
開催します。さらに、魅力発信と育成・支援を合わ
せたフィールド講座モデル工事を実施します。＜県
土＞

○魅力発信のための講座、研修、セミナーや
　支援制度説明会、モデル工事等の実施回数
　（再掲）
　　　㉕１１回→㉗～㉚年間２０回

実績値
（H28）

○市町村単位の自主防災組織連絡会の結成
　　　㉕１３市町村→㉚全市町村（２４市町村）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・魅力発信のための講座開催(H27:5回､H28:8回)
・人材確保・育成支援ｾﾐﾅｰ等の開催(H27:3回､
H28:3回)
・支援巡回相談､説明会の開催(H27:8回､H28:8回)
・ﾓﾃﾞﾙ工事(H27:4回､H28:1回)

＜課題＞
　建設産業の魅力発信に努め、若年層や女性雇用
への取組の拡大が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●建設産業の担い手確保・育成に向け、建設産業
の魅力発信を行うとともに、若年者や女性雇用の
取組みを拡充することにより建設業への入職の促
進を図ります。また、就業者の定着を図るため、
技術者等のための研修や経営基盤強化のためのセ
ミナー等を開催します。さらに、魅力発信と育
成・支援を合わせたフィールド講座モデル工事、
ＩＣＴ技術を活用した試行工事や研修会等を実施
します。（再掲）
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

241 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県民会議総会等の開催による会員相互の情報共
有や活動促進を図ったほか、各種講座等を活用し
た啓発を行った。

＜課題＞
　特になし

　県民会議総会等の開催による会員相互の情報共
有や活動促進を図るとともに、各種講座等の実施
を通じてＦＣＰ（家族継続計画）の普及を推進す
る。

危機

242 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県民会議会員ほか関係機関・団体等と連携して
県立防災センターで「とくしま防災フェスタ」を
開催し、県民の防災意識の向上を図った。
（H27.10.11、H28.10.30開催）

＜課題＞
　特になし

　「とくしま防災フェスタ」を開催し、子どもか
ら大人まで多くの県民の参加を得て、幅広い層を
対象に防災意識の向上を図る。

危機

243 実施 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　防災用品展示の公募を2月に実施するなど，民間
事業者等との連携により啓発を行った。

＜課題＞
　特になし

　防災用品展示の公募を行い、県民の防災啓発を
推進する。

危機

244 実施 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
平成27年度調査概要
・調査地域：徳島県全域
・調査対象者：20歳以上の県民　5000人
・抽出方法：無作為抽出
・調査時期：平成２７年８月
・調査方法：郵送による
・有効回答率：43.4％（2,169件）
・調査結果：南海トラフ巨大地震への危機意識は
高いものの、「自助」「共助」への備えが低いこ
とが判明し、さらに、県や市町村に対しては、
「正確・迅速な災害情報の伝達」「避難場所・避
難所の整備」「備蓄・支援物資の充実」「道路・
河川・堤防などのインフラの整備」などへの要望
が強いことが判明した。

＜課題＞
　特になし

「とくしま－０（ゼロ）作戦」地震対策行動計画
「後期計画」に対策事業を盛り込み、「震災時の
『死者ゼロ』」、「県土の強靱化」に向けた取り
組みを全庁を挙げて、加速する。

危機

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

部局今後の取組方針主要事業の概要・数値目標

●県民の防災意識に関する現状を把握・分析し、今
後の防災対策に反映するため、定期的に地震・津波
県民意識調査を実施します。＜危機＞

●子どもから大人まで幅広い年齢層が参加して地震
防災について学ぶ県民の集い「とくしま防災フェス
タ」を開催し、防災意識の向上を目指します。＜危
機＞

●「とくしま地震防災県民憲章」の理念に基づき、
「とくしま地震防災県民会議」を中心とした自発的
な取組みを促進します。また、ＦＣＰ（家族継続計
画）の定着に向けて、ＦＣＰモデルの普及を図りま
す。＜危機＞

●防災・減災用品を県立防災センターにおいて公
募・展示するとともに、イベント等において展示・
紹介することにより、広く県民や自主防災組織等へ
の防災啓発に役立てます。＜危機＞

番号
実績値
（H27）
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

245 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・県社会福祉協議会と連携し、県央・県南・県西
の３ブロックにおいて、災害ボランティアセン
ターの設置・運営訓練を実施するとともに、「災
害ボランティアコーディネータ－養成研修」や、
「災害ボランティア講座」などの各種講座等を開
催し、人材育成を図った。

・「防災とボランティア週間」に合わせ、啓発行
事や啓発パネル展を開催し、災害ボランティアに
関する啓発を行った。

＜課題＞
　発災時に備え、人材の育成や環境の整備が必要
である。

・県社会福祉協議会と連携し、災害ボランティア
活動の啓発を行う。

・災害時にボランティア活動が円滑に行われるよ
う、「災害ボランティアセンター」設置に向けた
運営訓練や運営の中核となる人材の育成等を引き
続き実施する。

危機
保健

246 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　災害情報協力員(防災ｳｵｯﾁｬｰ)を常時150名以上
　に委嘱
２　全警察署において講習会を開催
　上記取組により、災害情報協力員（防災ｳｵｯ
ﾁｬｰ）から、適時、災害（河川の増水や道路の冠水
等）の情報が通報等され、当該情報は、警察のみ
ならず、自治体や関係機関との情報共有にも生か
されるなど、効果的な運用を図ることができた。

＜課題＞
　今後も体制の維持、対応能力の向上等に継続的
に取り組んでいく必要がある。

　災害情報協力員制度を効果的に運用し、災害発
生時の正確な被害把握と迅速な救出救助に役立て
る。

警察

247 実施 → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県民一人ひとりが毎月一つのテーマで防災点検
に取り組む「毎月１点検運動」を展開した。
　年間を通じて、様々な講演会やシンポジウム、
研修を開催した。

＜課題＞
　県民の防災意識の向上、定着を図るため、継続
した取組みが必要である。

　より一層、県民への定着を図るため、引き続き
「毎月１点検運動」を推進し、県民への周知に取
り組む。

危機

工程（年度別事業計画）

部局
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

今後の取組方針番号 主要事業の概要・数値目標

●防災活動に資する情報収集を目的とした警察の災
害情報協力員（防災ウオッチャー）※に対する講習
会等を実施し、効果的な運用を図ります。＜警察＞

●災害発生時のボランティア活動は極めて重要であ
ることから、関係機関と連携して、災害ボランティ
アに対する啓発の実施や、ボランティアの力が効果
的に発揮されるよう活動環境の整備を促進します。
＜危機・保健＞

●地域や自治体、防災関係機関それぞれが防災体制
をチェックする「毎月１点検運動」を実施し、県民
の防災に対する機運の醸成を図ります。＜危機＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

50回 80回 80回 80回 110回 117回 ◎

開催 開催 開催 開催 開催 開催 ◎

249 実施 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成20年度から9年連続で、国との共同図上訓練
を実施した。
（H27） 平成28年1月12日（火）13～17時
　　　　徳島県庁、徳島市役所
　　　　76機関、260人
（H28） 平成29年2月10日（金）13～17時
　　　　徳島県庁、吉野川市役所
　　　　60機関、220人

＜課題＞
　危機事象発生時における対処能力の維持、向上
を図るため、継続した訓練の実施が必要である。

　引き続き、国、市町村、防災関係機関と連携
し、効果的な訓練を実施する。

危機

250 参加 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　近畿府県合同防災訓練に参加した。

＜課題＞
　特になし

　引き続き、広域的な災害に対応するため、近畿
府県合同防災訓練に参加する。

危機

248

工程（年度別事業計画）

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　関係機関等と連携した防災訓練
　　(H27:78回／H28:70回)
２　要配慮者等を対象とした防災講習会
　　(H27:32回／H28:47回)
　上記取組により、数値目標（80回）を上回る117
回の訓練等を達成した。

３　危機事象マニュアルの改訂を行った。
４　「危機管理総合調整会議」を開催し、防災関
係機関の連携強化を図った。

＜課題＞
　南海トラフ巨大地震や中央構造線・活断層地震
など、あらゆる大規模災害の発生に備え、防災関
係機関との連携強化や県民の防災意識の高揚等に
継続的に取り組んでいく必要がある。

番号

・警察の災害対処能力向上を図るため、県警察災
害派遣隊や警察署等による災害警備訓練を実施す
る。また、防災関係機関や地域住民等と合同によ
る各種防災訓練・講習会等を実施し、相互の連携
を強化する。

　引き続き、「危機管理総合調整会議」を開催
し、防災関係機関の連携強化を図る。

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

危機
警察

危機・農林・警察

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

部局

●県民生活を脅かす、あらゆる危機事象に対応する
ため、「徳島県危機管理対処指針」に基づき、全庁
を挙げた危機管理対応を行うとともに、想定される
危機事象ごとのマニュアルの整備を進めます。
また、南海トラフ巨大地震及び国民保護などあらゆ
る危機事象に対応するため、関係機関の連携によ
り、人材育成や県民への広報活動などを行い、「と
くしまを守る力」の向上を図るとともに、警察、防
災関係機関、地域住民の連携による各種防災訓練な
ど、より実践に即した訓練の実施や、訓練による課
題を踏まえ、災害対策本部及び防災関係機関の応急
対処能力の向上等を図るほか、防災体制の検証を行
います。＜危機・警察＞

主要事業の概要・数値目標

主要施策：３　危機管理体制の拡充強化等

○官民連携による各種防災訓練等の実施【主要指
標】
　　　㉕５０回→㉚年８０回以上     <暦年>

●府県を越えた広域的な災害に対応するために、関
西広域連合等と一体となって、被災府県への応援調
整や災害対応のための訓練を実施・参加します。＜
危機＞

○ライフライン事業者・警察・消防・自衛隊等、
県内に所在する防災・危機管理関係機関を構成員
とした「徳島県危機管理総合調整会議」の毎年
開催による連携強化

●国民保護法に基づき、武力攻撃事態や緊急対処事
態に迅速かつ的確に対応できるよう、国や隣接府
県、市町村、関係機関との共同訓練を実施します。
＜危機＞

数値目標
達成状況

今後の取組方針
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

251 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　総合防災訓練、防災図上訓練等に鳥取県職員が
参加した。

＜課題＞
　特になし

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●鳥取県と締結している相互応援協定について、
災害対応業務の標準化にかかる共同研究の実施
等、内容を拡充することにより、応援受援体制を
整備するとともに、両県の市町村や民間団体の相
互交流・連携を支援し、広域的な連携体制の構築
を図ります。（再掲）
【数値目標追加】
○相互応援協定の拡充
　　　㉘拡充・締結

　引き続き、広域的な連携体制の構築を図る。 危機

252 推進 → → →

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　全畜産農家への立入検査による家畜伝染病の
監視や衛生指導の実施。
２　防疫演習・研修会等の実施。（H27：11回、
H28：10回）
３　鳥インフルエンザモニタリング検査。（H27：
延114戸1,140羽検査、H28：108戸1,080羽検査実
施）
４　国の防疫指針改正に伴い、備蓄資材（密閉容
器等）を整備するとともに、県防疫マニュアル
（鳥インフルエンザ：H27.9月、口蹄疫：H28.3
月）を改正。
　上記取組により、県内での家畜伝染病の発生予
防及び危機管理体制の強化を図った。

＜課題＞
　近隣諸国からの病原体侵入の危険性が高い。
（特に、鳥インフルエンザウイルスを持ち込むと
考えられている野鳥の監視が必要）

・全畜産農家への立入検査、定期的なサーベイラ
ンスの実施を継続し、家畜伝染病の発生予防に努
める。

・県独自及び国主催の防疫演習等の実施により、
危機管理体制の更なる強化を図る。

・野鳥の監視対策を強化し、発生予防に努める。

農林

253 促進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　郡内や隣接地域を単位として、段階的な消防力
の強化に向け、各消防本部及び消防非常備町村に
対し、市町村の消防広域化に係る情報提供等の支
援を行うとともに、非常備町村の解消に向け、関
係町村との調整を図った。
 また、消防庁から講師を招き、広域化の現状やメ
リットについて研修会を実施した。

＜課題＞
　市町村及び消防本部において、市町村の消防広
域化に関する理解を深めてもらうため、広域化の
現状やメリットについて、説明していく必要があ
る。

　引き続き、各消防本部及び消防非常備町村に対
し、市町村の消防広域化に係る情報等の支援を行
うとともに、非常備町村の解消に向け、関係町村
との調整を図る。
　また、高規格車等の共同整備について働きかけ
る。

危機

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

今後の取組方針 部局

●定期的な情報収集やサーベイランス※、防疫資材
の備蓄及び防疫演習を実施し、口蹄疫、高病原性鳥
インフルエンザ等が発生した場合、家畜、家きん等
の殺処分、移動制限等必要な防疫措置を的確かつ迅
速に実施する体制の安定的維持を推進します。＜農
林＞

●災害の多様化等に対応した市町村の消防体制の整
備充実を図るため、市町村消防の組織統合や指令業
務の共同化、消防常備化などを促進します。＜危機
＞

●南海トラフ巨大地震をはじめとする危機事象に対
応するため、相互応援協定を締結している鳥取県
と、両県の市町村や民間団体の相互交流や連携を支
援すること等により、広域的な連携体制の構築を図
ります。＜危機＞

115



(３－１－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

254 参加 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練
　H27.10.17～18 京都府
　H28.10.22～23 奈良県
・中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練
　H27.10.31～11.1 香川県
　H28.10.29～10.30 鳥取県
 （鳥取中部地震の影響により中止）

＜課題＞
　南海トラフ地震に備え、応援・受援体制の更な
る成熟が必要である。

　継続的に近畿ブロック及び中国・四国ブロック
緊急消防援助隊合同訓練に参加し、大規模災害時
の応援体制を強化する。
・緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練
　H29.11.4～5 大阪市（参加予定）
・中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練
　H29.10.20～21 島根県（参加予定）

　また、本県の応受援体制を強化するため、「徳
島県広域応援・受援体制強化訓練実施計画」を策
定し、県内消防本部と連携して訓練を実施する。

危機

→ 実施 → 実施

実施 実施 準備 実施 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成27年度は、「徳島県消防操法大会」におい
て「水出しポンプ操法」を実施するため、必要な
資機材の整備や実施要綱を改正するとともに、消
防団員及び指導員を養成するなど、開催準備を
行った。
　平成28年度は、実践に即した「水出しポンプ操
法」で「第30回徳島県消防操法大会」を開催し
た。
・開催日：平成28年7月24日（日）
・場　所：徳島県消防学校グラウンド
・出　場：ポンプ車　　11チーム
　　　　　小型ポンプ　19チーム
※小型ポンプは、全国大会の予選を兼ねる。

＜課題＞
　水出し操法の技術向上に向け、訓練場の確保が
必要である。

危機

　平成30年度の大会実施に向け、市町村・消防団
と協力し、消防団員の養成や初期消火の技術力向
上を図るともに、消防学校において、操法の事前
研修を実施し、訓練を支援する。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 部局

○水出し操法の実施（隔年）
　　　㉘㉚実施

●消防職員の技術の向上や大規模災害時の効果的な
部隊運用力の向上を促進します。＜危機＞
　・緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練への参加
　・中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練へ
    の参加

●県消防操法大会において、実践に即した水出し操
法を実施するなど、市町村・消防団と協力して、県
下の消防団員の技術力、迅速的確な行動、規律、士
気の向上を図ります。＜危機＞

255

番号 主要事業の概要・数値目標 今後の取組方針

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度
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(３－２－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

30% 60% 90% 100% 58.3% 80.1% ◎

創設 整備中 創設 ◎

推進 → → →

整備着
手

－ － －

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針
実績値
（H27）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　徳島東警察署の整備
　　治安・防災拠点となる新庁舎の整備に向け、
　整備場所を徳島地方裁判所跡地と決定し、整備
　手法については各種調査を実施のうえ、警察署
　単独事業としては全国初となるPFI手法とする
　こととした。(H27)
　　事業に係る実施方針及び要求水準書（案）を
　公表した。(H28)
２　警察署、交番・駐在所等の整備
　　石井警察署の耐震改修工事を完了した。(H27)
　　美馬警察署の耐震改修工事を完了した。(H28)
　　美馬警察署つるぎ庁舎の耐震改修工事に着手
　した。(H28)
　　鳴門警察署の防災機能強化工事を実施した。
　(H27・H28)
　　牟岐警察署の防災機能強化工事を完了した。
　(H27)
　　徳島西警察署蔵本町交番の改築工事を完了し
　た。(H27)
　　阿南警察署羽ノ浦町交番の改築工事を完了し
　た。(H28)
　　那賀警察署那賀町平谷駐在所の改築工事を完
　了した。(H27)
　　阿波吉野川警察署鴨島町飯尾駐在所、美馬警
　察署美馬町喜来駐在所、三好警察署東みよし町
　加茂駐在所のリフォーム工事を完了した。(H28)
　　老朽化した駐在所を一括整備し地域防犯力の
　向上と活動拠点を強化するため、民間活力導入
　可能性調査を実施した。(H28)

＜課題＞
　南海トラフ巨大地震等への備えや増加する老朽施
設等への対策を講じる必要がある。

計画どおり庁内クラウドを運用していく
・庁内業務システムの庁内クラウドへの移行
・庁内クラウド災害対策運用訓練の実施

　県民向け災害情報ポータルサイトについては、
情報の更なる充実に努める。

危機・政策・経営・警察

部局

部局

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

3－2　進化する「とくしまゼロ作戦」の展開

番号 主要事業の概要・数値目標

●南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時におい
ても、ホームページをはじめ各種の県民への情報提
供等を含む業務継続に資するため、情報システムの
庁内クラウド※への統合を推進します。また、防災
や危機事象対応をより身近により分かりやすく伝
え、県民の意識向上を図るため、徳島防災情報ポー
タルサイト「安心とくしま」を充実・強化し、「災
害時情報共有システム」との連携を進め、多彩な地
理空間情報と連動した「県民向け災害情報ポータル
サイト」を創設します。＜経営・危機＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
庁内クラウドの運用/庁内システムの一部移行
・JoruriＧＷ、AiFSS/LMSなど５２システム中、
４２システムの移行が完了若しくは作業中（移行率
80.1%）。
・庁内システムの庁内クラウドへの移行を予定より
前倒しで行うことができた。
・耐災害性の高い情報システム基盤の安定運用。
・モバイルワーク環境をセキュアに運用。
・被災想定訓練を3回実施し，被災時の運用手順の
整理ができ，実際の被災時に備えることが出来た。

　県民向け災害情報ポータルサイトをH28に創設
し、H29から運用を開始する。

＜課題＞
　県民向け災害情報ポータルサイトに掲載する情報
の充実に向けて、関係部局との連携が必要となる。

○庁内クラウドへの移行システム数の割合
 【主要指標】
　　　㉕－→㉚１００％

●県都徳島市を管轄する徳島東警察署の治安維持機
能及び南海トラフ巨大地震等の災害時における防災
拠点機能を強化するため、同警察署の整備を進めま
す。
また、日頃の治安維持はもとより、大規模災害発生
時に治安対策や救助活動等の災害対策を行う活動拠
点として機能する警察署、交番・駐在所等の整備を
推進します。

○徳島東警察署を核とした「新防災センター」の
  整備
　　　㉚整備着手

　南海トラフ巨大地震等への備えや増加する老朽
施設等への対策のため、治安情勢や施設の現況を
踏まえ、施設の在り方の検討を行うとともに、新
たな視点により施設の整備等を進める。

数値目標
達成状況

256

257

○地理空間情報と連携した
　「県民向け災害情報ポータルサイト」の創設
　　　㉘創設

工程（年度別事業計画）

主要施策：１　災害対応体制の充実

数値目標
の達成度

警察

危機
経営

実績値
（H28）

117



(３－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

促進 → →
全国
展開

全国
展開

－ － －

機能
強化

運用 → →

1回 1回 1回 1回 1回 15回 ◎

30,000
人

35,000
人

40,000
人

－
23,403

人
△

訓練
実施

→ → →

12回 12回 12回 12回 11回 11回 ○

実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　本県で2年間実施した、実証実験の成果を引継ぐ
ために設立された、「一般社団法人スマートテレビ
連携・地域防災情報等対応システム普及高度化機
構」が 実施した、マイナンバーカードを使った 避
難訓練（実証実験）に協力した。
　H28年度は、CATVのセットトップボックスの活用
により、県外のテレビ放送を視聴していても避難指
示画面を表示させることに成功するとともに、技術
仕様が策定された。

＜課題＞
　技術仕様は固まったが、システムの運用に当たっ
ては、放送事業者と自治体双方の参加が必要。ま
た、平時に提供するサービスの充実など、民間ビジ
ネスとしての自立に向けた検討

数値目標
の達成度

　すだちくんメールの普及啓発活動を継続し、企
業や自治体が職員の参集情報を共有できる体制を
構築する。
　訪問による説明会を継続し、登録や利用に関す
るサポートを行う。

今後の取組方針 部局

政策

●国の人工衛星を利用して情報を全国に送る「全国
瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）」を活用し、
県独自の情報訓練や津波対応訓練等を実施します。
＜危機＞

●テレビ放送と高速情報通信基盤を利活用した「避
難誘導システム」を普及させるため、国や放送事業
者等と連携し、全国の地上デジタル放送局への導入
を促進します。
＜政策＞

●機能強化により、パソコンやスマートフォン、タ
ブレットだけでなく、従来型携帯電話からでも簡単
に登録でき、配信スピードも大幅にアップした安否
確認サービス「すだちくんメール」により、災害時
に地域住民が相互に安否情報を共有できる体制を構
築するとともに、企業や自治体が職員の参集情報を
共有できる体制を構築し、災害の迅速な初動体制の
確立を図ります。＜危機＞

主要事業の概要・数値目標

○県、独自の情報訓練の実施
　　　㉕２回→㉗～㉚年１２回開催

○情報入力・共有の迅速化
　　　㉕１回→㉗～㉚操作説明会の年1回以上の
                    実施

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　概ね月1回の情報訓練や津波対応訓練等を実施し
た。（災害対応のため実施できない月があった。）

＜課題＞
　特になし

危機

○新すだちくんメール 登録者数（累計）
　　　㉕－→㉚４０，０００人

　引き続き国及び放送事業者等の動向を確認しな
がら、必要に応じ、県内市町村及びCATV事業者な
どに導入の働きかけを行うとともに、「マイナン
バーカードを活用した避難者情報の把握」につい
ては国に対し政策提言を行なう。

259

260

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　すだちくんメールのSNS機能など、機能強化を図
り、普及啓発活動に取り組んだ。

＜課題＞
　すだちくんSNSなど、機能が増えた「新すだちく
んメール」のメリットを広く周知する必要がある。

　今後も月１回の情報訓練や津波対応訓練等を実
施し、動作確認を行うとともに、本システムの習
熟に努め、確実な情報伝達体制を構築する。

258

○避難誘導システムの全国放送局への導入協力及
び展開
　　　㉕実証実験→㉚全国展開

工程（年度別事業計画）

番号

危機

実績値
（H28）
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(３－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

261 促進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　災害時情報共有システムの機能強化等により、円
滑な災害対応を促進した。
　CATV事業者についてもLアラート経由により情報
共有できるようにした。

＜課題＞
　特になし

　今後、災害時情報共有システムに参加する防災
関係機関を増やし、防災情報の共有・広報に努め
る。

危機

262 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
「関西防災・減災プラン」等と整合をとった地域防
災計画に改定した。

＜課題＞
　特になし

　引き続き「関西防災・減災プラン」や「広域防
災活動計画」と整合をとった地域防災計画とし、
広域災害に対する計画的な対策の推進を図る。

危機

見直し 運用 → →

見直し 見直し 運用 ◎

264
訓練・
研修
実施

→ → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　災害時市町村派遣職員の研修や総合防災訓練にお
いて、応急活動訓練を実施した。

＜課題＞
　特になし

　現地の被災状況に応じた的確な応急対策活動へ
の支援を図るため、災害時市町村派遣職員等の研
修及び防災訓練を実施する。

危機

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●大規模災害時における広域防災活動の充実・強化
を図るため国の定める「南海トラフ地震における具
体的な応急対策活動に関する計画」に即して「広域
防災活動計画」を見直します。＜危機＞

○「広域防災活動計画」の見直し
　　　㉗見直し

263

数値目標
の達成度

番号

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に
関する計画」に即した「広域防災活動計画」に見直
した。

＜課題＞
　特になし

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●大規模災害時における広域防災活動の充実・強化
を図るため「南海トラフ地震における具体的な応急
対策活動に関する計画」に即して見直しを行った
「広域防災活動計画」について、熊本地震で顕在化
した課題等を踏まえ、再度見直しを行います。
○「広域防災活動計画」の見直し
　　　㉗㉙見直し

今後の取組方針

　H28.4月に発生した熊本地震を踏まえ、H27に見
直した内容について再検証を行い、H29に見直し
を行う。

●ライフライン事業者や市町村、マスコミ等をはじ
め各種関係機関と情報共有する災害時情報共有シス
テムの機能強化等により、円滑な災害対応を促進し
ます。また、インターネットだけでなく、ＣＡＴＶ
等からも情報を取得できるよう、広報体制を強化し
ます。＜危機＞

●関西広域連合が策定する「関西減災・防災プラ
ン」等と整合をとった地域防災計画とし、広域災害
に対する計画的な対策の推進を図ります。＜危機＞

主要事業の概要・数値目標

●県職員で構成する被災者支援チーム、防災専門家
チーム、災害時市町村派遣チームから成る「徳島県
職員災害応援隊」において、迅速な県職員の応援派
遣や現地の被災状況に応じた的確な応急対策活動へ
の支援を図るために、訓練及び研修を実施します。
＜危機＞

危機

実績値
（H28）
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(３－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

265 運用 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平時は、防災関係機関等と連携した訓練を実施
し、練度の向上と連携強化に努め、いざ大規模災害
発生時(熊本地震：H28)には、迅速に被災地へ出動
し的確な救出救助活動等を行った。
　上記取組により、部隊の広域的な災害対処能力の
向上が図れた。

＜課題＞
　南海トラフ巨大地震や中央構造線・活断層地震な
ど、あらゆる大規模災害の発生に備え、継続的な対
処能力の向上及び部隊間の連携強化に取り組む必要
がある。

　被災地への迅速な出動と的確な救出救助活動等
に取り組むため、継続的な訓練等を実施し、部隊
の練度向上に努める。

警察

実施 → → →

参加 参加 参加 参加 参加 参加 ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●県警察で構成する「徳島県警察災害派遣隊※」を
迅速に出動させ、被災地での的確な救出救助活動等
を行います。
＜警察＞

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局

●他府県との広域的な連携を図り、訓練を通じて災
害時における対処能力の向上に努めます。＜警察＞

○「中国・四国管区内警察合同広域緊急援助隊等
　災害警備訓練」の開催及び同訓練への参加
　　　㉗～㉚参加

　災害に対する更なる対処能力の向上や広域的な
関係機関との協力を図るため、継続して同訓練に
参加し、連携を強化する。

警察266

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　中国・四国管区内警察合同広域緊急援助隊等災害
警備訓練の開催及び参加
　(H27：香川県で開催された同訓練に参加)
　(H28：鳥取県で開催された同訓練に参加)
　上記取組により、数値目標を達成した。

＜課題＞
　南海トラフ巨大地震や中央構造線・活断層地震な
ど、あらゆる大規模災害の発生に備え、更なる対処
能力の向上や他県、関係機関との連携強化が必要で
ある。

実績値
（H28）
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(３－２－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

5万人 5万人 5万人 5万人
59,773

人
54,617

人
◎

8,000
人

8,000
人

8,000
人

8,000
人

8,891
人

9,439
人

◎

整備・
充実

整備・
充実

整備・
充実

整備・
充実

整備・
充実

整備・充
実

◎

→ →
運用
開始

運用

運用開
始

－ － －

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 部局

　引き続き、平成29年度中の運航開始を目指し、
整備を進める。
　また、県庁に総務省の動態管理システムを整備
する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成27年12月に契約し、平成29年度中の運航開始
を目指し整備を進めた。
　平成28年度は、電源車やけん引車等必要となる資
機材を整備した。

＜課題＞
　特になし

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「防災週間」や「世界津波の日」などにおいて各
種講座や啓発行事を適時適切に実施し，各市町村・
消防本部との連携による移動防災センターの開催，
公募展示や月替わりの防災パネル展の実施などによ
り防災センターの利用を促進し，県民の防災意識の
向上を図った。
　救命救急資機材として，大型油圧救助器具，水難
救助用資機材等を整備した。
　防災センターの無線設備の通信回線を増やすなど
の機能強化を行った。

＜課題＞
　特になし

　防災センターを活用した多彩な講座や啓発行事
の開催，移動防災センターの実施により，県民の
防災意識の向上を図る。

今後の取組方針

危機

危機

部局

数値目標
の達成度

○「災害医療遊撃隊」による最新資機材の整備
　　　㉗～㉚整備・充実

●消防防災ヘリは、平成１０年６月から運航を開始
しており、機体更新に向け、機種等について検討を
行い、整備を進める。また、ヘリコプターから直
接、映像を通信衛星に送信し、県庁等の災害対応拠
点でリアルタイムに受信するヘリサットシステムを
装備します。＜危機＞

●消防学校・防災センターについて、県庁災害対策
本部の補完、支援物資の集配など、災害対策拠点と
しての機能の充実を図ります。また、防災センター
における啓発及び地震体験車を活用した移動防災セ
ンターを通じて、県民の防災意識の向上を図りま
す。
また、消防学校教官による「災害医療遊撃隊」を創
設し、最新の「救命救急資機材」の整備と併せて、
消防学校訓練を通じて消防職・団員等への技術浸透
を図るとともに、災害時には、「災害医療遊撃隊」
が資機材を適時・適所に機動的に配備します。＜危
機＞

番号

○「県防災メモリアルデー※」等特別啓発行事
  参加者数
　　　㉕４，１００人→㉗～㉚年間８，０００人

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

危機

○ヘリサットを装備した
  次世代消防防災ヘリコプターの配備
　　　㉙運用開始

268

数値目標
達成状況主要施策：２　防災施設等の整備

○防災センター利用者数（移動防災センター含
む）【主要指標】
　　　㉕５万人→㉗～㉚年間５万人

267

実績値
（H28）
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(３－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

269 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　市町村の整備事業経費に補助を行った。
・孤立化対策ヘリポート整備：5箇所
・通信手段確保：衛星携帯電話2台、
                IP無線機14機、
                防災行政無線移動局無線装置10台
　通信訓練を2回実施した。

＜課題＞
　特になし

　引き続き、市町村が行うヘリポート整備や衛星
携帯電話等の導入を支援する。

危機

270 促進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成28年5月末に県下全体の消防救急デジタル無
線の整備が完了し、6月から運用を開始した。

＜課題＞
　特になし

　引き続き、訓練を実施し、消防救急無線の適切
な運用を図る。

危機

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

主要事業の概要・数値目標 H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●地震や集中豪雨等による孤立集落の発生に備え、
臨時ヘリポートの緊急的な整備や、通信手段を確保
するため衛星携帯電話等の導入を行う市町村を支援
するとともに、県・市町村・住民が協働で通信訓練
等を行います。＜危機＞

今後の取組方針 部局番号

●大規模災害時等において円滑な救助活動を展開す
るため、消防無線のデジタル化に併せて、県庁・各
消防本部間のネットワーク化を促進します。＜危機
＞

実績値
（H28）
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(３－２－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

340戸 500戸 670戸 840戸 294戸 543戸 ◎

促進 → → →

3箇所 － － －

推進 → → →

用地買
収中

－ － －

　津波避難場所の設置に向け、関係自治体と候補
地の検討を行うとともに関係機関との調整を進め
る。

危機・県土

部局

部局

271

272

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

●津波避難困難地域の解消をはじめ、地域の安全性
を確保するため、老朽化して危険な空き家・空き建
築物の除却や市町村における空家等対策計画の策定
を支援し、災害に強いまちづくりを進めます。＜危
機・県土＞

実績値
（H27）

今後の取組方針

273

○鉄道高架事業の推進
　　　㉕調査設計中→㉚用地買収中

　南海トラフ特措法に基づき必要となる「市町村
地域防災計画」の改訂や沿岸市町における「津波
避難対策緊急事業計画」の作成を支援し、地元市
町村とも連携をし、地域の実情に応じた地震・津
波対策を一層加速させる。
　引き続き、空き家等老朽危険建築物の一体的な
除却を促進するとともに、市町村の空家等対策計
画の策定を支援する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　関係自治体と候補地の検討を行うとともに関係機
関との調整を行った。

＜課題＞
　本線工事の計画・工程との調整。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
 老朽危険空き家・空き建築物となる要件を緩和
し、空き家等老朽危険建築物の一体的な除却を促進
した。
　石井町空家等対策協議会にオブザーバーとして参
加し、空家等対策計画の策定を支援した。

＜課題＞
　市町村における空家等対策計画の策定を促進する
ことが必要。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　事業の早期着手、完成を目指す「分割案」の取組
みや、課題となっている徳島市の「まちづくり計画
（案）」について、市・ＪＲ四国と三者協議を実施
し事業を推進した。

＜課題＞
　徳島市との合意形成及び市が策定する「まちづく
り計画（案）」の見直し。

○老朽危険建築物（空き家等）除却戸数（累計）
【主要指標】
      　㉕８４戸→㉚８４０戸

危機
県土

県土

○四国横断自動車道「徳島JCT～阿南IC間」に
  おける津波避難場所の設置箇所数
　　　㉕－→㉚３箇所

●高規格道路等の整備に併せて、津波避難困難地域
の解消に向けた避難路や避難場所の整備を促進しま
す。＜県土＞

●踏切の除去による道路交通の円滑化及び津波浸水
が想定される鉄道沿線地域において、避難路や救援
路、一時避難場所などの機能確保を図るため、徳島
市が実施するまちづくりと一体となって、鉄道高架
事業を推進します。＜県土＞ 県土

委員意見

　市が策定する「まちづくり計画（案）」の見直
しを踏まえ、県、市、ＪＲの三者合意を得る。

主要施策：３　災害時の避難路の確保
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
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(３－２－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

40箇所 45箇所 50箇所 60箇所 40箇所 46箇所 ◎

推進 →

250
箇所

350
箇所

271
箇所

358
箇所

◎

部局

県土

番号 主要事業の概要・数値目標

県土

今後の取組方針

　がけ地の安全性の向上と、津波から命を守る
避難路、避難場所の確保を推進する。

　日常のパトロールによる視認性の確認と適切な
維持管理を行う。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　土砂災害防止施設の整備に併せて津波からの避難
路、避難場所を９箇所整備、目標を達成した。
　
＜課題＞
　市町の津波避難計画との調整や、細やかな地域
ニーズの把握が必要

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　津波浸水想定エリア内における県管理道路に海抜
表示シートを設置した。
（H27:41箇所　H28:87箇所)
　
　上記の取組により、数値目標を達成した。

＜課題＞
　なし

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

●がけ地の保全整備に併せて、津波避難困難地域の
解消に向けた避難路や避難場所の整備を推進及び促
進します。
＜県土＞

274

275

○がけ地の保全に併せた
　避難路・避難場所整備箇所数（累計）
　　　㉕２９箇所→㉚６０箇所

●津波浸水想定エリアの住民や道路利用者等の速や
かな避難行動を促進するため、「海抜表示シート」
を設置します。＜県土＞

○津波浸水想定エリア内における
　海抜表示シートの設置（累計）
　　　㉕１９４箇所→㉘３５０箇所

実績値
（H28）
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(３－２－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

創設 創設 ◎

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

1,700
件

1,800
件

1,900
件

2,000
件

2,128件 2,723件 ◎

推進 → → →

12市町 15市町 14市町 ※14市町 ◎

県土

部局
委員意見

県土

●民間建築物の耐震診断・耐震改修補助を行う市町
村を支援します。＜県土＞

277

○リフォームを伴う
　「木造住宅の耐震化工事」に対する支援
　　　㉗～㉚県民ニーズに１００％対応

○木造住宅等の診断から
　耐震改修や住み替えへの支援【主要指標】
　　　㉗～㉚県民ニーズに１００％対応

●耐震の診断申込みから工事完了まで補助申請の手
続きを「ワンストップ」で行う制度を設けるととも
に、住宅の倒壊等から助かる命を助けるため、徳島
県耐震改修促進計画に基づき、平成３２年度末の住
宅の耐震化率１００％を目標に、リフォーム・改
修・住替え事業による木造住宅の耐震化の取組みを
促進します。＜県土＞

部局
数値目標
の達成度

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

　民間建築物の耐震化を支援する。

・診断から改修工事へつながる取組として、耐震
補強計画の作成への支援や、きめ細かな訪問相談
等を実施する。
・愛知県で認定された「低コスト工法」を採用
し，周知，普及する。

県土

今後の取組方針H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○耐震相談件数（累計）
　　　㉕１，５５４件→㉚２，０００件

実績値
（H28）

主要施策：４　木造住宅等の耐震化促進

276

○「“すぐできる”住宅耐震化事業」の創設
　　　㉗創設

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・すぐできる住宅耐震化事業として，耐震の診断申
込みから改修までの申請手続きをワンストップで行
う制度を創設した(H27）
・県民の要望に100％対応し、耐震診断（H27：
1,027件，H28：1,213件）,耐震改修（H27：251件
H28：363件，簡易改修，住替含）の支援を行った。
・県内の2関係団体と協力し耐震相談を実施した。
耐震相談（H28累計　2,723件）

＜課題＞
　診断から改修工事へつながるよう、耐震補強計画
制度の創設やきめ細かな普及啓発の実施、安価で取
組やすい改修工法の開発・普及が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●耐震の診断申込みから工事完了まで補助申請の手
続きを「ワンストップ」で行う制度を設けるととも
に、住宅の倒壊等から助かる命を助けるため、徳島
県耐震改修促進計画に基づき、平成３２年度末の住
宅の耐震化率１００％を目標に、耐震改修・簡易な
耐震化、耐震シェルター設置・住替え事業による木
造住宅の耐震化の取組みを促進します。
【数値目標上方修正】
○耐震相談件数（累計）
　　　㉕１，５５４件→㉚２，７００件
【数値目標追加】
○耐震性が不十分な木造住宅に対する
　フォローアップの実施戸数（累計）
　　　㉕－→㉚１０，０００戸

＜H27・28取組内容と進捗状況＞
　耐震診断義務付け建築物のある全ての市町に補助
制度の創設を促し、H27年度に２市(鳴門市、阿波
市)において新たに要綱を策定した。
 
※H28年度に，藍住町の該当建築物の所有者が自ら
耐震改修を実施したため，制度創設の必要がなく
なった。

＜課題＞
　民間建築物の耐震化の促進。

数値目標
達成状況

番号

○耐震診断義務付け建築物のある
　全ての市町村での補助制度創設
　　　㉕１０市町→㉘１５市町
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(３－２－５)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

83% 100% 83% 100% ◎

60% 83% 100% 60% 100% ◎

280箇
所

286箇
所

293箇
所

305箇
所

283箇所 286箇所 ◎

工事促
進中

－ － －

工事促
進中

－ － －

県土

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

部局

今後の取組方針
数値目標
の達成度

部局

県土
　基礎調査の結果をふまえ、ハード・ソフト対策
を計画的に実施

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・基礎調査の実施率は、100％を達成した。
・土砂災害啓発マップの公表率は、計画の 1年前倒
しとなるH28に100％を達成した。
・土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設及び避
難所を11箇所保全した。
・国直轄の砂防等の事業も順調に進捗中

　上記の取組みにより、ハード・ソフト一体の土砂
災害対策を推進している。

＜課題＞
　住民等に土砂災害の危険性を正しく認識してもら
うことが必要

○基礎調査の実施率【主要指標】
　　　㉕３３％→㉘１００％

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

○市町村が行う土砂災害啓発マップの公表率
　　　㉕－→㉙１００％

●土砂災害による被害から生命・財産を守るため、
土砂災害危険箇所に関する情報を広く住民に提供
し、土砂災害の危険性を認識してもらうとともに、
砂防設備等による要配慮者利用施設等の重点的な保
全を図るなど、ハード・ソフト一体となった整備を
推進します。＜県土＞

委員意見

実績値
（H28）

主要施策：５　「緊急土砂災害対策」の
              促進

番号

○土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設
　及び避難所の保全施設数（累計）
　　　㉕２６９施設→㉚３０５施設

○祖谷川流域の直轄地すべり対策事業の推進
　（善徳地すべり防止区域）
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

○吉野川水系直轄砂防事業の推進
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

278

数値目標
達成状況
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(３－３－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆ Ｃ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 100% 100% ◎

策定 策定 ◎

24ﾁｰﾑ 25ﾁｰﾑ 26ﾁｰﾑ 27ﾁｰﾑ 24チーム 27チーム ◎

1ﾁｰﾑ 1ﾁｰﾑ 19ﾁｰﾑ 19ﾁｰﾑ 19ﾁｰﾑ 19ﾁｰﾑ ◎

240
機関

240
機関

240
機関

1,100
機関

240
機関

225
機関

○

100% 95.9% 96.2% △

100% 99.1% 99.2% △

100% 95.4% 97.0% －

100% 100% ◎

2箇所 5箇所 7箇所 10箇所 2箇所 4箇所 ○

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

危機・保健・農林・県土・企業・教育

・DMATの体制整備
　引き続き、DMAT養成研修への受講者推薦を行う
と共に、徳島DMAT研修を定期的に開催し、受講者
のすそ野の拡大に努める。
・「ＤＰＡＴ」年２回の県内研修を実施予定。
・「災害時情報共有システム」加入医療機関数
　引き続き、医療機関の加入の促進に努めると共
に、定期的な入力訓練を実施し、発災時に確実な
情報入力ができるよう、練度の向上に努める。
○【県立高等学校施設耐震化率】
　・引き続き耐震化を推進する。
○【市町村立小中学校施設耐震化率】
　・設置者に対して引き続き指導・助言を行う。
○その他の県有防災拠点施設等の耐震化の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2施設2棟
美馬警察署　つるぎ庁舎　1棟
千畳敷展望休憩所　1棟
新野高校          1棟

災害時において、医療活動を迅速・的確に行うた
めには、人材の育成や関係者によるネットワーク
を整えておくことが最も重要であるので、これら
をはじめ、早急に整備すべきものから、具体化し
ていきたい。

○県営住宅
　住棟の適切な維持管理を行う。

○道の駅
　市町との協議、調整を図り道の駅の防災拠点化
を推進する。

○市町村立小・中学校施設耐震化率
　　　㉕９７％→㉗１００％

部局

今後の取組方針

○戦略的災害医療プロジェクト 基本戦略
　　　㉕－→㉗策定

●災害時において防災拠点等となる県施設等につい
て、耐震化計画に基づき計画的に耐震化を進めま
す。また、災害関連死をはじめとする「防ぎ得た
死」をなくすため、災害時から平時へのつなぎ目の
ないシームレスな医療提供体制を構築することを目
的に、「戦略的災害医療プロジェクト」を推進する
とともに、災害拠点病院等における災害派遣医療
チーム（ＤＭＡＴ）の体制整備を進めるなど、更な
る災害医療体制の向上を図ります。
＜危機・保健・県土・教育＞

その他の県有防災拠点施設等の耐震化の推進
○県有防災拠点施設等の耐震化率
　　　㉕８６％→㉚１００％に向けて推進

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・災害拠点病院（11病院）の耐震化工事は、H27に全て完
了し、耐震化率100％となった。
・戦略的災害医療プロジェクト基本戦略
会議開催　H27.8.7、H27.11.22、H28.2.9
戦略的災害医療プロジェクト基本戦略策定　H28.3.15
・DMATの体制整備
　厚生労働省が行う「DMAT養成研修」への受講者推薦を進
めるとともに、国研修の一部を県内で実施する「徳島
DMAT」研修を実施し、受講者の負担軽減及びすそ野の拡大
に努めた。
・H26年度に設置した県立中央病院の先遣隊に加え、徳島
県精神科病院協会を通じて徳島ＤＰＡＴへの登録を依頼し
た結果、県内全ての精神科病院（17）と徳島県精神保健福
祉センターより登録があった。
１．徳島ＤＰＡＴ登録証交付式（H27実施）
２．徳島ＤＰＡＴ研修会（H27：2回、H28：2回）
３．H28熊本地震における活動
　　4月15日から合計10チーム40名を派遣し支援を行っ
た。
・「災害時情報共有システム」加入医療機関数
　数字は減少しているが、全ての病院・有床診療所が加入
しており（医療機関そのものの数が減少しているため、機
関数が減少している）、病院を対象とした定期的な入力訓
練を実施している。
○【県立高等学校施設耐震化率】
　・平成27年度　耐震改修実施　7校
　・平成28年度　耐震改修実施　1校
○【市町村立小中学校施設耐震化率】
　・平成27年度　耐震改修実施　3市町
○その他の県有防災拠点施設等の耐震化の推進
　H27年度：鳴門合同庁舎等4施設5棟を改修した。
　H28年度：美馬警察署本館等2施設2棟を改修した。
○県営住宅の耐震化率
　耐震性の無かった18棟は，県営住宅集約化ＰＦＩ事業に
よる集約化対象団地であり，平成２７年７月15日に用途廃
止された。これにより，県営住宅団地の耐震化率は100％
を達成した。
○「道の駅」防災拠点化整備事業済箇所数
・H27末に2箇所完了
（「道の駅　もみじ川温泉」「道の駅　温泉の里神山」）
・H28末に2箇所完了
（「道の駅　第九の里」「道の駅　にしいや」）
　上記の取組により、数値目標を概ね達成した。
＜課題＞
・DMATチームを確実に増やすために、研修受講を促進する
必要がある。
・徳島ＤＰＡＴ隊員の資質の向上のため、継続した研修が
必要。
○県営住宅
　住棟の適切な維持管理を実施
○道の駅
　施設整備の運用について道の駅の管理主体である市町と
の調整が必要
＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標追加】
○災害時快適トイレ計画の策定・運用　㉘策定

○ＤＭＡＴの体制整備【主要指標】
　　　㉕２１チーム→㉚２７チーム

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

3－3　強靱で安全な県土づくりの推進

279

委員意見

○「災害時情報共有システム」加入医療機関数
　　　㉕１１３機関→㉚１，１００機関

○県営住宅の耐震化率
　　　㉕９２．０％→㉗１００％

○「道の駅」防災拠点化整備済箇所数（累計）
　　　㉕－→㉚１０箇所

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

主要施策：１　地震・津波災害に強い
　　　　　　　まちづくり

○「ＤＰＡＴ」（災害派遣精神医療チーム）の
　体制整備
　　　㉕－→㉙１９チーム

耐震基準に適応した災害等に強い安全な学校施設
の整備
○県立高等学校施設耐震化率
　　　㉕８４％→㉗１００％

数値目標
達成状況

災害医療体制の整備
○災害拠点病院（１１病院）の耐震化率
　　　㉕７３％→㉗１００％

危機
保健
県土
教育

部局
実績値
（H28）
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(３－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100%
５市町
62.5%

６市町
75.0%

－

推進 → → →

着工 － 着工 ◎

推進 → → →

14箇所 17箇所 19箇所 21箇所 14箇所 18箇所 ◎

5箇所 6箇所 7箇所 9箇所 5箇所 7箇所 ◎

41% 43% 45% 46% 43% 44% ◎

55% 60% 65% 70% 53% 57% ○

148
箇所

153
箇所

158
箇所

163
箇所

146箇所 149箇所 △

83% 84% 85% 86% 83% 84% ◎

20km 22km 24km 25km 20km 22km ◎

　南海トラフ特措法に基づき必要となる「市町村
地域防災計画」の改訂や沿岸市町における「津波
避難対策緊急事業計画」の作成を支援し、地元市
町村とも連携し、地域の実情に応じた地震・津波
対策を一層加速させる。

県土

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

○緊急輸送道路における
　斜面対策の実施箇所数（累計）
　　　㉕１３８箇所→㉚１６３箇所

○海岸・河川堤防等の
　地震・津波対策の実施数（累計）
　　　㉕８箇所→㉚２１箇所（全５９箇所中）

○河川水門の耐震化実施箇所数（累計）
　　　㉕４箇所→㉚9箇所

○水門・樋門等の自動化・閉鎖率
　　　㉕３８％→㉚４６％

今後の取組方針

●津波から避難するための、避難路・避難場所等の
整備を推進し、津波避難困難地域の解消を図りま
す。＜危機＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○海岸・河川堤防等の地震・津波対策の実施数
　１．海岸堤防
　　①宍喰海岸（那佐地区）
　　②撫養港海岸（桑島瀬戸地区）
　　③撫養港海岸（岡崎地区）
　　④徳島小松島港海岸（沖洲地区）
　　⑤富岡港海岸（辰巳地区）
　　⑥橘港海岸（橘西地区）
　　⑦日和佐港海岸（大浜地区）
　　⑧浅川港海岸（浅川地区）
　　⑨椿泊漁港（椿泊地区）
　　⑩由岐漁港（由宇地区）
　　⑪牟岐漁港（楠ノ浦）
　　⑫鞆奧漁港
　　⑬宍喰漁港
　　⑭那賀川海岸（那賀川左岸地区）
　２．河川堤防
　　⑮宍喰川　⑯福井川　⑰海部川　⑱撫養川
○河川水門の耐震化実施箇所数
　①出島川水門　②芝生川樋門
　③打樋川水門（阿南）　④善蔵川
　⑤新池川水門　⑥多々羅川水門　⑦田井川水門
○水門・樋門等の自動化・閉鎖率
　44％　陸閘30箇所の自動化（電動化）・廃止
○緊急輸送道路（重点整備区間）
　一般国道１９５号他３０箇所で整備を推進
○緊急輸送道路（斜面対策）
　一般国道１９５号他で落石対策を実施
　（H27:5箇所　H28:3箇所）
○緊急輸送道路等（橋梁(15m以上)耐震化率）
　(H27:5橋　H28:4橋)の耐震化を完了
○緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長
H27で累計　農道：6km、林道14kmで 20kmを整備
H28で累計　農道：7km、林道15kmで 22kmを整備

＜課題＞
　整備に必要な予算の確保及び計画的な整備
　計画的な進捗のためには予算の確保が重要であ
  る。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○河川水門の耐震化実施箇所数（累計）
　㉕４箇所　→　㉚１１箇所

農林
県土

危機

　平成２９年度中に物資集積施設の工事に着手
し、平成３０年度中に西部防災館の供用を目指
す。

　事業予算の確保に向け、機会ある毎に国に提言
を行っていくともに、各施設の整備を計画的に推
進していく。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●救命救急や防災活動等を支援する緊急輸送道路な
どのインフラ整備を推進します。＜農林・県土＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
総理大臣同意 H27.3.18 鳴門市、小松島市、
                      美波町
総理大臣同意 H28.3.30 徳島市、松茂町
総理大臣同意 H29.3.27 阿南市

＜課題＞
　特になし

●西部圏域の防災拠点や津波被害が想定される沿岸
地域の後方支援拠点となる「西部健康防災公園」の
整備を推進します。＜県土＞

○西部健康防災公園の整備
　　　㉙広域防災拠点の着工

○津波避難困難地域解消のための計画策定率
　（対象８市町）
       ㉕－→㉚１００%

○緊急輸送道路等における
　橋梁（15ｍ以上）の耐震化率
　　　㉕７８％→㉚８６％

○緊急輸送道路における
　重点整備区間（３０箇所）の改良率
　　　㉕４０％→㉚７０％

 ○緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長
   （累計）
　　　㉕１７km→㉚２５km

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○平成２７年度は、防災拠点施設の基本設計を実施
○平成２８年度は、
　・防災拠点施設の実施設計
　・西部防災館建築工事に着手
＜課題＞
　平時の利活用を啓発する必要がある。
＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○西部健康防災公園の整備
　　　㉘広域防災拠点の着工

281

280

282

部局
実績値
（H28）

128



(３－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

33校 37校 41校 45校 36校 40校 ◎

推進 → → →

31% 32% 33% 34% 32%
H30.8頃
判明予定

◎

推進 → → →

40% 60% 80% 100% 33% 100% ◎

　引き続き，担当者会議や講習会を開催し，対策
を促進するとともに，国庫補助及び交付金事業に
おける採択要件の緩和を国に働きかける。

危機

今後の取組方針

危機
教育

○避難所施設整備を行った県立学校数（累計）
　　　㉕２４校→㉚４５校（全校）

＜H27・28取組内容と進捗状況＞
　耐震化事業の実施にあたり，国に対して「採択要
件の緩和」及び「補助率の引き上げ」等，助成制度
の充実・強化に向け，政策提言を実施した。
　耐震化に対する認識や理解が高まるよう，技術研
修（H27：2回，H28：1回），給水訓練（H28：１
回）により、市町村水道事業者を支援した。
　予算要望に向けた市町村水道事業者への助言や指
導を実施した。

＜課題＞
　耐震化を進める財源確保が必要である。
　水道事業に携わる技術職員数が年々減少傾向にあ
り，技術等の承継に取り組む必要がある。

県土

○大規模盛土造成地の調査結果の公表率
　　　㉕－→㉚１００％

　引き続き避難所機能の強化・充実を推進する。

　宅地災害の未然防止のため、関係市町と連携・
情報共有していく。

主要事業の概要・数値目標

●南海トラフ巨大地震に備えるため、災害時に重要
な拠点となる病院や避難拠点など、人命の安全確保
を図るために、給水優先度が特に高い施設へ給水す
る管路について、優先的に耐震化を進め、確実に給
水できる体制を目指します。＜危機＞

●一定の地域をカバー（支援）する「拠点避難所」
の指定を促進するとともに、「拠点避難所」となる
県立学校等の整備を推進します。＜危機・教育＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

●大規模盛土造成地の有無等を調査し、住民への情
報提供をホームページ等で行うことにより、防災意
識の向上を図ります。＜県土＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
【取組内容】  　　 (H27)　(H28)
・天井部材落下防止　4校　　7校
・窓ガラス飛散防止　3校　　2校
・防災用電灯設備　　4校
・太陽光発電+蓄電池 4校   10校
・地震時解錠装置　  2校
・資機材　　　　　　　　　40校
【進捗状況】
　㉘40校で避難所施設整備を実施

＜課題＞
　避難所の安全性を確保するとともに、ライフライ
ンの確保・避難生活をサポートする資機材等を充実
させることが必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○避難所施設整備を行った県立学校数（累計）
　　　㉕２４校→㉚４５校（全校）
　　　　　　　　　　（㉙４３校）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・大規模盛土造成地を抽出するための調査を実施。
・H28.9.1に調査結果を公表。

＜課題＞
　引き続き、住民へ周知していく必要がある。

数値目標
の達成度

○重要給水施設管路の耐震適合率
　　　㉔２９％→㉚３４％

283

部局
実績値
（H28）

284

285

番号

129



(３－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

74% 81% 85% 93% 74% 81% ◎

推進 → → →

17% 17% 17% 40% 17% 17% ◎

促進 → → →

工事
施工中

－ － －

今後の取組方針

企業

●津波の河川遡上による被害を軽減するため、直轄
管理河川において、堤防の嵩上げや液状化対策及び
水門・樋門の耐震化を促進します。＜県土＞

　適切な工程管理に基づき、着手済みの事業を着
実に完成へと導く。

　事業予算の確保に向け、機会ある毎に国に提言
を行っていく。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・勝浦発電所水圧鉄管耐震対策工事を完了
・坂州発電所大規模改良工事により、上部建屋を撤
去し、建物耐震工事を完了
・坂州発電所擁壁工事を完了
・川口ダム管理所擁壁工事を完了
・日野谷発電所川側擁壁耐震対策(H26～H30)を継続
実施中
　22/27施設＝81.48%≒81%

＜課題＞
　河川区域内の擁壁耐震対策にあたっては、河川協
議も踏まえた工程管理と、非出水期(11月～5月)の
施工となる。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○整備率（耐震化完了施設数／全施設数２７）
　　　㉕６７％→㉚９３％
　　　　　　　（㉙８１％）

番号

　残る施設の耐震化工事を計画どおり完了させ
る。
・日野谷発電所水路橋耐震補強(H30予定)
・日野谷発電所水圧鉄管小支台補強(H30予定)

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

主要事業の概要・数値目標

●大規模地震等の災害時においても、水力発電の安
定供給を確保するため、発電拠点施設の地震対策及
び老朽化対策など必要な整備を図ります。＜企業＞

●大規模地震等の災害時においても、工業用水の安
定供給を確保するため、管路更新計画に基づき、管
路の老朽化対策及び大規模地震に対する耐震化対策
の整備を図ります。
＜企業＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○整備率（耐震化完了施設数／全施設数２７）
　　　㉕６７％→㉚９３％

○旧吉野川・今切川・那賀川・桑野川の
 地震・津波対策の促進
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
計画どおり次の区間を供用開始
・長岸河底横過トンネル(445m)
・今切第３配水支管(950m)
優先度を考慮し、次の区間の耐震化に着手
・鳴門配水本管(撫養)布設替工事(H30まで)
・幸野配水支管布設替工事(H29まで)
　(445+950)/計画延長8,395m＝16.6%≒17%

＜課題＞
工事を円滑に進めるため関係機関との調整が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○整備率（更新優先度が高い管路Ｌ＝8.4km）
　　　㉕－→㉚４０％
　　　　　（㉙２６％）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　旧吉野川、今切川、那賀川及び桑野川の河口部に
おいて堤防の嵩上げ・液状化対策を実施するととも
に、吉野川の「榎瀬川樋門」の耐震化を進めるな
ど、直轄管理河川の地震・津波対策を促進した。

＜課題＞
　予算の確保が必要

○整備率（更新優先度が高い管路Ｌ＝８．４ｋｍ）
　　　㉕－→㉚４０％

288

企業

部局

県土

実績値
（H28）

286

287
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(３－３－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

促進 → → →

工事
促進中

－ － －

工事
促進中

－ － －

工事
促進中

－ － －

県土

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～徳島東間）
　平成３１年度の供用に向け、事業を促進した。
　・設計協議は全３地区で完了
　・三村、米津干拓の２地区は用地買収及び工事
　　を促進中
　・旭野・小松・下別宮地区は用地買収を促進中
　・(仮称)吉野川大橋下部工事を促進中
　・沖洲地区の盛土工事を促進中
○四国横断自動車道（徳島東～小松島間）
　徳島東～津田間が平成３２年度に開通する見通し
と国が発表（H28.11）
　用地買収、工事を促進した。
　・江田・大原地区の用地買収を促進
　・沖洲高架橋下部工事を促進
○四国横断自動車道（小松島～阿南間）
　用地買収、工事を促進した。
 
＜課題＞
○四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～徳島東間）
  円滑に工事が進められるよう用地取得に全力で取
り組む。
○四国横断自動車道（徳島東～阿南間）
　円滑に工事が進められるよう用地取得に全力で取
り組む。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○四国横断自動車道（徳島東～小松島間）の整備
　　　㉕用地買収中→㉚工事促進中
　　（㉜供用 徳島東～津田間）

番号

委員意見

今後の取組方針 部局

県土

●近畿及び四国内の交流基盤となる四国横断自動車
道（徳島ＪＣＴ～阿南間）の整備を促進します。＜
県土＞

○四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～徳島東間）
　平成３１年度の供用に向け、用地買収、工事を
促進する。
○四国横断自動車道（徳島東～津田間）
　平成３２年度の供用に向け、用地買収、工事を
促進する。
○四国横断自動車道（津田～小松島間）
　用地買収、工事を促進する。
○四国横断自動車道（小松島～阿南間）
　用地買収、工事を促進する。

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

○四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～徳島東間）の
  整備【主要指標】
　　　㉕調査設計中→㉚工事促進中（㉛供用）

主要事業の概要・数値目標

289

○四国横断自動車道（小松島～阿南間）の整備
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

○四国横断自動車道（徳島東～小松島間）の整備
　　　㉕用地買収中→㉚工事促進中

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

主要施策：２　道路交通ネットワークの
　　　　　　　機能強化

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

131



(３－３－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

工事
促進中

－ － －

完成 － － －

策定 策定 ◎

埋立概
成

－ －

○津田地区への追加ＩＣ設置、阿南ＩＣへの追加
ランプ設置
　高速道路本線と同時供用を図るため、調査設
計、用地買収、工事など事業推進を図る。

○高松自動車道の四車線化
　平成３０年度の供用に向け、工事を促進する。

○津田地区活性化計画
　建設発生土を確保するため，関係機関への広報
を実施し，事業進捗を図る。

今後の取組方針 部局

県土

実績値
（H28）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○津田地区への追加ＩＣ設置、阿南ＩＣへの追加ラ
ンプ設置
　・津田追加ICの連結許可を取得した。(H27.7)
　・国・県での阿南IC追加ランプに関する基本
　　協定を締結した。(H28.3)
　・国・県での津田追加ICに関する基本協定を
　　締結した。(H28.8)

○高松自動車道の四車線化
　平成３０年度の供用に向け、工事を促進した。

○津田地区活性化計画
　・「徳島小松島港津田地区活性化計画
　　検討会」開催（H27）
　・H28.3月「徳島小松島港津田地区活性化
　　計画」策定
  ・埋立免許取得に必要な各種調査・設計を
　　実施(H28)
　・埋立てに必要な建設発生土の円滑な受入
　　について，関係機関と調整を実施。(H28)

　上記の取組により，H29.1.16 埋立免許願書出願

＜課題＞
○津田追加IC、阿南IC追加ﾗﾝﾌﾟ
　本線との同時供用を図るため、工程管理、事業間
調整を密に行う。

○高松自動車道の四車線化
　工事が円滑に行われるよう関係機関と調整を行
う。

○津田地区活性化計画
　埋立土の確保（H28末時点70%確保）

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標追加】
○徳島自動車道(阿波ＰＡ付近 延長7.5km）の
  付加車線設置
　　　㉕－→㉚工事促進中

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

290

○「津田地区活性化計画」の実現に向けた土地造
成（再掲）
　　　㉕－→㉚埋立概成

○高松自動車道の四車線化
　　　㉕工事施工中→㉚完成

○津田地区への追加ＩＣ設置、阿南ＩＣへの
　追加ランプ設置
　　　㉕－→㉚工事促進中

○「津田地区活性化計画」の策定
　　　㉗策定

●高速道路ネットワークの機能強化を図るため、津
田地区追加ＩＣ、阿南ＩＣ追加ランプを設置すると
ともに、「暫定二車線区間の解消」など、道路を賢
く使う取組みを推進します。
また、徳島小松島港津田地区において、「活性化計
画」に基づき「とくしま回帰先進地」としての再生
に向け、高速道路供用に必要な取組みを推進しま
す。＜県土＞

主要事業の概要・数値目標
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(３－３－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

促進 → → →

工事
促進中

－ － －

事業
促進中

－ － －

事業
促進中

－ － －

事業
促進中

－ － －

促進 → → →

工事
促進中

－ － －

４車線
化工事
促進中

－ － －

工事
促進中

－ － －

県土

今後の取組方針H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

番号 主要事業の概要・数値目標

○一般国道３２号猪ノ鼻道路（延長８．４km）の
  整備
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中（㉜供用）

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（海部道路）
　の整備
　　　㉕調査中
        （牟岐～県境間 計画段階評価実施中）
　　　→㉚事業促進中

●高規格幹線道路と一体となって高速交通ネット
ワークを形成する地域高規格道路について、徳島環
状道路、阿南安芸自動車道の整備を促進します。＜
県土＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○徳島環状道路(徳島南環状道路）
　未供用区間の工事を促進した。
　【H27･H28実施主要工事】
　・法花横断歩道橋
　・金魚池橋
　・僧都山地区改良工
○徳島環状線（国府藍住工区）
　埋蔵文化財発掘調査、用地買収を推進した。
○徳島環状線（新浜八万工区）
　調査設計、工事を推進した。
○阿南安芸自動車道（桑野道路）
　調査設計、用地買収を促進した。
○阿南安芸自動車道（福井道路）
　調査設計、用地買収を促進した。
○阿南安芸自動車道(海部道路)
　新規事業化に向けて、都市計画・環境アセスメン
トを進めるための調査を促進した。

＜課題＞
○徳島環状道路（国府藍住工区、新浜八万工区）
　円滑に工事が進められるよう用地取得に取り組
む。
○徳島環状道路(徳島南環状道路)
　円滑な事業進捗が図られるよう用地取得を促進す
る。
○阿南安芸自動車道（桑野道路、福井道路）
　円滑な事業進捗が図られるよう用地取得を促進す
る。
○阿南安芸自動車道（海部道路）
　国へ海部道路の重要性および早期の新規事業化を
要望していく。

○一般国道３２号猪ノ鼻道路
　平成３２年度供用に向けて、工事を促進する。
【残主要工事】
・箸蔵第１トンネル
・箸蔵第１橋
・新猪ノ鼻トンネル(徳島県側)
○一般国道５５号阿南道路
　平成３１年度供用に向けて、工事を促進する。
【残主要工事】
・中島高架橋
○一般国道５５号牟岐バイパス
　用地買収、工事を促進する。

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（福井道路）
　の整備
　　　㉕調査設計中→㉚事業促進中

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路）
　の整備
　　　㉕調査設計中→㉚事業促進中

○地域高規格道路徳島環状道路（延長21.7km）の
  整備
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

●交流の基盤を支える一般国道３２号、一般国道５
５号バイパスなどの主要幹線道路の整備を促進しま
す。＜県土＞

○一般国道５５号牟岐バイパス（延長２．４km）
　の整備
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

○一般国道５５号阿南道路（延長１８．４km）の
  整備
　　　㉕一般国道１９５号まで１７．２kmの供用
　　　→㉚那賀川大橋周辺２．１kmの４車線化工
　　　　　事促進中（㉛完成）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○一般国道３２号猪ノ鼻道路
　平成３２年度供用に向けて、工事を促進した。
【H27･H28実施主要工事】
・西山トンネル
・箸蔵第２橋上部工
・新猪ノ鼻トンネル(香川県側)
○一般国道５５号阿南道路
　平成３１年度那賀川大橋周辺の４車線化に向け
て、工事を促進した。
【H27･H28実施主要工事】
・那賀川大橋上部工
・桑野川大橋上部工
・原ヶ崎高架橋上部工
・中島OFFランプ橋上部工
○一般国道５５号牟岐バイパス
　用地買収、工事の促進をした。
【H27･H28実施主要工事】
・海部病院周辺切土工
・山田高架橋下部工
・大谷地区改良工

＜課題＞
　工事が円滑に行われるよう関係機関と調整を行
う。

291

292

県土

部局

○徳島環状道路（徳島南環状道路）
　用地買収、工事を促進する。
○徳島環状線（国府藍住工区）
　埋蔵文化財発掘調査、用地買収、工事を推進す
る。
○徳島環状線（新浜八万工区）
　調査設計、用地買収、工事を推進する。
○阿南安芸自動車道（桑野道路）
　調査設計、用地買収を促進する。
○阿南安芸自動車道（福井道路）
　調査設計、用地買収を促進する。
○阿南安芸自動車道(海部道路)
　新規事業化に向けて、都市計画・環境アセスメ
ントを進めるための調査を促進する。

実績値
（H28）
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(３－３－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

・　四国新幹線について、導入促進期成会が設立された
ことは、非常に大きな成果である。

・　四国新幹線の実現に向けたＰＲ活動の結果として、県
民への広がりが実際に出てきているかどうかにつき、ア
ンケート調査などでチェックする必要があるのではない
か。

・　四国新幹線に関するＰＲ活動により、どれぐらい広が
りが出てきているかについて、何らかの形で捕捉するよう
検討して欲しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

設立 設立 ◎

2回 2回 2回 2回 2回 2回 ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

政策・県土

＜H27取組内容と進捗状況＞
・徳島県四国新幹線導入促進期成会の設立
・設立記念シンポジウムの実施
・四国新幹線ＰＲキャラクターの制作
・徳島県四国新幹線導入促進期成会による国への要
望活動
・四国4県等の連携による国への要望活動（H27:5
回）

＜H28取組内容と進捗状況＞
・四国鉄道活性化促進期成会がシンポジウム実施
・四国新幹線ロゴマークの策定
・四国4県等の連携による国への要望活動（H28:4
回）
・和歌山県、堺市と連携しシンポジウム実施

　上記により、実現に向けた取組みを推進し、期成
会の設立及びＰＲ活動実施の目標を達成した。

＜課題＞
　四国新幹線の実現に向けては、世間の更なる理解
や機運醸成を図り、国政レベルの議論のそ上に載せ
る必要がある。

部局

今後の取組方針

委員意見

部局
数値目標
の達成度

　実現への機運醸成に向け、県民の理解の深化、
自治体や経済界など志を同じくする全国の皆様と
の連携強化を図るため、幅広い層が参加できるイ
ベントの実施、四国４県の連携事業の推進などを
行う。

番号 主要事業の概要・数値目標

○「徳島県四国新幹線導入促進期成会」の設立
　　　㉗設立

●日本全体の新しい「リダンダンシー」の確保・
「二眼レフ構造」の国土構築や、最新の新幹線技術
による「技術立国日本の再生」など、日本再生の起
爆剤となる四国新幹線の実現を目指します。＜政
策・県土＞

○四国新幹線実現に向けた機運醸成に係るＰＲ
  活動回数【主要指標】
　　　㉕２回→㉗～㉚年間２回

293
政策
県土

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：３　四国新幹線実現への取組み
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(３－３－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

・　交通渋滞に伴う「損失時間」の減少を指標として、公
共工事の効果を分かりやすく示す手法を活用して、都市
部における渋滞対策を推進し、四国の国道の中での
ワースト上位箇所の解消を目指して欲しい。

・　交通渋滞対策として、車の量を減らすことに着目する
と、公共交通の利用に繋がっていく。この点を考えると、
「都市部における渋滞対策の推進」施策と、「公共交通の
維持･発展」施策をいかにリンクさせるのかとの観点で、
行動計画の中でしっかり施策を作ってもらいたい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

工事推
進中・
徳島環
状線一
部供用

－ － －

1箇所 3箇所 1箇所 1箇所 ◎

工事
推進中

－ － －

推進 → → →

用地
買収中

－ － －

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

県土

部局

　市が策定する「まちづくり計画（案）」の見直
しを踏まえ、県、市、ＪＲの三者合意を得る。

今後の取組方針

県土

委員意見

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○外環状道路（末広住吉工区）
　工事を推進した。
○外環状道路（徳島南環状道路）
　未供用区間の工事を促進した。
　【H27･H28実施主要工事】
　・法花横断歩道橋
　・金魚池橋
　・僧都山地区改良工
○外環状道路（国府藍住工区）
　埋蔵文化財発掘調査、用地買収を推進した。
○外環状道路（新浜八万工区）
　調査設計、工事を推進した。
○主要渋滞箇所
　H27徳島南環状道路の一部供用により渋滞箇所が
１箇所解消（国道４３８号園瀬橋北詰交差点）
○放射道路
　国道４３８号上八万バイパスの用地取得を推進し
た。

＜課題＞
　早期完成に向け事業進捗を図る

実績値
（H27）

番号 主要事業の概要・数値目標

○放射道路（延長２３．２㎞）の整備
　　　㉕工事施工中→㉚工事推進中

○徳島地区渋滞対策協議会で特定された
　主要渋滞箇所の対策実施箇所数（累計）
　　　㉕－→㉚３箇所

●渋滞の著しい交差点の緩和・解消に努めるととも
に、都市部の慢性的な渋滞を解消するため、徳島市
中心部とその周辺地域における放射環状道路の整備
を推進します。
＜県土＞

294

295

○外環状道路（末広住吉工区）
　工事を推進する。

○外環状道路（徳島南環状道路）
　用地買収、工事を促進する。

○外環状道路（国府藍住工区）
　埋蔵文化財発掘調査、用地買収、工事を推進す
る。

○外環状道路（新浜八万工区）
　調査設計、用地買収、工事を推進する。

○放射道路（上八万バイパス・一ノ瀬工区）
　用地取得、工事を推進する。

県土

○外環状道路（延長３５．０㎞）の整備
 【主要指標】
　　　㉕工事施工中→㉚工事推進中
　　　㉚徳島環状線（末広住吉工区「安宅交差
　　　　点」上りランプを含む 北行き０．９
        ㎞）の一部供用

○鉄道高架事業の推進
　　　㉕調査設計中→㉚用地買収中

主要施策：４ 都市部における渋滞対策の
             推進

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　事業の早期着手、完成を目指す「分割案」の取組
みや、課題となっている徳島市の「まちづくり計画
（案）」について、市・ＪＲ四国と三者協議を実施
し事業を推進した。

＜課題＞
　徳島市との合意形成及び市が策定する「まちづく
り計画（案）」の見直し。

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

●踏切の除去による道路交通の円滑化及び津波浸水
が想定される鉄道沿線地域において、避難路や救援
路、一時避難場所などの機能確保を図るため、徳島
市が実施するまちづくりと一体となって、鉄道高架
事業を推進します。（再掲）＜県土＞

数値目標
達成状況
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(３－３－５)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,250
施設

5,000
施設

5,100
施設

5,195
施設

1,298
施設

5,028
施設

◎

224
施設

252
施設

283
施設

317
施設

234
施設

252
施設

◎

26施設 26施設 26施設 26施設 26施設 26施設 ◎

6公園 6公園 7公園 8公園 6公園 6公園 ◎

28団地 30団地 31団地 34団地 28団地 30団地 ◎

14施設 14施設 15施設 15施設 15施設 15施設 ◎

4箇所 5箇所 6箇所 7箇所 4箇所 5箇所 ◎

28施設 32施設 36施設 40施設 28施設 32施設 ◎

部局

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

農林
県土

部局

今後の取組方針番号 主要事業の概要・数値目標 H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○老朽化対策に着手した県営住宅数（累計）
　　　㉕２６団地→㉚３４団地

○老朽化対策に着手した漁港施設（岸壁等）数
  （累計）
　　　㉕２箇所→㉚７箇所

・引き続き、計画的に老朽化対策を推進する。

・予算要求を行うに当たり、長寿命化計画等必要
性の整理と、重要性の整理により、予算確保を行
う。

経営・農林・県土

委員意見

○老朽化対策に着手した基幹的水利施設数
 （累計）
　　　㉕２１施設→㉚４０施設

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○長寿命化計画策定
　・H27　171施設策定
　・H28　3,730施設策定

○道路施設
　・橋梁、トンネルなどについて、長寿命化計画を
策定（H27:171施設　H28:1,746施設)
　・橋梁、トンネルなどについて、老朽化対策に着
手(H27:34施設　H28:18施設)

○河川管理施設
　26の河川施設について、老朽化対策に着手

○都市公園
　・平成２７年度は、日峯大神子広域公園の遊具の
更新、南部健康運動公園野球場の補修を実施した。
　・平成２８年度は、新規に着手した公園は無し。

○県営住宅
　・H27年度　地蔵橋団地　28団地
　・H28年度　阿南寿団地・金沢団地　30団地

○港湾施設
　・H27　徳島小松島港（沖洲地区）、徳島小松島
港（中洲地区）の2施設で老朽化対策に着手
　・H28　着手済施設の老朽化対策を推進

○老朽化対策に着手した漁港施設（岸壁等）
　・H27年度は既に着手している施設の老朽化対策
を推進。
　・H28年度には、新たに1漁港（長原）で老朽化対
策に着手。H28までに、5箇所において老朽化対策に
着手。

○老朽化対策に着手した基幹的水利施設数
　県営事業で造成された「かんがい用水」や「排水
機場」などの施設について機能診断を行い、老朽化
対策に着手（H27:7施設、H28:4施設）した。

＜課題＞
　着実に長寿命化を推進
　計画的な対策推進のための予算確保

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○老朽化対策に着手した港湾施設（岸壁等）数
  （累計）
　　　㉕１１施設→㉚１７施設

○老朽化対策に着手した
　道路施設（橋梁、トンネル等）数（累計）
　　　㉕１６１施設→㉚３１７施設

●公共施設の老朽化に備え、必要な機能を維持しつ
つ、将来の改良・更新コストを抑制するため、構造
物の長寿命化計画を早期に策定し、老朽化対策を推
進します。
＜農林・県土＞

○長寿命化計画策定済み土木施設数（累計）【主
要指標】
　　　㉕１，１０９施設（２１．３％）
　　　→㉚５，１９５施設（１００%）

296

主要施策：５ 「長寿命化プロジェクト」
             の推進

実績値
（H28）

数値目標
達成状況

○老朽化対策に着手した
　河川管理施設（排水機場等）数（累計）
　　　㉕９施設→㉗２６施設

○老朽化対策に着手した港湾施設（岸壁等）数
  （累計）
　　　㉕１１施設→㉚１５施設

○老朽化対策に着手した都市公園数（累計）
　　　㉕１公園→㉚８公園
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(３－３－５)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

－ － －

－ － －

298 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　関係機関と連携し、点検業務の一括発注を行うな
ど、市町村が行う老朽化対策を支援した。
(H27：1市3町　H28:1市3町)

＜課題＞
　市町村の予算の確保が必要

　市町村の意向調査を行い，引き続き支援を実施
する。

県土

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針
数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○「徳島県公共施設等総合管理計画」の推進体制の
整備を図るため、「公有財産活用推進会議」を発展
的に強化することとして「公有財産最適化推進会
議」を設置し、情報の管理・共有、進行管理が確保
できる体制の整備を図った。
○個別施設計画の策定
・平成２８年度までに、公共建築物類型群（ハコモ
ノ）のうち１類型が計画策定済み、１類型が一部策
定済み、土木等施設類型群（インフラ）のうち４類
型が計画策定済み、４類型が一部策定済みとなって
いる。
○公共建築物の詳細現況調査
・庁舎、学校及び警察の２０８施設で詳細現況調査
を実施した。

＜課題＞
　施設の種類や所管部局が多岐にわたることから、
個別施設計画の策定や詳細現況調査について計画的
な取り組みが必要

　対象施設の詳細現況調査、未策定の個別施設計
画の策定を早期に完了できるよう努める。

部局

経営

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

実績値
（H28）

○施設類型毎の
　「個別施設計画（全１７計画）」の策定
　　　㉕－→（㉛１００％）

●道路インフラの老朽化対策を効果的に実施するた
め、関係機関と連携し、橋梁点検業務等の一括発注
を行うなど、市町村が行う老朽化対策を支援しま
す。＜県土＞

●県が保有する全ての公共施設等について「徳島県
公共施設等総合管理計画」に基づき「老朽施設の戦
略的な長寿命化」を図ります。＜経営＞

○対象施設（公共建築物）の詳細現況調査
　　　㉕－→（㉛１００％）

主要事業の概要・数値目標

297

番号
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(３－３－６)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

工事
促進中

－ － －

完成 － 完成 ◎

工事
促進中

－ － －

工事
促進中

－ － －

工事
促進中

－ － －

完成 完成 ◎

着手
工事

促進中
着手 － ◎

70% 71% 74% 78% 70% 71% ◎

完成 － － －

部局

数値目標
の達成度

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・吉野川では「加茂第二地区」などで工事を実施す
るとともに、「脇町第一地区」では、堤防がH28に
完成した。

・那賀川では「加茂地区」などで工事を実施し、
「深瀬地区」では堤防がH27に完成するなど、国管
理河川の堤防整備を促進した。

・長安口ダムでは、新設ゲート２門のうち１門分の
予備ゲートピア工事が完了し、選択取水設備設置に
着手するとともに、堆砂対策を継続して実施するな
ど、長安口ダム改造事業を促進した。

・重点河川(飯尾川、園瀬川、福井川、那賀川)の整
備を推進した。

・福井ダムではダム管理用制御処理設備の改良及び
観測設備の機能向上を行うなど、ダム管理施設の改
良工事を推進した。

＜課題＞
 事業予算の確保

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
長安口ダムにおいて、H29から新たに恒久的堆砂対
策に着手することから、新たに主要事業を設定
●那賀川の洪水・渇水被害の低減を図るため、長安
口ダムの治水・利水機能の向上・維持に資するダム
改造事業を促進します。＜県土＞
○長安口ダムの本体改造の促進（再掲）
　　　㉕工事施工中 →㉚工事促進中
○長安口ダムの恒久的堆砂対策の促進（再掲）
　　　㉕－ →㉙工事着手

農林・県土

県土

実績値
（H27）

今後の取組方針 部局

　事業予算の確保に向け、機会ある毎に国に提言
を行っていく。

○長安口ダムの改造の促進（再掲）
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

工程（年度別事業計画）

数値目標
達成状況主要施策：６　洪水、高潮、土砂災害

　　　　　　　などによる被害の軽減

○旧吉野川の整備の促進
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

○吉野川加茂第二地区の整備の促進
　　　㉕用地買収中→㉚工事促進中

○重点河川（県管理河川）の整備の推進
 【主要指標】
　　　㉕６８％→㉚７８％

●「平成２６年８月豪雨」をはじめとする洪水被害
から県民を守る治水事業を着実に進めます。＜県土
＞

○吉野川脇町第一地区の整備の促進
　　　㉕工事施工中→㉘完成

299

○福井ダム管理施設の改良
　　　㉕工事施工中→㉚完成

主要事業の概要・数値目標

○吉野川勝命地区の整備の促進
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中

○那賀川加茂地区の整備の促進
　　　㉗着手→㉚工事促進中

○那賀川深瀬地区の整備の促進
　　　㉕工事施工中→㉗完成

番号
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(３－３－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

75% 83% 92% 100% 75% 75% △

推進 → → →

2,260
戸

2,300
戸

2,350
戸

2,400
戸

2,261
戸

2,317
戸

◎

150箇
所

150箇
所

150箇
所

150箇
所

208箇所 281箇所 ◎

推進 → → →

128人 138人 148人 158人 137人 156人 ◎

推進 → → →

34% 35% 36% 37% 35% 36% ◎

302

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H27 19名を新規認定した。
・H28 19名を新規認定した。

＜課題＞
　既認定者において，今後高齢等の理由により
　辞退者が出ることが予想されることから，
　今後も計画以上の認定者確保に努めていく。

●災害復旧・復興の迅速化を図るため、農林地の適
正な管理・保全に向けた活動を支援します。＜農林
＞

部局

県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27.H28とも平成20年度の3倍を越える予算(10億
円)を確保し、事業を促進した。

　防災・減災対策関連の「重点エリア（津波浸水被
害関連、中央構造線直下型地震関連、山地災害関
連）」における調査事業を促進した。

＜課題＞
　実施体制の弱い市町村に対する、人的負担の軽減
のための支援

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針

○土砂災害の危険性のある人家の保全数
　予算の確保に努めるとともに，きめ細かな地元
調整を行い，地すべり防止事業や予防治山事業等
の更なる推進を図る。

○山地災害の危険性が高い箇所
（山地災害危険地区）の調査・点検パトロール
　実施箇所数
　5月20日から6月30日の期間に「山地災害防止
　キャンペーン」を展開し，関係市町村及び山地
　防災ヘルパーの協力を得て，特に集中的にパト
　ロールに取り組む。

　毎年山地防災ヘルパー研修会を開催し，山地
　防災ヘルパーの山地災害に対する見識を更に高
　め，レベルアップを図る。
　また，山地防災ヘルパー通信を年2回発行し，
　山地防災ヘルパーへの情報発信を行う。

農林

数値目標
の達成度

農林

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・市町村担当者会議における周知（毎年5月頃）
・研修会の実施（毎年10月頃）

　上記の取組等により，内水浸水被害が想定され，
内水ハザードマップが必要な12市町（7市5町）のう
ち，H27までに9市町（4市5町）で策定公表（75%）

＜課題＞
　未公表の３市町はいずれもH30年度公表を目標と
していることからH29年度までは工程計画値を下回
る見込み

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○土砂災害の危険性のある人家の保全数
地すべり防止事業の実施により，
・H27 50戸を保全した。
・H28 56戸を保全した。

○山地災害の危険性が高い箇所
（山地災害危険地区）
・H27 208箇所の調査・点検を実施した。
・H28 281箇所の調査・点検を実施した。

＜課題＞
整備に必要な予算の確保及び計画的な施設の整備
○土砂災害の危険性のある人家の保全数
  安定的な事業予算の確保が必要。
○山地災害の危険性が高い箇所
（山地災害危険地区）の調査・点検パトロール
　実施箇所数
　職員数に限りがあるなか，山地防災ヘルパーの
　更なる増員や効率的な運用が必要。○山地災害の危険性が高い箇所（山地災害危険

  地区）の調査・点検パトロール実施箇所数
　　　㉕１４１箇所→㉗～㉚年間１５０箇所

主要事業の概要・数値目標

301

300

＜内水ハザードマップ＞
　未公表の3市町に対して，出来るだけ早期に内
水ハザードマップを策定・公表するよう，相談・
支援を行う。

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

・引き続き、防災・減災対策関連の「重点エリ
ア」での調査事業を促進する。

・H29年度も県予算10億円を確保しており、執行
を促進するため、市町村に対して「包括委託制度
の活用」「外部の専門家の積極的活用」などを推
進するとともに，休止市町村での調査の再開を促
進する。

○地籍調査事業の進捗率
　　　㉕３２％→㉚３７％

●集中豪雨や局所的な大雨での土砂災害による被害
から生命・財産を守るために必要な地すべり防止施
設・治山施設等を整備し、人的災害ゼロを目指しま
す。＜農林＞

303

番号

●山地災害に関する情報収集の迅速化や山地災害危
険地区等における地域住民への防災啓発を推進する
ため、山地防災ヘルパーの認定を推進します。＜農
林＞

農林

○土砂災害の危険性のある人家の保全数（累計）
　　　㉕２，１６５戸→㉚２，４００戸

○山地防災ヘルパーの認定者数（累計）
　　　㉕１０８人→㉚１５８人

●集中豪雨による内水浸水被害から住民の生命と財
産を守るため、内水浸水危険箇所のある市町村が危
険箇所や避難先の情報を住民に情報提供できるよう
支援します。＜県土＞

○内水ハザードマップの公表率
　　　㉕６７％→㉚１００％

実績値
（H28）
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(３－３－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

64% 66% 68% 70% 64% 65% △

47% 100% 100% 100% ◎

推進 → → →

2港 3港 2港 2港 ◎

306 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　水防テレメータシステムのデジタル化を進め、
H27年度に完了。

＜課題＞
　より精緻な水防情報を発信するには、水位局等の
増設が必要

　引き続き、水防情報の確実な発信に努める。 県土

307 推進 → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・「放置艇対策推進会議」（H27：2回）を開催
　し，「徳島県放置艇削減計画」を策定した。
・「放置艇対策推進会議」（H28：2回）を開催
　し，平成29年度の取組方針を策定した。
・一部のエリアで暫定係留場所を確保した
・沈廃船等の撤去

＜課題＞
・暫定係留施設設置のため，漁協，船舶所有
　者，地元住民等の協力が必要

　関係者等の協力を得て，暫定係留場所を拡大す
るとともに，沈廃船の撤去を進め，放置艇を解消
する。

農林
県土

県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・市町村担当者会議における周知（毎年5月頃）
・研修会の実施（毎年10月頃）

　上記の取組により，BCPについてはH27までに
策定率100%で目標「達成」，重要な下水管渠の地震
対策実施率H28時点で65%となった。（吉野川市で
800ｍ整備ほか）

＜課題＞
　下水道BCPには簡易版と網羅版（詳細版）があ
り，簡易版により100%策定の目標は達成されたが，
最終的には網羅版まで策定しておくべきところ，網
羅版が未策定の市町がある。

○管渠の地震対策実施率
　管渠の地震対策未実施の市町に対して，重要な
管渠について耐震化が進むよう相談・支援を行
う。

○下水道BCP
　「網羅版ＢＣＰ」未策定の市町に対して，出来
るだけ早期に網羅版も策定するよう，相談・支援
を行う。

　港湾ＢＣＰ策定済みの２港については継続的に
検証・見直しを実施していくとともに、３港目と
なる浅川港の港湾ＢＣＰの策定を進める。

部局

305

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

○港湾ＢＣＰを策定した防災拠点港数（累計）
　　　㉕１港→㉙３港

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H28.2 橘港において２港目となる港湾ＢＣＰの策
定を完了
・H29.3 徳島小松島港・橘港の合同で協議会を開催
するとともに訓練を実施

＜課題＞
　より実効性を高めるため、継続的な検証・見直し
が必要

●地震・津波による公共下水道施設への被害を防
止・軽減するため、施設の耐震化を進めるととも
に、災害時の下水道業務継続計画（ＢＣＰ）の策定
を推進します。＜県土＞

番号

○下水道ＢＣＰの策定率
　　　㉕２０％→㉘１００％

今後の取組方針

304

主要事業の概要・数値目標

県土

○地震対策上、重要な下水管渠の地震対策実施率
　　　㉕６２％→㉚７０％

実績値
（H28）

●頻発する局地的集中豪雨や津波等に備えた防災情
報の充実を図るため、水防テレメータシステムのデ
ジタル化による情報提供の確実化や防災情報の普及
啓発に努めます。
＜県土＞

●津波・洪水時における船舶の流出による県民の生
命・財産への被害を防ぐため、「徳島県放置艇削減
計画」に基づき、「放置艇」の解消に向けた取組み
を推進します。＜農林・県土＞

●大規模災害時に、「救援物資の海上輸送」等の優
先業務を継続させ、物流機能を早期に回復できるよ
う、「港湾ＢＣＰ」の策定を推進するとともに、継
続して検証・見直しを行います。＜県土＞
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(３－３－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

制定 推進 →

制定 制定 ◎

構築 推進 →

構築 構築 ◎

310 促進 → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　河川防災ステーション整備計画の策定に向け、関
係機関との調整を実施。

＜課題＞
　事業予算の確保

　事業予算の確保に向け、機会ある毎に国に提言
を行っていく。

県土

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　庁内検討会議（H27:1回、H28:1回）
２　有識者等による検討委員会（H28:2回）
 上記の取組により、H28.12条例制定
 その後、「愛称募集」「シンポジウム」を行い、
普及啓発を図った。

＜課題＞
・国、市町村等他機関との調整
・総合的な水管理として内容が多岐にわたるため、
施策の推進にあたり、各部局間の連携強化が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●雨の降り方が「新たなステージ」に入ったことに
より、頻発化・激甚化する水害や頻発する渇水に対
し「県土の強靱化」を図るため、「徳島県治水及び
利水等流域における水管理条例」を制定し、施策を
推進します。
○「徳島県治水及び利水等流域における水管理条
例」の制定
　　　㉘制定
【数値目標追加】
○流域水管理計画の策定
　　　㉙策定

●洪水被害から住民の生命と財産を守るため、出水
時の水防活動拠点、水防資機材の備蓄基地等となる
「中鳥河川防災ステーション（仮称）」の整備を促
進します。＜県土＞

・流域における水管理を総合的かつ計画的に推進
するために流域水管理計画を策定する。

・条例の理念、水管理の考え方、施策などを積極
的に情報発信し、周知・啓発を図る。

・条例の考え方を具現化するため、各施策の推進
を図る。

県土

県土

○「河川安全・安心協働モデル」の構築
　　　㉘構築

○治水・利水条例（仮称）の制定
　　　㉘制定

309

●河川の氾濫に伴う浸水被害に対し、県民の安全・
安心を確保するため、公共事業による河道掘削に加
えて、土砂の撤去から活用まで支援・管理する「河
川安全・安心協働モデル」を構築し、取組みを推進
します。＜県土＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　堆積土砂について、海部川をモデルとし民間と協
働で撤去する取組みを実施。

＜課題＞
　県内河川への拡大

　「海部川モデル」での成果及び河川ごとの状況
を考慮の上、県内河川に拡大する。

308

●雨の降り方が「新たなステージ」に入ったことに
より、頻発化・激甚化する水害や頻発する渇水に対
し「県土の強靱化」を図るため、「治水・利水条例
（仮称）」を制定し、施策を推進します。＜県土＞
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(３－３－７)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

55% 65% 75% 80% 57% 66% ◎

促進 → → →

工事促
進中

－ － －

事業促
進中

－ － －

推進 → → →

実施 実施 実施 実施 実施 実施 ◎

農林・県土

部局

部局

数値目標
達成状況

今後の取組方針

農林
県土

○倒木対策の推進
　　　㉕－→㉗～㉚毎年度実施

312

番号
実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標 H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

　生命線道路や緊急輸送道路等において、関係者
で合同点検を行い、倒木の恐れのある樹木を抽出
して、必要があれば事前伐採を推進する。

○一般国道３２号猪ノ鼻道路
　平成３２年度供用に向けて、工事を促進する。
【残主要工事】
　・箸蔵第１トンネル
　・箸蔵第１橋
　・新猪ノ鼻トンネル（徳島県側）

○一般国道３２号改築防災(大歩危工区）
　調査設計、用地買収、工事を促進する。

　引き続き、１０路線１１箇所の整備を促進

実績値
（H28）

311

313

主要施策：７ 異常気象時における通行の
             確保

●大雨など異常気象時による事前通行規制区間にお
いて、バイパスルートの整備を促進します。＜県土
＞

●災害時の交通途絶が発生しないよう、危険箇所の
整備を推進します。＜県土＞

○生命線道路の強化率（１１箇所）【主要指標】
　　　㉕４７％→㉚８０％

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　１０路線１１箇所の整備を促進

＜課題＞
　用地取得の進捗

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○一般国道３２号猪ノ鼻道路
　平成３２年度供用に向けて、工事を促進した。
【H27･H28実施主要工事】
　・西山トンネル
　・箸蔵第２橋上部工
　・新猪ノ鼻トンネル(香川県側)

○一般国道３２号改築防災(大歩危工区）
　調査設計を促進した。

＜課題＞
　工事等が円滑に行われるよう関係機関と調整を行
う。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
 これまで緊急対策として、道路管理者やライフラ
イン関係者、森林組合などで構成する協議会を各圏
域ごとに設置し、倒木の恐れのある樹木の特定など
の合同点検を実施し、所有者の同意を得られた箇所
から事前伐採を行った。

＜課題＞
　予算の確保が必要

○一般国道３２号猪ノ鼻道路（延長８．４km）の
　整備（再掲）
　　　㉕工事施工中→㉚工事促進中（㉜供用）

委員意見

●孤立集落の発生を防ぐため、倒木対策協議会（平
成26年設置）等を通じ、生命線道路や緊急輸送道路
等において、大雪等による倒木を防ぐ事前伐採を推
進します。
＜農林・県土＞

○一般国道３２号改築防災（大歩危工区延長
  ２．５㎞）の整備
　　　㉕調査設計中→㉚事業促進中

県土

県土
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(３－３－８)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

部会
設置

→ 検討 試行

試行
部会
設置

－ －

整備・
維持
管理

維持
管理

→ →

整備・
維持
管理

整備・
維持
管理

維持管理 ◎

経営・県土

部局

委員意見

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

工程（年度別事業計画）

315

実績値
（H28）

数値目標
達成状況

314

主要事業の概要・数値目標

主要施策：８　民間活力による施設整備

番号

　住棟の適切な維持管理を行う。

●利用者サービスの向上と事業コストの削減を図る
ため、民間活力を導入することにより、県営住宅の
整備を推進します。＜県土＞

今後の取組方針

県土

○ＰＦＩ方式による県営住宅１２団地の集約化
　　　㉕整備中→㉗整備・維持管理

●平成２７年度に設置予定の庁内組織「徳島県公共
施設等総合管理計画推進本部（仮称）」の下に「Ｐ
ＰＰ／ＰＦＩ・コンセッション等民間活力導入検討
部会（仮称）」を設置し、民間活力導入に向けた検
討を行います。＜経営＞ 経営

○新たな行政手法（ＰＰＰ/ＰＦＩ方式※・
　コンセッション方式等）の導入
　　　㉚試行

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　「徳島県公共施設等総合管理計画」の推進体制
の整備を図るため、「公有財産活用推進会議」を発
展的に強化することとし、「公有財産最適化推進会
議」を設置し、情報の管理・共有、進行管理が確保
できる体制の整備を行った。
２　「公有財産最適化推進会議」の専門部会として
「ＰＰＰ／ＰＦＩ・コンセッション部会」を設置す
るとともに、民間活力導入の先進的な手法や事例の
研究を行った。

＜課題＞
・民間活力導入の対象となる公共施設等の掘り起こ
しや相手方の確保

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●平成２７年度に設置の庁内組織「公有財産最適化
推進会議」の下に「ＰＰＰ／ＰＦＩ・コンセッショ
ン部会」を設置し、民間活力導入に向けた検討を行
います。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・平成27年度末に整備が完了。
・平成28年度は、住棟の適切な維持管理を行った。

＜課題＞
　PFI事業者との定期打合せが必要

　「ＰＰＰ／ＰＦＩ・コンセッション部会」にお
いて、民間活力導入に向けての事例研究や公共施
設への導入可能性について調査及び検討を行う。
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(３－４－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 100% 100% ◎

24ﾁｰﾑ 25ﾁｰﾑ 26ﾁｰﾑ 27ﾁｰﾑ 24チーム 27チーム ◎

1ﾁｰﾑ 1ﾁｰﾑ 19ﾁｰﾑ 19ﾁｰﾑ 19チーム 19チーム ◎

240
機関

240
機関

240
機関

1,100
機関

240
機関

225
機関

○

保健

数値目標
達成状況

委員意見

今後の取組方針

危機・政策・保健

部局
数値目標
の達成度

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

番号

工程（年度別事業計画）

3－4　「戦略的災害医療プロジェクト」のさらなる展開

主要施策：１　戦略的災害医療の展開

主要事業の概要・数値目標

316

・DMATの体制整備
　引き続き、DMAT養成研修への受講者推薦を行う
と共に、徳島DMAT研修を定期的に開催し、受講者
のすそ野の拡大に努める。

・「ＤＰＡＴ」年２回の県内研修を実施予定。

・「災害時情報共有システム」加入医療機関数
　引き続き、医療機関の加入の促進に努めると共
に、定期的な入力訓練を実施し、発災時に確実な
情報入力ができるよう、練度の向上に努める。

○災害拠点病院（１１病院）の耐震化率（再掲）
　　　㉕7３％→㉗１００％

●大規模災害時に、災害医療の中核となる災害拠点
病院の耐震化を促進するとともに、災害派遣医療
チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（Ｄ
ＰＡＴ）の体制整備を進め、更なる災害医療体制の
向上を図ります。＜保健＞

○ＤＭＡＴの体制整備（再掲）【主要指標】
　　　㉕２１チーム→㉚２７チーム

○「ＤＰＡＴ」（災害派遣精神医療チーム）の
　体制整備（再掲）
　　　㉕－→㉙１９チーム

実績値
（H28）

○「災害時情報共有システム」加入医療機関数
  （再掲）
　　　㉕１１３機関→㉚１，１００機関

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・災害拠点病院（11病院）の耐震化工事は、H27
に全て完了し、耐震化率100％となった。

・DMATの体制整備
　厚生労働省が行う「DMAT養成研修」への受講者
推薦を進めるとともに、国研修の一部を県内で実
施する「徳島DMAT」研修を実施し、
受講者の負担軽減及びすそ野の拡大に努めた。

・H26年度に設置した県立中央病院の先遣隊に加
え、徳島県精神科病院協会を通じて徳島ＤＰＡＴ
への登録を依頼した結果、県内全ての精神科病院
（17）と徳島県精神保健福祉センターより登録が
あった。
１．徳島ＤＰＡＴ登録証交付式（H27実施）
２．徳島ＤＰＡＴ研修会（H27：2回、H28：2回）
３．H28熊本地震における活動
　　4月15日から合計10チーム40名を派遣し支援
を行った。

・「災害時情報共有システム」加入医療機関数
　数字は減少しているが、全ての病院・有床診療
所が加入しており（医療機関そのものの数が減少
しているため、機関数が減少している）、病院を
対象とした定期的な入力訓練を実施している。

＜課題＞
　・DMATチームを確実に増やすために、研修受講
を促進する必要がある。
　・徳島ＤＰＡＴ隊員の資質の向上のため、継続
した研修が必要。

実績値
（H27）
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(３－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

5万人 5万人 5万人 5万人
59,773

人
54,617

人
◎

8,000
人

8,000
人

8,000
人

8,000
人

8,891
人

9,439
人

◎

整備・
充実

整備・
充実

整備・
充実

整備・
充実

整備・
充実

整備・充
実

◎

環境
整備

推進 → →

環境
整備

環境整備
完了

◎

75
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

150
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

225
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

300
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1,034
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1,157
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

◎

推進 → →
全県
展開

全県
展開

－ － －

319

●災害発生時に被災者に適切な治療や医薬品の提供
を行うため、マイナンバーの独自利用により、被災
者のマイナンバーと医療情報を連携させる市町村の
体制づくりを支援します。＜政策＞

317

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

318

○地域SNS登録数
　　　㉕－→㉚３００グループ

部局

危機

危機

○「災害医療遊撃隊」による最新資機材の整備
　　　㉗～㉚整備・充実

政策

○防災センター利用者数（移動防災センター含
む）
　　　㉕５万人→㉗～㉚年間５万人

●関係機関間の災害情報を一元的に集約・活用する
ため、ＧＩＳ（地理情報システム）を利用した「災
害時情報共有システム」を基に、「地域ＳＮＳ」等
により被災状況や避難所における被災者ニーズを把
握・共有するなど、医療関係者や災害対応に携わる
関係者のための支援基盤構築に向けた「戦略的災害
医療“Ｇ空間※”プロジェクト」を推進します。＜
危機＞

今後の取組方針

　全県展開に向け、引き続き市町村への説明を行
う。
　国のマイナンバー制度の見直しや、マイナン
バーカードの多用途化の動向を 見極めながら、
災害時における医療の提供方法について検討を進
める。

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　マイナンバー制度の施行に合わせ、モデル地区
として選定した、美波町において独自利用条例を
制定していただいた。また、県においては、運用
マニュアルを作成し、美波町に提供した。

＜課題＞
　全県展開するためには全ての市町村で、独自利
用条例を制定していただく必要がある。
　平成30年度に、国民健康保険の運営主体が県に
移管される予定となっており、制度改正にともな
うスキームの見直しが必要となる。

　防災センターを活用した多彩な講座や啓発行事
の開催，移動防災センターの実施により，県民の
防災意識の向上を図る。

　登録者拡大のため、普及啓発活動を実施する。

●消防学校・防災センターについて、県庁災害対策
本部の補完、支援物資の集配など、災害対策拠点と
しての機能の充実を図ります。また、防災センター
における啓発及び地震体験車を活用した移動防災セ
ンターを通じて、県民の防災意識の向上を図りま
す。
また、消防学校教官による「災害医療遊撃隊」を創
設し、最新の「救命救急資機材」の整備と併せて、
消防学校訓練を通じて消防職・団員等への技術浸透
を図るとともに、災害時には、「災害医療遊撃隊」
が資機材を適時・適所に機動的に配備します。（再
掲）＜危機＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「防災週間」や「世界津波の日」などにおいて
各種講座や啓発行事を適時適切に実施し，各市町
村・消防本部との連携による移動防災センターの
開催，公募展示や月替わりの防災パネル展の実施
などにより防災センターの利用を促進し，県民の
防災意識の向上を図った。
　救命救急資機材として、大型油圧救助器具、水
難救助用資機材等を整備した。
　防災センターの無線設備の通信回線を増やすな
どの機能強化を行った。

＜課題＞
　特になし

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　すだちくんメールの地域SNS機能を整備した。
　H28年度は、すだちくんメールの地域SNS機能の
普及啓発活動に努めた。

＜課題＞
　発災時、災害時共有システムにアクセスが集中
し、輻輳が懸念されるため、サーバーの強化及び
見直しが必要となる。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○地域SNS登録数（累計）
　　　㉕－→㉚１，１５０グループ

○「戦略的災害医療“Ｇ空間”プロジェクト」の
　全県展開
　　　㉗環境整備

○「県防災メモリアルデー」等特別啓発行事参加
者数
　　　㉕４，１００人→㉗～㉚年間８，０００人

○「災害時医療情報」との連携促進
　　　㉕－→㉚全県展開

実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度
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(３－４－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

完成
工事

進捗中
完成 ◎

部局番号 主要事業の概要・数値目標

320 病院
　防災拠点としての機能充実に向け、関係機関と
の連携を図る

部局

委員意見

病院

今後の取組方針

○海部病院の高台移転【主要指標】
　　　㉕建築工事着手→㉘完成

●将来発生が予想されている南海トラフ巨大地震に
よる大津波の被害にも県南地域の先端災害医療拠点
として対処できるよう、県立海部病院の高台移転に
取り組むとともに、国・牟岐町等関係機関とも連携
を図り、県南地域の新たな防災拠点づくりを進めま
す。＜病院＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・建築工事の本格的着手(H27.6起工式)
・海抜15.6mの高台に新海部病院完成(H29.1)

＜課題＞
　防災拠点としての機能充実に向けた、関係機関
との連携

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

主要施策：２　災害医療拠点
　　　　　　「県立海部病院」の高台移転

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
達成状況
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(３－５－１)

　 　

 

評価 特記事項

☆ B

・　消費者庁の徳島誘致は、この３年間の成果によって
決まることから、消費者庁誘致の関連施策は、特に他の
都道府県との比較を意識して、「徳島は、はるかに進ん
でいる」と言われる目標を掲げて、しっかり取り組んで欲
しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

185件 200件 210件 220件 165件 168件 △

10人 20人 35人 50人 15人 20人 ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

部局

危機・農林

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局

3－5　守り抜く！くらし安全安心セーフティーネットの構築

・東京オリンピック・パラリンピックでの食材調達
基準が組織委員会から示され、とくしま安２ＧＡＰ
のうち優秀認定は、要件に適合しており、本大会で
県産品が採用される道が、拓かれており、オリン
ピックイヤーの２０２０年までを重点期間とし、東
京オリパラへの食材調達を推進する協議会や生産者
のＧＡＰ取得を推進する生産流通研究会を発足さ
せ、大幅にＧＡＰ認証者数を増やす。

・指導者育成のための研修会を県内で実施する。

・消費者に対して制度の周知のためのキャンペーン
を実施し、認証農産物の購入意欲を高める。

・生産者がＧＡＰに取り組みやすくするため、記帳
方法の簡素化の検討を行う。

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○とくしま安²ＧＡＰ認証件数（累計）
 【主要指標】
　　　㉕１５５件→㉚２２０件

○新たにＧＡＰに取り組む青年農業者数(累計)
　　　㉕－→㉚５０人

321

実績値
（H27）

●安全で安心な農産物の供給のため、農産物の安全、
環境保全、労働安全について国の高度なＧＡＰ基準を
取り入れた「とくしま安²ＧＡＰ認証制度」の取得を推
進します。
＜農林＞

農林

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１生産者向けGAP（農業生産工程管理）導入研修会
や農業大学校でのGAP講義等を行い、生産者のGAP取
組意識を高めた。（H27:13回、H28：15回）
２指導者育成のため普及指導員やJA営農指導員等の
指導者に対してJGAP指導員基礎研修を開催し、GAP
指導スキルの向上を図った。（H27:4回、H28:7回）
３認証制度の消費者向けＰＲとして，徳島ヴォル
ティスホームゲームやオーガニックエコフェスタ等
で消費者に対してGAP制度や生産物のPRを行った。
（H27:5回、H28:5回）
　上記の取組により、新たにＧＡＰに取り組む青年
農業者の増加につながった。

＜課題＞
　指導者数の拡大、消費者への制度の周知が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●安全で安心な農産物の供給のため、農産物の安
全、環境保全、労働安全について適正管理を行い、
農林水産省のＧＡＰガイドラインに完全準拠した
「とくしま安²ＧＡＰ認証制度（優秀認定）」等の
取得を推進します。
○農水省ＧＡＰガイドライン準拠以上の認定件数
（累計）
　　　㉕１４件→㉚３０件

委員意見
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：１　安全・安心な食の確保
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(３－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

5件 5件 8件 8件 17件 ◎

推進 → → →

4回 4回 4回 創設 11回 ◎

創設 創設 ◎

10件 20件 30件 40件 0件 17件 ○

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

　食の安全安心の確保を推進するため、食の安全安
心学び推進プログラムによる「食品表示責任者養成
研修」、「消費生活コーディネーター特別研修」、
「認証&HACCP導入担当者養成研修」を実施するとと
もに、とくしま食の安全安心情報ポータルサイトに
よる情報発信を行う。
　また、「適正表示推進事業者認定制度」につい
て、食品関連事業者へ広く周知し、認定数の増加に
努める。

危機

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「徳島版HACCP認証制度」に基づく、認証を進め
た。
・HACCP推進協議会を設立
・講習会、技術研修会を開催
・徳島県衛生管理認証（徳島県HACCP認証）事務取
扱要綱を策定
・施設の審査及び認証

＜課題＞
　認証施設の拡大のため、事業所への教育訓練や技
術研修及び技術的助言の継続が必要である。
　事業者に対し助言・指導を行う食品衛生監視員の
人材育成が必要である。

●食品衛生管理の国際標準である「ＨＡＣＣＰ」の県
下と畜場、食鳥処理場をはじめとする食品関係営業施
設への導入を支援するとともに、基準適合施設につい
て「徳島県食の安全安心推進条例」に規定された「徳
島版ＨＡＣＣＰ認証制度」に基づきその認証を推進す
ることにより、阿波牛や阿波尾鶏など県産食品の安全･
安心ブランドを確立し、国内競争力の強化と輸出促進
を図ります。＜危機＞

○食品関連事業者等認定数（累計）
　　　㉕－→㉚４０件

「食の安全安心学び推進プログラム」の開催回数
　　　㉗創設→㉘～㉚年間４回

322

323

危機

○「とくしま食の安全安心情報ポータルサイト」
  の創設
　　　㉗創設

○ＨＡＣＣＰ認証施設数（累計）
　　　㉕－→㉚８件

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

　HACCP普及を推進するため、講習会を開催し、食
品関係事業者へ周知を図るとともに、助言・指導の
ための人材育成に努める。
　認証施設の拡大のため、徳島県衛生管理認証
(徳島県HACCP認証）制度の周知を図るとともに、事
業者に対し、認証に向けた助言を行う。
　関係部局と連携し、「とくしまブランド」食品製
造施設へのHACCP導入を支援し、安全・安心・高品
質な食品の確立を図る。

●「とくしまトレースフードプロジェクト」を推進
し、食品履歴の「見える化」による信頼確保を図りま
す。
また、食品表示の適正化を図るための人材育成策の柱
として、「食の安全安心学び推進プログラム」を開設
し、食品関連事業者等における食品表示責任者養成研
修や認証＆ＨＡＣＣＰ導入担当者研修を実施し、食品
表示に係る知識の普及を図るとともに、食の安全安心
に関する情報を一元化した「とくしま食の安全安心情
報ポータルサイト」を開設し、食に関する各種情報を
発信することにより、食の安全安心の確保を推進しま
す。＜危機＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○食の安全安心学び推進プログラムの創設
　食品製造事業者、飲食店営業者、一般消費者への
食の安全安心のリーダー養成研修として創設した。
・平成27年度は、「食品表示責任者養成研修」「消
費生活コーディネーター特別研修」を実施した。
・平成28年度は、上記に加え、「認証&HACCP導入担
当者養成研修」を実施した。

○とくしま食の安全安心ポータルサイトの創設
　食の安全安心情報を一元的に掲載したサイトを創
設し、事業者向けの食品表示情報や、消費者向けの
Ｑ＆Ａ、クイズなどを掲載するとともに、食品の回
収、リスクコミュニケーション開催情報等を随時掲
載し、情報提供に努めた。

○食品関連事業者等認定の取組み
　「適正表示推進事業者認定制度」を創設・推進
し、原料原産地表示等について適正な取組を行う事
業者を認定した。

＜課題＞
　「適正表示事業者認定制度」の浸透・定着を進め
る必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「とくしまトレースフードプロジェクト」を推進
し、食品履歴の「見える化」による信頼確保を図る
ため、「食の安全安心学び推進プログラム」を開設
し、食品関連事業者等における食品表示責任者養成
研修や認証＆ＨＡＣＣＰ導入担当者研修の実施、食
の安全安心に関する情報を一元化した「とくしま食
の安全安心情報ポータルサイト」の開設による食に
関する情報発信、さらに、「見える化」に積極的に
取り組む事業者を「適正表示推進事業者認定制度実
施要綱」に基づき認定し、意識の高い事業者を育成
することにより、食の安全安心の確保を推進しま
す。

番号 主要事業の概要・数値目標 今後の取組方針 部局
実績値
（H28）
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

500人 500人 500人 500人 527人 828人 ◎

推進 → → →

3件 5件 5件 5件 4件 5件 ◎

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●家畜伝染病の発生予防及び飼養衛生管理基準の徹底
指導により、安全・安心な畜産物の供給を推進しま
す。＜農林＞

○畜産農家の立入検査の実施率
　　　㉕１００％→㉗～㉚毎年１００％

農林
　全畜産農家への立入検査及び飼養衛生管理基準遵
守のための指導を継続し、家畜伝染病の発生予防に
努める。

部局

危機

　県民の食の安全安心に関する学習機会を増やすた
め、関係団体等との連携により、「くすりと健康
フェア」、「市民公開講座」など多様な機会をとら
え、幅広い世代を対象に県民参加型の事業を展開す
る。

　引き続き，推進農場の認証を目指して指導

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　食鳥処理施設（1箇所、つるぎ町）において、食
品マネジメントシステムの１つである「ＦＳＳＣ２
２０００※」の認証を取得した。(H27)

　にし阿波ビーフがＭＰＪＡ※認証を取得（Ｈ28）
　※インドネシアのイスラム導師評議会（ＭＵＩ）
に認められた日本国内のハラール機関

＜課題＞
　ＨＡＣＣＰ推進農場として指定した肉用鶏及び肉
牛の農場の認定。

324

325

326

○ＪＡＳ等取得件数（累計）
　　　㉕３件→㉚５件

●消費者・事業者・行政が連携して、食の信頼関係を
確保するため、消費者・事業者の自主的な取組を支援
するとともに、県民参加型の食の安全・安心を推進す
る事業を展開します。＜危機＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○教育機関と連携した取組
　（H27：217人　H28：528人）
　小学生から大学生までを対象に、食品安全ゼミ
ナール等を実施し、食品表示を学ぶことで正しい食
品選択に資するための講座を開催した。

○体験型リスクコミュニケーション
　（H27：35人　H28：72人）
　食品製造現場を消費者の方々に訪問・見学してい
ただき、相互理解や信頼関係を深めた。

○食の安全安心ミーティング（H28：45人）
　子育て世代の方を対象に、関心の高い話題につい
て理解を深めた。

４　講演会型リスクコミュニケーション等
　（H27：275人、H28：183人）
　消費者が関心の高い話題について、講演等を通じ
理解を深めた。

＜課題＞
　関係機関と連携し、多様な機会をとらえリスクコ
ミュニケーションを実施する必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●消費者・事業者・行政が連携して、食の信頼関係
を確保するため、消費者・事業者の自主的な取組み
を支援するとともに、急速に普及が進む健康食品等
について、消費者庁や研究機関等を連携して、県民
参加型の食の安全・安心を推進する事業を展開しま
す。
【数値目標上方修正】
○リスクコミュニケーションとしての意見交換会等
　参加者数
　　　㉕４６７人→㉚年間６００人以上

○リスクコミュニケーションとしての
　意見交換会等参加者数
　　　㉕４６７人→㉗～㉚年間５００人以上

●日本農林規格（ＪＡＳ）等の取得により、生産工程
が明らかとなった安全で安心な畜産物を供給します。
＜農林＞

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
  県内全畜産農家への立入検査を実施し、家畜伝染
病の発生予防に努めるとともに、飼養衛生管理基準
遵守のための指導を実施。

＜課題＞
　全畜産農家の「飼養衛生管理基準」遵守の徹底

農林

実績値
（H28）
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(３－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

推進 → → →

12人 12人 12人 12人 13人 11人 ○

4人 4人 4人 4人 2人 3人 △

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

農林

危機
農林

・家畜診療所等との更なる連携を図り、県内産業動
物獣医療の提供率100％を維持していく。

・家畜保健衛生所獣医師の技術を向上させる。

・「徳島県獣医師職員養成・修学資金貸与等事業」
の推進により、公務員獣医師等の確保に努める。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○獣医学生のインターンシップ年間受入人数
　全国獣医大学の就職説明会等に参加し、事業の積
極的なPRを行うとともに、インターンシップ参加へ
の働きかけを行った結果、獣医学生のインターン
シップ受入人数の目標をほぼ達成した。
　このインターンシップを通じ、家畜伝染病発生予
防、食肉衛生検査業務等に対する獣医学生の理解が
深まった。
　　平成27年度：13名
　　平成28年度：11名

○獣医師修学資金貸与者数
　平成27年度については2名（6年生2名）に対して
修学資金を貸与し、貸与した2名は、平成28年度か
ら県職員として勤務している。
　平成28年度については3名（6年生2名、5年生1
名）に対して修学資金を貸与し、貸与した6年生2名
は、平成29年度から県職員として勤務している。

＜課題＞
　県獣医師職員の業務について、より理解が深まる
魅力的なインターンシップ事業となるよう、研修内
容等の更なる充実を図るとともに，大学等との連携
を深める必要がある。

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　「徳島県産業動物獣医療安定確保推進事業」に
より、家畜保健衛生所と家畜診療所が連携し、地域
の実情に即した家畜診療を実施した
２　 民間獣医師と連携し、県下全域においてワク
チン接種を実施した（H27は1,950頭　H28は2,477
頭）

＜課題＞
・産業動物獣医師（県獣医師職員含む）の安定的な
確保
・最新の知見及び技術習得の継続

○獣医療の提供率
　　　㉕１００％→㉗～㉚毎年１００％

●地域の実情に即した適正な獣医療の提供を図り、安
全・安心な畜産物の供給を推進します。＜農林＞

　各獣医科大学へのリクルート活動、事業概要パン
フレットの送付等により、「徳島県獣医師職員養
成・修学資金貸与等事業」を幅広く周知する。
　インターンシップ事業を通じて、公務員獣医師の
職責、特に本県獣医師職員の職務についての理解を
深める。
　中学校及び高等学校等に獣医師を派遣し，出前講
座を実施することにより，獣医師の職務について情
報提供を行い，本県から獣医師を目指す学生の発掘
及び本県獣医師職員の志望者数の増加を図る。
　今後ともに継続して事業実施を行い、本県獣医師
の確保を図る。

○獣医学生のインターンシップ年間受入人数
　　　㉕１３人→㉗～㉚年間12人

327

328

○獣医師修学資金貸与者数
　　　㉕１人→㉗～㉚年間４人

●獣医学生に対し、修学資金の貸与、県獣医師職員勤
務機関でのインターンシップを通じ、家畜伝染病予
防、食肉衛生検査業務等の理解を深めることにより、
本県獣医師の確保を図り、食の安全・安心に係る業務
を推進します。
＜危機・農林＞

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局
実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
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(３－５－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

・　消費者庁の徳島誘致は、この３年間の成果によって
決まることから、消費者庁誘致の関連施策は、特に他の
都道府県との比較を意識して、「徳島は、はるかに進ん
でいる」と言われる目標を掲げて、しっかり取り組んで欲
しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

170
事業者

200
事業者

200
事業者

200
事業者

171
事業者

257
事業者

◎

150件 150件 150件 150件 150件 154件 ◎

推進 → → →

230人
1,000
人

1,100
人

1,200
人

902人 1,448人 ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○とくしま食品表示Ｇメン立入調査数
　・食品関連事業者への立入調査
　　(H27:120件、H28:230件)
　・飲食店営業者への立入調査
　　(H27:51件、H28:27件)

○科学的産地等判別件数
　(H27:150件、H28:154件)
　
＜課題＞
　新たに設置する食品表示適正化推進員との連携に
よる監視体制の強化を図る必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「食品表示の適正化等に関する条例」に基づき、
県民の健康の保護並びに消費者に信頼される県産食
品の生産及び供給の振興を図るため、産地偽装の抑
止対策として科学的産地等判別分析を活用するな
ど、食品表示の適正化等に関する施策を計画的かつ
総合的に推進します。
また、食品表示Ｇメンを増員するなど、監視体制の
充実強化を図るとともに、食品表示に関する啓発を
推進します。
○とくしま食品表示Gメンの立入検査件数
　　　㉕－→㉙㉚年間3,200件

●食品関係事業者の食品表示責任者等に表示関連法令
の啓発指導を行い、事業所における食品表示リーダー
の養成を推進します。＜危機＞

危機

部局

危機

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○食品表示責任者等講習会受講者数
  (H27：478人、H28：546人)
　特定食品製造事業者届出制度の届出事業者を対象
に開催した。

＜課題＞
　特になし

　事業所における食品表示リーダーを養成するた
め、食品表示責任者等講習会の開催を推進する。

○科学的産地等判別件数
      ㉕－→㉗～㉚年間１５０件

危機

○とくしま食品表示Gメンの立入調査・検査
　事業者数【主要指標】
　　　㉕－→㉘～㉚年間２００事業者

部局

　食品表示、飲食店メニュー表示の適正化のため、
食品表示適正化推進員と連携し、効果的な監視体制
を構築する。

○食品表示責任者等講習会受講済数（累計）
　　　㉕－→㉚１,２００人

●「食品表示の適正化等に関する条例」に基づき、県
民の健康の保護並びに消費者に信頼される県産食品の
生産及び供給の振興を図るため、産地偽装の抑止対策
として科学的産地等判別分析を活用するなど、食品表
示の適正化等に関する施策を計画的かつ総合的に推進
します。
また、食品表示Ｇメンの監視体制の充実強化を図ると
ともに、食品表示に関する啓発を推進します。＜危機
＞

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

主要施策：２　食品表示の適正化

329

330

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

数値目標
達成状況

実績値
（H28）
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(３－５－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

80人 80人 90人 100人 130人 134人 ◎

実施 → → →

15,000
件

15,000
件

15,000
件

15,000
件

15,790件 13,802件 ○
○監視指導件数
　　　㉕１３，５６１件
　　　→㉗～㉚年間１５，０００件

数値目標
の達成度

　平成29年度の徳島県食品衛生監視指導計画に重点
的監視指導項目として、「HACCPによる衛生管理体
制の強化」及び「食肉の生食及び加熱不足による食
中毒防止対策」を盛り込りこみ、事業所の衛生管理
向上を図るとともに指導・啓発を効率的に行う。
　計画に基づき、効果的な監視指導を実施し、食品
に起因する健康被害防止に努める。
　大規模食中毒の発生に備え、保健所等に配置され
る食品衛生監視員の研修を実施し、資質向上に取り
組む。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「徳島県食品衛生監視指導計画」に基づき、各保
健所食品衛生監視員による監視指導に加え、関係部
局と連携した表示指導を効率的に行った。
　夏の阿波踊り前や年末には、徳島保健所管内を中
心に飲食店、旅館、市場、土産物店等を対象に衛生
管理及び表示について一斉監視を実施した。

＜課題＞
　「H30年以降のHACCP義務化」や「全国的に食肉の
生食又は加熱不足が原因と推定される食中毒」など
に対応するため、限られた人員で、食品関係事業者
及び消費者への指導、啓発を効率的に行う必要があ
る。

部局

危機

今後の取組方針

　食品表示に関する知識を普及するため、新たに高
校生、大学生、子育て世代等を対象に、食品表示
ウォッチャー研修を開催する。

危機

主要事業の概要・数値目標

●食品の産地偽装等や食材の虚偽表示など、食に関す
る問題が相次ぐ中、商品選択に役立つ知識を消費者に
学んでいただく食品表示に関する研修会の開催を推進
します。
＜危機＞

実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○研修会の受講者数
　　　㉕６８人→㉚１００人

●食品に係る関係部局が連携して「広域監視機動班」
を編制するとともに、「徳島県食品衛生監視指導計
画」に基づき、食品の製造から販売までの各段階にお
ける監視指導の充実強化を行います。＜危機＞

332

番号

331

工程（年度別事業計画）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　新たに「食品表示ウォッチャー」となる方等を対
象に研修を各年度２回実施した。

＜課題＞
　高校生、大学生、子育て世代等、幅広い世代の
「食の知」の向上が必要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●食品の産地偽装等や食材の虚偽表示など、食に関
する問題が相次ぐ中、商品選択に役立つ知識につい
て、地域の方々に対して一層普及・啓発するため、
熱意のある学生や子育て世代等幅広い世代の消費者
を対象に食品表示に関する研修会の開催を推進しま
す。
【数値目標上方修正】
○研修会の受講者数
　　　㉕６８人→㉚２００人

実績値
（H28）

152



(３－５－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

・　消費者庁の徳島誘致は、この３年間の成果によって
決まることから、消費者庁誘致の関連施策は、特に他の
都道府県との比較を意識して、「徳島は、はるかに進ん
でいる」と言われる目標を掲げて、しっかり取り組んで欲
しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

380人 410人 440人 470人 390人 414人 ◎

334 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　消費生活相談業務に関する専門知識を持った弁護
士や大学教授などを招いて研修を行い、相談員のレ
ベルアップを図った。（４回）
　また、弁護士による相談を実施するなど、より専
門的な相談事案に対応した。（月２回）

＜課題＞
　年々複雑・高度化する消費生活相談に対応するた
め、研修等相談員の資質向上を継続していくことが
必要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標追加】
○「消費生活センター」設置市町村数
　　　㉕９市町村→㉙２４市町村

　年々複雑・高度化する消費生活相談内容に対応す
るため、消費生活相談員及び消費者行政担当職員の
研修機会を充実し、実務能力の向上を一層図ってい
く。
　また，身近な場所で質の高い相談を受けられるよ
う平成29年度末までに24市町村に「消費相談セン
ター」を設置を推進する。

危機

335 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　協議会、団体等を通じて、消費者を対象とした住
宅リフォーム講座を実施した。

＜課題＞
　相談体制の充実と相談窓口間の連携

　引続き、相談会等を実施し、消費者の住宅リ
フォームへの理解に努める。

県土

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

部局

危機・県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・サポーター研修会
・コーディネーターとサポーターの打合せ会
・サポーター・コーディネーター交流会
・消費者問題県民大会
などにより、消費者ネットワークの強化及びセン
ターの機能充実が図られ、消費者被害の未然防止に
寄与した。

＜課題＞
　多様化・巧妙化している消費者トラブルに対応す
るため、新規のサポーターを募り、更なるネット
ワークの強化を図る必要がある。

　制度への理解と周知の徹底を図り、新規のサポー
ターを募る。
　また、既存サポーターの情報収集・発信力の向
上、行政やコーディネーター等との連携強化を目的
に、交流・研修会等を開催する。

危機

○「くらしのサポーター」認定者数（累計）
 【主要指標】
　　　㉕３２３人→㉚４７０人

委員意見

工程（年度別事業計画）

今後の取組方針
実績値
（H27）

333

●消費者の安全や必要な情報を知る権利を確保し、そ
の自立を支援するため、消費者、ＮＰＯ、行政等の
ネットワーク構築による消費者情報センターの機能充
実を推進します。さらに、消費者と行政を結ぶ担い手
である「くらしのサポーター」を対象に、研修会や交
流大会の開催を行うなど、活動を強化します。＜危機
＞

●消費者情報センターにおける相談体制の充実及び消
費者教育の拠点としての機能強化を図ります。さら
に、消費者が身近な市町村窓口において、気軽に相談
できるようにするため、市町村の消費生活相談体制の
支援を推進します。
＜危機＞

●消費者が安心して住宅のリフォームを行えるように
するため、専門家による相談を実施します。＜県土＞

番号 主要事業の概要・数値目標 部局

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：３　消費者自立支援の推進

153



(３－５－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

90ha 100ha 120ha 160ha 119ha 152ha ◎

4
市町村

8
市町村

10
市町村

12
市町村

4
市町村

8
市町村

◎

推進 → → →

1,020
件

1,030
件

1,040
件

1,050
件

1,025
件

1,030
件

◎

　有機農業者等に対し、環境保全型農業を推進する
とともに、有機農業のネットワークづくりや有機農
業技術の支援、販路拡大・消費者の理解増進等に取
り組む。

※環境保全型農業直接支払交付金事業：主作物の栽
培において，化学肥料及び化学合成農薬を地域慣行
レベルから５割以上低減し，地球温暖化防止や生物
多様性保全に効果の高い営農活動にセットで取組む
場合及び有機農業の取組を支援する事業

今後の取組方針

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１ 有機農業等の環境保全に効果の高い営農活動に
交付金を交付する「環境保全型農業直接支払交付金
事業※」等を活用し、有機農業に取り組む農業者の
組織化や活動を支援。

２ 有機農業の生産者やエコファーマー，量販店等
バイヤーを対象とした講演会や商談会の開催（H27:
１回，H28：２回）。

３ 消費者に対して，有機農産物等のPRイベントの
開催（H27：１回，H28：２回）。

＜課題＞
　交付金を活用したさらなる組織化を支援するとと
もに、有機農業につながる技術支援が必要○市町村における有機農業の就農受入体制の整備

　　　㉕２市町村→㉚１２市町村

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１ 環境保全型農業支払事業によるエコファーマー
認定推進
２ 施設園芸農家に対する省エネ技術等の導入支援
３ 消費者まつり、「新鮮 なっ！とくしま」号等の
イベントにおけるＰＲ活動の実施(H27:3回,H28:4
回)
４ 「環境にやさしい農業」絵画コンクールの開催
(H27,28実施)
５ 環境にやさしい農業ポスターの作成・配布によ
る啓発(H27,H28実施)
６ エコファーマーが生産した商品の認知度向上の
ための量販店と連携した店頭ＰＲの実施(H27:2回)

　以上の取組を実施し、エコファーマーマークの利
用件数は1,030件となった。

＜課題＞
・今後とも、環境への負荷の少ない生産を推進する
ための生産技術の拡充など生産・流通両面の取組推
進が必要である。
・エコファーマーマークが消費者の目に届くように
推進方法や表示方法の工夫が必要である。

農林

337

・エコファーマーが選択できる取組技術の拡充等を
検討する。
　
・エコファーマー等が生産したこだわり農産物の認
知度向上のため、認証マークを活用したマークキャ
ンペーンを実施する。

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

●化学肥料・化学農薬の使用低減や施設園芸等の省エ
ネ・省コスト・省ＣＯ２技術の導入に取り組む生産者
を育成・支援します。＜農林＞

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○有機・特別栽培面積【主要指標】
　　　㉕８１ha→㉚１６０ha

実績値
（H27）

336

●農業生産活動に由来する環境への負荷の低減を図
り、環境に配慮したブランドを育成するため、有機農
業に取り組む生産者を育成・支援します。＜農林＞

○エコファーマーマークの利用件数（累計）
　　　㉕１，００４件→㉚１，０５０件

農林・南部

部局

農林

部局

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：４ 環境への負荷の少ない
　　　　　　「持続性の高い農業」の推進

154



(３－５－４)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

350戸 450戸 500戸 550戸 381戸 450戸 ◎

推進 → → →

190戸 210戸 230戸 250戸 262戸 265戸 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１ かいふエコブランド農産物の栽培拡大を図るた
めの推進会議開催（H27:3回，H28:1回）
２ 地域活性化講演会と連携したＰＲ活動
（H27.8.16）
３ 海部エコ農産物の品目別の推進検討会（県,JA,
生産者）
・早出しオクラ（H27:1回,H28:1回）菜の花(H27:3
回,H28:3回）栽培の推進
４ 堆肥施用による環境保全型農業直接支払交付金
の活用

　以上の取組みにより、H28年度の「かいふエコ肥
料」の利用農家数については265戸となり、順調に
推移している。

＜課題＞
  かいふエコ肥料を使用する栽培品目や利用農家数
のさらなる拡大が課題である

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「かいふエコ肥料」の利用農家数
　　　㉕１５５戸→㉚２７０戸

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　天敵の効率的な利用など，新たなＩＰＭ技術の
確立に取り組んだ。
２　農業支援センターと研究課が連携し，ＩＰＭの
実践をはじめた生産部会に対して，技術的な助言・
支援を行った。
３　ＩＰＭを実践した生産部会に対して実践にかか
る経費の助成を行った。（H27:10部会，H28:9部
会）

＜課題＞
　ＩＰＭ技術は，技術や知識が必要であるため，生
産者が新規に導入しにくい。また，導入のための経
費が高くなる場合が多い。

主要事業の概要・数値目標 部局

  資源循環型農業の推進と合わせて利用の啓発を
行っていくとともに、消費者に対しかいふエコブラ
ンドの取組みをＰＲする。

農林

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

　引き続き，効率的なＩＰＭ技術の開発や生産者に
対する技術支援に取り組む。また，新たにＩＰＭを
実践する生産部会に対して，実践にかかる経費の助
成を行う。

南部

今後の取組方針

○ＩＰＭ実践生産者戸数（累計）
　　　㉕２４７戸→㉚５５０戸

番号

工程（年度別事業計画）

338

339

●安全・安心で環境にも配慮した産地づくりに向け、
ＩＰＭ技術※の確立・普及を推進します。＜農林＞

●県南部圏域において、海部地域で生産された有機質
肥料（かいふエコ肥料）を活用した資源循環型農業を
導入し、耕畜連携による「かいふエコブランド農産
物」の栽培拡大を図ります。＜南部＞

○「かいふエコ肥料」の利用農家数
　　　㉕１５５戸→㉚２５０戸

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）
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(３－５－５)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

0店 0店 0店 0店 0店 0店 ◎

20人 20人 20人 20人 20人 21人 ◎

341 推進 → → →

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　実務担当者会議開催：H27年10月，H28年11月
２　担当者研修会開催：H27年11月，H28年11月

＜課題＞
　薬物乱用の実態に即した，最新の課題について情
報共有を行うことが必要である。

　関西広域連合圏域内における，危険ドラッグ等対
策のため，担当者会議や研修会の開催により，情報
共有を図り連携を強化する。

保健

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

　薬物乱用防止のため，徳島県薬物濫用の防止に関
する条例に基づく知事監視製品の指定，危険ドラッ
グの買上げ調査，大学生等に対する啓発を実施す
る。

委員意見

●関西広域連合広域医療局を担当している本県がリー
ダーシップをとり、危険ドラッグの検査方法や規制に
係る情報を共有し、圏域内の対策を強化する。＜保健
＞

工程（年度別事業計画）

○大学生による薬物乱用防止指導員養成数
　　　㉕２０人→㉗～㉚年間２０人

今後の取組方針 部局

●危険ドラッグの乱用等による健康被害等の未然防止
を図り、青少年をはじめとする県民の健康や安全を守
るため、成分を特定しない「危険ドラッグ」の規制等
を強化した「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例」
に基づき、規制・啓発を強化し、より一層の薬物乱用
対策を推進します。＜保健＞

340

番号
数値目標
の達成度

○県内の危険ドラッグの販売店舗数【主要指標】
　　　㉕０店→㉗～㉚０店

保健

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　危険ドラッグの買上げ調査
２　徳島県薬物濫用の防止に関する条例に基づく知
事監視製品の指定
　　指定数２６３製品（H29.3.31現在）
３　大学生等の新入生ガイダンスでのパンフレット
配布
　　H27：６校，H28:６校
４　大学等での薬物乱用防止教室の開催
　　H27：５回，H28：７回
５　大学祭においての啓発活動の実施
　　H27：４校，H28：４校

　上記の取組により目標を達成した。
　
＜課題＞
　大学の大幅な定員変更（減少）があると，指導員
養成に支障が生じる可能性がある。

実績値
（H28）

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H27）

数値目標
達成状況

保健

部局

主要施策：５ 「危険ドラッグ・ゼロ作戦」
             の展開
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(３－５－６)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

25年
対比で
抑止

1,354件 1,145件 －

25年
対比で
抑止

192件 172件 －

25年
対比で
抑止

約2億
6,867
万円

約1億
6,971
万円

－

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

部局

今後の取組方針H27･H28取組内容と進捗状況・課題

危機・警察

警察

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　県下全域で、各地域の犯罪情勢に即した効果
　的な犯罪抑止対策を推進
２　全国地域安全運動の実施
　(H27.10.11～10.20,H28.10.11～10.20)
３　県内の金融機関と連携して、一定基準の高齢
　者による高額の取引について、金融機関が全て
　１１０番し、警察官が臨場する取組を開始
　(H27.11～)
４　金融機関、コンビニエンスストア、宅配業者
　等関係機関と合同で「徳島県特殊詐欺被害防止
　対策会議」を開催(H28.2.19,H29.2.28)
５　一般社団法人徳島県警備業協会と犯罪の起き
　にくい社会づくりに向けた協定を締結
　(H27.10.14)
６　高齢者等に対して特殊詐欺被害防止の啓発を
　行うコールセンター事業を実施
　(H28.7.1～12.31)
　以上のような取組により、街頭犯罪及び侵入犯罪
の発生件数並びに特殊詐欺の被害金額は平成25年対
比で減少した。

＜課題＞
　特殊詐欺被害の一層の抑止を図る必要がある。

342

・特殊詐欺被害防止のコールセンター事業を、期
間・架電目標数を拡大して実施する。

・不審電話撃退装置の無償貸出制度を導入し、高齢
者の特殊詐欺・悪質商法被害防止を図るとともに、
モニタリングアンケート調査結果の公表等を通じ
て、県民の自衛意識の高揚と被害予防機器の活用促
進を図る。

・関係団体と連携しての防犯施策、あらゆる広報媒
体を活用しての広報啓発活動を継続的に推進する。

部局
数値目標
の達成度

○特殊詐欺の被害額
　　　㉕約５億４千万円→㉚２５年対比で抑止
                                   （減少）
       　　　　　　　　　　　　　　 <暦年>

○侵入窃盗の発生件数
　　　㉕２５２件→㉚２５年対比で抑止（減少）
       　　　　　　　　　　　　　　　<暦年>

番号

○街頭犯罪発生件数【主要指標】
　　　㉕２,０４４件→㉚２５年対比で抑止
　　　　　　　　　　　　　　　　（減少）
　　　　　　　　　　　　　　　　 <暦年>

実績値
（H27）

●県民の防犯意識の高揚を図り、地域の犯罪抑止機能
を強化するため、街頭犯罪等の発生状況や不審者情報
の提供及び地域の犯罪情勢に即した効果的な抑止対策
とともに、特殊詐欺※の撲滅に向けた取組みを推進し
ます。＜警察＞

委員意見
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：６　犯罪抑止対策の推進
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(３－５－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

整備
着手

－ － －

推進 → → →

3,000
人

3,000
人

3,000
人

3,000
人

3,086人 3,140人 ◎

343

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　徳島東警察署の整備
　　治安・防災拠点となる新庁舎の整備に向け、
　整備場所を徳島地方裁判所跡地と決定し、整備
　手法については各種調査を実施のうえ、警察署
　単独事業としては全国初となるPFI手法とする
　こととした。(H27)
　　事業に係る実施方針及び要求水準書（案）を
　公表した。(H28)
２　警察署、交番・駐在所等の整備
　　石井警察署の耐震改修工事を完了した。(H27)
　　美馬警察署の耐震改修工事を完了した。(H28)
　　美馬警察署つるぎ庁舎の耐震改修工事に着手
　した。(H28)
　　鳴門警察署の防災機能強化工事を実施した。
　(H27・H28)
　　牟岐警察署の防災機能強化工事を完了した。
　(H27)
　　徳島西警察署蔵本町交番の改築工事を完了し
　た。(H27)
　　阿南警察署羽ノ浦町交番の改築工事を完了し
　た。(H28)
　　那賀警察署那賀町平谷駐在所の改築工事を完
　了した。(H27)
　　阿波吉野川警察署鴨島町飯尾駐在所、美馬警
　察署美馬町喜来駐在所、三好警察署東みよし町
　加茂駐在所のリフォーム工事を完了した。(H28)
　　老朽化した駐在所を一括整備し地域防犯力の
　向上と活動拠点を強化するため、民間活力導入
　可能性調査を実施した。(H28)

＜課題＞
　南海トラフ巨大地震等への備えや増加する老朽施
設等への対策を講じる必要がある。

○不当要求防止責任者講習
　及び暴力団排除講習受講者数
　　　㉕３，２３１人
　　　→㉗～㉚年間３，０００人以上    <暦年>

●「徳島県暴力団排除条例」の周知徹底を図るととも
に、関係機関、事業者等との連携を更に強化し、地域
社会と一体となった暴力団の排除活動を推進します。
＜警察＞

344 警察

・各種対象団体に対し、警察から積極的に働きかけ
を行い、繰り返しの講習の実施、また新たな講習受
講団体を開拓することにより、県民の暴力団排除意
識の高揚を図り、暴力団排除に向けた地域社会の一
体感が低下しないよう、より一層の取組を実施す
る。

警察

○徳島東警察署を核とした「新防災センター」の
　整備
　　　㉚整備着手

　南海トラフ巨大地震等への備えや増加する老朽施
設等への対策のため、治安情勢や施設の現況を踏ま
え、施設の在り方の検討を行うとともに、新たな視
点により施設の整備等を進める。

●県都徳島市を管轄する徳島東警察署の治安維持機能
及び南海トラフ巨大地震等の災害時における防災拠点
機能を強化するため、同警察署の整備を進めます。
また、日頃の治安維持はもとより、大規模災害発生時
に治安対策や救助活動等の災害対策を行う活動拠点と
して機能する警察署、交番・駐在所等の整備を推進し
ます。（再掲）＜警察＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　不当要求防止責任者講習
　　(H27：14回・受講者数471人)
　　(H28：17回・受講者数465人)
２　暴力団排除講習
　　(H27：42回・参加者数2,615人)
　　(H28：37回・参観者数1,825人)
３　暴力追放徳島県民大会(H28)
　　県下各地域・職域の暴力団排除団体及び一般
　市民による参加者850人に対して、暴力団排除に
　向けた寸劇と講演を実施した。
　
　上記取組により、数値目標（3,000人）を上回る
3,140人を達成した。

＜課題＞
　暴力団排除に向けた地域社会の一体感が低下しな
いよう、今後も継続した取組を実施する必要があ
る。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度
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(３－５－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,100
人

1,200
人

1,300
人

1,400
人

1,185
人

1,367
人

◎

推進 → → →

8回 8回 8回 8回 10回 15回 ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号

●「徳島県安全で安心なまちづくり条例」に基づき、
地域自主防犯活動を促進するとともに、犯罪の防止に
配慮したまちづくりを推進します。＜危機＞

346

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　犯罪被害者等による命の大切さを学ぶ教室
　　(H27： 8回・聴講者3,023人)
　　(H28：11回・聴講者1,654人)
２　犯罪被害者等によるその他講演等
　　(H27：2回・聴講者180人)
　　(H28：4回・聴講者365人)

　上記取組により、数値目標（8回）を上回る15回
を達成した。

＜課題＞
　社会全体で犯罪被害者等の心情や抱えている問題
について理解を深める必要がある。

●社会全体で被害者を支え、命の大切さを学ぶ教室の
実施、犯罪被害者等による講演の実施、広報啓発活動
を実施し、被害者も加害者も出さない社会づくりを推
進します。
＜警察＞

　自主防犯ボランティア団体の効果的な活動を推進
するため、地域で発生する特殊詐欺等の犯罪、街頭
犯罪、インターネットを介した犯罪に関する情報提
供や啓発等、犯罪被害の防止、防犯活動の支援につ
ながる効果的な研修会を実施する。

345

○自主防犯ボランティア研修受講者数（累計）
　　　㉕９１２人→㉚１，４００人

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

今後の取組方針
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　関係機関（行政、防犯団体、教育機関、事業者
等）が連携し、安全で安心なまちづくりを推進する
ための「徳島県安全で安心なまちづくり推進協議
会」を開催し、当年度の事業説明や条例の啓発推進
について報告、協議した。
　「全国地域安全運動」期間（10月11日～20日）に
あわせて、安全で安心なまちづくりに関する啓発の
ため「徳島県安全で安心なまちづくり推進大会」を
開催し、県民等に対し、安全で安心なまちづくりの
機運を醸成した。
　地域で自主防犯活動団体を設置できるよう自主防
犯ボランティアリーダー研修会」を県内３カ所（県
央、県西、県南）で実施し、研修受講者に修了証を
発行した。

　
＜課題＞
　自主防犯ボランティア団体の構成員の高齢化が進
んでおり、若年者の活動への参加拡大が必要であ
る。

危機

部局

　多くの県民が犯罪被害者等に対する配慮や協力意
識のかん養に努められるよう、継続して教室や講演
等を実施する。

警察

○「命の大切さを学ぶ教室」及び各種会合における
犯罪被害者等による講演の実施回数
　　　㉕５回→㉗～㉚年間８回以上     <暦年>

実績値
（H28）
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(３－５－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

347 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　組織体制の見直し
　　少年女性安全対策課・刑事企画課の新設(H28)
２　人員の配置基準の見直し
　　全42所属中16所属で実施した。(H27)
　　全43所属中8所属で実施した。(H28)
３　組織体制の在り方検討
　　署の更なる再編整備、交番・駐在所等の施設
　整備の在り方、更なる行政サービスの向上を柱
　とした「大綱方針」を策定した。(H28)
　　「大綱方針」に基づき、具体的な計画である
　「警察署再編整備等総合計画」を策定した。
　(H28)

　上記取組により、初動対応の強化及び組織体制の
見直しに努めた。

＜課題＞
　地域・社会情勢の変化や治安上の新たな脅威等に
的確に対応するため、組織体制の在り方等の検討を
推進する必要がある。

　事件事故の徹底抑止を図り、迅速・的確な初動対
応を行うため、地域の実情に応じた体制、管轄区域
となるよう、引き続き、その在り方や配置の見直し
について検討を進める。

警察

348 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　犯罪被害者週間（毎年11月25日～12月1日）にあ
わせて、犯罪被害者支援講演会を開催し、一般県
民、関係機関の職員の犯罪被害者支援に対する理解
の醸成を図った。（平成27年11月27日約60名、平成
28年11月28日約80名）
　市町村や関係機関の担当職員を対象とした研修会
を開催した。犯罪被害者にとって、最も身近な行政
機関である市町村において犯罪被害者等への相談体
制を充実させることが重要であることから、被害者
が二次的被害を受けることがないよう、犯罪被害者
支援に対する担当職員の理解の醸成を図った。

＜課題＞
　行政の担当窓口と専門職を配置する支援機関との
連携を密にし、更なる連携体制の強化が必要であ
る。

　市町村や関係機関の担当職員に向けて、行政の担
当窓口において、担当職員への理解の醸成により二
次的被害の防止を図るとともに、専門職を配置する
支援機関との連携強化を実現するための効果的な研
修会を開催する。
　「犯罪被害者週間」事業徳島大会を警察庁との共
催で開催する。

危機

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●犯罪被害者やその家族等が受けた被害を回復し、再
び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、
犯罪被害者等への対応を総合的に推進します。＜危機
＞

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局

●新たな管轄区域の見直しや組織体制の再構築、効率
的な人員配置により、柔軟で強靱な組織基盤の整備を
図り、事件事故の徹底抑止、迅速・的確な初動対応を
行います。＜警察＞

実績値
（H28）
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(３－５－７)

評価 特記事項

☆ B

・　「交通ルール遵守とマナーの向上」に関しては、自動
車及び自転車の運転時における携帯電話使用の問題
についても取り上げてはどうか。

・　子どもの時の習慣が大人になった時の行動に大きく
影響することを踏まえ、チャイルドシート使用率の向上に
ついても、重点項目としてはどうか。

・　子ども向けのジュニアシートは、安価で軽く、長時間
の乗車にも適しており、子どものシートベルト着用率の
向上のため、こうした利点をもっとＰＲして欲しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

30人
以下

27人 49人 －

900
団体

900
団体

900
団体

900
団体

1,005
団体

971
団体

◎

98% 98% 98% 98% 98.4% 98.5% ◎

98% 98% 98% 98% 91.5% 90.8% ○

55% 55% 55% 55% 34.1% 40.0% △

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号

○シートベルト着用率（後部席）
　　　㉕３５．９％→㉗～㉚毎年度５５％以上

○シートベルト着用率（助手席）
　　　㉕９４．６％→㉗～㉚毎年度９８％以上

○交通事故による死者数 【主要指標】
　　　㉕４９人→㉚３０人以下        <暦年>

○シートベルト着用率（運転席）
　　　㉕９８．３％→㉗～㉚毎年度９８％以上

○交通マナーアップ宣言団体数
　　㉕９７３団体→㉗～㉚毎年度９００団体以上

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

●関係機関・団体と連携し、「交通マナーアップ推進
月間（７月・８月）」を推進するなど、交通事故の抑
止に向け、交通ルールの遵守とマナーアップのための
対策を推進します。＜危機・警察＞

今後の取組方針
実績値
（H27）

部局

349
危機
警察

数値目標
の達成度

　高齢者の死者率を減少させるため、関係機関・団
体と連携した対策の強化を図るほか、シートベルト
やチャイルドシート着用推進に向け、教育機器等を
利用した体験講習や広報活動を推進する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・交通安全対策協議会幹事会等の開催
　(H27:10回、H28:  9回)
・交通死亡事故抑止重点運動の実施
　[シートベルト一斉調査(H27:3回、H28:3回)]
  [高齢者宅訪問(H27･H28:4月第2週、9月第4週、
　 10月第5週に集中実施)]
  [反射材街頭配布(H27･H28:4月第2週、9月第4週に
　 集中実施)]
  [自転車街頭一斉指導(H27:2回、H28:6回)]
・交通マナーアップ宣言団体の募集
・交通死亡事故抑止のための緊急対策
　[交通死亡事故多発警報発令(H27:2回、H28:4回)]
・高齢者自転車安全競技会大会の実施
　(H27:1回、H28:1回)
・シートベルト体験講習の実施
　(全国交通安全運動期間中に実施)
・シートベルト着用啓発活動の実施
　(H27:97回、H28:145回)
 
＜課題＞
　高齢者の死亡率を減少させるため、関係団体と連
携した対策を強化する必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●関係機関・団体と連携し、「交通マナーアップ推
進月間（７月・８月）」を実施するほか、日頃か
ら、自動車、自転車等の危険な運転による交通事故
の抑止に向け、県民の交通安全意識の高揚を目的と
した各種交通安全活動を推進するなど、交通ルール
の遵守と交通マナーの実践を習慣付けるための対策
に、継続して取り組みます。
○交通事故による死者数
　　　㉕４９人→㉚２０人台前半

危機・県土・教育・警察

部局

委員意見

実績値
（H28）

数値目標
達成状況主要施策：７　交通ルール遵守とマナー

　　　　　　　の向上
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(３－５－７)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2.0km 2.0km 2.0km 2.0km 1.7km 1.7km ○

11箇所 22箇所 12箇所 22箇所 ◎

11.0km 11.0km 11.0km 11.8km 11.0km 11.0km ◎

順次
整備

→ → →

67.5% 70.0% 72.5% 75.0% 69.2% 73.1% ◎

推進 → → →

25箇所 26箇所 27箇所 28箇所 25箇所 26箇所 ◎

353 推進 → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　自転車安全整備士による訪問点検を実施した。
　（県下29県・市立高校で実施）

＜課題＞
　特になし

　高齢者も対象とし、訪問点検に継続的に取り組
む。

危機
教育
警察

部局

351

番号 主要事業の概要・数値目標 H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●全ての人々が安全・安心して暮らせるよう、歩道等
の整備や、事故危険箇所における交通安全対策の整備
を推進します。（再掲）＜県土＞

350

工程（年度別事業計画）

○社会資本整備重点計画に基づく事故危険箇所
　における安全対策の実施箇所数（累計）
　　　㉕－→㉘２２箇所

県土

今後の取組方針

警察

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　車両用LED式信号灯器
　（H27：323灯整備・累計：5,653灯／8,167灯）
　（H28：305灯整備・累計：5,958灯／8,155灯）

　上記取組により、目標数値（70.0%）を上回る
73.1%を達成した。

＜課題＞
　車両用LED式信号灯器を含めた交通安全施設の計
画的な整備を図っていく必要がある。

○無電柱化した県管理道路の延長（累計）
　　　㉕11.0km→㉚11.8km

　引き続き、交通安全施設の重点的な整備を推進す
る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・歩道整備延長
　12路線　1.7kmの歩道整備を実施
・事故危険箇所
　累計22箇所の安全対策を実施
・無電柱化
　電線共同溝設置に向けた歩道整備を実施

　上記の取り組みにより、数値目標をほぼ達成

＜課題＞
・用地取得に沿道住民の理解を得るため、事業目的
や効果等の十分な説明が重要。
・警察、関係機関等と調整・検討が重要
・電線等管理者との合意形成が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標の変更】
○第３次社会資本整備重点計画（H24～H28）に
  基づく事故危険箇所における安全対策の
  実施箇所数（累計）
　　　㉕－→㉘２２箇所
【数値目標追加】
○第４次社会資本整備重点計画（H28～H32）に
  基づく事故危険箇所における安全対策の
  実施箇所数（累計）
　　　㉕－→㉚１２箇所

●自転車安全適正利用条例に基づき「自転車交通安全
運動月間（４月・５月）」を定めるなど命を守る自転
車の安全適正利用と交通マナーアップの県民運動を推
進します。＜危機・教育・警察＞

　交差点の交通事故防止を図るため、車両用LED式
信号灯器のほか、交通安全施設の計画的な整備を推
進する。

○歩道等の整備延長
　　㉕２.６km→㉗～㉚年間２ｋｍ以上を整備

●交差点の交通事故防止を図るため、ドライバーから
見やすいＬＥＤ式信号灯器の整備を進めます。＜警察
＞

○車両用ＬＥＤ式信号灯器の割合（再掲）
　　　㉕６１．５％→㉚７５％

実績値
（H28）

　中山間地域の幅員狭小な道路で、対向不能延長、
交通量、地元要望等を総合的に考慮し、効果が高い
箇所から整備する。

県土

○対向車接近表示システム等設置箇所数（累計）
　　　㉕２３箇所→㉚２８箇所

352

●中山間地域の幅員狭小な道路において、待避所整備
に加え、「対向車接近表示システム等」を設置するこ
とにより、通行の安全性、快適性を確保します。（再
掲）
＜県土＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・対向車接近表示システム等設置
　累計26箇所設置
　（H27:1箇所設置，H28:1箇所設置）

　上記の取り組みにより、数値目標を達成。

＜課題＞
　システム設置が有効な箇所選定と地元要望との調
整が必要
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(３－５－８)

評価 特記事項

☆ Ｃ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,100
頭

800頭 600頭 540頭 1,489頭 896頭 ○

推進 → → →

20頭 40頭 70頭 100頭 6頭 25頭 △

番号 主要事業の概要・数値目標 H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局

危機

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

危機

部局

○災害救助犬・セラピードッグ等育成頭数
 （累計）
　　　㉕－→㉚１００頭

危機

●人と動物の「共助・共生モデル」として、動物愛護
管理センターに収容された犬を「災害救助犬・セラ
ピードッグ」等として育成し、人と動物の尊い命を守
り、命の尊さを啓発します。＜危機＞

●「徳島県動物愛護管理推進計画」に基づき、不妊・
去勢の推進のため、交付金事業を拡充し、市町村との
連携を深め引取につながる繁殖抑制を図る。適正飼養
にかかる啓発、譲渡の推進を図るため、環境省のモデ
ル事業活用等により強化し、犬猫の殺処分頭数ゼロを
目指します。＜危機＞

354

355

○犬猫の殺処分頭数【主要指標】
　　　㉕２，２９０頭→㉚５４０頭

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・災害救助犬育成状況
　平成27年度　2頭を候補犬として認定
　平成28年度　候補犬２頭が認定審査に合格、認定
　現在、資質判定に２頭が合格。うち一頭は飼い主
と共に訓練を開始。

・セラピー犬等育成状況
・
　平成27年度　6頭認定
　平成28年度　17頭認定

＜課題＞
　飼い主（ハンドラー）の確保が必要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●人と動物の「共助・共生モデル」として、動物愛
護管理センターに収容された犬を飼い主や訓練機関
との連携を密にして「災害救助犬・セラピードッ
グ」等として育成し、人と動物の尊い命を守り、命
の尊さを啓発します。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度から引き続き、「飼い犬・猫の不妊去勢
手術」の推進の他、飼い主のいない猫対策として
「地域猫活動支援事業」を実施した。また平成28年
度には、市町村による飼い主のいない猫の不妊去勢
手術への助成事業を行った。

＜課題＞
　「市町村による飼い主のいない猫の不妊去勢手術
への助成事業」を拡大する必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「徳島県動物愛護管理推進計画」に基づき、不
妊・去勢の推進のため、交付金事業を拡充し、市町
村、県獣医師会との連携を深め引取につながる繁殖
抑制を図る。適正飼養にかかる啓発、譲渡の推進を
図るため、野良猫に不妊・去勢手術を行い元の場所
に戻す「TNR活動」のほか、環境省のモデル事業活
用等により、マイクロチップ装着の推進による飼い
主への返還、譲渡交流拠点施設の整備による里親へ
の譲渡を強化し、殺処分頭数ゼロを目指します。

　「徳島県動物愛護管理推進計画」に基づき、不
妊・去勢の推進のため、交付金事業を拡充し、市町
村、県獣医師会との連携を深め引取につながる繁殖
抑制を図っていく。
　適正飼養にかかる啓発、譲渡の推進を図るため、
環境省のモデル事業活用等により、マイクロチップ
装着の推進による飼い主への返還、譲渡交流拠点施
設の整備による里親への譲渡を強化し、殺処分頭数
ゼロを目指していく。

　素質のある候補犬を見つけるため、協力訓練機関
に資質判定と、それまでの飼育管理を合わせて依頼
することにより、できる限り安定した環境で資質を
見極めていく体制づくりを図る。
　飼い主の確保に向け、ペット関係組織や市町村防
災担当者等を通じ消防団などの防災組織関係者への
周知や飼い主募集を推進していく。

委員意見

実績値
（H28）

数値目標
達成状況主要施策：８　人と動物がともに暮らせ

　　　　　　　る地域づくり
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(４－１－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

・　環境関連施策は一朝一夕にできるものではないた
め、長期的展望に立ち、コツコツと継続して取り組んで
もらいたい。

・　「環境首都」との言葉を使い始めて多年が経過する
中、当初と比較して、本当に環境面の施策が進んだの
かどうか、検証する必要があるのではないか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

策定 策定 ◎

整備・
導入

整備・
導入

◎

推進 → → →

整備 整備 ◎

300人 300人 300人 332人 ◎

導入 導入 追加導入 ◎

358
調査・
検討

→ → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県庁舎に自然エネルギー由来・水素ステーショ
ンを設置し、自然エネルギーによる水素生成につ
いて知見を深めた。

＜課題＞
　水の電気分解による水素生成については、ま
だ、実証実験段階であり、更なる研究が必要

　系統の脆弱な地域への自然エネルギー機器の設
置に合わせて、当該電力による水素生成の実現可
能性等を調査・検討する。

県民

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：１　「水素社会」の創造

○「水素社会啓発・体験ゾーン」等での環境学習
　参加者数
　　　㉕― → ㉘～㉚年間３００人

●系統網（電気グリッド）を補完する水素グリッド
の構築を目指すため、自然エネルギーによる水素生
成について、実現に向けた調査・検討を行います。
＜県民＞

356

●二酸化炭素を排出せず、走行距離の長い次世代エ
コカー「燃料電池自動車（ＦＣＶ）」を県内に普及
させるため、自然エネルギー由来の水素を供給する
啓発用ステーションを本庁内に整備し、県自らが公
用車としてＦＣＶを導入します。＜県民＞

357

○自然エネルギー由来の水素ステーションの整備
　　　㉘整備

県民

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・徳島県水素グリッド構想策定（H27.10）
・事業者の移動式水素ステーション開所（H28.3)
・燃料電池自動車普及促進事業（民間団体への燃
料電池自動車購入に対する補助）を実施(H27・5
台、H28・3台)
・水素ステーション設置事業（移動式水素ステー
ション設置への補助）を実施(H27.11)
・県南部、西部圏域への移動式水素ステーション
実証運用（H28.9～11）

＜課題＞
・燃料電池自動車の一層の普及等、水素エネル
ギーの更なる利活用促進が必要

○「燃料電池自動車」の県公用車導入
　　　㉘導入

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・燃料電池自動車普及促進事業（民間団への燃料
電池自動車購入に対する補助）を実施(H27・5
台、H28・3台)
・県公用車として燃料電池自動車(計6台)を導入
（H28.3～H28.11)
・県庁舎に自然エネルギー由来・水素ステーショ
ン開所（H28.3)
・県庁舎見学デーをはじめ「水素社会啓発・体験
ゾーン」等で啓発イベントを実施（H28.3～）

＜課題＞
　燃料電池自動車の一層の普及等、水素エネル
ギーの更なる利活用の促進が必要

部局

・燃料電池自動車普及促進事業（民間団体への燃
料電池自動車購入に対する補助）を実施する。

・「水素グローカルエキスポinとくしま」を開催
する。

・徳島阿波おどり空港と連携した水素啓発イベン
トを実施する。

・各種イベントとタイアップし、水素普及啓発活
動を展開する。

●「環境首都とくしま」における「新次元」を目指
して、地球温暖化対策の切り札となる未来のエネル
ギー「水素」を積極的に活用するため、「水素グ
リッド構想」を策定するとともに、水素ステーショ
ンの整備を促進し、「燃料電池自動車（ＦＣＶ）」
の県内導入を推進します。＜県民＞

○「水素ステーション｣整備、「燃料電池自動車」
  導入【主要指標】
　　　㉘整備・導入

○「水素グリッド構想」の策定
　　　㉗策定

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

部局

・燃料電池自動車普及促進事業（民間団体への燃
料電池自動車購入に対する補助）を実施する。

・水素エネルギー産業利用加速化事業(燃料電池
フォークリフト及び水素ステーションを導入する
事業者への補助)を実施する。

委員意見

今後の取組方針
数値目標
の達成度

実績値
（H27）

県民

県民

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－1　未来エネルギーへの挑戦

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
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(４－１－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

40件 55件 60件 65件 66件 77件 ◎

構築 → 促進 →

構築 構築 ◎

→
調査・
検討

設計 実施

実施
データ
収集

調査・検
討

－

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：２　自然エネルギーの導入
              拡大

360

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　洋上風力発電設備導入可能性調査により、法規
制、地理データ等を取りまとめるとともに、学識
経験者等による検討を実施。また、３箇所の導入
有望地点を選定し、それぞれについて導入に向け
た課題等を検討した。

＜課題＞
　導入にあたっては、漁業者のニーズと合致し、
漁業者側から要望が具体的にあることが必要不可
欠であり、実現可能性について、２９年度も更な
る検討が必要

361

●地域漁業との共存を目指し、「電力の地産地消」
や「魚礁としての効果」等を併せ持つ、漁業協調型
の「洋上風力発電」の実証実験を実施します。＜県
民・農林＞

●沿岸地域の豊富な自然エネルギーを有効活用する
ため、太陽光や小型風力発電、省エネ設備等を積極
的に導入し、「持続可能な漁港」の実現を図りま
す。＜県民＞

○漁業協調型洋上風力発電の実証実験
　　　㉚実施

　自然エネルギーの導入、省エネルギーの推進を
図るため引き続き、融資先の拡大に努める。

今後の取組方針

　モデルとして設置した施設のＣＯ２削減効果等
の啓発に努めるとともに、更なる環境学習への活
用を進める。

○「漁港低炭素化モデル」の構築
　　　㉘構築

部局

県民
農林

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

委員意見

部局

県民・農林

○融資による自然エネルギー等の導入数
 【主要指標】
　　　㉕２３件→㉚６５件

●産業部門における自然エネルギー・省エネルギー
対策を促進するため、中小企業における設備導入に
向けた取組みを推進します。＜県民＞

359

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

県民

県民

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　新たに太陽光発電設備の導入に対してH27年度
16件、H28年度11件の融資を実施。

＜課題＞
　更なる融資先の拡大が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○融資による自然エネルギー等の導入数
　　　㉕２３件→㉚８０件

　実証実験の開始に向け、引き続き風況情報等の
調査を行うとともに、漁業協調や災害時活用の方
策について更なる検証を行う。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県内の漁港において、太陽光発電（4基）、小
型風力発電施設（1基）、ＬＥＤ照明灯（23灯）
を導入。28年度には、小型風力発電について、自
然エネルギーバスツアーによる啓発活動を行うな
ど、環境学習に活用

＜課題＞
　事業効果の検証に努めるとともに、他の漁港へ
の普及拡大が必要
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(４－２－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

6
市町村

8
市町村

10
市町村

12
市町村

7市町村 8市町村 ◎

拡充 － 拡充 ◎

推進 → → →

28地区 32地区 33地区 34地区 32地区 34地区 ◎

6,000
kW

6,000
kW

6,000
kW

－
6,220
kw

◎

推進 → → →

9地区 10地区 11地区 12地区 10地区 10地区 ◎

363

実績値
（H28）

主要施策：１　自立・分散型エネルギー
             の推進

●「地域」における「エネルギーの地産地消」を促
進するため、太陽光に続く「小水力、小型風力発
電」の導入を支援します。また、中山間地域がポテ
ンシャルを有する「小水力」については、地域への
経済効果も高いと見込まれることから、さらなる導
入拡大を図ります。＜県民＞

362

　事業実施地区及び今後導入を考えているところ
に対し、国のソフト事業を積極的活用して導入支
援を行うとともに、取組成果については県ホーム
ページを活用して情報発信し普及促進に努める。

○木質バイオマスによる発電量
　　　㉕－→ ㉘６，０００kＷ

○小水力発電導入地域の拡大【主要指標】
　　　㉕３市町村 →㉚１２市町村

○補助事業を活用した
　自然エネルギーの導入地区数（累計）
　　　㉕５地区→㉚１２地区

部局
数値目標
の達成度

県民

県民・農林・企業

部局

今後の取組方針主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

数値目標
達成状況

農林

○「小水力、小型風力発電」等導入補助制度の
  拡充
　　　㉘拡充

・引き続き、県・市町村再生可能エネルギー連絡
協議会を開催し、啓発に努める。

・導入拡大に際して生じた課題を検証し、必要に
応じて国に向け提言をしていく。

番号

364

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．国のソフト事業を活用して導入支援を行っ
　　た。（H27:4地区、H28:2地区）
２．県HPを活用して取組成果等の情報発信を行
　　った。（H27から実施）

＜課題＞
　小水力発電施設については、落差の大きな小水
力発電の導入を進めてきたが、多くの農業用水路
では水利権の関係から流量が一定でないことや、
落差が小さいことなどが課題になっている。

農林

●農村地域において、自然エネルギーを有効活用す
るため、補助事業を積極的に活用し、「クリーンエ
ネルギーの地産地消」を促進することにより、地域
の活性化を図ります。＜農林＞

　バイオマス資源の活用は、エネルギーの地産地
消に資することから、バイオマスの新たな利用に
繋がる施設整備について支援を行う。

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－2　エネルギー「地産地消」の推進

●本県の特性を活かし、未利用木質資源などバイオ
マスの生産・利用を担う環境関連産業の創出や、関
連技術を活用した地域づくりに取り組みます。＜農
林＞

○バイオマス利活用モデル地区数（累計）
　　　㉕２６地区→㉚３４地区

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○バイオマス利活用モデル地区数
　森林整備加速化・林業飛躍基金事業等により，
H27：2地区でボイラー3台，
H28：2地区でボイラー3台を整備した。

＜課題＞
　バイオマス関連施設については、導入コストが
比較的高額であることから、補助事業等を活用
し，導入促進を図る必要がある。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H28に補助事業の範囲を流量調査・風況調査に
拡充
・県・市町村再生可能エネルギー連絡協議会を開
催し、地域における自然エネルギーの導入に向
け、県の施策を紹介するなど情報提供を実施

＜課題＞
・導入に際して関係機関との調整などリードタイ
ムに時間が必要
・今後も更なる啓発が必要

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H27）
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(４－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

相談窓
口設
置・支
援

設置
・

支援
支援 ◎

整備・
活用

－
整備・
活用

◎

○自然エネルギー導入を促進する
　　システム構築及び技術支援
　　　㉗相談窓口設置・支援

番号 主要事業の概要・数値目標
数値目標
の達成度

○川口ダム自然エネルギーミュージアム整備
　　　㉘整備・活用

実績値
（H28）

部局今後の取組方針

企業365

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H27年4月に技術支援相談窓口を開設した。民間
事業者からの相談に対し、小水力発電及び風力発
電に関する情報を提供した。
・技術支援の一環として「小水力発電導入可能性
調査」を実施し、県内有望地点について基礎資料
を取りまとめた。(H27)
・上記基礎資料に関し、県民環境部が作成する
「小水力発電基礎データマップ」システムへデー
タ提供を行った。(H28)
・H28年度ミュージアム整備の関連工事完了(3件)
・映像展示室用コンテンツ整備業務完了

＜課題＞
　川口ダム自然エネルギーミュージアムの一層の
周知による知名度の向上及び活用。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●自然エネルギーの普及促進と次代を担う子ども
たちの関心を高めるため、太陽光・水力・小水
力・風力・木質バイオマス発電設備の見学、水素
の活用、先端のデジタル技術を用いた映像等の体
験学習の場となる「自然エネルギーミュージア
ム」を整備し、「とくしま自然エネルギー探検隊
事業」などで活用します。また、地域の自然エネ
ルギー導入を促進するため、市町村や民間事業者
に対する技術支援を行います。

・県民環境部と連携し、市町村向け説明会を実施
する。

・様々なメディア等での広報や教育委員会との連
携等を通じて、積極的な活用を呼びかけるととも
に、遠足や環境学習の場として積極的な活用を促
す。

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

●自然エネルギー活用の大切さを啓発するため、水
力及び太陽光等の発電や環境学習の拠点となる施設
を整備し、「とくしま自然エネルギー探検隊事業」
などで活用します。また、地域の自然エネルギー導
入を促進するため、市町村や民間事業者に対する技
術支援を行います。＜企業＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－２－２)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

・　スマート社会モデル地区については、全国から徳島
に視察に来るようなモデル地区の構築に向けて頑張っ
て欲しい。

・　中山間地域のこれからの持続を考えた場合、「エネ
ルギーの地産地消」の推進や、「自立・分散型エネル
ギー」の推進といった施策自体が、スマート社会の構
築に繋がる施策になることから、こうした施策とスマー
ト社会の取り組みをうまくリンクさせていくべきではない
か。

・　カーボン･オフセットは良い施策であるが、十分に知
られていないため、県民への周知にもっと取り組んで
欲しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

900基
1,200
基

1,500
基

1,800
基

900基 1,217基 ◎

促進 → → →

△1% △2% △3% △4% △5% － ◎

促進 → → →

550台 650台 800台
1,000
台

758台 853台 ◎

主要施策：２　地球にやさしいライフ
　　　　　　　スタイルへの転換

366

数値目標
達成状況

番号
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

県民

部局

主要事業の概要・数値目標

○県の事務及び事業に伴い排出される温室効果ガス
　総排出量平成２５年度比（㉛５％削減）

●省エネルギー対策を推進するため、県管理道路に
おける道路照明灯等のＬＥＤ化を推進します。（再
掲）＜県土＞

県民・県土・警察

部局

367

県土

委員意見

○あわ産ＬＥＤ道路照明灯の設置基数（累計）
【主要指標】
　　　㉕４５０基→㉚１，８００基

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○県内の電気自動車等販売台数
　　　㉕４２３台→㉚１，０００台

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・急速充電器の整備（H27:5箇所）
・市町村への国補助制度の周知（H27,H28実施）
・県内充電器数（5月集計）　H27　164基
　　　　　　　　　　　　　 H28　195基

＜課題＞
・県内全域へ充電スタンドの更なる導入拡大が必
要

　電気自動車等次世代エコカーの導入促進に向け
補助制度の活用や普及啓発を行うとともに、電気
自動車等が利用可能な充電設備の普及に努める。

工程（年度別事業計画）

●「徳島県地球温暖化対策推進条例」に基づく「地
球温暖化対策推進計画」により、重点プログラムを
はじめとした温室効果ガス削減のための施策を推進
するとともに、「エコオフィスとくしま・県率先行
動計画」に基づき、庁舎の省エネルギー対策を推進
するなど、県独自の環境マネジメントシステムによ
り、環境にやさしい行政運営の徹底を図ります。＜
県民＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　平成27年7月に新たな重点プログラム（計画
期間：H27～H30）を策定
２　平成28年12月に温室効果ガスの「新たな削減
目標」を設定
３　地球温暖化対策推進計画により、「徳島夏・
冬のエコスタイルの推進」や「自然エネルギーの
導入促進」等の施策を、県民総ぐるみで推進
４　エコオフィスとくしま・県率先行動計画推進
マニュアルによる計画の円滑な運営の実施
５　グリーン調達等の推進

※28年度実績値の判明時期：H29.10月末（予定）

＜課題＞
・「新たな削減目標」等を通じた「脱炭素社会の
実現」に向けた取組の加速化が必要
・エコオフィスとくしま・県率先行動計画を通じ
た環境負荷の低減に向けた取組の徹底が必要

・県管理道路照明灯のLED化を推進するととも
に、長寿命化のためのトンネルの修繕工事と併せ
て、更新時期が迫っているトンネル照明のLED化
を推進する。
・あわ産LED道路照明灯の開発企業数の増加を図
るため、新たな企業の実証実験を継続し、需要拡
大に対応する県内企業の体制づくりを強化する。

今後の取組方針

県民

●運輸部門における二酸化炭素排出量を縮減するた
め、充電スタンドの充実を図るなどして、県内にお
ける電気自動車等（プラグインハイブリッド車を含
む）の普及を加速します。＜県民＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H27道路照明灯：250基（累計900基）
・H28道路照明灯：317基（累計1217基）
・H27トンネル照明灯：１箇所（祖谷トンネル）
・H28トンネル照明灯：１箇所（椿坂トンネル）
・「あわ産LED道路照明灯の設置基数（累計）に
ついては、順調に推移している。

　上記の取り組みにより、数値目標を達成した。

＜課題＞
　更なる普及拡大及びコスト縮減に向け、あわ産
LED道路照明灯の開発企業数の増加を図る必要が
ある。

・重点プログラムの更なる推進に努めるととも
に、国の目標を上回る意欲的な削減目標に挑戦す
るために、脱炭素型ライフスタイルへの転換や最
新技術の導入の支援を行う。
・電力使用量及び燃料使用量の更なる削減のため
に、冷暖房温度の徹底管理や、低公害車の導入及
びクールビズの推進などエコスタイルの徹底を図
る。

368
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(４－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

調査 構築 推進 →

構築 調査 調査 △

370 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・27年度においては、若年層が親しみを持てる
ツールを活用した普及啓発として、憲章普及啓発
用動画を公募、県内大学生等の若者を中心に全２
３作品の応募があった。２月５日に開催された
「ストップ温暖化フォーラム」において、最優秀
賞、優秀賞及び特別賞の表彰式を行い、全応募作
品をYou Tubeで公開している。
・28年度は、①講座や授業等で実際に新憲章の普
及を担う環境アドバイザー等を対象とした研修会
の実施、②学校や団体等が実施する講座等に講師
を派遣して，新憲章の普及を図り，具体的な実践
行動についての理解を深める活動を行った。
更にとくしま動物園等で実施するイベントにおい
て、若年層においても普及啓発を実施した。

＜課題＞
　更なる啓発活動が必要。

・「環境首都とくしま・未来創造憲章」に係る動
画を啓発資料として活用しながら、普及啓発事業
の内容を一層充実させるとともに、若年層を対象
として実施される講座や授業に際して、新憲章の
キッズバージョンの普及を図り、児童への憲章の
浸透を図る。
・また、とくしま環境県民会議の事業や活動によ
り多くの県民、事業者等が参画できるように環境
活動の強化を図るなど、事業の拡大に向けて取り
組む。

県民

371 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・県消費者協会とタイアップして、各市町村消費
者協会のマイバッグ啓発に統一のぼりを提供し、
県内一斉にキャンペーンを行った。
・レジ袋削減・マイバック持参啓発イベント
　（H27:8回,H28:2回 イベント実施）
・「マイバックでお買い物」隊員の登録者数
　（H28.3末:6,179名、H29.3末現在：6,796名）
H27の新たな取組みとして、
　城西高校文化祭 みんなでレジ袋へらそ！とく
しまマイバッグキャンペーンを行い、高校生に対
して初めてマイバッグキャンペーンを実施した。
H28の新たな取組みとして、
　第11回3Ｒ推進全国大会においてブースを設置
し、啓発活動を行った。

＜課題＞
　マイバッグ持参を常に意識してもらえる県民を
さらに増やすための工夫が必要。

　とくしま環境県民会議の事業に賛同・参画いた
だけるよう環境活動の強化を図り、これまでに協
働で活動をしたことがない場所や時期等にキャン
ペーンを行うことで、環境啓発の更なる推進を図
る。

県民

今後の取組方針
数値目標
の達成度

番号 主要事業の概要・数値目標

●持続可能な省エネ社会の実現に向け、エネルギー
の効率的な利用や、環境負荷の少ない自然エネル
ギーの積極的な活用など、省エネのモデル地区を構
築し、スマートコミュニティの推進を図ります。＜
県民＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
 H27年度においては、産学官民プロジェクトチー
ムにおいて、「スマート社会とくしま構想(中山
間地域、都市部地域)」を策定した。また、「ス
マート社会づくり」に向け、省エネ設備等の導入
現況調査を実施した。H28年度においては、マリ
ンピア沖洲･産業団地を中心とする事業者との連
携により小型電気自動車の実証実験を行い、CO₂
の排出抑制に寄与する「スマート社会」の土台づ
くりを実施した。

＜課題＞
　県民、事業者に対して「スマート社会」の構築
に向けた意識啓発を更に進める必要がある。ま
た、更なる推進には、多額の費用が生じることか
ら、経営基盤が脆弱な中小企業等は、事業参画が
難しい。

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

○スマート社会モデル地区の構築
　　　㉘構築

実績値
（H28）

県民

●地球にやさしいライフスタイルへの転換や、県民
の環境活動を推進するため、「とくしま環境県民会
議」が中心となり、他の団体や関係機関との連携を
強化して、取組みを支援・拡大します。＜県民＞

「スマート社会とくしま構想（中山間地域、都市
部地域）」の普及啓発に引き続き努めるととも
に、モデル地区における「カーシェアリング」の
仕組みづくりやZEB（ゼロエネルギービル）、ZEH
（ゼロエネルギー住宅）の設備導入を図る。

●「環境首都とくしま・未来創造憲章」に基づく、
県民・事業者の環境行動を後押しするとともに、県
民、事業者、行政などあらゆる主体への普及啓発を
推進します。＜県民＞

部局

369

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

促進 → → →

3箇所 4箇所 5箇所 3箇所 ◎

373
順次
拡大

→ → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・車両用LED式信号灯器の整備率
　㉗69.2%（㉗目標：67.5%）
　㉘73.1%（㉘目標：70.0%)
・ESCO事業など省エネ対策について情報提供を行
うセミナー、講演の実施。
・中小企業を中心に、ビル・工場を対象とした
「省エネ・節電診断」の受診を呼びかけ。

＜課題＞
　事業者における更なる省エネ対策の推進が必要

　ESCO事業をはじめ効果的な省エネ対策につい
て、各種セミナーの開催等により事業者への情報
提供、働きかけを行い、省エネ対策のより一層の
推進を図る。

県民
警察

374 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・産学民官の連携組織である「徳島県域カーボ
ン・オフセット推進ネットワーク」において，県
内のクレジットを活用したカーボン・オフセット
商品やサービスを開発（㉗26製品･サービス、㉘
23製品・サービス）
・オフセット商品の広報キャンペーンを実施（㉗
及び㉘：県内2箇所で実施。）
・オフセット商品、パネルを県が開催したフォー
ラムで展示（㉘2回）
・県主催の会議を「カーボン・オフセットイベン
ト」として開催（㉘2回）

＜課題＞
　カーボン・オフセット制度の認知度向上のた
め、更なる広報啓発が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標追加】
○県内行事等におけるカーボン・オフセットの啓
発活動の実施数（累計）
      ㉕－→㉚９件

　ＣＯ₂削減や環境意識の向上のため、外部資金
等の活用により、引き続き商品開発の促進や広報
啓発を実施し、認知度の向上を図る。

県民

推進 → → →

実施 実施 実施 実施 実施 実施 ◎

○店舗利用型パーク・アンド・ライド実施箇所数
　　　㉕－→㉚５箇所

372

部局

　特に子どもや学生向けのイベントの開催や、環
境首都とくしま･未来創造憲章の普及啓発等を通
じ、県民一人ひとりに対して、引き続き、より一
層の環境意識の醸成を促していく。

・パーク･アンド･ライドの実施店舗拡大に向け、
適地調査や関係者との交渉・調整を行う。
・各種キャンペーンやイベント等を積極的に展開
し、啓発に努める。

県土

●カーボン・オフセットの推進に向け、産学民官が
協働し商品開発やＰＲなどを通じ、制度の普及啓発
を進めます。
＜県民＞

●省エネルギー・長寿命など環境配慮型の車両用Ｌ
ＥＤ式信号灯器の計画的な整備を進めるとともに、
ビルや工場の省エネ対策の推進のため、「ＥＳＣＯ
事業※」等の普及を図ります。＜県民・警察＞

県民

○夏・冬のエコスタイル等を通じた啓発活動
　　　㉗実施→㉚実施

●「環境に優しい移動手段」である次世代自動車の
活用や、徒歩や自転車、公共交通機関などへの転換
を推進するなど、より環境負荷の少ない県民のライ
フスタイルの転換を進めます。＜県民＞

375

実績値
（H28）

主要事業の概要・数値目標

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1　夏のエコスタイル（H27,H28：実施）
2　冬のエコスタイル（H27,H28：実施）
3　セミナーやフォーラムの開催（H27:1回,H28:2
回）

＜課題＞
　特に若年層への環境意識啓発について、引き続
き、継続して取り組む必要がある。

番号
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・地域のショッピングセンターの駐車場を利用す
る「店舗利用型」パーク・アンド・ライドを県内
３箇所で実施するとともに、国やＪＲグループ等
が実施する様々なパーク･アンド･ライドの情報提
供を行った。
・「交通エコライフキャンペーン」、「交通まな
びキャンペーン」、駅前リフレッシュ活動等を通
じ、公共交通機関利用への意識啓発を行った。

＜課題＞
　パーク・アンド・ライド実施店舗の拡大が必要

工程（年度別事業計画）

●パーク・アンド・ライド、ノーカーデー等の社会
的メリットを渋滞対策協議会等を通じて啓発し、マ
イカー利用から公共交通機関利用への転換を促進し
ます。（再掲）
＜県土＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－２－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

3
市町村

8
市町村

16
市町村

24
市町村

3市町村 8市町村 ◎

推進 → → →

87箇所 92箇所 97箇所
100箇
所

92箇所 104箇所 ◎

数値目標
の達成度

主要施策：３　平時・災害時両面での
　　　　　　　自然エネルギーの利活用

部局

県民

部局

　各市町村に対して、次世代エコカー等の導入に
ついて依頼するとともに、既に次世代エコカー等
を所有している市町村に対しては、災害時におけ
るＶ２Ｈ等を活用した電源供給の取組みの実施を
促す。

番号 主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

県民

○防災拠点や避難所への太陽光パネルの設置箇所
　　　㉕２１箇所→㉚１００箇所

県民

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・徳島県立防災センター（北島町）におけるＶ２
Ｈ（ビークル・トゥ・ホーム）の導入。（H27実
施）
（※Ｈ２５:小松島市、Ｈ２６美馬市　実施）
・県庁にＳＨＳ（スマート水素ステーション）導
入、公用車としてＦＣＶ（燃料電池自動車）を導
入等（H28実施）
・あすたむらんど徳島やまぜのおかなどで実施さ
れているイベント、防災訓練での次世代エコカー
によるデモンストレーション（H28実施）

＜課題＞
　市町村に対しての更なる周知啓発による導入拡
大が必要。

377

●災害時に停電した場合でも、必要な電力を自然エ
ネルギーで確保するため、県内の防災拠点や避難所
に太陽光パネル、蓄電池等を設置します。＜県民＞

●次世代エコカー（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ※等）の
優れた蓄電や発電機能を災害時の非常用電源として
有効活用するため、県及び市町村の公用車を次世代
エコカーに更新するとともに、それを用いて防災拠
点や避難所等へ電力を供給する取組み（Ｖ２Ｈ※の
設置等）を広めます。＜県民＞

今後の取組方針

376

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度は41箇所（県有施設22箇所、市町村有
施設19箇所）、H28年度は12箇所（県有施設6箇
所、市町村有施設6箇所）の庁舎、学校、福祉避
難所等に太陽光発電、蓄電池等を導入

＜課題＞
　孤立集落等の災害時に対応が必要な箇所につい
て、今後も導入の拡大が必要

数値目標
達成状況

○防災拠点や避難所への
　次世代エコカーによる電力供給の取組市町村数
【主要指標】
　　　㉕１市町村→㉚全市町村

　グリーンニューディール基金はH28年度で終了
したが、H29年度以降は、「とくしま－０（ゼ
ロ）作戦」緊急対策事業や国の交付金を活用し
て、引き続き防災拠点等への再生可能エネルギー
の導入に努める。

委員意見
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(４－３－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ
・　自然界は「危なくないもの、毒がないものだけでは
ない」との視点を含めて、環境学習の中で教えることも
大事である。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

50人 50人 50人 50人 131人 100人 ◎

150人 170人 190人 200人 160人 171人 ◎

主要施策：１　次世代へ繋ぐ豊かな環境
　　　　　　　づくり

378

番号

数値目標
達成状況

部局

県民・南部・西部・教育

部局

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針
実績値
（H28）

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－3　「未来への贈り物」美しく豊かな環境の継承

主要事業の概要・数値目標

○「とくしま環境学講座」受講者数
　　　㉕－→㉗～㉚年間５０人

○「親子環境学習教室」参加者数【主要指標】
　　　㉕－→㉚２００人

・平成２９年度においても、環境学習実践モデル
校を募集し、特徴ある環境学習に取り組む学校を
支援し、環境活動に取り組む人材づくりを推進す
る。
・親子環境学習教室については、募集チラシを学
校を通じて家庭に配布し、一組でも多くの親子に
参加してもらえるよう周知に努める。

県民

●環境に関する高い意識と行動規範・実践力を持つ
人材を養成するため、「環境首都とくしま・未来創
造憲章」の普及啓発等を目的とした各種講座を実施
します。＜県民＞

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
「とくしま環境学講座」
　「環境首都とくしま」の実現に向け、産学民官
が連携・協働し、環境活動に取り組む「人づく
り」「環境情報発信」に努めた。
　環境学習実践モデル校を募集し、山口小学校、
富岡東中学校から応募があった。それぞれの学校
において環境学習に取り組み、１月２７日に徳島
市シビックセンターにおいて「徳島学習フォーラ
ム」を開催し、一年間の取組成果を発表した。
「親子環境学習教室」
　夏休みに県央、県南、県西で実施した。
（H27）
・親子ふれあい学習ｉｎあすたむらんど
　H27.7.19(日)：37人
・サマーサイエンススクール　H27.7.25(土)：55
人
・夏休みエコサイエンス教室ｉｎ東みよし町
　H27.8.1(土)：30人
・秋のおやこ環境学習「山の学校」バスツアーin
佐那河内　H27.11.8(日)：38人
（H28)
・親子ふれあい学習ｉｎあすたむらんど
　H28.7.17(日)：37人
・夏休みエコサイエンス教室ｉｎ美馬
　H28.7.30(土)：47人
・秋の親子環境学習「森の学習」
　H28.8.19(金)：51人
・青少年のための科学の祭典
　H28.11.26(土)：36人

＜課題＞
　一組でも多くの親子に参加してもらえるよう更
なる広報活動が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「とくしま環境学講座」受講者数
　㉕－→㉚年間１，０００人
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(４－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

5回 5回 5回 5回 6回 8回 ◎

2回 2回 2回 2回 3回 4回 ◎

実施 実施 ◎

創設 創設 ◎

<H27･H28取組内容と進捗状況>
１　自分に合ったスタイルで剣山国定公園の自然
　保護や魅力発信等に参加できる「剣山サポー
　タークラブ」の中に「女性サポーター」「若者
　サポーター」「ジュニアネイチャーリーダー」
　を創設し、各目線での活動を展開した。
　　H27:剣山クリーンハイク＆樹木ガード巻き
　　　　山のトイレマナーシンポジウム
　　　　剣山系ニホンジカ生息調査
　　　　三嶺登山道補修活動など、6回実施
　　H28:シカ防護ネット管理作業
  　　　山の日イベント
　　　　三嶺山域シカ食害の被害調査体験
  　　　登山道現地調査
    　　山岳自然保護集会など、8回実施
※H29.3.31現在剣山サポータークラブ会員数595
人

２　剣山国定公園の豊かな自然を次世代に継承す
　るため、「あわエコトイレの完成」「山の日の
　施行」を契機に、地域が一体となった「登山
　マナーアップキャンペーン」を実施した。
　　H27:あわエコトイレオープニング等
　　　　ジュニア・ネイチャーリーダー養成講座
　　　　剣山フォーラム
　　H28:登山マナーアップ掲示板(英語併記)設置
  　　　はじめての山登り講座
　　　　剣山・三嶺　広域登山道マップ配布
　　　　地域づくり実践講座

　上記の取組みにより、計画目標を達成した。

<課題>
・剣山を次世代に継承していくため、自然環境を
　保全する新たな担い手の育成を図る必要があ
　る。
・自然保護やマナーの向上に向けた啓発活動につ
　いて、地域が一体となった取組みを継続的に推
　進していく必要がある。

番号

工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標

・「剣山サポータークラブ」活動やジュニア・ネ
　イチャーリーダー養成講座等により会員間の連
　携を深めるとともに、自然環境を保全する新た
　な担い手の育成を図る。
・引き続き、自然保護やマナーの向上に向けた啓
　発活動について、地域や関係機関が連携し、啓
　発活動等を実施する。

○自然保護や登山マナー向上に向けた
　啓発活動実施回数
　　　㉕－→㉗～㉚年間２回以上

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

○「ジュニアネイチャーリーダー」、
　「女性サポーター」、「若者サポーター」の創
設
　　　㉗創設

○剣山山頂「あわエコトイレ」完成記念
　「登山マナーアップ・キャンペーン」の実施
　　　㉗実施

西部

○「剣山サポータークラブ」の活動実施回数
　　　㉕－→㉗～㉚年間５回以上

●剣山山頂「あわエコトイレ」の完成を記念して、
「登山マナーアップ・キャンペーン」を実施すると
ともに、「山の日」の制定を契機として、自然保護
や登山マナーの向上に向けた啓発活動を推進しま
す。
また、剣山国定公園を「地域の宝」として次世代に
継承していくため、子どもや女性、若者を対象とし
た参加体験型の環境教育や自然保護等の活動を通じ
て、自然環境を保全する新たな担い手を育成すると
ともに、剣山の魅力を県内外にＰＲし、更なる「剣
山ファン」の拡大を図ります。
＜西部＞

379

今後の取組方針 部局
実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4施設 0施設 4施設 ○

4回 4回 4回 4回 4回 4回 ◎

5回 5回 5回 5回 5回 4回 ○

1,000
人

1,100
人

1,200
人

1,300
人

1,890人 1,300人 ◎

70人 80人 100人 120人 208人 217人 ◎

380  南部

今後の取組方針

○「海からのめぐみ」を活用したまちづくり
  参加者数
　　　㉕－→㉚１，３００人

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 「道の駅日和佐」の機能強化として、次の取組
みを行った。
○「道の駅日和佐」を拠点とした自然体感事業
　(H27:4回，H28:4回)
・四国のみち健康ウォーキング(H27,H28)
・南阿波サンライン風景海道・周遊スタンプラ
リー(H27,H28)
・四国の右下ロードライド(H27,H28)
・南阿波サンラインウォーキング(H27)
・自転車王国とくしまミニライド(H28)
○「道の駅日和佐」での「四国の右下・まけまけ
マルシェ」の開催(H27:5回，H28:4回（雨天中止1
回）)
２ 「道の駅サテライトステーション」の選定
○次の4施設を「道の駅サテライトステーショ
ン」として選定するとともに，前記自然体感事業
の実施等によりネットワーク化を進めた。(H27・
H28)
・南阿波サンライン第1展望台
・日和佐うみがめ博物館「カレッタ」
・ぽっぽマリン
・モラスコむぎ
○「『道の駅日和佐サテライトステーション』推
進協議会」を設立し，「道の駅日和佐」を拠点
に，サテライトステーションを結んだ観る・食べ
る・遊ぶの周遊コースパンフレットの配付
・周遊コースを活用したスタンプラリーを実施し
た。
３ 「海からのめぐみ」を活用したまちづくり
・キックオフイベント（H27実施）
・漂着物学会の全国大会を誘致（H27実施）
・漂着物アート展（H27：2回）
・千年サンゴ保全活動等（H27：4回、H28：5回）
・ビーチコーミング（H27：6回、H28：3回）
・ビーチクリーン（H27：1回、H28:1回）
・婚活支援事業(H28:1回)
　以上の取組みにより、美しく豊かな環境を次世
代に継承するとともに、持続可能なまちづくりの
推進を図ることができた。

＜課題＞
・観光客の回遊性・滞在性の向上を図る必要があ
る。
・「道の駅日和佐」と「道の駅サテライトステー
ション」の連携・機能強化を図る必要がある。
・美しく豊かな環境を次世代に継承するため、継
続した取組みが必要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「海からのめぐみ」を活用したまちづくり
  参加者数
　　　㉕－→㉚１，９００人
○ビーチコーミング参加者数
　　　㉕－→㉚年間２００人

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

番号

工程（年度別事業計画）

○「四国の右下・まけまけマルシェ」の
　「道の駅日和佐」での開催
　　　㉕－→㉗～㉚年間5回

●「道の駅日和佐」の機能強化とともに、多様な地
域の魅力を備えた周辺施設を「道の駅サテライトス
テーション」として配置し、「道の駅」を起点に観
光客が「回遊」し、「滞在性」も高まる仕組みづく
りを進めます。
また、美しく豊かな環境を次世代に継承するため、
地元住民等と連携し、豊かな海からのめぐみを活用
した持続可能なまちづくりを推進するとともに、環
境保全意識の向上を図るため、海岸漂着物の除去及
びビーチコーミング※を行うことにより、海の環境
について学び考えることを推進します。＜南部＞

○「道の駅日和佐」を拠点に自然体感事業
　　　㉕－→㉗～㉚年間4回

○ビーチコーミング参加者数
　　　㉕－→㉚１２０人

・「道の駅日和佐」を拠点に，周辺のサテライト
ステーション4施設とも連携し，「四国のみち健
康ウォーキング」，「四国の右下ロードライド」
等の自然体感事業や地域資源を活用した「四国の
右下・まけまけマルシェ」の開催等を継続すると
ともに，「道の駅日和佐」と「道の駅サテライト
ステーション」をつなぐ観光客の回遊と滞在性を
高めるコース設定及び電子ブックの作成によりそ
れらを紹介する。
・豊かな海の恵みを活用し、地元住民等と連携し
た「室戸阿南海岸国定公園」の自然を体感・実感
できる事業を実施する。

○「道の駅日和佐」周辺施設を「サテライト
　ステーション」としてネットワーク化
　　　㉕－→㉗４施設

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

10回 11回 12回 13回 12回 13回 ◎

推進 → → →

80% 82% 84% 86% 80.3% 82.7% ◎

381

●生命や自然を大切にし、地域の環境を守るために
行動できる、郷土を愛するモラルの高い児童・生徒
の育成を目指した公立小中高等学校及び特別支援学
校の「新学校版環境ＩＳＯ」の取組みを推進しま
す。＜教育＞

・「新　学校版環境ＩＳＯ」取得校が，小・中学
校では，５，６校増加出来るよう意識を高め，昨
年８２．７％から本年度は，８４％をめざす。

・高校では，１００％の認証校を達成しており，
専門性の高い更なる内容の充実の活動を推進して
いく。

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞

〈H27〉
1　エコリーダー養成講座を開催し，「新　学校
版環境ISO」の認証システムや具体的な活動内容
を説明するとともに講演を行った。
２　認証取得校の取組や，環境教育に関する資料
をホームページ等から情報提供することにより，
環境教育の推進を支援した。

〈H28〉
「H27」と１，２は同様。
３　県環境・エネルギー教育発表会を開催し，
「新　学校版環境ISO」の認証式と環境・エネル
ギーに関する取組の発表及び講演会を行った。

　上記の取組により，平成２８年度の目標を達成
した。

＜課題＞
　継続的に取り組む認証校が増加していることに
加え，統廃合や休校により，新規申請校について
は減少傾向にある。

実績値
（H28）

●県民主体の環境活動拠点である「エコみらいとく
しま（環境首都とくしま創造センター）」の取組み
を核として、県民一人ひとりが高い環境意識を持っ
て行動できるよう、広域的かつ先導的な実践活動を
推進します。＜県民＞

382

県民

　一人でも多くの県民に参加してもらえるよう県
民が集まりやすい駅前やスーパーマーケット等に
協力いただくなど、工夫を凝らした環境啓発を推
進する。

教育

部局

○「エコみらいとくしま」で実施する実践活動の
  回数
　　　㉕８回→㉚１３回

○「新学校版環境ＩＳＯ」認証を取得した学校の
割合
　　　㉕７５％→㉚８６％

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　「ゴミゼロの日キャンペーン」の実施
２　吉野川フェスティバルクリーン作戦
３　クリーンアップトライアルｉｎ吉野川
４　スポーツＧＯＭＩ拾い大会
５　ごみゼロ阿波踊り大作戦
６　ライトダウンキャンペーン
７　ムーンナイトキャンペーン
８　ＣＯ２ＣＯ２エコチャレンジ
９　マイバッグキャンペーン
１０　ストップ温暖化駅前キャンペーン
１１　アースパレード2015inとくしま(H27)
１２　アースパレード2016inとくしま(H28)
１３　ムーンナイトコンサート
１４　とくしま環境アワード2017(H28)

＜課題＞
　環境イベントに参加してもらえる人が固定化し
つつある。

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

38校 40校 42校 45校 40校 40校 ◎

推進 → → →

60件 60件 60件 60件 60件 76件 ◎

385 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　子どもが多く集まるとくしま動物園で，とくし
ま地球温暖化防止大使であるホッキョクグマのポ
ロロとコラボレーションしたイベント等を実施

＜課題＞
　引き続き，若い世代の環境意識向上に向けた取
組を進める必要がある。

　引き続き，子どもや学生向けのイベントの開催
や，環境学習の場を設けるなどして，一層の環境
意識醸成を促していく。

県民

　引き続きエコスクール化を推進する。

○環境アドバイザー派遣件数
　　　㉕５９件→㉗～㉚年間６０件

県民

教育

・環境イベント等において、ＰＲに努める。
・ホームページを活用したＰＲに努める。
・アドバイザーと事務局やアドバイザー間の連携
協力を拡大する。

今後の取組方針 部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　小中学校へのチラシ配布や、ホームページへの
掲載により、環境アドバイザーを活用した環境活
動についてＰＲを行い、講習会の開催を通じて環
境活動の拡大に努めた。
　環境アドバイザー研修交流会を開催し、アドバ
イザーのスキルアップと交流を図った。
　H28.2.20(土)グランドパレス　14人出席
　H28.12.4(土)グランドパレス　14人出席

＜課題＞
　同じアドバイザーに派遣が偏る傾向があるが、
派遣先の希望もあり調整が難しい。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
【取組内容】             (H27) (H28)
・太陽光発電装置の設置　　4校　10校
・LED太陽光照明灯の設置　 7校
・内装木質化　　　　　　　1校

＜課題＞
　喫緊の課題である学校施設の耐震化や老朽化対
策、避難所機能整備に併せて、環境に配慮した学
校施設整備を行うことが重要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●学校施設において、県産材を活用した木造化や
木質化、太陽光発電設備や省エネ器具の導入など
を進め、全ての公立学校を地域の環境教育の拠点
とすることにより、地域全体で取り組む環境保全
活動の充実を図ります。

●学校施設において、内装材の木質化、太陽光発電
設備や省エネ器具の導入などを進め、全ての公立学
校を地域の環境教育の拠点とすることにより、地域
全体で取り組む環境保全活動の充実を図ります。＜
教育＞

●県民の環境保全に対する意識をさらに高め、県民
一人ひとりの自主的・積極的意欲を増進させること
により、県民一人ひとりの自主的・積極的な環境行
動・活動を促進するため、地域における団体等の環
境学習の取組みを支援します。＜県民＞

383

384

○エコスクール化県立学校数
　　　㉕２９校→㉚４５校（全校）

●「環境首都とくしま・未来創造憲章」に新たに加
えた「キッズバージョン」を環境学習に積極的に活
用し、子どものころからの環境問題に対する関心を
高める取組みを推進します。＜県民＞

H27取組内容と進捗状況・課題番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度
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(４－３－２)

評価 特記事項

☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1.1万
人

2.8万
人

5.4万
人

8.4万
人

0.9万人 － ○

660基 780基 920基
1,090
基

667基 774基 ○

24.7㎞ 24.7km ◎

推進 → → →

10地区 11地区 12地区 13地区 10地区 11地区 ◎

主要施策：２　きれいな水環境づくりの
　　　　　　　推進

県土

数値目標
達成状況

今後の取組方針

部局

県民・農林・県土

実績値
（H27）

・県の新汚水処理構想である「とくしま生活排水
処理構想2017」及び各市町村の新汚水処理構想ア
クションプランにおける整備促進策の確実な実施
により，まずは，これら構想の目標値の達成を目
指す。

・市町村設置型浄化槽及び下水道の整備促進を柱
として汚水処理施設の普及率の向上を図る。

・市町村設置型浄化槽の導入促進のために，各市
町村の首長への働きかけとともに，担当者に対す
る研修会・勉強会を引き続き実施。

・下水道の整備促進のために，汚水処理構想の見
直しにおいて，前倒しした事業計画の実施に要す
る十分な予算の確保を要請。

部局

　H29に新規1地区（西州津）を実施予定であり、
引き続きH29に3地区（羽ノ浦西 ，宮前，柿原
東）の実施予定である。

○旧吉野川流域下水道幹線管渠の整備延長（累
計）
　　　㉕２４．３ｋｍ→㉗２４．７ｋｍ

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H27年度：既存施設の機能強化対策事業を2地区
（横瀬、羽ノ浦西）で実施し，1地区（横瀬）完
了した。
・H28年度：既存施設の機能強化対策事業を3地区
（羽ノ浦西，宮前，柿原東）で実施した。

＜課題＞
　予算の状況を勘案し、地区の球出しを計画的に
行う必要がある。

○市町村設置型浄化槽の設置基数（累計）
　　　㉕５４５基→㉚１，０９０基

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

県土386

387

●「きれいな水環境」を維持するため、既存の汚水
処理施設（農業集落排水など）の機能の維持・向上
を図ります。
＜県土＞

○農業集落排水処理施設の
　保全（機能強化）地区数（累計）
　　　㉕８地区→㉚１３地区

主要事業の概要・数値目標

●全国に誇れる「徳島きれいな水環境」の創造に向
け、生活排水対策として、各種汚水処理施設（旧吉
野川流域下水道、公共下水道、市町村設置型浄化槽
など）の整備を促進します。また、各種汚水処理施
設の普及促進のため、「公共下水道への接続促
進」、「合併処理浄化槽への転換促進」及び「浄化
槽の適正管理」など、地域の実情に合わせた普及啓
発活動を推進します。＜県土＞

○汚水処理人口増加数（累計）【主要指標】
　　　㉒～㉕４．２万人→㉗～㉚８．４万人

番号

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・市町村設置型浄化槽の整備促進
 H27年度から三好市全域でPFI方式による市町村
設置型浄化槽整備を実施，その結果，H26年度の
16基から，H27年度は106基と飛躍的に設置基数が
増加し，H28年度も107基と高水準を維持し，計画
をほぼ達成。
・旧吉野川流域下水道の整備（県事業）
　幹線管渠約400ｍを整備，累計24.7kmを達成。
現行の事業計画24.7kmに対し100%整備完了。
・市町村及び県の汚水処理構想の見直し
　汚水処理施設整備の基本方針である「汚水処理
構想」について，出来るだけ整備促進を図る方向
での見直しを，H27年度から28年度にかけて全市
町村で実施。県でこれらをまとめた「とくしま生
活排水処理構想2017」を平成29年7月策定。

・汚水処理人口増加数は8月末頃判明予定

＜課題＞
　処理人口増加数を倍増するには，汚水処理施設
の年間整備量の倍増が必要で，このためには人員
体制の強化や予算の大幅増が必要であるが，対応
が困難な市町村が多い。このため市町村がこのた
び見直した汚水処理構想においても，整備速度
「倍増」が達成可能な計画とはなっていない。
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(４－３－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% － ◎

策定 － － －

推進 → → →

33㎢ 33㎢ 33㎢ 33㎢ 33㎢ 14㎢ △

389

実績値
（H28）

農林

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・「公共用水域の水質の測定に関する計画」を策
定し、水質の測定を実施した。
・事業者から、総量削減計画に必要な汚濁負荷量
の情報収集を行い、第８次総量削減計画（案）を
作成した。
・平成28年度に策定する予定であったが、 国の
「総量削減基本方針」の策定が遅れたため、府県
は、計画策定時期を平成29年に遅らせざるをえな
かった。

＜課題＞
・平成28年度の水質環境基準達成率については，
現在集計中である。（9月頃公表予定）
・排水基準のかからない小規模事業場に対する指
導が必要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○第８次総量削減計画の策定
　　　㉙策定

１．毎年度策定する「公共用水域の水質の測定に
関する計画」に基づき，水質測定を総合的かつ効
率的に実施し，水環境の現状を把握する。
２．第８次総量削減計画を策定し，良好な水質の
保全に努める。（平成29年6月30日策定済）

工程（年度別事業計画）

　H27までは、「実施日を決めて一斉に行う」手
法としていたが、関係市町、漁協からの要望を受
け、H28からは、「通常操業時に入網した際のご
みを持ち帰る」手法も可能としたことから，「実
施日を決めて一斉に行う」掃海面積が減少してい
る。
　今後、未実施の沿海市町へ掃海による海ごみの
除去を働きかけることで，「美しい海づくり」を
推進していく。

部局

県民

○水質環境基準の達成率（河川・海域）
　　　㉕１００％→㉗～㉚毎年１００％

○掃海実施面積
　　　㉕３３㎢→㉗～㉚年間３３㎢

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
H27
　県内4市において、海底ゴミの除去を行った。
・鳴門市　　11 ㎢
・徳島市　　 5 ㎢
・小松島市　 8 ㎢
・阿南市　 　9 ㎢
H28
　県内3市において、海底ゴミの除去を行った。
掃海実施面積が減少しているが、支障となるゴミ
の除去処分はできている。また、徳島市では，日
常の操業時に支障となる大型ゴミを処分する事業
に変更しており、漁場本来の機能を回復させるこ
とができている。
・鳴門市　　11 ㎢
・小松島市　 3 ㎢
・徳島市　　 1 式（8/1～12/31を掃海期間）

＜課題＞
　地元要望に応じた事業実施
阿南市では，これまでの掃海実施について一定の
評価を行ったうえ，平成28年度については，今後
の取り組み方針等について，関係漁協との調整を
行っており，実施を見送っている。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○掃海等実施件数
　　　㉕－→㉚7件

○第８次総量削減計画の策定
　　　㉘策定

●海・川における良好な水質環境を保全するため、
事業所排水による汚濁負荷の総量を計画的に抑制し
ます。＜県民＞

●地域住民と協働し、海ごみの除去等を進め、「美
しい徳島の海づくり、渚づくり」を推進します。＜
農林＞

主要事業の概要・数値目標番号

388

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

500人 500人 500人 500人 558人 538人 ◎

391 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．小中学生及び高齢者を主な対象とした，家庭
からの汚濁負荷を減少させることを啓発する体験
型の「みんなで水質汚濁を考える教室」を実施し
た。
　H27　4校（計225名）
　H28　9校（計516名：シルバー大学校含む）
２．各家庭での取組等については，瀬戸内海環境
保全月間（6月）に合わせて，ラジオ等による啓
発・広報を実施した。
３．県内公共用水域の水質環境の状況を，「とく
しま水環境マップ」を作成し，県のホームページ
上で公開している。

＜課題＞
　「みんなで水質汚濁を考える教室」の実施につ
いては，未実施地域の学校での開催や他の環境関
連イベントと連携した実施について取り組む。

１．里海ポータルサイトを開設し，生活排水を含
めた積極的な広報活動を行う。
２．住民と協働した海岸生物のモニタリング調
査，海岸清掃活動等を行う海辺の教室，生活排水
対策を啓発する「みんなで水質汚濁を考える教
室」の充実を図る。
３．瀬戸内海環境保全月間（6月）に併せて，ラ
ジオ等による啓発・広報を実施する。
４．県内公共用水域の水質環境の状況を発信する
「とくしま水環境マップ」を毎年更新し，県の
ホームページ上で公開する。

県民

392 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　開発行為により行われる土砂等の埋立て等につ
いて，次のとおり許可及び監視･指導を行った。
1)土砂等の埋立て行為に関する許可（特定事業場
許可）
　H27:20件、H28:18件
2)監視による巡回・監視
　H27:1,158回、H28:1,032回
3)県民からの苦情による指導
　H27:41回、H28:5回

＜課題＞
　開発行為の実施について、法令遵守で実施する
よう指導を行う。

　条例内容を周知するとともに、監視、指導を継
続し、法令遵守の徹底を図る。

県民

今後の取組方針 部局

県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27山口小学校外10校、H28小松島小学校外10校
で実施し、それぞれ558人、538人が参加した。

　上記の取り組みにより、魅力の発信ができた。

＜課題＞
　応募いただく小学校が、固定化してきている。

　幅広く周知をして、全県下で展開していく。

●河川を対象とした環境学習やフィールド講座の実
施により、河川環境保全への意識啓発を行うととも
に、「徳島のみずべ」の魅力を発信します。＜県土
＞

390

○環境学習、フィールド講座の参加人数
　　　㉕５２６名→㉗～㉚年間５００人以上

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

●生活排水による汚染を防止するため、県民による
自主的な活動の支援や意識啓発を実施します。＜県
民＞

工程（年度別事業計画）

番号

●土砂等の埋立て等による土壌汚染及び水質汚濁並
びに災害の発生を防止するため、開発行為等に伴っ
て発生する土砂等の埋立て等について、許可制など
の規制を行います。
＜県民＞

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－３)

評価 特記事項

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

394 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度届出25件（うち20件立入調査（延べ30
回）、測定は8回）
　28年度届出33件(うち26件立入調査（延べ39
回）、測定は21回）
　アスベスト含有建築材料や工作物の除去工事の
事前届出の内容について、工事現場に立入し作業
基準の遵守を確認している。立入調査は徳島県労
働局と連携して行っている。

　上記の取組により、アスベスト除去工事での事
前調査の実施及び作業基準の遵守について、適切
な指導を行った。

＜課題＞
　事前調査の実施等法令遵守の徹底について指導
を継続する。

　アスベスト除去工事について，適切な実施の指
導。

県民

主要施策：３　良好な大気環境の保全

部局

部局
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

工程（年度別事業計画）

県民

○大気汚染に係る環境基準達成状況（二酸化窒
素）【主要指標】
　　　㉕１００％→㉗～㉚毎年１００％

・アイドリングストップの推進
・計画的な施設への立入及び調査

今後の取組方針

県民

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
H27年度及びH28年度県下17局で測定実施
H27年度及びH28年度にばい煙発生施設5施設測定

　上記の取組により、以下のとおり、良好な結果
を得た。

H27年度環境基準達成（二酸化窒素）
H28年度環境基準達成（二酸化窒素）
H27年度及びH28年度の測定結果は工場・事業場の
ばい煙排出規制を全て達成

＜課題＞
　現在の状況の継続に努める。

実績値
（H27）

393

数値目標
の達成度

○工場・事業場等のばい煙排出規制の適合状況
　　　㉕１００％→㉗～㉚毎年１００％

番号 主要事業の概要・数値目標

●大気環境中へのアスベストの飛散を防止するた
め、アスベスト除去等工事に対する事前指導を徹底
するとともに、工事現場への立入指導等を実施しま
す。＜県民＞

●本県の良好な大気環境を保全するため、事業所等
の監視・測定を機動的・効率的に実施します。＜県
民＞

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

480t 470t 460t 450t 473t － ◎

396 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　立入調査等の機会を通じ，化学物質の漏洩防止
や危機管理体制についての検証と見直しを促し
た。（H27,H28実施）
　アンケート調査を実施（H27）し，その結果を
対象事業所（107事業所）に送付（H28）すること
により，意識啓発と災害対策の促進を図った。

＜課題＞
　個々の事業所の実情に応じた方策が必要であ
る。

　引き続き、災害時対策の検証と見直しを図って
行く。

県民

主要施策：４　総合的な化学物質対策の
　　　　　　　推進

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

部局主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

県民

今後の取組方針

部局

県民

　企業、学校等と連携した化学物質の適正使用に
係る啓発活動の回数を増やし、化学物質の適正使
用に関する思想の普及拡大を図る。
　また、併せて化学物質を取り扱う事業者に対す
るＰＲＴＲ制度の周知、指導を強化することによ
り、化学物質の適正管理の徹底と排出削減の促進
を図る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　工場のイベントの一環としての普及啓発
　　ジェイテクト(株)徳島工場　（H27実施）
２　学校の環境学習の一環としての普及啓発
　　北島町立北島南小学校　　　（H28実施）
３　事業者に対するアンケート調査
　　対象事業所数　107事業所 　（H27実施）
４　協定事業所への指導
　　全27協定事業所中22事業所　（H28実施）

　上記の取組により，有害化学物質の排出量削減
の促進を図った。
　
＜課題＞
　化学物質のリスクについて，普及啓発の積み重
ねにより，正しい理解を事業者及び県民に浸透さ
せる必要がある。

※「化学物質の環境への年間排出量」は、当該年
度の実績値の公表が翌年度末となり、評価時点
で、数値目標に対する達成度を評価できないた
め、県の啓発指導を数値目標とした。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標の変更・追加】
○協定事業所への調査実施率
　　　㉕－→㉚１００％
○啓発行事、セミナー等実施回数
　　　㉕年間１回→㉚年間２回

●災害時等における有害化学物質による二次被害の
発生を防止するため、化学物質の漏洩防止や危機管
理体制の構築など、大規模事業所等を中心に整備が
進められた災害時対策について、その検証と見直し
を促します。＜県民＞

●化学物質による環境リスクを低減するため、県民
や事業者の方に化学物質のリスクを正しく理解して
いただくよう努めるとともに、その適正使用を呼び
かけ、有害な化学物質の環境中への排出量の削減を
図ります。＜県民＞

番号

395

○化学物質の環境への年間排出量【主要指標】
　　　㉕４９０ｔ→㉚４５０ｔ

委員意見

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－５)

評価 特記事項

☆☆ Ａ

・　徳島市に入る一番のメイン道路である国道１１号の
景観対策を強化して欲しい。

・　「ひょうたん島川の駅ネットワーク構想」は、徳島の
環境とまちおこしの象徴である。その意味で、もう少し
積極的に構想を前に進めてもらいたい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2区画 4区画 6区画 8区画 2区画 4区画 ◎

推進 → → →

1回 1回 1回 1回 1回 1回 ◎

推進 → → →

11.0km 11.0km 11.0km 11.8km 11.0km 11.0km ◎

9,500m
10,000

m
10,500

m
11,000

m
9,770m 9,770m ○

400 促進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・｢川の駅ネットワーク｣の拠点となる｢新町橋河
畔桟橋｣、｢助任橋たもと桟橋｣及び｢南末広桟橋｣
の河川協議を実施。
・｢新町橋河畔桟橋｣；H27.7.21完了
・｢助任橋たもと桟橋｣；H27.8.28完了
・｢南末広桟橋｣;H28.12.1、H29.1.27継続

＜課題＞
・｢新町西地区再開発の中止｣との方向性が示さ
れ、H29.3に「構想」の見直しを実施。

　徳島市やＮＰＯ法人等の市民団体と適切な役割
分担のもと連携し、にぎわいづくりに取り組む。

県土

主要施策：５　地域の良好な景観づくり
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

部局

県土

398

○都市公園における
　官民協働による花壇区画の設置数（累計）
 【主要指標】
　　　㉕－→㉚８区画

●花を通して来訪者の心を癒し、美しい魅力あふれ
る都市公園となるよう、官民協働で公園内の花壇づ
くりを推進します。＜県土＞

397

番号

399

数値目標
の達成度

●地域の自然環境やまちなみと調和した良好な地域
景観が形成されるよう、景観に配慮した公共事業を
実施します。
＜県土＞

　平成２９年度は、鳴門総合運動公園において４
区画、新町川公園において２区画の花壇を設置す
る予定。

●新町川河川網周辺の既存観光資源を活用し、
「ひょうたん島川の駅ネットワーク構想」等と連携
して川の魅力を発信することにより、中心市街地の
活性化及び観光振興を促進します。（再掲）＜県土
＞

●住民と行政が協働で道路景観の向上を図り、地域
の歴史・文化や自然を活かした地域づくりを支援す
る「とくしま風景街道※」の取組みを推進します。
＜県土＞

○「とくしま風景街道」を活用した
　イベントの実施・支援
　　　㉗～㉚毎年1回実施

主要事業の概要・数値目標

○無電柱化した県管理道路の延長（累計）（再
掲）
　　　㉕１１．０km→㉚１１．８km

○木製（間伐材）ガードレール等の設置延長
  （累計）（再掲）
　　　㉕７，７７０m→㉚１１，０００m

部局

今後の取組方針
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

県土

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・「～オーシャンビュー～南阿波サンライン・風
景海道」を活用したイベント　1回／年
・「H27.11.15 第5回 四国の右下ロードライド
2015」
・「H28.11.13 第6回 四国の右下ロードライド
2016」

　上記の取り組みにより、数値目標を達成した。

＜課題＞
・活動推進体制を構成する関係機関の活動継続を
促していく必要がある。
・関係機関の協力が必要。

　徳島県内の風景街道にて、イベント実施を推進
する。

県土

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・無電柱化
　電線共同溝設置に向けた歩道整備を実施
・木製ガードレール
　累計９，７７０ｍ

　上記の取り組みにより、数値目標をほぼ達成し
た。

＜課題＞
・電線等管理者との合意形成が必要。
・歩行者が多い観光地周辺などを考慮し設置箇所
を選定することが重要。

　地域景観に配慮しながら、交通安全施設の整
備、県産木材の利用を推進する。

県土

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
･H27年度　鳴門総合運動公園に2区画設置
･H28年度　鳴門総合運動公園にさらに2区画設置
　　　　　　　　　　　　　　　　(計4区画)

＜課題＞
  区画数の増加に合わせて、引き続き民間団体等
へ周知し目標達成を目指す。

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(４－３－６)

評価 特記事項

☆ Ｃ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

6
市町村

12
市町村

17
市町村

24
市町村

12
市町村

15
市町村

◎

11
事業所

14
事業所

17
事業所

20
事業所

11
事業所

14
事業所

◎

18
市町村

20
市町村

22
市町村

24
市町村

18
市町村

19
市町村

○

44製品 46製品 48製品 50製品 47製品 48製品 ◎

検討
設立

推進 → →

3店舗 6店舗 10店舗 検討 ０店舗 △

推進 → → →

5,600
人

5,700
人

5,800
人

6,000
人

6,179人 6,796人 ◎

主要施策：６　廃棄物の発生抑制・
　　　　　　　リサイクルの推進

数値目標
達成状況

　一般廃棄物の３Ｒ及び適正処理の円滑な推進を
図るため，関係機関との連携を図りながら引き続
き取組を推進する。
　リサイクル認定製品を県のホームページに掲
載、各種イベントや会議でパンフレットを配布
し、利用を促進することにより、事業者にメリッ
トを感じてもらい、新規申請の開拓につなげる。

県民

県民

○廃蛍光管リサイクル取組市町村数
　　　㉕１５市町村→㉚全市町村

番号

県民

○リサイクル製品の認定数
　　　㉕４２製品→㉚５０製品

○リサイクルの啓発に積極的に取り組む産業廃棄
　物処理業者
　　　㉕８事業所→㉚２０事業所

●廃棄物の発生抑制・リサイクルを促進するため、
普及啓発活動等を行います。＜県民＞

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針
実績値
（H28）

401

●「とくしま環境県民会議」を中心に市町村や民間
企業等と連携して、レジ袋の削減とマイバッグ推進
の担い手である「マイバッグでお買い物隊員」の登
録数増加を図ります。＜県民＞

402

○マイバッグでお買い物隊員数
　　　㉕５，１７８人→㉚６，０００人以上

403

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　スーパーエコショップ制度の検討会議を開催
し、どのような仕組みとすべきか検討を行い要綱
を定めた。

＜課題＞
　28年度まで要綱制定に時間を要したため、今後
は、早期に事業者に対して制度参加の取組を促進
する必要がある。

●事業者、市町村、消費者団体等との連携のもと、
環境に一層配慮した活動を行う店舗を増やすととも
に、店舗の取組みを県民に発信することで、「環境
にやさしいショッピングスタイル」の推進を図りま
す。＜県民＞

○「スーパーエコショップ（仮称）」制度認定店
舗数
　　　㉕－→㉚１０店舗

　県消費者協会や市町村消費者協会との連携を強
化し、更なる啓発を推進することにより、消費者
の意識改革を図る。

県民・農林・県土

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 部局

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・循環型社会構築を目指した取組を推進するた
め，平成２８年３月に第四期徳島県廃棄物処理計
画を策定した。
・廃棄物の発生抑制・リサイクルを促進するた
め，各市町村への個別訪問等を実施し，分別回収
などの推進を図った。
・リサイクル製品をH27年度は6製品、H28年度は9
製品をそれぞれ認定し、認定結果については、
ホームページ及び印刷物により周知を行った。
　リサイクル製品をPRするため、県消費者まつ
り、第11回3R推進全国大会をはじめとする各種イ
ベントで紹介コーナーを設置

＜課題＞
　県民，事業者，市町村及び県が一体となった循
環型社会の形成に向けた更なる取組が必要であ
る。
　リサイクル製品については、新規の申請が少な
くなってきている。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　多くの県民が参加するイベントにおいて、キャ
ンペーンを実施し、隊員数を増加させた。

＜課題＞
　これまで徳島市内での啓発が多く、県南や県西
部での啓発が少なかった。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○マイバッグでお買い物隊員数
　　　㉕５，１７８人→㉚６，８００人以上

○廃棄物処理施設の見学など、児童・生徒等に
  対する実践的な３Ｒの普及啓発活動に
  取り組む市町村数【主要指標】
　　　㉕－→㉚全市町村

　事業所、団体等を訪問し、「スーパーエコ
ショップ制度」の周知啓発に積極的に取り組む。
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(４－３－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 99% 集計中 ○

推進 → → →

98% 100% 100% 100% 97.4% 98.6% △

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

407 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・全国ネットである「建設発生土情報交換システ
ム」に継続加入して情報提供の迅速化を図った。
・県職員及び市町村職員に対する説明会等を開催
し，建設リサイクルの推進等についての周知を
図った。
・年間を通じて行う通常パトロールに加え，５
月、１０月に全県下で「建設リサイクル一斉パト
ロール」を実施した。

＜課題＞
　建設発生土の更なる有効利用が必要

　これまでの取組を進め，建設廃棄物のリサイク
ルを推進する。

県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　市町村廃プラスチック適正処理協議会におい
て、担当者を対象とした研修会を開催した
（H27:15回，H28：15回）

＜課題＞
　農業者のリサイクル意識の維持

405

　畜産環境問題の発生予防及び早期解決に向け
て，家畜保健衛生所による立入やふん尿処理に係
る実態調査を今年度も継続実施する。
　リース事業，補助事業等による施設整備の推進
や関係機関による堆肥化指導強化，さらには耕畜
連携の推進による肥料としての有効利用を図る。
　また，汚水処理施設に係る水質検査，堆肥成分
分析を通じ，汚水の適正処理等の指導や特殊肥料
の届出を推進する。

今後の取組方針

　県の率先行動として全庁をあげて積極的なグ
リーン調達に取り組み、市町村、県民及び事業者
等のグリーン調達への転換を促す。今後も引き続
き各種会議等を通じて方針の徹底を図る。

・引き続き、県協議会と市町村協議会が一体と
なった体制のもとで、農業用廃プラスチックの回
収を実施する。

・適正処理啓発パンフレットの作成や配布、講習
会等を通じて農業者のリサイクル意識の維持を図
る。

●農村地域の環境保全や資源の有効利用のため、使
用済み農業生産資材について、関係者に対し、適性
な回収処理の徹底周知・指導を行い、排出量の抑制
を含む適切な処理を進めます。＜農林＞

番号
実績値
（H28）

●循環型社会経済システムの構築に向けて、「建設
リサイクル推進計画」に基づき建設廃棄物のリサイ
クルを推進します。＜県土＞

●環境物品（環境負荷の低減に資する物品や役務）
等の調達については、原則、「徳島県グリーン調達
等推進方針」に基づくこととします。＜県民＞

406

404

●家畜排せつ物をバイオマス資源として効率的に熱
利用する方策などを検討するとともに、肥料として
有効利用を図ります。＜農林＞

○環境物品等の調達率
　　　㉕９９％→㉗～㉚１００％（全分野）

数値目標
の達成度

農林

○家畜排せつ物の再利用率
　　　㉕１００％→㉗～㉚１００％

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

農林

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　家畜保健衛生所，農業支援センター，畜産研究
課など関係機関と連携し，家畜排せつ物の適正利
用及び肥料としての有効利用を図るため，畜産農
家への環境指導や実態調査を実施。また，畜産農
家で生産される堆肥の成分分析を実施し，特殊肥
料への届出を誘引するとともに，畜産環境保全推
進協議会を開催し，関係機関，市町村，農協等と
の連携による畜産環境保全の推進に努めた。

・畜産環境保全推進協議会の開催
（H27：5回，H28：5回）
・畜産農家への環境指導，環境保全実態調査の実
施
（H27，H28：全戸）
・畜産農家で生産される堆肥の成分分析
（H27：11検体，H28：2検体）

＜課題＞
　一部の家畜排せつ物処理施設では，施設の老朽
化等により，維持管理に係る経費が増大し，畜産
経営の負担となっている。

○使用済み農業用フィルム（各種ビニール類）回
収率
　　　㉕９４％→㉚１００％

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１重点調達物品等への取組の推進
２会議等での調達方針の周知

※28年度実績値の判明時期：H29.10月末（予定）

＜課題＞
　取組の徹底が必要

県民
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(４－３－７)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

10人 20人 30人 40人 24人 46人 ◎

20
企業・
団体

22
企業・
団体

24
企業・
団体

26
企業・
団体

20
企業・
団体

22
企業・
団体

◎

推進 → → →

5,000
回

5,000
回

5,000
回

5,000
回

5,378
回

5,318
回

◎

2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 ◎

推進 → → →

1,300
人

1,400
人

1,500
人

1,600
人

1,310人 1,412人 ◎

数値目標
達成状況

部局

部局

県民

数値目標
の達成度

番号 主要事業の概要・数値目標

主要施策：７　廃棄物処理の適正化

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

○監視カメラ運用共働監視箇所数
　　　㉕－→㉘～㉚２箇所

409

●廃棄物の不適正処理を防止するため、廃棄物の排
出事業者、処理事業者等への立入検査や調査を強化
するとともに、県民との協働によりきめ細やかな対
策を進めます。
＜県民＞

○廃棄物の適正処理のための
　事業所等への立入調査（延べ回数）
　　　㉕４，９６５回
      →㉗～㉚年間５，０００回以上

408

○企業との連携による不法投棄監視協力企業等
　　　㉕１６企業・団体→㉚２６企業・団体

○徳島県不法投棄等撲滅啓発リーダー新規登録者
数【主要指標】
　　　㉕－→㉚４０人

410

●優良な産業廃棄物処理業者の育成を図るため、業
者に対する法知識・処理技術の研修を行います。＜
県民＞

○産業廃棄物適正処理講習会受講者（累計）
　　　㉕１，１００人→㉚１，６００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 産業廃棄物適正処理講習会受講者(延数)
（H28:1,412人）

　法の認識不足に起因する不適正処理の防止を図
ることや、排出事業者が廃棄物処理を委託する際
の業者選定の目安について専門的講習会を開催し
た。

＜課題＞
　講習会等への参加に積極的ではない業者への直
接的な呼び掛けなど

県民
　より一層の産業廃棄物適正処理の促進のために
主に産業廃棄物処理業者を対象に受講者数年間１
００人を確保する。

●パトロールや監視カメラの活用などにより、不法
投棄の早期発見や拡大防止を図り、大規模化を防止
します。＜県民＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 不法投棄等撲滅啓発ﾘｰﾀﾞｰ新規登録者(延数)
（H28:46人)
2 不法投棄通報等協定締結(延数)（H28:22企業･
団体)

　居住地域における啓発活動、日常生活圏内で発
生する不法投棄の監視や県への情報提供をボラン
ティアとして行っていただける方を「徳島県不法
投棄等撲滅啓発リーダー」として登録し，活動い
ただいている。また，不法投棄監視協力企業とし
て，2企業･団体と協定を締結し不法投棄の通報や
情報提供について協力を得た。

＜課題＞
　登録者の高齢化等

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 立入調査（H27:5,378回，H28:5,318回）
2 監視カメラ設置（H28:2箇所）

・産業廃棄物の排出事業者や処理事業者等への立
入検査や調査を実施し、適正処理に向け、監視・
指導を行った。また，パトロールや監視カメラの
活用などにより、不法投棄の早期発見や拡大防止
を図り，大規模化を防止した。

＜課題＞
　人員、人材の確保と養成

委員意見

　県内における不法投棄や野外焼却等の産業廃棄
物の不適正処理の撲滅に向け、年間５，０００回
以上の立入調査を実施する。

　今後想定される登録者の高齢化に伴う制度の実
効性の低下を防ぐため，新規登録者を毎年１０人
以上確保する。また，事業活動の中で発見した不
法投棄の通報及び不法投棄に関する情報提供をい
ただける企業・団体として毎年２企業・団体を確
保する。

今後の取組方針

県民

県民
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(４－３－７)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

12
市町村

24
市町村

24
市町村

24
市町村

1市町村 18市町 △

体制
確立・
推進

→ → →

体制
確立

体制
確立・
推進

推進 ◎

411

412

●海岸の良好な景観や環境の保全を図るため、海岸
漂着物の状況を的確に把握します。＜県民＞

●南海トラフ巨大地震や集中豪雨等で発生する災害
廃棄物の処理に迅速に対応するため、各市町村にお
ける災害廃棄物処理計画の見直しを推進します。＜
県民＞

○監視体制の確立
　　　㉕－→㉗体制確立

　今後も引き続き「とくしま」の美しく豊かな自
然を保護するため，海岸漂着物等の状況を的確に
把握し，回収・撤去及び適正処理・処分・資源化
に取り組む。

　平成２９年度中に全市町村で計画が作成される
よう，市町村災害廃棄物処理計画作成ガイドライ
ンを有効活用するとともに，外部資金の情報提供
など引き続き積極的な支援を行う。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　Ｈ27年度より県の環境監視員による定期的な現
地確認を実施することにより，効率的な監視体制
を確立した。

＜課題＞
　海岸漂着物の速やかな回収及び撤去等を行うた
めには，国の財政的支援が不可欠である。

○見直し実施市町村数
　　　㉕－→㉘全市町村

県民

県民

実績値
（H28）

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　徳島県災害廃棄物処理計画及び市町村災害廃
　棄物処理計画作成ガイドラインを策定
（H27.3）
２　市町村災害廃棄物処理計画作成ガイドライン
　説明会（H27.4）
３　災害廃棄物処理対策説明会（H27.11）
４　知事・市町村長会議等での要望・説明
５　（四国ブロック）災害廃棄物処理セミナー
　（H28.1，H29.1）
６　外部資金の活用促進（徳島県環境整備公社
等）
　※平成28年度時点で，18市町が策定済み。
　（残り6市町村は平成29年度末策定予定。）

＜課題＞
　マンパワーや予算の少ない市町村に対し，積極
的な情報提供と策定に向けた支援が必要である。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

部局
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(４－４－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

・　若い世代の狩猟免許の取得を拡大することにより、
山の環境整備を進めてもらいたい。

・　中山間地域では、猿害にかなり困っているため、今
後も対策を強化して欲しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

35人 40人 45人 50人 36人 46人 ◎

創設 創設 － ◎

推進 → → →

2,750
人

2,800
人

2,850
人

2,900
人

2,408人 2,955人 ◎

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

　引き続き，銃猟やわな猟の初心者を対象にした
捕獲技術講習会を実施し，狩猟免許所持者数の増
加を図る。また，一般県民を対象に狩猟の魅力や
社会的役割を理解してもらう講座を開催するとと
もに，狩猟免許試験の受験機会の拡大に努める。

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　狩猟者の減少と高齢者が進行する中で，H27年
度は狩猟免許所持者数2,408人，H28年度は2,955
人となった。H27,H28年度とも県内各地域で銃猟
やわな猟の初心者技術講習会を開催し捕獲技術の
習得支援を行うとともに，H27年度は狩猟免許試
験を3回，H28年度は狩猟免許試験を4回行った。

＜課題＞
　狩猟免許を習得した後，実践的な狩猟の体験な
ど実猟に結びつける取組みが必要である。

危機・県民・農林

413

●野生鳥獣の捕獲圧を高めるため、県・市町村・警
察・自衛隊等のＯＢに対して狩猟免許取得の要請を
行うとともに、女性や若年層等を対象に狩猟免許取
得促進を目的とした出前講座や実習等を実施するこ
とにより、狩猟免許所持者数の増加を図ります。＜
危機＞

主要施策：１ 「次世代型鳥獣被害対策」
　　　　　　 の推進

　引き続き，高校，農業大学校，林業アカデミー
等での出前講座の実施により，狩りガール，若手
ハンターなど次世代の狩猟人材の育成確保を図
る。

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－4　人と自然が調和するとくしまの推進

○「３０歳未満」の狩猟免許取得者数の増加
  【主要指標】
  　　㉕２３人→㉚５０人

番号

414

●狩猟者の減少と高齢化が進む地域社会において、
暮らしや農林業に深刻な被害を及ぼす野生鳥獣の個
体数管理を推進するため、高校・大学等での出前講
座の実施等により、狩りガール※・若手ハンターな
ど次世代の狩猟人材の育成確保を図ります。＜危機
＞

○農業科設置高校「わな免許取得講座」の創設
　　　㉗創設

主要事業の概要・数値目標

○狩猟免許所持者数
　　　㉕２，６９７人→㉚２，９００人

今後の取組方針

危機

危機

部局

部局

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度は三好高校，大学等での出前講座を実
施により「30歳未満の狩猟免許取得者数」は36人
となった。
　H28年度は農業大学校，林業アカデミー，大学
での出前講座の実施により，新規狩猟免許取得者
数は289人で，「30歳未満の免許取得者数」が，
46人となった。そのうち18-19歳10人が新規にわ
な免許を取得した。

＜課題＞
　若手ハンターなど次世代の狩猟人材の育成確保
が必要である。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）
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(４－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

6,300
頭

6,300
頭

6,300
頭

6,300
頭

12,578
頭

12,363
頭

◎

6,600
頭

6,600
頭

6,600
頭

6,600
頭

8,794
頭

6,343
頭

○

1,200
頭

1,100
頭

1,000
頭

1,000
頭

1,696
頭

1,442
頭

◎

3地区 3地区 3地区 3地区 3地区 5地区 ◎

調査 調査 調査 調査 調査 調査 ◎

策定 推進 推進 - 策定 ◎

→
調査
実証

構築 推進

構築 - 調査実証 －

構築
拡充・
運用

運用 →

構築 構築 ◎

416

○「とくしま捕獲隊」による管理捕獲の実施地区
　　　㉕－→㉗～㉚毎年３地区

　野生鳥獣による農作物等の被害軽減のため，シ
ステムの活用により目に見える形で農業者も含め
た関係者で情報共有し，効果的な被害対策の実施
や効率的な捕獲を推進する。

　引き続き，大学等と連携して「ニホンザル加害
群減少モデル」を検証するため，加害群れを特定
した効果的な捕獲や繁殖抑制の実証を行う。

実績値
（H28）

○ニホンジカモニタリング調査
　　　㉕調査→㉗～㉚毎年調査

○次期「徳島県特定鳥獣管理計画（ニホンジカ・
　イノシシ・ニホンザル）」の策定
　　　㉘策定・㉙～㉚推進

415

農林

番号

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度はニホンジカ12,578頭，イノシシ8,794
頭，ニホンザル1,696頭を捕獲した。
　H28年度は，ニホンジカ12,363頭，イノシシ
6,343頭，ニホンザル1,442頭を捕獲した。
　平成29年3月に，第二種特定鳥獣管理計画とし
てニホンジカ・イノシシ・ニホンザルの適正管理
計画を策定した。

＜課題＞
　野生鳥獣を捕獲するため，若手ハンターなど，
次世代の狩猟者を確保する必要がある。

主要事業の概要・数値目標

●ニホンザル加害群れの数を１０年後までに半減さ
せるため、国と連携して「ニホンザル加害群減少モ
デル」を創設するとともに、加害群れを特定した効
果的な捕獲や避妊薬による繁殖抑制に取り組むな
ど、ニホンザル対策を推進します。＜危機＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

危機

　引き続き，「第二種特定鳥獣管理計画」に基づ
いた適正管理を推進するとともに，県が主体と
なって指定管理鳥獣（ニホンジカ・イノシシ）を
捕獲する。

危機

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局

●「徳島県特定鳥獣管理計画」に基づいた適正管理
を推進するとともに、指定管理鳥獣（ニホンジカ、
イノシシ）による被害を防止するため、県が主体と
なって積極的に指定管理鳥獣を捕獲します。＜危機
＞

○「ニホンザル加害群減少モデル」の構築
　　　㉙構築

417

○イノシシ捕獲頭数
　　　㉕６，７８１頭→㉗～㉚６，６００頭以上

○ニホンジカ捕獲頭数
　　　㉕９，９５４頭→㉗～㉚６，３００頭以上

○ニホンザル捕獲頭数
　　　㉕１，３９８頭→㉚１，０００頭以上

○「鳥獣被害情報システム」の構築
　　　㉗構築

＜H28取組内容と進捗状況＞
　農作物の被害状況・侵入防止柵，捕獲状況，生
息状況等のデータを蓄積し，これらのデータをＧ
ＩＳ等の地図情報上で一元的に管理したシステム
の運用を開始した。

＜課題＞
　システムの拡充，データ活用

●野生鳥獣による農作物の被害状況、侵入防止柵、
捕獲状況や生息状況等のデータをＧＩＳ等の地図情
報上で管理する、目に見える「鳥獣被害情報システ
ム」を構築し、野生鳥獣による農作物等の被害軽減
につなげます。＜農林＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27,H28年度，国と連携して「ニホンザル加害
群減少モデル」を検証するため，加害群れを特定
した効果的な捕獲や避妊薬による繁殖抑制を実施
した。

＜課題＞
　調査実証を進め，加害群れを特定した効果的な
捕獲技術や繁殖抑制技術の構築が必要である。
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(４－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

86人 94人 102人 110人 95人 112人 ◎

1,050
件

1,500
件

1,550
件

1,600
件

1,327
件

1,468
件

○

2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 ◎

推進 → → →

2,700
本

2,900
本

3,100
本

3,300
本

2,700本 2,890本 ○

419

○鳥獣被害対策指導員の養成人数
・鳥獣被害を防止するため、鳥獣被害対策の専門
員を核とした「地域ぐるみ」の被害防止活動、侵
入防止柵の整備、有害捕獲等の対策を推進する。

・獣害に強い集落を育成するため、総合的な対策
を実施する「被害ゼロ集落」のモデル育成を行
う。

○集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数
　被害のある地域においては、侵入防止施設の整
備は順調に進んでいることから、引き続き整備の
推進を図るとともに，既存柵の機能維持向上を推
進する。

○広域連携による新たなカワウ被害防止対策の実
施箇所数
・漁協等が実施するカワウ被害防止対策を支援す
るとともに、近年増加している県南部の生息状況
調査、管理手法の検討を行う。

・また、中部近畿カワウ協議会、中国四国カワウ
広域協議会及び関西広域連合で関係府県と連携し
た被害防止対策を実施する。

・更に、カワウ個体数管理に効果が高い「シャー
プシューティング」の導入について検討を行う。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　剣山山系において，国や地域ボランティアと連
携して，ニホンジカ食害防止の樹木ガード等を
H27年度170本，平成28年度190本（累計2,890本）
を設置した。

＜課題＞
　剣山山系において，野生植物に対するニホンジ
カ被害が発生しており，その対策が必要である。

実績値
（H28）

危機

○広域連携による
　新たなカワウ被害防止対策の実施箇所数
　　　㉕－→㉗～㉚年間２箇所

○鳥獣被害対策指導員の養成人数（累計）
　　　㉕７１人→㉚１１０人

部局今後の取組方針

418

番号

●剣山山系などの希少な野生植物等を保護するた
め、ニホンジカ食害防止の樹木ガード等を設置しま
す。＜危機＞

●農林水産業の生産活動を促進するため、サル・シ
カ・イノシシ・カワウなどの鳥獣被害対策を総合的
に進めます。＜農林＞

○集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数
  （累計）
　　　㉕９８５件→㉚１，６００件

○樹木ガード等の設置数（累計）
　　　㉕２，５３０本→㉚３，３００本

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○鳥獣被害対策指導員の養成人数
・新たに鳥獣被害対策指導員を養成した（H27：
15名，H28：17名）。
・鳥獣被害対策指導員研修を開催した（H27：3
回，H28：4回）。
・侵入防止柵や捕獲檻の整備、捕獲経費等の支援
を行った。
・モデル集落の育成を図った（H27：5地区，
H28：4地区）。
・モンキードッグの導入支援を行った（H27：7
頭，H28：6頭）。

○集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数
　侵入防止柵の整備を行った（H27：115件，
H28：141件）。

○広域連携による新たなカワウ被害防止対策の実
施箇所数
　「内水面カワウ対策推進事業」や「鳥獣被害防
止対策事業」により、海陽町におけるカワウ被害
対策勉強会を実施するとともに，簡易な魚礁の設
置によるアユ産卵親魚の保護を行った。
　また，カワウ個体数管理に効果が高い「シャー
プシューティング」の導入に向けた講習会を実施
するなど，新たな取り組みについて検討した。

＜課題＞
○鳥獣被害対策指導員の養成人数
・鳥獣被害防止総合対策交付金の安定確保
・指導体制の強化と集落の鳥獣対策を担う人材育
成

○集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数
　侵入防止施設等の整備の推進，機能維持向上

○広域連携による新たなカワウ被害防止対策の実
施箇所数
・広範囲に移動するカワウ対策では，関係漁協と
の連携による取り組みが必要。
・近隣府県と連携した効果的な取り組みの実施。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

農林

　引き続き，剣山山系において，国や地域ボラン
ティア等と連携して，ニホンジカの食害防止対策
を実施していく。
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(４－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

12店舗 14店舗 17店舗 20店舗 23店舗 27店舗 ◎

実証
開始

実証開始 実証 ◎

推進 → → →

調査 調査 調査 調査 調査 調査 ◎

番号

420

・安定的な供給量を確保するために阿波地美栄処
理施設の整備及び強化を支援する。
・国内外での消費・販路の拡大を目指すため，専
用HPの強化やイベントでのPR等積極的な情報発信
を実施する。

農林

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 「うまいよ！ジビエ料理店」の認定
　（H27：12店舗，H28：4店舗）
2 イベントへの出展によるPR
　（H27県外：3回，県内：2回）
　（H28県外：2回，県内：2回）
3 多言語化したHPの開設
4 木沢シカ肉加工施設がハラール認証取得
5 講習会の開催（H27：2回，H28：2回）
上記の取組により，認定店舗数の大幅な拡大を達
成した。

＜課題＞
1 処理施設への搬入や人的な要因により安定供給
が難しい
2 ジビエ料理の認知度と普及が十分でない
3 ハラールシカ肉の供給体制が脆弱

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「阿波地美栄」取扱店舗数（累計）
　　　㉕５店舗→㉚２９店舗

○「阿波地美栄」取扱店舗数（累計）
　　　㉕５店舗→㉚２０店舗

○ハラール対応「阿波地美栄」供給体制モデルの
  構築
　　　㉗実証開始

●特定外来種（アライグマ・アルゼンチンアリ等）
による生態系や農林水産業への被害を防止するた
め、地元市町村や地域住民、また関係団体などと連
携し特定外来種についての調査や駆除対策等を行い
ます。＜県民＞

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　市町村、地域住民、関係機関と連携しアルゼン
チンアリ、セアカゴケグモ等の外来種調査を行っ
た。
また、平成27年度は「ナルトサワギク県民一斉駆
除の日」と銘打って、協働参加型の駆除活動を実
施した。平成28年度はアルゼンチンアリ一斉駆除
作業を，地域住民や事業者と協働で実施した。

＜課題＞
　協働参加型の駆除活動の継続が必要

実績値
（H28）

主要事業の概要・数値目標

●野生鳥獣の処理加工施設を拠点に、地元で「阿波
地美栄（ジビエ）」を取り扱う店舗を増やすととも
に、海外展開も視野に入れたＰＲ活動等を通じて消
費拡大を図ります。（再掲）＜農林＞

421
　引き続き、地域住民や環境団体と連携し、調
査、駆除対策等を実施する。

○特定外来種を駆除するための生息状況調査
　　　㉕調査→㉗～㉚毎年調査

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 部局
数値目標
の達成度

今後の取組方針

県民
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(４－４－２)

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　数値目標のうち、２項目が計画目標を未達成であ
り、「生物多様性リーダー数」の実績の伸びが小さいこ
とや、「『とくしま生態系ホットスポット１０選』の選定」の
実績がゼロであることを踏まえ、Ｃ評価とした。

・　自然の再生、森づくりに繋がる植樹活動といったプ
ロジェクトを進める場合には、水産関係者にも声掛けし
ていただけると、より広がりのある取り組みになるので
はないか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4箇所 5箇所 5箇所 6箇所 ４箇所 ５箇所 ◎

創設 創設 ◎

25人 50人 75人 100人 20人 38人 △

4箇所 7箇所 10箇所 0箇所 △

推進 → → →

1件 1件 2件 3件 １件 1件 ◎

主要施策：２　生物多様性戦略の推進
数値目標
達成状況

番号

危機
県民

423

今後の取組方針 部局

危機・県民・南部

○「希少野生動植物保護回復事業計画」
　の策定・実施件数
　　　㉕－→㉚３件以上

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　日亜化学工業（株）から「徳島県希少野生生物
の保護及び継承に関する条例」に基づく回復事業
提案書が提出されたことから，平成28年度に希少
野生生物保護検討委員会及び環境審議会に諮り、
計画を策定した。

＜課題＞
　県民、企業等との協働が不可欠である。

数値目標
の達成度

○生物多様性リーダーの創設
　　　㉗創設

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成28年度までに5箇所での自然再生事業に取
り組んでおり数値目標を達成している。
　また、現場体験を主とした研修を実施し、38人
の生物多様性リーダーの養成・認定を行った。
　生態系ホットスポットの選定を行うため，希少
野生生物保護検討委員会において検討作業を行っ
ている。

＜課題＞
　若い世代のリーダー養成及び養成したリーダー
が活躍する場の創造や、リーダー養成のため、生
物多様性の重要性について、更なる普及啓発、ま
た、とくしま生態系ホットスポット選定基準につ
いて整理する必要がある。

　本県の豊かな自然を守り、継承していくため、
引き続き自然再生事業及び生物多様性リーダーの
養成・認定を実施する。また、早期にとくしま生
態系ホットスポット選定のために基準の整理に努
める。

●自然公園内の自然生態系が消失・変容した地域に
おいて、損なわれた自然環境を取り戻すため、専門
家、ＮＰＯ、地域住民等の参加の下、自然の再生・
修復を図ります。
また、県民が生物多様性の重要性を認識するととも
に、それぞれが生物多様性を保全し、持続的に活用
する行動を推進するため、とくしま生物多様性セン
ターを中心として、県民に対する生物多様性の広
報・教育・普及啓発を強化します。＜危機・県民＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

部局

委員意見

危機
県民

　本県の豊かな自然を守り、継承していくため、
生物多様性に配慮し回復事業計画の策定を進め
る。

実績値
（H27）

●希少野生動植物を保護し良好な自然環境を保全す
るため、県民主体による指定希少野生生物※の生
息・育成の環境の保全、回復等に関する取組みの推
進を図ります。＜危機・県民＞

工程（年度別事業計画）

422

○「とくしま生態系ホットスポット１０選」の選
定(累計)
　　　㉕－→㉚１０箇所

実績値
（H28）

○生物多様性リーダー数
　　　㉕－→㉚１００人

主要事業の概要・数値目標

○自然を再生する事業の実施地区数（累計）【主
要指標】
　　　㉕３箇所→㉚６箇所
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(４－４－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100人 100人 100人 100人 115人 119人 ◎

推進 → → →

49,000
本

52,000
本

55,000
本

58,000
本

49,000
本

52,000
本

◎

南部
　「千年サンゴ」の保全活動の必要性について周
知し、保全活動支援者の増加と活動資金の獲得に
向けての取組みを実施する。

424

●民間の協力を基に、県南地域の自然林から採集し
た広葉樹の種子を育苗・植樹して自然再生を目指す
「どんぐりプロジェクト」を推進します。＜南部＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１ 千年サンゴ保全活動等（H27：4回、H28：5
回）
２ ビーチクリーン等（H27：2回、H28：3回）
３ 日本ユネスコ協会連盟・プロジェクト未来
　　遺産登録（H27年12月）
　　「千年サンゴの日」制定１周年記念式典
　　　　　　　　　　　　　　　(H28年12月）
４ 「千年サンゴ」サポーター会員の募集
　　H27：(265名、3法人)、H28：(349名、8法人)
５ 学生ボランティアダイバー事業　(H28：13名)
６ 「千年サンゴ」の４K動画制作、ダイビング雑
誌への掲載

　１～６の取組みにより、自然資源を保護すると
ともに、保全活動支援者の増加につなげた。

＜課題＞
　保全活動支援者の増加と活動資金の獲得が必
要。

実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

南部

○「どんぐりプロジェクト」による育苗本数
　　　㉕４３，０００本→㉚５８，０００本

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
  管内の那賀高等学校において、プロジェクトで
育苗された苗木を使用し、植樹活動を実施した。

＜課題＞
　植樹に適した場所の確保が課題である。

  町、教育機関など関係機関と連携して、育苗・
植樹を推進する。

425

●県南部圏域において、「千年サンゴ」等環境変化
により消失・変容の恐れがある自然公園地域内の生
態系や貴重な自然資源を保全するため、地元市町、
ＮＰＯ、地域住民と連携して保護活動を行います。
＜南部＞

○民官協働による海洋生物多様性を消失させる
　有害生物の駆除活動等参加者数
　　　㉕９５人→㉗～㉚年間１００人

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局
数値目標
の達成度
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(４－４－３)

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　外国人観光客への観光案内情報の提供に関する
施設整備については、スマートフォンによる選択言語
の説明表示や、音声による情報案内など、ＩＣＴ技術の
進歩を取り入れた整備が重要である。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

51地区 54地区 55地区 56地区 54地区 59地区 ◎

推進 → → →

26% 50% 75% 100% 26% 26% △

13ﾙｰﾄ 14ﾙｰﾄ 14ﾙｰﾄ 15ﾙｰﾄ 13ﾙｰﾄ 14ﾙｰﾄ ◎

推進 → → →

18箇所 20箇所 22箇所 24箇所 18箇所 19箇所 ○

主要施策：３　自然環境に配慮した公共
　　　　　　　事業の推進

数値目標
達成状況

県民・農林・県土

部局

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局
実績値
（H28）

主要事業の概要・数値目標

○自然環境調査に基づく事業計画策定地区数
　（累計）【主要指標】
　　　㉕４７地区→㉚５６地区

●「徳島県公共事業環境配慮指針」、「徳島県田園
環境配慮マニュアル」等に基づき、自然環境に配慮
した公共事業を推進します。＜農林・県土＞

農林
県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・県職員を対象に「徳島県公共事業環境配慮指
針」の説明会を開催した。
・県土整備部所管事業において，必要に応じ「土
木環境配慮アドバイザー」の助言・意見を受け，
自然環境に配慮した公共事業の推進を図った。
・「環境配慮事例報告」をホームページに掲載し
た。
・「徳島県田園環境検討委員会」の助言・意見を
受け，平成２７年度２地区・平成２８年度５地区
で計画を策定した。

＜課題＞
・事業特性及び地域特性を踏まえた，より効果的
な取組が必要。
・工事担当職員の環境への配慮意識の醸成

　引き続き，自然環境に配慮した公共事業を推進
する。

農林

○藻場造成箇所数（累計）（再掲）
　　　㉕１５箇所→㉚２４箇所

○鳴門公園施設内での多言語表記の観光案内板
　設置率
　　　㉕２６％→㉚１００％

　地元調整を積極的に行い、積極的な新工法等の
活用により、最大限の効果を発現できるよう研究
に努める。
　また，平成29年度に浅川工区（西）、日和佐工
区（北）、日和佐工区（南）での整備を完成させ
る。

県民

○登山道と四国のみちの再整備ルート数
　　　㉕１２ルート→㉚１５ルート

＜H27･28取組内容と進捗状況＞
　観光案内板については、多言語表記化等の設計
業務を行い、文化財等の関係機関と調整を行っ
た。
　また、四国のみちについては、「山寺のみち」
の再整備を行うため、文化財等の関係機関や地元
関係者と調整を行った。

＜課題＞
　観光案内板については、表記の統一や外国人観
光客にも対応したものであることが求められてい
る。
（28年度においても3か所において協議を実施、
現在継続して協議中）。
　四国のみちの再整備については、工事施工に先
立って関係機関（地元・用地関係者等）との協議
が必要であるため、不測の日数を要する場合があ
る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・大潟工区，宍喰工区（古目）の藻場造成を実
施。(H27)
・阿部工区の藻場造成を実施。(H28)

＜課題＞
・施工箇所が漁業活動のため施工時期の調整が必
要。
・施工箇所が水深の浅い箇所にあり、工法、設置
船舶の選定、施工時期による波浪の影響等の制限
がある。

　目標達成のため、地元や関係機関と調整を行い
進捗を図る。国内のみならず国外からも自然公園
等の利用の増進を図るため、計画的に看板の整
備、ルートの再整備を実施する。

428

427

426

●本県の優れた自然景観等を有する自然公園などに
ついて、自然景観等の保護や利用の増進を図るた
め、施設整備を行います。＜県民＞

番号

●漁場環境に配慮した藻場の造成を推進します。
＜農林＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

委員意見
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(４－５－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

3,900
ha

4,950
ha

6,000
ha

7,050
ha

4,074ha 5,052ha ◎

100ha 150ha 200ha 250ha 170ha 225ha ◎

支援 支援 支援 支援 ◎

創設 － － －

推進 → → →

97,200
ha

97,400
ha

97,600
ha

97,800
ha

97,517
ha

97,584
ha

◎

40% 44% 47% 50% 40% 43% ○

429

430

●森林の持つ公益的機能を維持し、適切に管理・保
全していくため、保安林の指定による公的管理や適
正な管理の根幹となる森林境界の明確化を推進しま
す。＜農林＞

○「公有林化拡大推進基金（仮称）」の創設
　　　㉙創設

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○「公的管理森林」面積の拡大
　県や市町村による森林の取得や公的機関による
森林の受託管理を推進した

○「とくしま県版保安林」の指定面積
・H27 美馬市，三好市，那賀町の3箇所　84ha
・H28 美馬市，三好市の2箇所  55ha

○県営水力発電の水源かん養に資する
　公有林化・間伐等支援
・8haの公有林取得を支援。(H27)
・67haの公有林取得を支援。(H28)

＜課題＞
○「公的管理森林」面積の拡大
森林の取得のための財源の確保

○森林所有者の理解を十分に得ることが重要であ
るため，丁寧な説明を心がけている。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○県営水力発電の水源かん養に資する
　公有林化・間伐等支援
　　　㉗～㉚支援

○「公的管理森林」面積の拡大（累計）
  【主要指標】
　　　㉕１，９４９ha→㉚７，０５０ha

○「公的管理森林」面積の拡大
・森林の公有林化や公的管理を推進する。

○「とくしま県版保安林」の指定面積
・森林所有者の理解を得ながら，河川の源流域に
おける指定を進める。

○県営水力発電の水源かん養に資する
　公有林化・間伐等支援
・継続的に公有林化の支援を行う。

○森林境界明確化の実施面積率
　　　㉕３２％→㉚５０％

○保安林指定面積（民有林）（累計）
　森林所有者の理解を得ながら，奥地の水源地や
山地災害危険地区内を中心として指定を進める。

○森林境界明確化の実施面積率
　平成29年度から森林整備地域活動支援交付金事
業において、「森林境界の明確化」が新たにメ
ニュー化されたことから、この事業において推進
する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○保安林指定面積（民有林）（累計）
・H27 246ha増加（指定 247ha，解除 1ha）
・H28  67ha増加（指定  68ha, 解除 1ha）

○森林境界明確化の実施面積率
・H27 4％増加
・H28 3％増加

＜課題＞
　国権限の保安林については，保安林の確定に時
間を要する。

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－5　とくしま豊かな森林づくりの推進

○保安林指定面積（民有林）（累計）
　　　㉕９６，１２４ｈａ→㉚９７，８００ｈａ

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○うち「とくしま県版保安林」の指定面積
 （累計）
　　　㉕－→㉚２５０ｈａ

農林

部局

農林・企業

●水源をはじめとする環境や防災面で重要な森林に
ついて、所有者の管理放棄や目的が明らかでない森
林買収などに対応するため、県民共通の財産とし
て、取得や公的機関による管理を進め、適正な保全
を推進します。＜農林・企業＞

委員意見

今後の取組方針

農林
企業

○県営水力発電の水源かん養に資する
　公有林化・間伐等支援
　　　㉗～㉘支援

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

部局

主要施策：１　公有林化戦略「徳島
             グリーンスタイル」の展開

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

実績値
（H27）

もり
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(４－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

220ha 240ha 270ha 300ha 146ha 189ha △

64千ha 67千ha 70千ha 73千ha 64千ha 67千ha ◎

22千ha 23千ha 24千ha 25千ha 22千ha 24千ha ◎

1,100
ha

1,200
ha

1,300
ha

1,400
ha

1,113
ha

1,258
ha

◎

農林

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針
実績値
（H27）

部局
数値目標
の達成度

431

主要事業の概要・数値目標

○針広混交林・複層林の誘導面積（累計）
　　　㉕２０，３６５ｈａ→㉚２５，０００ｈａ

○広葉樹林の整備面積（累計）
　　　㉕８５８ｈａ→㉚１，４００ｈａ

　今後も補助事業を活用し，間伐をはじめとする
森林整備を推進するとともに，事業実施に必要と
なる森林経営計画制度の啓発・指導をさらに進め
る。
　人工造林については,森林所有者に対して、主
伐と主伐後の再造林をセットにした事業計画の提
案を推進するとともに、事業意欲の減退の原因と
なっているシカ被害に対しては、生息密度の軽減
を目的に、28年度から3か年事業の国補モデル事
業を活用して林業従事者自ら捕獲する手法を確立
していくこととしている。

○人工造林面積
　　　㉕１８２ｈａ→㉚３００ｈａ

工程（年度別事業計画）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
平成27年度
  国の森林環境保全整備事業や森林整備加速・林
業飛躍事業等を活用するとともに，事業実施に必
要となる森林経営計画の作成指導を積極的に進め
ることにより，間伐を実施した。

平成28年度
  国の森林環境保全整備事業や合板製材生産性強
化対策事業を活用し，基盤整備や間伐を実施する
とともに，人工造林の推進については，植林の低
コスト化を図るため，アシストスーツを利用した
コンテナ苗木の運搬や，林業者によるシカ捕獲の
モデル事業を実施した。

＜課題＞
　主に国補事業を活用し，事業を実施しているた
め予算規模に事業量が左右される。

●「健全な森林」、「豊かな森林」をつくるため、
造林や間伐、針広混交林・複層林への誘導、広葉樹
林の整備を推進します。＜農林＞

番号
実績値
（H28）

○間伐実施面積（累計）
　　　㉕５８千ｈａ→㉚７３千ｈａ
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(４－５－２)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2箇所 4箇所 7箇所 10箇所 0箇所 0箇所 △

2箇所 3箇所 4箇所 5箇所 2箇所 3箇所 ◎

推進 → → →

10件 10件 10件 10件 39件 40件 ◎

110
企業・
団体

120
企業・
団体

130
企業・
団体

140
企業・
団体

123
企業・
団体

131
企業・
団体

◎

6箇所 7箇所 8箇所 9箇所 15箇所 17箇所 ◎

1,500
ha

1,800
ha

2,300
ha

2,800
ha

1,601
ha

2,043ha ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　ボランティアや企業，県民との協働による県民
総ぐるみの森林づくりや森林整備によるCO2の森
林吸収量の認証に取り組んだ。

＜課題＞
　森づくり事業に関する情報発信の強化。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○個人寄附金による森づくり箇所数（累計）
　　　㉕４箇所→㉚18箇所

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
〇「県民憩いの森（仮称）」の創設
　候補地の検討及び設置後の課題等の抽出を行っ
た。(H27,H28)
〇大学等の体験林「フォレストキャンパス」の創
設
　高校生や大学生の森林体験や学習の場として、
那賀町及び三好市の県有林内にフォレストキャン
パスを設置した。(H27)
　神山町の県有林内にフォレストキャンパスを設
置。(H28)

＜課題＞
〇「県民憩いの森（仮称）」の創設
　施設の管理と利用促進。

数値目標
の達成度

今後の取組方針

農林

農林

○「県民憩いの森（仮称）」の創設（累計）
  【主要指標】
　　　㉕－→㉚１０箇所

○大学等の体験林「フォレストキャンパス」の
　創設（累計）
　　　㉕－→㉚５箇所

○個人寄附金による森づくり箇所数（累計）
　　　㉕４箇所→㉚９箇所

○森林吸収量認証面積（累計）
　　　㉕１，１２９ha→㉚２，８００ha

○県民参加による植樹など森づくり件数
　　　㉕１２件→㉗～㉚年間１０件

432

433

●森林の重要性をＰＲするとともに、ボランティア
や企業・県民と協働した森づくり活動や、森林のＣ
Ｏ２吸収量を活かした排出量取引制度の導入を推進
します。＜農林＞

●豊かな森林を活用し、森林体験や学習の場を創出
することで、将来の担い手の確保や森林への意識の
醸成を図ります。＜農林＞

○カーボン・オフセットに基づく
　　森づくり企業・団体数（累計）
　　　㉕１０５企業・団体→㉚１４０企業・団体

委員意見

　森林の重要性に対する理解を深め，森づくり活
動への企業や県民の参加拡大に取り組む。

部局

〇「県民憩いの森（仮称）」の創設
　憩いの森については，H29.８月に開催予定のと
くしま森林づくり県民会議において，概要を説明
し公募を開始，年内の指定に向けた取組を行って
いく。
　
○大学等の体験林「フォレストキャンパス」の創
設
　森林体験や学習の場としての施設の整備を進め
る。

部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

農林

主要施策：２　県民総ぐるみによる森林
　　　　　　　づくり

数値目標
達成状況

実績値
（H28）
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(４－５－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

434 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
(H27)
　森林づくりリーダー認定14名増
　　　　　　　　　　（累計60名）
　協働の森づくり参加企業・団体数12社増
　　　　　　　　　　（累計123社）
　森づくりフェスタの開催1回

(H28)
　森林づくりリーダー認定12名増
　　　　　　　　　　（累計72名）
　協働の森づくり参加企業・団体数8社増
　　　　　　　　　　（累計131社）
　森づくりフェスタの開催1回

＜課題＞
　県民や企業・ＮＰＯなどへの周知や参加の働き
かけ

　多様な担い手による森づくり活動の拡大に取り
組むととともに，県民会議の活動内容の周知を行
う。

農林

435 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H27 林道16路線・315kmを登載，
  ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等林道関係ｲﾍﾞﾝﾄを開催，
  ﾂｰﾘﾝｸﾞﾏｯﾌﾟﾙ2016版等への記事掲載等
  広報活動を実施。
・H28 林道6路線・51kmを追加登載
  (累計：22路線，366km)，
  ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの開催，
　ﾂｰﾘﾝｸﾞﾏｯﾌﾟﾙ2017への記事掲載等
　広報活動を実施。

＜課題＞
・継続的な運営のためには予算の確保が必要であ
る。
・林道の維持管理は関係市町村で行っていること
から，将来的に市町村の運営等へ移行を目指した
い。

　全国有数の未舗装林道といった徳島特有の条件
を活かし，新たなイベントの誘致や積極的な林道
情報の発信に取り組んでいく。

農林

今後の取組方針H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

●林道利用者にとって必要とされる情報を収集、す
ばやく発信する「林道プラットフォーム」（平成２
６年度構築）を利用推進することにより、街から郷
へさらなる人の波を生み出し、山郷の新しい“にぎ
わい”興しをめざします。
＜農林＞

●管理放棄森林の解消や水資源の確保、山地災害の
防止など森林の保全に向け、「徳島県豊かな森林を
守る条例」に基づき、「とくしま森林づくり県民会
議」のもと、県民や企業・NPOなど県民総ぐるみで森
林づくりに取り組みます。＜農林＞

部局
実績値
（H28）
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(５－１－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

・　「みんなが元気で輝く」ためには、施策の根本に県
民の誰一人とも孤立させないとの気概を持って、きめ
細やかに各種の対策を講じていくことが肝要であり、
計画目標に対し、現状では実績が下回っている施策に
ついては、こうした観点で事業手法などに改善の余地
がないか、しっかり点検してもらいたい。

・　今後さらに超高齢社会が進行していく中で、誰もが
元気な地域づくりに繋げていくためには、後期高齢者
でも頑張っておられる方々に、何らかの形でスポットを
当てる取り組みも必要ではないか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

順次
拡大

→ → →

7% 8% 9% 10% 9% 10.5% ◎

推進 → → →

設置 － 設置 ○

実証
実験

－
実証
実験

◎

政策
提言

－
政策
提言

○

主要施策：１　「豊齢（ほうれい）先進
              県とくしま」の実現

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

委員意見

数値目標
の達成度

今後の取組方針

工程（年度別事業計画）

●働く意欲を持つ高齢者にその経験と能力を活かし
た就業の機会の確保・提供を行い、高齢者の生きが
いを高めるとともに、シルバー人材センターを活用
し、アクティブシニアの多様な働き方の支援と周
知・広報に努めることにより、地域社会の活性化を
図ります。＜商工＞

○「シルバー人材センター」の派遣従事者の割合
【主要指標】
　　㉕５．１％→㉚１０％

●アクティブシニアが社会を支える「新たな担い
手」となるようなシステムを創造するための検討会
議を設置し、高齢者の活躍の場づくりの実証実験を
実施するとともに、「６５歳以上＝高齢者」の概念
の払拭を図ります。＜保健＞

商工

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　シルバー人材センターを活用した就労支援につ
いて、とくしまジョブステーション内に相談窓口
を設置し会員の拡大に努めるとともに、委託事業
により職域開拓や就業機会の確保に努めた。

＜課題＞
　法改正による６５歳までの継続雇用やNPO法人
やボランティア団体などシルバー人材センター以
外での自己実現の場の増加により、会員の確保が
相対的に難しくなってきている。

保健

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－1　生涯現役！躍動とくしまの展開

番号 主要事業の概要・数値目標
実績値
（H27）

○「６５歳以上＝高齢者」の概念払拭に向けた
　政策提言
　　㉕－→㉗政策提言

○高齢者の「知恵や経験」を活かした
　活躍の場づくりの実証実験
　　㉕－→㉘実証実験

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・商工労働観光部と連携し平成２８年度「徳島県
生涯現役促進地域連携事業推進協議会」を設置、
当協議会が主体となり「労働力不足産業（農業）
に対する労働力サポート事業」を実証実験として
実施。
・平成28年11月、意欲ある元気高齢者に介護現場
で活躍いただくための「政策提言」を実施。

＜課題＞
　元気高齢者の活躍の場が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
○「徳島県生涯現役促進地域連携事業推進協議
会」の設置　㉕－→㉗設置

　意欲ある元気高齢者の活躍の場の創設に努め
る。

　派遣型就労を中心に職域拡大や就労機会の確保
に引続き努める。

436

437

○「とくしま元気高齢者活躍モデル創造会議
　（仮称）」の設置
　　㉕－→㉗設置

政策・保健・商工

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

198



(５－１－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

検討 → 開催 →

開催 － 検討 －

本県
開催

開催
定例化

→ →

本県
開催

開催
定例化

開催
定例化

開催
定例化

本県開催
開催

定例化
◎

3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 4箇所 3箇所 ◎

推進 → → →

82,000
人

85,000
人

86,000
人

87,000
人

101,933
人

98,563人 ◎

実績値
（H28）

○「関西シニアマスターズ大会」の本県開催
　　㉕－→㉙開催

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

保健

政策

部局

439

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　様々な講座情報を、ホームページ等を活用した
ワンストップ・サービスにより情報提供を行っ
た。
１　総合大学校ホームページによる情報提供
２　講座一覧表を年３回各７，０００部発行し、
県内各施設約３６０ヶ所で配布。
３　まなびーあ徳島本部・メールマガジン「学び
のネットワーク通信」による情報提供
４　主催講座数
　　H27 1,740講座、受講者数延べ101,933人
　　H28 1,819講座、受講者数延べ98,563人
５  県民企画講座
　　H27  51講座、受講者数延べ3,886人
    H28  45講座、受講者数延べ3,650人
６　連携講座
    H27  2,744講座 74機関で実施
　　H28  2,816講座 74機関で実施
 
＜課題＞
　県民ニーズに基づく講座開催

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○主催講座受講者数
　　　㉕８１，７９５人→㉚９２，０００人

今後の取組方針番号

●高齢者の健康と生きがいづくりや広域的な交流促
進による地域活力の向上を図るため、「元気高齢者
の健康と生きがいの祭典」として、「関西シニアマ
スターズ大会」を本県で開催します。＜保健＞

　H29年度は徳島県で開催予定。

　生涯スポーツの一層の機運醸成を図る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
「ＷＭＧ２０２１関西」の開催を契機とし、生涯
スポーツの機運を高め、そのレガシーを継承して
いくための方策として、関西のスポーツ愛好家が
参加できる新たな中・高年層のスポーツ交流大会
「関西シニアマスターズ大会」の開催を関西広域
連合に提案、平成２９年度、第一回大会を徳島県
で開催する。

＜課題＞
　構成府県市、各競技団体との調整が必要。

　県立総合大学校運営協議会における各委員から
の意見・要望等を踏まえ、講座内容の充実に努め
る。

○主催講座受講者数
　　　㉕８１，７９５人→㉚８７，０００人

440

○「関西広域連合シルバー大学校共同講義」
　の本県開催定例化
　　㉕大阪府開催→㉗本県開催・㉘～㉚開催定例
化

●「徳島県立総合大学校（まなびーあ徳島）」にお
いて、県や高等教育機関、企業、ＮＰＯ、住民、市
町村など多様な主体とのパートナーシップにより運
営を行う講座情報を、ワンストップで提供するとと
もに、県民ニーズに基づいた講座の開催を推進する
など、本県のまなび拠点として、「徳島県立総合大
学校（まなびーあ徳島）」の一層の充実・強化を図
ります。（再掲）＜政策＞

○先進的な取組の視察等の実施件数
　　㉕３箇所→㉗～㉚毎年３箇所

保健

●関西広域連合内のシルバー大学校等の交流による
「県域を越えた仲間づくり」や「幅広い視野の養
成」を推進するため、「関西広域連合シルバー大学
校共同講義」を本県を含む構成府県で定例的に開催
します。＜保健＞

438

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
開催府県：徳島県(H27)、大阪府(H28)
講義内容：
 H27 ・防災ボランティア活動を学ぶ
　　 ・阿波人形浄瑠璃講座
　　 ・四国八十八箇所　法話聴講
　　 ・神山からの地域創生講座
 H28 ・シニアが動く。日本が変わる
　　 ・グループ討議、グループ発表
　　 ・水都大阪見学
　　 ・参加校による共同宣言
参加者：H27　142人（県外50人、県内92人）
　　　　H28　146人（県外125人、県内21人）

＜課題＞
　引き続き、構成府県と連携していく必要があ
る。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(５－１－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,800
人

1,850
人

1,900
人

1,950
人

1,592人 2,122人 ◎

1,075
人

1,170
人

1,265
人

1,360
人

1,111人 1,230人 ◎

推進 → → →

320人 330人 340人 350人 233人 333人 ◎

実績値
（H28）

部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　シルバー大学校大学院「歴史・文化講座」卒業
生は、H24年5月から観光ボランティアガイドとし
て活躍している。

＜課題＞
観光ボランティアガイドを含めた多様な活躍の場
の創出を図る必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●高齢者の生きがいづくりを推進するため、本県
の様々な魅力等を発信できる人材の養成及び活動
の促進を図ります。
○シルバー大学院「歴史文化講座」卒業生による
「観光ボランティアガイド」の活動延べ人数
　　㉕３０１人→㉚３５０人

「生きがいづくり推進員」の活動がより活性化さ
れるよう、引き続き、関係機関・団体との連携に
より活躍の場の創出に努める。

●高齢者自身が生きがいを持って豊かな高齢期を創
造できるようにするため、生きがいづくりを支援す
るとともに、地域福祉を推進するリーダーを養成し
ます。＜保健＞

441

●高齢者の生きがいづくりを推進するため、本県の
様々な魅力等を発信できる人材を養成します。
＜保健＞

442

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　シルバー大学校大学院では、地域福祉を推進す
るリーダーの養成を図っており、卒業生は、それ
ぞれの専門分野に応じ、地域活動や社会貢献活動
を担う「生きがいづくり推進員」として活躍いた
だいている。
　
〇「生きがいづくり推進員」登録者数
    659人(H29年3月末現在)

○活動実績　H27年度 延べ1,592人(4,137時間）
　　　　　　H28年度 延べ2,122人(5,303時間）

○シルバー大学校大学院卒業者の資格取得者数
　　1,230人(H29年3月末現在)
【内訳】
　・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ等　　（276人）
　・シニアＩＴアドバイザー（794人）
　・徳島県地域防災推進員　 ( 76人)
　・介護　　　　　　　　　（ 49人）
　・四国観光検定等　　　　（ 35人）

＜課題＞
　引き続き、生きがいづくり推進員の多様な活躍
の場の創出を図る必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●高齢者自身が生きがいを持って豊かな高齢期を
創造できるようにするため、生きがいづくり及び
活動の場づくりを支援するとともに、地域福祉を
推進するリーダーを養成します。

「生きがいづくり推進員」等の活動がより活性化
されるよう、引き続き、関係機関・団体との連携
により活躍の場の創出に努める。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

保健

保健

○観光ボランティアガイドの活動延べ人数
　　㉕３０１人→㉚３５０人

○シルバー大学院における資格取得者数（累計）
　　㉕８７５人→㉚１，３６０人

○生きがいづくり推進員の活動延べ人数
　　㉕１，７３７人→㉚１，９５０人
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(５－１－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

690人 745人 800人 855人 716人 794人 ◎

推進 → → →

4,000
人

4,200
人

4,400
人

4,600
人

3,725人 4,187人 ○

推進 → → →

実施 実施 ◎

446 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県健康福祉祭のスポーツ交流大会において、南
部サテライト大会及び西部サテライト大会を開催
し、高齢者の生きがいと健康づくりを推進してい
る。

＜課題＞
　引き続き、参加者数の増加に向けた取組を行う
必要がある。

　県健康福祉祭の参加者拡大を図るとともに、地
域や世代を超えたふれあいと交流により、高齢者
の生きがいと健康づくりの気運醸成を図る。

保健

実績値
（H28）

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　シルバー大学校大学院「ＩＣＴ講座」卒業生
は、シニアＩＴアドバイザー１級(435人)、２級
（261人)、３級(98人)を資格取得し、Word(ワー
ド)、Excel(エクセル)、PowerPoint(パワーポイ
ント)、電子メール、インターネットの利用、初
心者向け講習会の指導法等に関する知識を修得し
ている。

＜課題＞
　引き続き、シニアＩＴアドバイザーの養成を行
う必要がある。

●高齢者のＩＣＴ利活用能力の向上を図るため、市
町村やＮＰＯ法人等と連携しながら、人材育成に取
り組みます。
＜保健＞

　引き続き、関係機関・団体と連携し、シニアＩ
Ｔアドバイザー取得者数の増大に努め、高齢者の
ＩＣＴ利活用能力の向上を図る。

445

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

保健

今後の取組方針

○「徳島県活き活きシニア放送講座」の実施

実績値
（H27）

443

444

●高齢者に生涯学習の機会をさらに多く提供するた
め、全県ＣＡＴＶ網を活用し、「自宅に居ながら講
座が受講」できる高齢者向けの講座を実施します。
＜保健＞

○シニアＩＴアドバイザー取得者数（累計）
　　㉕５７２人→㉚８５５人

●高齢者のスポーツ及び文化活動の推進を図るた
め、県健康福祉祭等を開催します。＜保健＞

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　高齢者の関心が高いと思われる「健康・防災・
歴史」等の８講座を選定し、「徳島県ケーブル
ネットワーク機構」において、週１回、放送期間
は１０月から３月の６ヶ月間放送している。
　受講修了者には修了証とバッジを交付し、スク
リーニング等も実施している。

＜課題＞
　継続して、全ての高齢者の受講の機会の確保を
図ることが必要である。

　全ての高齢者に受講の機会を提供し、「高齢者
自身の能力の再開発」や「地域活動参加のきっか
けづくり」につなげていく。

　県健康福祉祭や全国健康福祉祭の参加者拡大を
図るとともに、地域や世代を超えたふれあいと交
流により、高齢者の生きがいと健康づくりの気運
醸成を図る。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

保健

保健

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県健康福祉祭（スポーツ交流大会、文化交流大
会、美術展）を開催するとともに、全国健康福祉
祭に選手等を派遣し、高齢者のスポーツ及び文化
活動の推進を図っている。
                           H28実績 H27実績
　　県健康福祉祭参加者数　 4,020人　3,579人
　　全国健康福祉祭派遣人数   167人　　146人

＜課題＞
　引き続き、参加者数の増加に向けた取組を行う
必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●高齢者のスポーツ及び文化活動の推進を図るた
め、県健康福祉祭等を開催するとともに、積極的
なＰＲや実施種目の追加等により参加者の拡大を
図ります。

●県健康福祉祭において地域における高齢者が参加
しやすい環境を整備するとともに、高齢者の生きが
いと健康づくりをさらに推進し、より多くの「元気
高齢者づくり」を目指すため、「県南部、県西部サ
テライト大会」を開催します。＜保健＞

○県健康福祉祭等の
　スポーツ及び文化交流大会等の参加者数
　　㉕３，５７９人→㉚４，６００人
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(５－１－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2地区 3地区 4地区 5地区 2地区 4地区 ◎

推進 → → →

8地域 9地域 10地域 11地域 9地域 9地域 ◎

→
関係者
協議

基本構
想

構築

構築
単独シス
テム（一

部）

単独シス
テム（一

部
ー

主要施策：２　介護サービスの質の向上
数値目標
達成状況

委員意見

○在宅医療連携拠点整備地域数
　　㉕３地域→㉚１１地域（県内全１１地域）

○モデル地区の選定【主要指標】
　　㉕－→㉚５地区

●「地域包括ケアシステム※」の２０２０年構築を
目指し、先進的な取組みを行う地域をモデル地区と
して指定し、積極的に支援を行うとともに、その成
果を県内全域に普及させます。＜保健＞

448

449

番号

●高齢者が疾病を抱えた状態で、住み慣れた生活の
場で療養し、自分らしい生活を続けられるよう、地
域における在宅医療・介護関係機関が連携した、多
職種協働によるサービス提供体制の整備を行いま
す。
＜保健＞

447

実績値
（H28）

●マイナンバーを活用して、かかりつけ医、訪問看
護師、ケアマネージャー等の多職種がネットワーク
上で医療及び介護の情報を共有し、在宅での療養等
生活を支えることができる全国最先端のシステム構
築を推進します。＜保健＞

○マイナンバーを活用した
　「在宅医療介護連携支援システム」を構築
　　㉕－→㉚構築

保健

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　郡市医師会が取り組んでいるＩＣＴを用いた在
宅医療・介護に係る情報を共有するシステムの構
築を補助。

＜課題＞
　医療分野におけるマイナンバーの活用方法が具
体的に固まっていない。

　国における医療情報の取り扱いの方向性を注視
し、迅速に対応する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
＜H27＞
　２地区（海陽町，那賀町）を選定し，次の取組
を行った。
１　認知症対策をコンセプトに地域包括ケアシス
テムの構築を目指す
２ 「認知症」や「老後」など身近な問題を切り
口に，町民と一緒にシステム構築を目指す
＜H28＞
　４地区（海陽町，那賀町地域包括支援セン
ター，阿波市社会福祉協議会，みよし地域包括支
援センター）を選定し，各地区の課題（認知症対
策の充実，生活支援サービス提供体制の構築，高
齢者の在宅支援ツールの作製等）への取組を通し
て，地域包括ケアシステムの強化を行った。

＜課題＞
　様々な取組について，集積し共有していく必要
がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○モデル地区の選定
　　㉕－→㉚６地区

保健

保健

　システム構築の推進のために，新たに都市型の
地域を選定し，支援を行うとともに，モデル地区
の成果を県内で共有する。

　在宅医療連携拠点事業及び在宅医療連携推進事
業については、これまでの成果を踏まえ、市区町
村が実施する地域支援事業の包括的支援事業にお
ける在宅医療・介護連携推進事業として位置付け
られ、全国的に取り組むこととされているため、
引き続き、市町村の取り組みを支援する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・県内９か所に在宅医療連携拠点を整備完了。
・H28においては、
在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携に
ついて支援するため、各医療圏ごとに市町村連携
会議を開催した。

＜課題＞
　介護保険を財源として市町村が取り組む地域支
援事業の内、在宅医療・介護の連携推進事業への
円滑な移行。

今後の取組方針

保健

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 部局主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度
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(５－１－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

6,100
人

6,250
人

6,400
人

6,550
人

6,240人
6,380
人

◎

推進 → → →

260人 265人 270人 275人 337人 302人 ◎

実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局

450

451

○介護支援専門員の登録者数
　　㉕５，８０５人→㉚６，５５０人

○介護サービス従事者の
　指導者等の養成研修参加者数
　　㉕２５３人→㉚２７５人

●介護サービスの公平で円滑な提供を図るため、介
護支援専門員等の人材養成に取り組みます。＜保健
＞

●介護サービスの質の向上を図るため、介護サービ
ス従事者の指導者等の養成研修等を実施します。＜
保健＞

保健

保健

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
＜H27＞
１　主任介護支援専門員フォローアップ研修
２　介護予防従事者研修
３　（認知症）指導者研修
４　訪問介護計画作成・展開研修
５　介護職員によるたんの吸引等指導者養成研修
　上記の取組により，337人の指導者を養成し
た。
＜H28＞
１　主任介護支援専門員フォローアップ研修
２　主任介護支援専門員更新研修(H28年度新規事
業)
３　介護予防従事者研修
４　（認知症）指導者研修
５　訪問介護計画作成・展開研修
６　介護職員によるたんの吸引等指導者養成研修

　上記の取組により，302人の指導者を養成し
た。

＜課題＞
継続して，指導者の養成を行う必要がある。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
＜H27＞
１　介護支援専門員実務研修
　　延19日間実施し，新規の介護支援専門員を養
成した。
＜H28＞
１　介護支援専門員実務研修
　　今年度から，新たなカリキュラムの導入によ
り，充実した内容・時間数で新規の介護支援専門
員の養成を行った。（延39日間）

＜課題＞
　新カリキュラムにより実施した研修内容等の課
題整理。

　研修内容の充実を図るため，研修実施機関や職
能団体と連携し，研修の実施・評価を行う。

・介護サービスの質の向上を図るため，取組を継
続する。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(５－１－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

40,000
人

50,000
人

60,000
人

70,000
人

50,439
人

63,215
人

◎

620人 740人 860人 980人 684人 797人 ◎

推進 → → →

80人 85人 90人 95人 123人 104人 ◎

454 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
＜H27＞
　高齢者虐待防止研修会　1回
＜H28＞
　高齢者虐待防止研修会　1回

＜課題＞
　引き続き，市町村や施設従事者等に対する研修
の開催が必要。

　研修等により，正しい知識や技術の普及啓発を
行う。

保健

部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

●若者の高齢者介護の理解を深めるため、「徳島県
介護実習・普及センター」等において、中高生が介
護の知識を学び、「介護体験」ができる講座を実施
します。＜保健＞

453

452

●高齢者に対する虐待を防止し、高齢者の尊厳の保
持を図るため、虐待防止に向けた普及啓発を図りま
す。＜保健＞

○中高生のための「介護講座」受講者数
　　㉕７９人→㉚９５人

○認知症サポーター数
　　㉕１７，９０９人→㉚７０，０００人

●地域における高齢者支援の充実を図るため、認知
症サポーターの拡大や介護予防リーダーの活躍の場
づくりを推進します。＜保健＞

○「介護予防リーダー」技能向上研修
　の受講者数（累計）
　　㉕５００人→㉚９８０人

保健

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○H27認知症サポーター
１　キャラバンメイト養成研修　1回
２　認知症サポーター養成研修　448回
３　認知症サポーター養成協力事業所　43登録
４　優秀キャラバンメイト表彰　25名
　上記の取組により，認知症サポーターが，
50,439人となった。
○H28認知症サポーター
１　キャラバンメイト養成研修　1回
２　認知症サポーター養成研修　410回
３　認知症サポーター養成協力事業所　32登録
４　優秀キャラバンメイト表彰　37名
○介護予防リーダー
　各市町村の老人クラブの会員等を対象として県
内３箇所（中央・南部・西部）において研修を実
施し、地域において介護予防活動を実践する「介
護予防リーダー」を養成するとともに、「介護予
防リーダー」の更なるスキルアップを図るため、
技能向上研修を行った。
　また、介護予防活動推進モデル事業により介護
予防リーダーの積極的な活用を図った。

＜課題＞
○認知症サポーター
　継続して，認知症サポーターの養成を推進して
いく。
○介護予防リーダー
　引き続き、「介護予防リーダー」の技能向上
や、各地域の健康づくり行事等での企画運営への
参画などの活躍の場の拡大に努める必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○認知症サポーター数
　　㉕１７，９０９人→㉚７４，０００人
○「介護予防リーダー」活用促進事業による介護
予防リーダー活動実績人数（累計）
　　㉕－→㉚９８０人

保健

○認知症サポーター
　認知症高齢者や家族が安心して暮らせる地域づ
くりのために，企業や学校でのサポーター養成講
座の開催を促進し，地域での取組を継続する。

○介護予防リーダー
　引き続き、技能向上研修や介護予防活動推進モ
デル事業を実施し、「介護予防リーダー」の技能
向上と活躍の場の拡大に努める。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
＜H27＞
１　やってみよう介護講座　6回
２　やってみよう介護講座（出張型）2回
　上記の取組により，123人が受講した。
＜H28＞
１　やってみよう介護講座　2回
２　やってみよう介護講座（出張型）2回
　上記の取組により，104人が受講した。

＜課題＞
　高校生の受講を増やすためにも，案内方法等の
工夫が必要。

　高校生の受講につながる案内方法を工夫する。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針
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(５－２－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

50,500
人

50,600
人

50,700
人

50,800
人

54,021人 54,015人 ◎

17,600
人

17,700
人

17,800
人

17,900
人

22,141人 19,222人 ◎

開催 開催 開催 開催 開催 ◎

開催 開催 ◎

70% 70% 80% 80% 87% 96% ◎

40% 50% 50% 60% 71% 81% ◎

策定 策定 ◎

危機・経営・県民・商工

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局

県民

○女性活躍推進法に基づく「推進計画」の策定
　  ㉘策定

○「男女共同参画フォーラムinとくしま」の開催
　　㉗開催

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－２　加速する！女性の活躍促進

番号

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

○「フレアキャンパス」受講者数
　　㉕１７，５２９人→㉚１７，９００人

○「ときわプラザ（男女共同参画交流セン
ター）」利用者数【主要指標】
　　㉕５０，４７６人→㉚５０，８００人

○「輝く女性応援フェスティバル」の開催
　　㉗㉘㉙開催

○イベント参加者・講座受講者の
　企画内容満足度（アンケート調査結果）
　　㉕－→㉚８０％

主要施策：１　「男女共同参画立県
　　　　　　　とくしま」の飛躍

委員意見

○イベント・講座による実践的活動への
　参加意欲向上度（アンケート調査結果）
　　㉕－→㉚６０％

455

主要事業の概要・数値目標

●「男女共同参画交流センター」を核として、講演
会やセミナーを開催するなど、総合的かつ計画的に
男女共同参画を進めます。
また、平成26年度「女性活躍元年」における「女性
活躍推進フォーラム」開催による機運の高まりを持
続させ、さらに女性活躍推進加速化を図るため、新
たな企画を取り入れるなど「役立つ学び場」として
「輝く女性応援フェスティバル」を開催するととも
に、女性活躍のための「推進計画」を策定します。
＜県民＞

　昨年度開館１０周年を迎えたときわプラザ利用
促進のため、過去の課題を検証し、利用割合の低
い男性や若年層向けの講座を開催するとともに、
LGBTや男女共同参画の視点からの防災対策など新
しいテーマの講座を開催する。
　また、「女性活躍推進」のさらなるレベルアッ
プを図り、本県の女性活躍の「質の向上」と「裾
野拡大」に重点的に取り組む。具体的には「輝く
女性応援フェスティバル」や「学生を対象とした
女性活躍先進企業等訪問ツアー」、「女性のネッ
トワークづくり支援のための交流会」などを実施
する。

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　県内民間団体、企業、女性団体等と協働しながら
「女性支援」、「子育て」、「男女共同参画」など多
様なテーマによる人材育成・啓発事業を実施した。
１　「フレアキャンパス講座」（H27までは「フレア
とくしま100講座」）開催実績
(1)　主催事業
　　　H27 110件 11,143人、H28 99件 10,004人
(2)　共催事業
　　 H27 75件 7,607人、H28 87件 5,819人
(3)　企業等とのコラボ事業
     H27 40件 2,896人、H28 23件　2,443人
(4)　企画委託事業
     H27 11件 495人、H28 12件 956人
２　「輝く女性応援フェスティバル」
　　　H27　11.6～11.9開催、H28　11.11～13開催
３　「男女共同参画フォーラムinとくしま」
　   H27.7.25開催
　
　上記の取組により、ときわプラザ利用者数や参加者
の企画内容満足度等の目標値を達成した。

　また、平成28年6月、女性活躍推進法に基づく「推
進計画」を男女共同参画基本計画（第３次）と一体的
に策定した。策定にあたっては、女性活躍推進法に基
づく協議会である「働く女性応援ネットワーク会議」
や男女共同参画会議においてご意見をいただいた他、
パブリックコメントを実施し、広く県民の意見の反映
に努めた。

＜課題＞
　ときわプラザ新規利用者の拡大
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(５－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

創設 創設 ◎

開催 － 開催 ◎

推進 → → →

43.8% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 48.8% ○

推進 → → →

400人
355人

(H28.4)
368人

(H29.4)
－

13.6%
9.0%

(H28.4)
9.6%

(H29.4)
－

推進 → → →

全国ﾄｯ
ﾌﾟｸﾗｽ

全国ﾄｯ
ﾌﾟｸﾗｽ

全国ﾄｯ
ﾌﾟｸﾗｽ

全国ﾄｯ
ﾌﾟｸﾗｽ

全国
第1位

全国
第2位

◎

458

●東日本大震災で明らかとなった、避難所の環境や
被災者の心のケアなど、これまでの災害対策を取り
巻く課題解決のため、県地域防災計画を策定する県
防災会議の委員のうち女性委員の割合を更に拡大
し、女性の視点を取り入れた災害対策をより一層進
めます。＜危機＞

○「県防災会議」の女性委員の割合
　　㉕２０．８％→㉘５０．０％

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

459

●県行政の効率的かつ効果的な推進をはじめ、ワー
ク・ライフ・バランスの確立に資する「しなやかで
バランスのとれた体制」を目指す中、女性がより一
層能力を発揮することで、人口減少をはじめとする
行政課題への処方箋を示し、実行していくため、や
る気と能力のある女性職員を役付職員に登用すると
ともに、能力実証に基づく管理職への登用を推進し
ます。（再掲）＜経営＞

　引き続き、「審議会等への女性委員の選任促進
要綱」に基づき、計画的な女性登用に努める。

○係長以上の女性役付職員数
　　㉕３２４人→㉚４００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　全庁を挙げて女性の登用促進に努め、女性委員の選
任割合が増加し、H20からH27まで8年連続で全国１位
となった。H28は全国2位であったが、依然として全国
トップクラスの水準を維持している。

＜課題＞
　全体では、女性登用比率が50%を達成しているが、
個々に見てみると未達成の審議会等もあるため、全て
の審議会等において達成出来るよう、計画的な登用を
図る。

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　商工業の振興・発展に尽力される女性経営者の研鑽
と交流を目的とした平成28年度「全国商工会議所女性
会連合会総会」の開催を支援した。
　「“はたらいている”、“はたらきたい”女性のた
めの情報」「企業、職場の意識啓発に関する情報」な
どを掲載したポータルサイト「徳島“はたらく”女性
応援ネット」を平成２７年度に開設、平成２８年度よ
り公開し、情報発信を行っている。

＜課題＞
　ポータルサイトのコンテンツのさらなる充実

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
○「徳島“はたらく”女性応援ネット」の創設
　　㉗創設

　引き続き商工業の振興・発展に尽力される女性経営
者の研鑽と交流の機会の提供を支援する。
　コンテンツのさらなる充実を図るため、関係機関との
連携のもと、情報の幅広い収集に努めていく。

　自主防災組織を構成する者又は学識経験のある
者から女性を積極的に登用すること等により、引
き続き、県防災会議における女性委員の確保に努
める。

経営

県民

商工

○女性管理職の割合
　　　㉕６．８％→㉚１３．６％

●政策・方針決定過程への女性の参画を促進するた
め、県審議会等委員への女性の登用を引き続き進め
ます。＜県民＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・収税業務、用地交渉業務等の折衝業務や
　政策の企画立案業務等に女性職員を配置
・職員の意識啓発を図るための研修を実施
・女性活躍推進法に基づく「特定事業主行動計画」
　を策定（Ｈ２８．３）
・自己申告制度や庁内公募制の活用による
　積極的な配置の推進
・自治大学校への派遣者２名のうち、
　１名を女性に（Ｈ１５～）
・係長以上の女性役付職員数
　　H25.4:310人　H26.4:324人　H27.5:348人
　　H28.4:355人　H29.4:368人
・管理職員に占める女性職員の割合
　　H25.4:６.０％　H26.4:６.８％　H27.5:８.７％
　　H28.4:９.０％　H29.4:９.６％
＜課題＞
・女性のキャリア形成に資する研修等の能力開発や職
域の拡大を図るとともに、仕事と家庭の両立が可能な
職場環境づくりが必要

○「県審議会等委員に占める女性」の割合
　　㉗～㉚全国トップクラスを連続達成

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

　職域の拡大による多様な職務経験の付与、研修
機会の充実などの能力開発を通じ、やる気と能力
のある女性職員の役付職員への登用、能力実証に
基づく管理職員への登用を推進する。

○「女性活躍ポータルサイト（仮称）」の創設
　　㉗創設

危機

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者か
ら女性を積極的に登用すること等により、女性の視点
を取り入れた災害対策を推進した。

＜課題＞
 女性の視点を取り入れた災害対策の推進のため、引
き続き、県防災会議における女性委員の確保に努める
必要がある。

○「全国商工会議所女性会連合会総会」の開催
　　㉘開催

実績値
（H28）

番号

●女性が働きやすい企業や、働く女性のロールモデ
ルを紹介するポータルサイトによる情報発信を行う
とともに、全国で活躍する女性が集う大会を誘致す
るなど、働く女性を応援し、活躍を促進します。
（再掲）＜商工＞

今後の取組方針

456

457

部局
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(５－２－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

6,000
人

8,000
人

10,000
人

12,000
人

7,885人 10,181人 ◎

461 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１「配偶者からの暴力に関する相談機関等連絡会
　　議」開催
２「ストップ！ＤＶ強化推進月間」
　（11月～12月）における啓発推進事業
　・「ＤＶ防止啓発講演会」
　・パネル展（あわぎんホール、ときわプラザ
　　等）
　・啓発キャンペーン（街頭キャンペーン）
　・ときわプラザパープルライトアップ
３「ＤＶ相談窓口ステッカー」による啓発
　　企業等の協力により女子トイレにステッカー
　を貼附し、ＤＶ被害者に相談窓口の周知を図っ
　た。

  上記の取組により広く県民への広報・啓発に努め
た。

＜課題＞
　若年層を含む県民への継続した周知啓発が重要。

　引き続き、広く県民への広報・啓発を推進する
ため、他団体等と連携しながら啓発推進事業を実
施する。

県民

●配偶者等からの暴力の防止や被害者の救済と自立
支援のため、研修等による職員の資質向上に努める
など、「配偶者暴力相談支援センター（ＤＶ相談セ
ンター）」機能の充実を図るとともに、関係機関等
との連携を強化します。また、民間団体の活動を支
援し、協働して地域における支援活動の充実に取り
組みます。＜県民＞

　引き続き、広く県民への広報・啓発を推進する
ため、出前講座、講演会等を実施する。

○「デートＤＶサポーター」数【主要指標】
　　㉕２，１２９人→㉚１２，０００人

今後の取組方針

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　出前講座等によるセミナー開催
　　・（H27 26校2,364人、H28 25校2,296人
　　　（累計10,181人））
２　教育関係者や保護者等を対象とした講演会等
　　開催
　　・ときわプラザ　H27 1回，H28 2回
    ・中央・南部・西部各こども女性相談セン
　　　ター
      H27,H28 各センターにおいて各年度1回
３　高校生への公募による「啓発マンガ」である
　　・「ストップ！DV」啓発冊子を活用した周知
　　　啓発

　上記の取組により広く県民への広報・啓発に努め
た。

＜課題＞
　若年層を含む県民への継続した周知啓発が重要。

460

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

部局

県民

部局

委員意見

県民

●配偶者等からの暴力の防止の視点に立って、若年
層を対象に、「デートＤＶ防止セミナー」などの啓
発を推進します。＜県民＞

主要施策：２　配偶者等からの暴力対策
　　　　　　　の推進

207



(５－３－１)
　 　

 

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ
・　公的機関の障がい者雇用率の状況についても、民間
企業を指導する側の部署として示してもらいたい。

保健・商工・西部

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1.92% 1.95% 1.97% 2.00% 2.04% 2.09% ◎

10位 4位 5位 ◎

推進 → → →

20,500
円

21,300
円

21,700
円

22,200
円

20,495
円

－ ○

全国
1位

全国
2位

－ －

部局

○施設利用者の平均工賃全国順位
　　㉕全国２位→㉚全国１位

●障がい者の働く意欲と能力に応じて働ける社会づ
くりを推進するため、就労支援事業所の生産品の販
路拡大などによる事業所経営の改善支援等により、
施設利用者の工賃※のアップを図ります。＜保健＞

　平成３０年度からの法定雇用率引上げに向け、
「とくしま障がい者雇用促進行動計画」に基づい
て、関係機関と連携し、特に障がい者雇用を未実
施の企業に重点をおいて障がい者理解や更なる障
がい者雇用の促進に取り組む。

保健

○施設利用者の工賃（月額）
　　㉕１９，２９９円→㉚約２２，２００円
　　　（全国㉕１４，４３７円）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県教育委員会や労働局と連携し、特別支援学校生
徒の就労に対する理解のためのイベントを開催する
など、関係機関と連携した取組を実施した結果、民
間企業における障がい者雇用率は年度の目標数値を
達成しただけでなく、法定雇用率（2.0%）も上回っ
た。
　また、法定雇用率達成企業割合は63.7%で、全国5
位となっている。

＜課題＞
 法定雇用率未達成企業のうち66％の企業が障がい
者雇用数が0人となっており、障がい者雇用に対す
るさらなる意識啓発を図っていく必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「徳島県障がい者の雇用の促進等に関する条例」
や「とくしま障がい者雇用促進行動計画(第4期）」
に基づき、教育・福祉などの関係機関はもとより、
企業や業界団体との協働による「障がい者雇用」の
推進や、職場訓練や就業生活支援などの「職場定
着」に向けた取組を充実することにより、全国トッ
プクラスの障がい者雇用の促進をめざします。
【数値目標上方修正】
○民間企業の障がい者雇用率
　　㉕１．７８％→㉚２．２０％

商工

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針H27･H28取組内容と進捗状況・課題 部局

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－３　障がい者が支える社会の構築

番号 主要事業の概要・数値目標

○法定雇用率「達成企業」の割合
　　㉕全国１４位→㉗全国１０位以内

●「徳島県障がい者の雇用の促進等に関する条例」
に基づき、事業主への障がい者雇用に関する情報提
供や理解促進のための支援のほか、職場定着に向け
て、教育・福祉などの関係機関と連携した職業訓練
の拡充を行い、障がい者の職業的自立を支援しま
す。＜商工＞

工程（年度別事業計画）

462

○民間企業の障がい者雇用率【主要指標】
　　㉕１．７８％→㉚２．００％（法定雇用率）

　引き続きブランド化推進、販路拡大等に取り組
むとともに、「藍」「竹糖」など県の伝統産業の
拡大を図る。また、全庁的、計画的に授産製品の
優先調達を推進する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27は、授産製品ブランド化推進事業、障がい者
サポート技術指導強化事業、「あわのわ」共同販売
拡大事業による取組を進めた。
　H28は、新たに障がい者就労工賃トップラン事業
として、専門指導員による施設グループごとの課題
に応じた指導や、エシカル消費を切り口とした新た
な付加価値戦略の推進によるブランド力の強化を図
るとともに、販路拡大に向けて大都市圏での共同販
売会を実施した。
（H28実績値はH29.11頃に判明）

＜課題＞
１．きめ細かい技術支援による品質向上
２．広報の強化

委員意見

主要施策：１　障がい者の自立支援の推進
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

463
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(５－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

3地域 4地域 5地域 6地域 ４地域 ４地域 ◎

制定 推進 → →

制定 制定 ◎

設置・
開催

設置・
開催

◎

推進 → → →

55か所 56か所 57か所 58か所 66か所 77か所 ◎

推進 → → →

590人 655人 665人 675人 665人 676人 ◎

促進 → → →

10人 10人 10人 10人 17人 15人 ◎

○「障がいのある人もない人も暮らしやすい
　徳島づくり条例」の制定・推進
　　㉗制定

　チャレンジドファームの生産・販売を支援する
と共に，取組みの拡大を図るため，地域の障がい
者施設の職員を対象とした農業研修等を実施す
る。

西部

保健

○グループホームの定員数
　　㉕５７７人→㉚６７５人

●障がい者が高齢者に対し、日用品等の移動販売や
見守り活動を行うことにより、働く意欲と特性に応
じ活躍できる場を創出し、地域に貢献する活動の推
進を図ります。＜保健＞

●グループホームの整備を促進し、生活基盤の充実
を図り、障がい者の地域生活への移行を推進しま
す。＜保健＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

　開設希望者に対し施設設置に関する基準により
適切な指導を行うとともに，開設後の適正な運営
を指導し，サービスの質の確保を図る。

＜H28取組内容と進捗状況＞
・開設希望者に対する適正手続を指導。
・入所施設から地域移行への方向性の中，グループ
ホームの定員数は順調に増加。

＜課題＞
・施設入所からグループホームへの移行の促進。
・新規開設を希望する事業者の確保。

○「障害者差別解消支援地域協議会」の設置・開
催
　　㉘設置・開催

●県西部圏域において、地元企業等と連携して障が
い者が農作物の作付けを行う「チャレンジドファー
ム」を開設し、農業分野における障がい者の就労を
促進します。＜西部＞

保健

○実施地域数
　　㉕１地域→㉚６地域

●すべての障がい者にとって一層の権利擁護が図ら
れる条例を制定し、障がいのある人もない人もお互
いに支え合いながら、活き活きと心豊かに暮らせる
共生社会の実現を目指します。＜保健＞

○17時以降も営業する
　指定放課後等デイサービス事業所数
　　㉕３６か所→㉚５８か所

保健

主要事業の概要・数値目標

●保護者の就労時間に配慮した障がい児の受入れを
行う指定障がい児通所支援事業所の設置を推進しま
す。＜保健＞

実績値
（H28）

＜H28取組内容と進捗状況＞
・開設希望者に対する開設の適正手続を指導。
・保護者のニーズに伴い障がい児通所支援事業所数
は順調に増加。

＜課題＞
　新規開設事業所の適正な運営とサービスの確保。

保健

１．更なる実施市町村の拡大に向け関係各所への働
きかけを行う。
２．地域の実情に合わせて事業内容の改善，進化に
取り組む

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　「障がいのある人もない人も暮らしやすい
　徳島づくり条例」
　　平成27年12月25日　制定，一部施行
　　平成28年4月1日　　全面施行
２　講演会や行政説明等による条例趣旨の周知
３　「徳島県障がい者差別解消連絡会議」
　　平成29年2月10日　設置，開催
４　情報支援機器等の整備によるコミュニケー
　ションサポート
５　ヘルプマークの普及促進

　上記の取組により，障がい者の権利擁護や県民理
解の促進を図った。

＜課題＞
　県民に対する条例の周知と着実な施策の実施に継
続して取り組む必要がある。

　開設希望者に対し施設設置に関する基準より適
切な指導を行うとともに，開設後の適正な運営を
指導し，サービスの質の確保を図る。

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
  Ｈ27は、障がい者が繋ぐ地域の暮らし“ほっとかない”
事業を通じた見守り活動を着実に実施した。
  H28に、２施設に対し車両等の購入に対する補助を
行った。

＜課題＞
・新たな実施事業者の確保
・数値目標の修正（「地域」の定義があいまいであり、ま
た、事業者の活動地域が拡大し、県東部、県南部、県西
部、県央部といった圏域を超えるようになってきたことか
ら、数値目標を地域単位から市町村単位にするなど見
直しが必要である。

468

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　にし阿波農福連携推進連絡会議を実施
２　チャレンジドファーム
　　(H27：2カ所，H28：2カ所)
３　ドクダミ，野菜等の栽培指導
　　(H27：4回，H28：6回)
４　ドクダミの収穫・出荷支援(H28）

　上記の取組みにより，H28の計画目標を達成し
た。

＜課題＞
　地域の障がい者施設での取組の拡大が必要

番号

○「チャレンジドファーム」における
　障がい者就労者数
　　㉕－→㉗～㉚年間１０人以上

部局

工程（年度別事業計画）

　障がい者の権利擁護や県民理解の促進のために
「徳島県障がい者差別解消連絡会議」の運営，情
報支援機器等の整備によるコミュニケーションサ
ポート及びヘルプマークの普及促進に取り組む。

今後の取組方針

464

465

466

467
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(５－３－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,200
件

1,300
件

1,400
件

1,500
件

1,237件 1,478件 ◎

2,900
件

3,100
件

3,300
件

3,500
件

2,962件 3,265件 ◎

15人 15人 15人 15人 15人 26人 ◎

策定 策定 ◎

開設 開設 ◎

実施 実施 ◎

保健・商工

部局

１．発達障がいへの社会の正しい理解を促進する
発達障がい者と共に生きる社会づくり事業・発達
障がい講演会開催事業等を通して一般住民への啓
発を図る。

２．ライフステージに応じた支援の充実
相談支援、発達支援、就労支援を通じ、発達障が
いによる特性を本人や家族が理解することで、自
己肯定感を獲得し、ソーシャルスキルを高める。

３．地域における相談体制の充実強化
専門性向上ケースカンファ事業、発達凸凹出前講
座推進事業等を通じ、福祉・教育・医療・就労等
関係機関の相談・対応力を高め、地域のサポート
力を強化する。

４．「アイリス」と「西部テクノスクール」が連
携し、発達障がい者の職業訓練を実施する。

今後の取組方針主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○「発達障がい者総合支援プラン（仮称）」の
　策定
　　㉗策定

主要施策：２　発達障がい者(児)への支援

○発達障がい児支援専門員養成数
　　㉕－→㉗～㉚年間１５人

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

○「発達障がい者総合支援センターアイリス
　（美馬市）」の開設
　　㉗開設

○「アイリス」と「西部テクノスクール」が
　連携した職業訓練の実施
　　㉗実施

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．発達障がい者支援の専門機関として、関係機関
と連携を強化し、各ライフステージに応じた支援や
相談の充実を図った。
・相談支援（移動相談・医療相談等）
・発達支援（ペアレント・トレーニング事業、思春
期自己理解教室等）
・就労支援（当事者の会・就労移行サポート等）
２．福祉・教育・医療・就労等関係機関からの要望
に応え専門的な助言支援を行うとともに、支援者・
一般向けの研修会を開催し、地域支援の充実と理解
の促進を図った。
・発達障がい児支援専門員養成事業
　専門員認定者　H27：15人　H28：26人
　　基礎講座修了者　H27：29人　H28：30人
　　応用講座修了者　H27：15人　H28：26人
　　フォローアップ講座受講者　H28：9人
・発達障がい支援従事者研修会
　　H27：143人　H28：94人
３．「発達障がい者総合支援プラン」
　　　平成28年3月策定
４．発達障がい者総合支援センター[アイリス]
　　　平成27年5月1日開設
５．「アイリス」と「西部テクノスクール」が連携
し、木工、車体整備などの作業経験を積むことで就
労へのステップアップにつながった。

＜課題＞
１．発達障がいへの社会の理解を深める
２. 個別性を重視した就労までのきめ細かい支援と
就労継続支援
３．関係機関の支援力を高める

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●発達障がい者（児）を支援する施設を集約した
「全国に先駆けた」総合的な支援体制（ゾーン）の
充実を図るとともに、県西部に新たな拠点を整備
し、県下全域で発達障がい者（児）とその家族が抱
える「不安の軽減」及び発達障がい者の「自立と社
会参加」の促進のため、医療・福祉・教育・就労の
各関係機関が連携しきめ細やかな発達障がい者
（児）の支援を推進します。
【数値目標上方修正】
○発達障がい児支援専門員養成数
　　  ㉕－→㉚年間２５人

469

番号

●発達障がい者（児）を支援する施設を集約した
「全国に先駆けた」総合的な支援体制（ゾーン）の
充実を図るため、県西部に新たな拠点を整備し、県
下全域で発達障がい者（児）とその家族が抱える
「不安の軽減」及び発達障がい者の「自立と社会参
加」の促進を図るとともに、教育・医療・就労の各
機関との連携により、きめ細やかな発達障がい者
（児）の支援を推進します。＜保健・商工＞

実績値
（H28）

部局

保健
商工

委員意見
数値目標
達成状況

○「発達障がい者総合支援センター」の相談件数
　　㉕２，４６９件→㉚３，５００件

○「発達障がい者総合支援センター」の
　就労支援件数【主要指標】
　　㉕９６８件→㉚１，５００件

実績値
（H27）
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(５－３－３)

評価 特記事項

☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

13万人 13万人 13万人 13万人
129,754

人
134,036

人
○

推進 → → →

16頭 17頭 18頭 19頭 15頭 16頭 △

123人 128人 133人 138人 129人 140人 ◎

推進 → → →

7人 10人 13人 16人 7人 10人 ◎

推進 → → →

10回 10回 10回 10回 11回 10回 ◎

部局

保健

保健

H27･H28取組内容と進捗状況・課題主要事業の概要・数値目標

　障がい者交流プラザの利用促進のため、利用者
の目線に立った管理運営を実施する。

保健

　障がい者の自立と社会参加を促進するため、引
き続き、身体障がい者補助犬貸付事業や意思疎通
支援者養成講座を実施する。

部局

　引き続き多くの児童・生徒に参加してもらうた
め、未開催校等での講演会を実施する。

　広報活動の強化、マイスター認定者への活動機会の
創造に取り組み、マイスターのブランド価値を高める。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　パラリンピック等国際舞台で活躍する選手が県内
学校を訪問し、自身の経験やスポーツの魅力を語る
講演を行った。
　H27　11回（参加者3,635人）
　H28　10回（参加者1,480人）

＜課題＞
　パラリンピック等に向けて，継続実施することが
必要。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
【盲導犬育成】
・H27は盲導犬１頭の育成中に貸与候補者が全国的
にも大きな問題となった交通事故により，死亡した
ため育成を中止した。
・H28は育成を再開し、順調に盲導犬１頭を育成、
育成頭数を伸ばしている。
【意思疎通支援者】
・県意思疎通支援者養成講座の実施
・県意思疎通支援者登録試験の実施

＜課題＞
【盲導犬育成】
・身体障がい者補助犬に対する理解を深めることが
必要。
【意思疎通支援者】
　人材育成に向け，養成講座の受講者を増やすこと
が必要。

●優れた技術・技能を有する障がい者を「徳島県障
がい者マイスター」として認定・表彰することで、
さらなる意欲の向上と就労・社会参加の一層の促進
を図ります。＜保健＞

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・モニタリングの実施等による利用者ニーズの把握
・自主事業の実施

＜課題＞
　適正なモニタリングの継続実施が必要

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

主要施策：３　障がい者の社会参加の推進
数値目標
達成状況

保健

○障がい者マイスター認定者数（累計）
　　㉕－→㉚１６人

今後の取組方針

保健

○障がい者トップアスリート講演会実施回数
　　㉕－→㉗～㉚年間１０回

●「障がい者交流プラザ」を活用し、障がいのある
人もない人もスポーツや芸術・文化活動等を通じ
て、社会参加と交流を促進します。＜保健＞

●県内小、中、高、特別支援学校において「障がい
者トップアスリートによる講演会」を開催し、障が
い者スポーツの素晴らしさを伝え、その理解を深め
ることにより、徳島から２０２０年東京パラリン
ピックの気運の醸成を図ります。
＜保健＞

470

471

472

473

番号

○「障がい者交流プラザ」の利用者数【主要指
標】
　　㉕１２９，９８５人→㉗～㉚年間１３万人

実績値
（H28）

工程（年度別事業計画）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27・H28とも各３人のマイスターを認定

＜課題＞
　マイスター制度の認知度の向上

●障がい者が住み慣れた地域で安心した生活が送れ
るよう、障がい特性に応じて日常生活をサポート
し、自立と社会参加を促進します。＜保健＞

○県登録意思疎通支援者数
　　㉕１０４人→㉚１３８人

○補助犬※の育成頭数（累計）
　　㉕１５頭→㉚１９頭
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(５－３－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

3人 3人 3人 3人 4人 5人 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　パラリンピック等選手育成強化支援事業の募集周
知（資料提供、ホームページ、市町村周知依頼、関
係機関）等広く呼びかけ、選考委員会を開催。H27
は４人、H28は５人の強化選手を決定し、活動の助
成を行った。

＜課題＞
　パラリンピック等に向けて，継続実施することが
必要。

保健
　本県からパラリンピック等の出場選手の輩出の
ため、パラリンピック等選手育成強化支援事業を
実施する。

○パラリンピック等育成強化選手数
　　㉕－→㉗～㉚年間３人

●国際大会や全国大会で活躍が期待される障がい者
スポーツ選手を支援し、本県からパラリンピック及
びデフリンピック※の出場選手を輩出することによ
り、障がい者の自立と社会参加へのさらなる意欲の
向上と県民理解の一層の推進を図ります。＜保健＞474

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度
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(５－３－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,440
人

1,560
人

1,680
人

1,800
人

1,574人 1,815人 ◎

2,350
人

2,500
人

2,650
人

2,800
人

2,486人 2,765人 ◎

推進 → → →

123人 128人 133人 138人 129人 140人 ◎

推進 → → →

110件 110件 110件 110件 129件 112件 ◎

部局

保健

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

数値目標
達成状況

●障がい福祉サービスを充実するための人材を養成
します。＜保健＞

委員意見

●障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や生
きがいづくりの支援の強化を図ります。＜保健＞

保健

○人材バンク活用による
　障がい者スポーツ指導員の派遣・指導件数
　　㉕１１０件→㉗～㉚年間１１０件

●障がい者のコミュニケーション手段等を確保する
ため、手話通訳者、要約筆記者※、盲ろう者向け通
訳・介助員、点訳奉仕員※、音訳奉仕員※など専門
的知識・技能を有する各種人材を養成します。＜保
健＞ 保健

○県登録意思疎通支援者数（再掲）
　　㉕１０４人→㉚１３８人

　障がい者の社会参加を促進するため、引き続
き、意思疎通支援者養成講座を実施する。

　引き続き、障がい者スポーツ指導員の派遣・指
導を実施する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　障がい者のスポーツ振興を図るため、様々な競技
種目において、大会や講演会・教室等へ障がい者ス
ポーツ指導員の派遣・指導をH27は延べ129件、H28
は延べ112件実施した。

＜課題＞
　指導員の派遣・指導について、周知が必要。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・県意思疎通支援者養成講座の実施
・県意思疎通支援者登録試験の実施

＜課題＞
　人材育成に向け，養成講座の受講者を増やすこと
が必要。

保健

○サービス管理責任者研修の修了者数（累計）
【主要指標】
　　㉕１，２１５人→㉚１，８００人

○相談支援従事者研修の修了者数（累計）
　　㉕１，９８２人→㉚２，８００人

　制度内容の変更に留意し，制度改正に沿った研
修となるよう内容の充実を図る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
(H27)
１サービス管理責任者研修の開催（6分野）
２相談支援従事者研修の開催（4コース）
(H28)
１サービス管理責任者研修の開催（5分野）
　(うち児童発達支援管理責任者研修の開催2回)
２相談支援従事者研修の開催（4コース）
　(うち専門コース別研修の開催2回)

　上記研修において，対象者毎に専門性の高いコー
ス別の研修を実施し，障がい福祉サービスを充実す
るための人材を養成した。

＜課題＞
　事業者の支援の質の向上。講師の確保。

今後の取組方針

477

番号

475

476

実績値
（H28）

主要施策：４　障がい福祉サービスの充実
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(５－４－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

38名 42名 48名 55名 44名 47名 ◎

工事
施工中

完成 －

着手
整備
完了

着手
工事

施工中
○

完了
工事

施工中
完成 ○

完成
工事

施工中
完成 ◎

危機・保健・県土・病院

■医療人材の育成
＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・初期・後期臨床研修医数
（平成２７年度）
【中央病院】４３名
【三好病院】　１名
　　　　計　４４名
（平成２８年度）
【中央病院】４３名
【三好病院】　３名
【海部病院】　１名
　　　　計　４７名

＜課題＞
新たな専門医制度への対応

■拠点機能向上のための施設整備
＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・中央病院外構整備工事は、第1期工事が平成28年
11月完成、第2期工事は平成28年9月工事着手、病院
及び近隣住民との発注前の設計協議に不測の日数を
要したこと、工事による外来駐車台数の減少を抑制
するために、工事区域を小割して順に施工する必要
があったことなどにより、一部工事が平成29年度に
繰越
・三好低層棟改修工事については、平成28年10月完
成
・新海部病院の整備については、平成29年1月完成
（平成29年5月開院）

＜課題＞
・完成に向けた的確な工事の進捗管理
・海部病院の整備は、防災拠点としての機能充実に
向けた、国・牟岐町等関係機関との連携

　　　　　　（次ページへ続く）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

危機
保健
県土
病院

部局

部局

■医療人材の育成
　研修医確保については、徳島大学病院や県医師
会等との連携・協力により、高度な知識や技術・
経験を持つ指導医や専門医を養成するなど、優れ
た医師の育成・医療の質の向上を推進するととも
に、次の世代の研修医を育てる医師育成サイクル
を構築し、今後一層の医療人材の育成・確保に努
める。

■拠点機能向上のための施設整備
　引き続き，総合メディカルゾーンの機能向上の
ため施設整備を進める。

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－４　いきいき健康とくしまの推進

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

　○三好病院（西部センター）の整備
　　　㉕低層棟改修工事着手→㉗工事完了
　　　㉗外来駐車場整備等着手・完了

●県民医療の発展と地域医療の再生をめざす医療拠
点である「総合メディカルゾーン※」については、
隣接する県立中央病院と徳島大学病院を本部、県立
三好病院を西部センター、県立海部病院を南部セン
ターとし、それぞれ医療拠点としての充実強化を図
るとともに、相互の連携を推進することにより、県
下全域の医療の最適化に取り組みます。
＜危機・保健・県土・病院＞

医療人材の育成
　○県立病院における初期・後期臨床研修医数
【主要指標】
　　　㉕３１名→㉚５５名

委員意見

数値目標
の達成度

478

　○海部病院（南部センター）の整備
　　　㉕建築工事着手→㉘完成

　○海部病院・地域医療研究センターの充実

拠点機能向上のための施設整備
　○中央病院（本部）の整備
　　　㉗外来駐車場整備等着手→㉘整備完了

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：１ 「総合メディカルゾーン」
             の整備

実績値
（H27）

今後の取組方針
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(５－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

実施 実施 ◎

■災害対応力の強化
＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・総合メディカルゾーンにおいて、中央病院と大学病院
が合同で初の図上訓練を実施した。(H29.2)
・県立３病院、鳴門病院、徳島赤十字病院の実務担当者
等による「災害医療連携検討ワーキング」を開催し、情
報共有と具体策の検討を行った。(H27.10)
・災害拠点病院の災害時の連携を図るため、訓練の相互
参加を行った。(H27.6、H27.10、H28.6、H28.9、H28.11)
・県立病院と鳴門病院で、災害時の備蓄品について、共
同購入を実施し、規格統一とコスト削減を図った。
・各圏域ごとに開催する広域災害医療訓練に参加し、関
係機関との連携体制を確認した。(東部H27.10、西部
H27.9、H27.10、南部H27.12）

整備・
機能の
充実

整備・機
能の充実

充実 ◎

■三好病院の沿岸部への後方支援機能強化
＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・自衛隊ヘリによる救急搬送訓練を実施した。(H28.9、
H28.11)
・地域の災害医療関係機関との初の合同訓練を実施し
た。(H28.11)
・津波被害の心配がない三好病院において、沿岸部の病
院を支援するため、ドクターヘリや支援ヘリの運航調整
を行う「ＣＳ室」の整備を行った。(H28.3)
・災害時の院内拠点として活用できる多目的ホールを整
備した。(H27.12)
・外付けアンテナによる衛星携帯電話を追加整備した。
(H27.12)
・自衛隊ヘリによる夜間救急搬送訓練を実施した。
(H27.10)

一斉
更新

整備方針
策定

基本方針
策定

－

■ICT（情報通信技術）の活用
＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・平成３０年度に県立３病院のシステム統一化を目指
し、平成２７年度は「整備方針」を策定
・平成２８年度は、更新支援業務のコンサルタント会社
を調達するとともに，導入会議を設置し、基本方針及び
調達仕様書（暫定版）を作成

医療提供体制の充実
　○救急医療、小児医療、周産期医療、地域
　　医療及びがん医療等の医療提供体制の整備

危機
保健
県土
病院

■医療提供体制の充実
　引き続き、総合ＭＺ本部（中央病院と徳島大学病
院）、「西部センター」、「南部センター」の「機能
強化と連携強化」によって、「全県的な医療の質の向
上」と「地域医療の再生」を図る。

■災害対応力の強化
「戦略的災害医療プロジェクト基本戦略（H28.3策
定）」に基づく関係機関との連携強化を図る。

■ICT（情報通信技術）の活用
　平成３０年度のシステム統一化に向け、ベンダ選定
等諸手続を確実に推進する。

　　　　　　（前ページの続き）
■医療提供体制の充実
＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・救急医療（H27･H28救急患者数）
　　　　　　　　　　　　　　 H27　　　H28
　中央（３次救急医療機関） 18,248人　17,701人
　三好（３次救急医療機関）　8,022人　 7,129人
　海部（２次救急医療機関）　3,247人　 3,397人
・小児医療（H27･H28小児救急患者数）
　中央（小児救急拠点病院） 4,380人　　4,313人
・周産期医療
　中央（地域周産期母子医療センター）
　ＮＩＣＵ稼働率
　　H24 54.6% →　H27 80.5%　H28 84.4%
・地域医療（へき地医療）
　３病院（へき地医療拠点病院）
　　応援診療 →　H27 1,075回　H28 1,210.5回
・H28.12那賀町、牟岐町、美波町、海陽町の４町と「医
療提供体制『海部・那賀モデル』推進協定書」を締結し
た。
・がん医療
　三好（H27.4月 地域がん診療病院に指定）
　　→　H26リニアック、緩和ケア病棟を整備
　県内のがん医療の均てん化が図られ、医療体制が整備
された。
　都道府県がん診療連携拠点病院 徳島大学病院
　地域がん診療連携拠点病院  徳島県立中央病院、徳島
赤十字病院、徳島市民病院
　地域がん診療病院 徳島県立三好病院
＜課題＞
　医師の確保

◎整備整備

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用
　○県立３病院の医療情報システムの統一
　　　㉚システムの一斉更新

主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
番号

数値目標
の達成度

　○三好病院の沿岸部への後方支援機能強化
　　　㉗ドクターヘリＣＳ室の整備、
　　　　災害対策本部機能の充実

実績値
（H28）

災害対応力の強化
　○災害拠点病院間の連携体制強化
　　　㉖～㉚訓練等の相互参加
　　　㉗～㉚災害時備蓄品等の共同購入
　　　㉘～㉚大規模災害合同訓練の実施
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(５－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

479
策定・
推進

推進 →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・Ｈ28.2
　「徳島県病院事業経営計画～安心医療・とくしま
を支える新県立病院プラン～素案」（新公立病院改
革プラン）を県議会へ報告
・Ｈ28.4
　外部委員からなる「県立病院を良くする会」に説
明し意見聴取するとともに、パブリックコメントを
実施
・Ｈ28.6
　県議会へ最終案を報告
　「徳島県病院事業経営計画」の策定

＜課題＞
「徳島県病院事業経営計画」の着実な推進

　病院経営を取り巻く環境に的確に対応し、病院
事業全体として、安定的かつ継続的な経営基盤構
築のため着実に取り組む。

病院

推進 → → →

18回 22回 26回 30回 18回 22回 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
《H27》（実績値：計18回）
１　公開講座の実施
２　がん緩和ケア研修会等の実施（３回）
３　がんサロンの開催（１２回）
４　広報誌等の配布
５　【世界がんの日】ポスター展の開催
《H28》（実績値：計22回）
１　公開講座の開催
２　がん緩和ケア研修会等の実施（７回）
３　がんサロンの開催（１２回）
４　広報誌等の配布
５　【世界がんの日】ポスター展の開催

　上記の取組により、目標数値を達成した。

＜課題＞
　緩和ケアなどがんに関する各種情報について地域
住民への更なる普及啓発が必要。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

病院

　グループ指定となっている県立中央病院との連
携により、医療従事者への研修会を実施すること
でがん治療体制の強化を図るとともに、地域がん
診療病院としてフルセットの各種がん医療が可能
である県立三好病院におけるがん治療のブランド
化を図る。

今後の取組方針 部局

●地域がん診療病院である県立三好病院において、
県立中央病院との連携により、がん治療体制を強化
するとともに、がんに関する各種の情報提供などの
普及啓発により、地域のがん患者及びその家族のが
んに関する不安の解消に取り組みます。＜病院＞

480

○県民・医療従事者への情報提供
　（公開講座、勉強会、広報誌、リーフレットな
ど）
　　㉕７回→㉚３０回

数値目標
の達成度

番号 主要事業の概要・数値目標

●県立病院における「新公立病院改革プラン」を策
定し、高度・先進医療や救急医療等の政策医療を安
定的かつ継続的に推進します。＜病院＞

実績値
（H28）

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）
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(５－４－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

70人 80人 90人 95人 83人 94人 ◎

3地域 3地域 3地域 3地域 3地域 ３地域 ◎

構築 － － －

→ 開院

開院 開院 ◎

保健

保健

　災害時における医療提供体制を確保するととも
に、美波町とも連携し、地域に根ざした医療サー
ビスの提供を図る。

部局

部局

保健

○海部・那賀地域の公的医療機関が一体となった
医療提供体制の構築
　　㉚構築

番号

482

数値目標
の達成度

○地域医療研修の実施地域
　　㉕３地域→㉗～㉚３地域

主要事業の概要・数値目標

481

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
「美波町国民健康保険由岐病院」と「美波町国民健
康保険日和佐病院」を統合・再編し、「美波町国民
健康保険美波病院」が平成28年3月1日開院した。
※美波病院の概要
所在地：美波町田井105-1（由岐IC付近）
構　造：鉄筋コンクリート造3階建（免震構造）
診療科：内科・外科・整形外科・脳神経外科
病床数：50床
救急告示病院、災害医療支援病院指定

＜課題＞
　平時から災害時への対応が円滑に行えるよう病院
の体制を強化する必要がある。

●「美波町国民健康保険由岐病院」と「美波町国民
健康保険日和佐病院」を統合・再編し、高台への移
転改築により、災害時における医療提供体制を確保
するとともに、美波町における総合的・継続的な医
療サービス提供体制の確保を図ります。＜保健＞

●県内における地域医療を守るための仕組みを検討
するとともに、医師修学資金の貸付や夏期地域医療
研修の開催などにより、地域医療を担う医師等の養
成・確保を図ります。
また、海部・那賀地域の医師不足に対応するため、
移転改築後の海部病院内に、若手医師・医学生の研
修・実習の拠点となる地域医療研究センター（仮
称）を開設するとともに、海部・那賀地域の公的医
療機関が一体となった医療提供体制（海部・那賀モ
デル）を構築します。＜保健＞

○医師修学資金貸与者数（累計）【主要指標】
　　㉕５９人→㉚９５人

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○県内の高校生、大学生に対し、３地域での地域医
療研修の実施などにより、身近に地域医療を感じて
もらうことで、地域医療への関心をより一層高め、
将来の人材育成に寄与した。また、平成27年度には
12人、28年度には11人に対して新たに医師修学資金
の貸与を行った。
○海部・那賀モデル推進協議会を３回開催し、
H28.12.20に那賀町、牟岐町、美波町、海陽町の４
町と「医療提供体制『海部・那賀モデル』推進協定
書」を締結した。

＜課題＞
　県外への人口流出や高齢化が進んでいる現状を踏
まえ、いかに地域医療を担う人材を確保できるかが
課題である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●県内における地域医療を守るための仕組みを検討
するとともに、医師修学資金の貸付や夏期地域医療
研修の開催などにより、地域医療を担う医師等の養
成・確保を図ります。
また、海部・那賀地域の医師不足に対応するため、
移転改築後の海部病院内に、若手医師・医学生の研
修・実習の拠点となる地域医療研究センターを開設
するとともに、海部・那賀地域の公的医療機関が一
体となった医療提供体制（海部・那賀モデル）を構
築します。

・県外への人口流出や高齢化が進んでいる現状を
踏まえ、継続的に地域医療に関心をもってもらう
ための活動を行い、地域医療を担う人材の確保に
努めていく。
・医師の収入確保・身分保障・リスクに対する安
全確保に努めつつ、海部・那賀地域への医師派遣
による人事交流を推進するとともに、システムの
構築・活用による人材育成を図る。

主要施策：２　安全・安心な地域医療
             体制の充実

委員意見
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

○「国民健康保険美波病院」の整備
　　㉘開院

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

今後の取組方針
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(５－４－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

→ → 開設

開設 - 整備中 -

→ → 開院

開院 - 実施設計 -

部局

保健

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　徳島赤十字病院日帰り手術センターの整備に着手
し、事業を推進。

＜課題＞
　適切な進捗管理

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「徳島赤十字病院日帰り手術センター」の整備に
より、短期入院症例の外来化を図り、急性期病院と
地域の医療機関等との連携体制の強化と在宅医療へ
の移行を進めるとともに、外来化により確保した空
床をもって地域の医療機関からの紹介患者や救急患
者の受け入れを推進します。
○「徳島赤十字病院日帰り手術センター」の整備
　　㉙開設

　「徳島赤十字病院日帰り手術センター」の整備
を推進。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　阿南医療センターの整備に向け、実施設計を完
了。

＜課題＞
　適切な進捗管理

○「徳島赤十字病院日帰り手術センター
　（仮称）」の整備
　　㉙開設

○「阿南医療センター」の整備
　　㉙開院

483

484

●阿南医師会中央病院と阿南共栄病院の統合によ
り、新たに設立される「阿南医療センター」を地域
包括ケアシステムの中核拠点として整備します。＜
保健＞

●「徳島赤十字病院日帰り手術センター（仮称）」
の整備により、短期入院症例の外来化を図り、急性
期病院と地域の医療機関等との連携体制の強化と在
宅医療への移行を進めるとともに、外来化により確
保した空床をもって地域の医療機関からの紹介患者
や救急患者の受け入れを推進します。＜保健＞

今後の取組方針

保健　「阿南医療センター」の整備を推進。

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H28）
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(５－４－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

13,072
人

13,312
人

- 13,080人 ◎

1,270
人

1,400
人

- 1,502人 ◎

保健
　更なる看護職員の確保を目指し、総合的な確保
対策を推進する。

○６０歳以上の就業看護職員数
　　㉔１，０２７人→㉚１，４００人

○看護職員従事者数
　　㉔１２，５９２人→㉚１３，３１２人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　県内定着促進　修学資金の貸与
   （H27:50件 H28:58件）
２　看護の質の向上、早期離職の防止
 ①新人看護職員研修
  ・病院での研修事業（H27:16病院 H28:15病院）
  ・多施設合同研修会
　 （H27:16回、625人受講
     H28:18回、689人受講）
  ・研修責任者等研修事業等
   （H27:13回、406人受講 H28:13回、473人受講)
  ・新人看護職員研修推進協議会
　 （H27:3回 H28:3回）
３　就業の促進、離職防止対策
 ①病院内保育所運営費補助事業
   （H27:12施設 H28:11施設）
 ②看護職員確保定着事業
　・勤務環境改善推進委員会
　 （H27：4回 H28:4回）
　・勤務環境改善普及啓発研修会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
 　（H27:4回、315人受講、H28:3回、204人受講）
  ・看護職員相談窓口設置
   （H27:20件 H28:22件）
 ③徳島県ナースセンター事業
　・年度末登録求職者数（H27:180人 H28:280人）
　・求職者と求人施設のマッチング
　　就業者数 （H27:294人 H28:236人）
 ④就業支援体制強化事業
　・県南部、西部にナースセンターのサテライト展
開
　・エリアマネージャーの配置
　 （H27:5人配置、施設訪問377件
     H28:5人配置、施設訪問172件)
  ・出前就職ガイダンス
    (H27:20施設、45人参加
     H28:17施設、39人参加)
 ⑤看護師等免許保持者の届出制度による届出数
　（H27:154件 H28:363件）

＜課題＞
　県内定着促進・離職防止。再就業支援について、
より地域の実情に応じた支援を充実し、潜在化予防
等の対策を推進する必要がある。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針
数値目標
の達成度

●看護職員の養成及び県内定着促進・離職防止、再
就業の支援を行うため、ナースセンター機能を強化
し、地域の実情に応じた看護職員確保対策を推進し
ます。＜保健＞

485

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

部局
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(５－４－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

5人 17人 １人 5人 -

推進 推進 推進 設置 設置 ◎

推進 → → →

260件 265件 270件 275件 331件 324件 ◎

支援 → → →

200人 200人 200人 200人 303人 427人 ◎

4,300
人

7,500
人

8,500
人

9,500
人

6,922人 8,676人 ◎

推進 策定 推進 →

策定 - 策定 ◎

保健

○患者の居宅等において調剤が可能な薬局数
　　㉕２３５件→㉚２７５件

487

○徳島大学に県立病院の診療機能を補完する
　寄附講座の設置
　　㉗～㉙推進

●少子高齢化が進むことから、血液製剤の安定供給
の確保を図るため、これからの献血を支えていく若
年層に対し、献血思想の普及を図ります。また、若
年層に向けた各種啓発を実施し、献血者の増加を図
ります。＜保健＞

●地域の医療提供体制の充実を図るため、徳島大学
への寄附講座設置や地域医療支援センターの登録医
師確保などにより、県立病院等の医師不足病院にお
ける医師・診療科の確保を図ります。＜保健＞

●在宅医療を推進するため、在宅患者を訪問し、薬
学的管理指導に対応できる薬局の増加を図るととも
に、薬剤師資質の更なる向上に取り組みます。＜保
健＞

○高等学校の学内における学生の献血受付者数
　　㉕１７７人→㉗～㉚年間２００人

488 保健

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H27においては地域医療再生基金、H28においては
地域医療介護総合確保基金を活用し、５つの「寄附
講座」と１つの「委託講座」を設置した。
・講座の設置により地域医療提供体制を維持し、拠
点病院をフィールドとした診療活動等に取り組むこ
とにより、医学生・研修医への教育及び研究活動の
充実を図った。
・臨床研修を終えた医師修学資金貸与者について、
H27は1名、H28は4名の地域医療支援センターにおけ
るキャリア形成プログラムへの登録を行った。

＜課題＞
・県立病院等の医師・診療科を確保するため、講座
医師の活動拠点の充実を図る必要がある。
・今後、臨床研修を終える地域枠医師へ対応する必
要がある。

　H29に臨床研修を終える医師について、地域医
療支援センターと連携して、引き続き登録数が増
加するよう取組を推進する。

　若年層の献血者数を増加させるため，若年層に
向けたタウン誌による広報やイベント等における
啓発を推進する。

○献血モバイル会員登録者数
　　㉕３，１９２人→㉚９，５００人

○地域医療支援センター登録医師数
　　㉕－→㉚１７人

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　若年層に身近なタウン誌と連携した広報・啓発
活動を実施
２　タウン誌等にＱＲコードを掲載し，携帯電話か
らのモバイル会員の登録を推進

上記の取組により，目標を達成した。

＜課題＞
　若年層人口の減少

●地方独立行政法人鳴門病院の運営において、中期
計画を着実に推進し、県北部の中核病院としての充
実、地域の医療水準の向上を図ります。＜保健＞

489

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・中期計画を着実に推進するとともに，第２期中期
計画を策定した。
・県北部をはじめ香川県東部や兵庫県淡路島地域の
政策医療を担い、地域の中核的かつ急性期病院とし
て重要な役割を果たしている。
・地域への社会的貢献について、院内の糖尿病教
室、地域の医療フォーラム、出前講座、ケーブルテ
レビや病院広報誌などを通じ、院内外で医療・健康
に関する啓発活動などに取組んだ。

＜課題＞
　第２期中期計画を着実に推進

○第２期中期計画を着実に推進し，地域の医療水
準の向上を図る。

保健486

○次期「中期計画」の策定・推進
　　㉘策定

今後の取組方針 部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「在宅医療に関するスキルアップ研修会」、「くすりと健
康フェア」における市民広報活動等により、患者の居宅
等において調剤が可能な薬局数は、所期の目標を達成
した。

＜課題＞
　在宅医療に携わる薬局薬剤師の、更なる資質向上に
取り組む必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標の変更】
○かかりつけ薬剤師のいる在宅対応薬局の占める割合
　　㉕－→㉚５５％

数値目標
の達成度

保健

　在宅対応薬局のうち、服薬情報の一元的、継続的把
握や医療機関等との連携機能を有する「かかりつけ薬
剤師」のいる在宅対応薬局の割合を目標数値として、
推進に取り組む。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）
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(５－４－３)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

70.6 68.8 67.1 65.3 73.0
H30.1頃
確定予定

△

3圏域 3圏域 3圏域 3圏域 3圏域 3圏域 ◎

－
H30.3頃
確定予定

－

10人 15人 20人 25人 10人 15人 ◎

推進 → → →

215名 245名 275名 300名 310名 249名 ◎

210件 240件 270件 300件 232件 253件 ◎

75,900
件

79,700
件

83,700
件

88,000
件

75,071
件

80,003
件

◎

部局

　がん検診受診促進を行うため，市町村や関係機
関及び「徳島県がん検診受診促進事業所」と連携
して，官民一体となってがん検診受診率向上の啓
発を行う。
　特に，職域におけるがん検診の受診促進には事
業所内の経営者の理解と協力が不可欠なことか
ら，協会けんぽ等と連携し，がん検診の受診促進
を積極的に行う。

部局

保健

主要施策：３　がん対策の推進

○国指定がん診療連携拠点病院等がある
　２次医療圏域数（県内３圏域）
　　㉕２圏域→㉗３圏域

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H27）

実績値
（H28）

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　平成27年度に徳島県立三好病院が「地域がん診
療病院」に指定
　「地域がん診療連携拠点病院」の無かった西部医
療圏において「地域がん診療病院」に指定され、県
内のがん医療の均てん化が図られ、提供体制が整備
された。
　都道府県がん診療連携拠点病院 徳島大学病院
　地域がん診療連携拠点病院 徳島県立中央病院、
徳島赤十字病院、徳島市民病院
　地域がん診療病院 徳島県立三好病院
２　「治療の記録ノート」の増刷
　がん診療拠点病院等で治療を受けた後も、医療機
関で引き続き治療を受けられるよう医療連携の促進
を行った。
３　緩和ケア研修会の開催
　がん医療に携わる医師の受講（修了者数H27年度
169名，H28年度185名，延べ833名が受講）
４　がん検診の受診促進
　ピンクリボンイベント(10月乳がん啓発月間）
　小、中、高校への出前講座
　　 （H27，H28年度各14校）
　大学等の学園祭メッセージカード作成
　　　(H27,H28年度各6校)
　早期発見・早期治療につながるがん検診の受診促
進を行い、がんによる死亡者の減少を目指す。
５　がん患者就労支援モデル事業の実施（H27）
　がん患者団体の小松菜栽培事業による就労を支援
した。

＜課題＞
　がん検診の受診促進を行うには、まず県民への理
解が不可欠である。がんに関する正しい知識やがん
検診の必要性を知っていただくための啓発を推進す
る必要がある。

　県内の在宅のがん医療の適切な支援を行うた
め，関係機関と連携し，在宅緩和ケアに関する県
民公開講座を開催する。
　また，県が一元化して情報発信をしている「と
くしまがん対策センター」のホームページやがん
に関するあらゆる悩みに対応できる相談窓口の周
知を行い，がん患者やその家族が安心して生活で
きるよう支援を推進する。

●「がん診療連携拠点病院」等の空白医療圏をなく
すため、国指定がん診療連携拠点病院等がある２次
医療圏域を増やすことにより、がん診療体制の整備
の充実を図るとともに、地域連携クリティカルパス
※の推進等により、身近な地域で本人の意向を尊重
した「がん治療」が受けられる環境づくりを進める
とともに、がん検診の受診率の向上による死亡者の
減少と治療の初期段階からの緩和ケアの実施による
がん患者及びその家族の療養生活の質の維持向上を
図ります。＜保健＞

数値目標
の達成度

主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

○徳島がん対策センターにおける相談件数
　　㉕１４９件→㉚３００件

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　在宅緩和ケアに関する県民公開講座の開催
　平成27年8月17日，22日　平成28年1月31日
  平成28年6月12日　平成29年2月18日
２　がん患者相談
　電話・訪問でがん患者とその家族のあらゆる悩み
の相談に応じた。
３　徳島がん対策センターホームページの運営
　パソコンだけでなくスマートフォンにも対応でき
るように改善を図り、がん医療の情報発信を実施し
た。

＜課題＞
　一元化してがん医療の情報発信及び相談業務を実
施しているが、より多くのがん患者が利用できるよ
う啓発が必要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○在宅緩和ケアに関する研修会の参加者数
　　㉕１５５名→㉚３２０名

491

○がん検診受診率の向上
　　㉕胃３５．１％、大腸３３．５％、
　　　肺３９．５％、乳房３３．１％、
　　　子宮３１．９％
　　→㉚胃・大腸・肺当面４０％、
　　　　乳房・子宮５０％

○ホームページへのアクセス件数
　　㉕６８，８３７件→㉚８８，０００件

490

○がん患者支援団体等が行う事業で働く
　がん患者・経験者の延べ人数
　　㉕－→㉚２５人

○在宅緩和ケアに関する研修会の参加者数
　　㉕１５５名→㉚３００名

保健

保健

●「徳島がん対策センター」において、県内のがん
医療における在宅医療や、がん患者及びその家族に
対する支援を推進します。＜保健＞

○がんの７５歳未満年齢調整死亡率
　（人口１０万対）【主要指標】
　　㉕７６．６（全国８０．１　15位）
　　→㉚６５．３　　　　　　　　　　<暦年>

番号

委員意見

今後の取組方針

数値目標
達成状況
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(５－４－４)

評価 特記事項

☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

50% 60% 70% 80% 71% 78% ◎

7,950
件

8,050
件

8,150
件

8,250
件

9,226件 9,654件 ◎

実施
モデル事
業実施

モデル事
業の検証

○

運航 → → →

225箇
所

235箇
所

245箇
所

250箇
所

226箇所 234箇所 ○

494 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　精神科救急医療体制連絡調整委員会を開催し、精
神科病院と警察・消防等との連携体制強化を図っ
た。

＜課題＞
　精神科病院と警察・消防等との連携体制をより強
化する必要がある。

　引き続き、精神科救急医療体制の確保・強化に
取り組む。

保健

部局

保健

部局

●緊急な医療を必要とする精神障がい者等が、迅速
かつ適切な医療を受けられるよう、引き続き精神科
救急医療体制の確保を図ります。＜保健＞

主要施策：４　救命救急医療体制の充実

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○＃８０００の相談実績
　　㉕７，９２７件→㉚８，２５０件

数値目標
の達成度

492

○「＃８０００」徳島こども救急電話相談の
　新システムスタート
　　㉗実施

委員意見

●小児救急電話相談事業（＃８０００）の利用促進
のための周知を図るとともに、＃８０００を活用
し、すぐに病院にかかる必要がある小児患者の情報
を医療機関等に提供するモデル事業を実施し、安心
して子育てができる環境整備を図ります。（再掲）
＜保健＞

●県下全域におけるドクターヘリの運航に加え、近
隣県におけるドクターヘリとの相互応援や消防防災
ヘリとの連携による、二重・三重のセーフティネッ
トを充実し、救急患者の救命率の向上や後遺症の軽
減を図ります。また、ドクターヘリの臨時離着陸場
（ランデブーポイント）の整備充実を図ります。＜
保健＞

○＃８０００の認知度【主要指標】
　　㉕－→㉚８０％

493

今後の取組方針

保健

　子育て支援関係機関と連携し、周知方法を検討
するなど「＃８０００」の認知度向上・利用促進
に努めるとともに、より利便性の高いサービスを
提供できるよう引き続き検討を行う。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　子どもの急な病気やけがで心配なとき、看護師や
小児科医が電話でアドバイスする「徳島こども救急
電話相談（＃８０００）」の周知用パンフレットを
作成し、市町村等へ配布するとともに、「おぎゃっ
と２１」会場で、直接、保護者に配布した。
　また、27年度に実施したモデル事業について、検
証を行い、県民ニーズを捉えた取組について検討し
た。

＜課題＞
　28年度の数値目標は達成したが、引き続き周知・
啓発に努める必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○＃８０００の相談実績
　　㉕７，９２７件→㉚９，５００件

保健

　今後も救命率向上に向けた治療開始時間及び搬
送時間の短縮を図るとともに、きめ細かなドク
ターヘリの運航を確保するため、市町村や消防な
ど関係機関との連携を一層推進し、更なる臨時離
発着場の拡充に取り組む。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　年に２回県内の各消防本部あて（非常備消防町村
においては当該町村あて）に臨時離着陸場の追加推
薦依頼を行っており、これによりH27年度は３箇
所、H28年度は８箇所が新たに追加され、H28年度末
で合計２３４箇所の確保を行っている。

＜課題＞
　特に中山間地域においては、ドクターヘリの有用
性・必要性が高いことから、今後も当該地域を中心
として、臨時離発着場の適地を探すことが必要であ
る。

○臨時離着陸場数
　　㉕２１８箇所→㉚２５０箇所

番号

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

工程（年度別事業計画）
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(５－４－５)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

差の
縮小

- - -

820
事業所

880
事業所

940
事業所

1,000
事業所

885
事業所

925事業
所

◎

20
市町村

24
市町村

24
市町村

24
市町村

24市町村 24市町村 ◎

推進 推進 推進 推進 推進 推進 ◎

推進 → → →

着工 － 着工 ◎

今後の取組方針

●「すべての県民が共に支え合い、心身ともに健康
で幸せに暮らせる徳島づくり」を実現するため、関
係機関・団体と連携を図りながら「徳島県健康増進
計画（健康徳島２１）」を推進します。
また、正しい「健・幸・食」情報を発信する「食の
コンシェルジュ」を全県的に拡大展開し、『「食」
から徳島を元気に！』を合い言葉に、「食べるこ
と」から元気で活力ある「とくしまづくり」を推進
します。＜保健＞

実績値
（H27）

○健康寿命※の延伸【主要指標】
　　㉒→㉙平均寿命と健康寿命の差の縮小
　　　　　男　９．５４（全国　９．１３）
　　　　　女１３．４８（全国１２．６８）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

県土
　平成２９年度に健康増進施設（物資集積施設）
の建築工事に着手する。

数値目標
の達成度

　○野菜摂取量アップ対策に取り組む事業所
　　（食のコンシェルジュ）が所在する市町村数
　　　㉕１８市町村→㉘２４市町村（全県展開）

委員意見

工程（年度別事業計画）

主要施策：５　健康寿命の延伸

　○「健康とくしま応援団」のうち、
　　野菜摂取量アップ対策及び
　　食環境づくりに取り組む事業所数（累計）
　　　㉕６８３事業所→㉚１，０００事業所

　○「徳島県健康増進計画」の推進
　　　㉗～㉚推進

●県内における糖尿病死亡率の改善をはじめ、ス
ポーツやレクリエーションを通し、県民の健康増進
を図るため、西部圏域の拠点として、「西部健康防
災公園」の整備を推進します。＜県土＞

　今後の効果的な対策の推進を図るため，これま
での取組みの評価や新たな課題について検討し，
次期計画を策定する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○平成２７年度は健康増進施設の実施設計
○平成２８年度は
・連絡道、園路工事（三好市側）
・西部防災館建築工事
に着手

＜課題＞
　平時の利活用を啓発する必要がある。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・「健康寿命の延伸」においては，「健康徳島21
（徳島県健康増進計画）」の推進を図るため，中間
評価を実施（H27)し，各取組みの進捗を確認すると
ともに，平成28年度においては，最終評価（H29）
に必要な基礎資料となる県民健康栄養調査を実施し
た。

・「健康徳島21」に基づく具体的な取組について、
　○　食対策：関係機関と連携した正しい食情報の
発信及びバランスのとれた食事や野菜たっぷりレシ
ピ集の作成
　特に野菜摂取量アップ対策においては，野菜摂取
量アップ専門部会や担当部局検討会において，各団
体や各部局の連携による効果的な取組みを検討・実
践することにより，若い世代や働き世代，農産市へ
の啓発等連携先を拡大し，県内全域で１日の摂取目
標量３５０ｇや簡単な摂り方の正しい食情報の発信
に取り組んだ。
　○　運動対策：阿波踊り体操の普及やウォーキン
グ協会との連携により運動習慣定着に向けた取組
　○　環境整備：健康とくしま応援団の登録促進や
チャレンジカード普及等
　○　生活習慣病の発症予防や重症化予防：医師
会､栄養士会等との連携による取組　等

 ＜課題＞
・　関係機関と連携した効果的な情報発信や取組み
の充実・強化が必要。

保健・県土

保健

○西部健康防災公園の整備
　　㉘健康増進施設の着工

495

496

主要事業の概要・数値目標番号 部局

部局
数値目標
達成状況

実績値
（H28）
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(５－４－５)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

497 推進 → → →

620人 740人 860人 980人 684人 797人 ◎

推進 → → →

158.9 156.3 153.7 151.1 148.2
H30.1月
頃判明

◎

推進 → → →

30% 35% 40% 50% －
H29.10月
頃判明

－

　引き続き、技能向上研修や介護予防活動推進モ
デル事業を実施し、「介護予防リーダー」の技能
向上と活躍の場の拡大に努める。

部局今後の取組方針

　平成29年度新規事業として「COPD認知度向上対
策事業」実施により、「企業の健康経営を推
進」，「早期受診・早期治療対策」,「受動喫煙
防止対策の推進」を柱として、ＣＯＰＤ認知度向
上に向け、あらゆる機会を用いて普及啓発を行っ
ていく。

保健

保健

保健

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　各市町村の老人クラブの会員等を対象として県内
３箇所（中央・南部・西部）において研修を実施
し、地域において介護予防活動を実践する「介護予
防リーダー」を養成するとともに、「介護予防リー
ダー」の更なるスキルアップを図るため、技能向上
研修を行った。
　また、介護予防活動推進モデル事業により介護予
防リーダーの積極的な活用を図った。

＜課題＞
　引き続き、「介護予防リーダー」の技能向上や、
各地域の健康づくり行事等での企画運営への参画な
どの活躍の場の拡大に努める必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標の変更】
○「介護予防リーダー」活用促進事業による介護予
防リーダー活動実績人数（累計）
　　㉕－→㉚９８０人

・脳卒中等生活習慣病に対して、地域医療福祉連
携ネットワーク事業により、症例検討会や懇談
会、地域住民に対する普及啓発等を行う。
・がん、心疾患、脳卒中等、疾患の早期発見・早
期治療のためには検診（健診）受診率アップを図
る必要がある。
・企業の健康経営を推進することで働き盛り世代
における生活習慣病発症予防や重症化予防を図
る。

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H27）

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・地域医療福祉の連携推進等体制整備に向け継続し
た取組みを進める。
・地域連携クリティカルパスへの理解を深め、切れ
目のないサービスが提供されるシステム作りを推進
すると共に、患者や家族への情報提供、普及啓発を
行う。

＜課題＞
・働き盛り世代が多くを占める壮年期において、検
診（健診）受診率が低い。
・働き盛り世代への効果的な対策を実施するには事
業主の理解が必要である。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　毎年5月，禁煙週間に係る１週間程度、県庁１
階県民ホールにおいて啓発ポスターの掲示
２　ＣＯＰＤに係るe-モニターアンケート実施(疾
患の認知度について）
３　ＣＯＰＤ認知度向上のため各保健所での啓発及
び県民公開講座等の実施
４　H27年度「徳島県健康増進計画」の中間評価に
より課題を分析し、受動喫煙防止等の対策を検討し
た。
５　H28年度 認知度向上のためのポスター・チラシ
を作成し医療機関をはじめとする関係機関へ配布し
た。

＜課題＞
　ＣＯＰＤ認知度向上が進んでいないため、要医療
者が未受診であったり重症化してから受診するな
ど、適切な医療を受けられていない事例が多い。

●生活習慣の改善を通じて生活習慣病の発症や重症
化の予防等を推進することにより、三大疾病である
「がん、心疾患、脳卒中」の死亡率改善を図りま
す。＜保健＞

○ＣＯＰＤの認知度（内容を知っている）の向上
　　㉕２０％→㉚５０％

工程（年度別事業計画）

●介護予防に重点を置いた健康づくりを推進するた
め、介護予防リーダーの継続的な養成を図るととも
に、各市町村に設置している介護予防活動推進協議
会を核として介護予防リーダーの活動の場づくりを
推進します。＜保健＞

498

499

番号

●喫煙習慣の改善、受動喫煙防止対策を推進するこ
とにより、長期の喫煙習慣が主な原因であるＣＯＰ
Ｄ（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率改善を図ります。
＜保健＞

○三大疾病による壮年期死亡率
　（壮年期人口１０万対）
　　㉕１６４．１→㉚１５１．１　　　<暦年>

○「介護予防リーダー」技能向上研修
　の受講者数（累計）
　　㉕５００人→㉚９８０人
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(５－４－６)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

全国最
下位から
の脱出

全国最
下位から
の脱出

全国最
下位から
の脱出

全国最
下位から
の脱出

４３位
４０位
(概数）

◎

70%

45%

H29.10月
頃判明予

定
- -

推進 → → →

139施
設

143施
設

147施
設

150施
設

160施設 181施設 ◎

推進 → → →

2,500
人

2,500
人

2,500
人

2,500
人

2,544
人

2,500人 ◎

今後の取組方針 部局

保健

部局

保健

　引き続き関係機関と連携し，「糖尿病性腎症重
症化予防プログラム」の推進はもとより,糖尿病
患者が効果的・効率的な治療・指導を受けられる
体制について検討する。

○糖尿病の診療を行っている医療施設
　（３２７施設）のうち、「糖尿病連携手帳」
　を活用している施設数
　　㉕１３１施設→㉚１５０施設

保健

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

保健

委員意見

主要施策：６　糖尿病対策の推進

実績値
（H27）

　＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
世界糖尿病デーにあわせて11月初旬にブルーライト
ウォーキングを実施したほか，県策定ウォーキング
マップ等を活用したウォーキング大会の3回以上参
加者を顕彰することにより，運動習慣定着を推進
し，目標を達成した。

＜課題＞
　県民全体の運動習慣定着や身体活動増加を目指す
ため，環境整備の推進を継続する必要がある。

　関係機関と連携し，企業の健康経営を推進し，
働き盛り世代への取組みを強化するとともに，発
症，重症化予防の両面から更なる取組推進に努め
る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・みんなでつくろう！健康とくしま県民会議
    ○全体会(1回）
　　○幹事会(1回）
・糖尿病対策については，平成27年度は高校生によ
る糖尿病予防啓発劇や小・中・高校生等を対象とし
た標語コンクールを実施することで，若い世代への
啓発強化に取り組み，平成28年度はその成果物を活
用した啓発媒体の作成，普及に取り組んだ。
・さらに平成28年度は，治療中断者や医療機関未受
診者対策の充実を図るため，徳島県医師会，徳島県
医師会糖尿病対策班，徳島県保険者協議会，徳島県
の４者連携の「糖尿病性腎症重症化予防プログラ
ム」を策定した。

＜課題＞
　糖尿病粗死亡率は全国最下位から脱出したが、死
亡率はなお、全国と比較して高い状況にある。

●糖尿病をはじめとする生活習慣病対策を推進する
ために、「みんなでつくろう！健康とくしま県民会
議」を推進母体として、県民総ぐるみによる健康づ
くり運動を展開し、県民一人ひとりの健康意識の向
上を図ります。＜保健＞

工程（年度別事業計画）

502

●糖尿病患者の重症化・合併症の予防を推進するた
め、「かかりつけ医」と「糖尿病専門治療機関等」
との間で「糖尿病連携手帳」を活用し、糖尿病患者
が効果的・効率的な治療・指導を円滑に受けられる
体制整備の充実を図ります。＜保健＞

主要事業の概要・数値目標番号

○ウォーキング・ラリーへの参加者数
　　㉕２，４５９人→㉗～㉚年間２，５００人

500 ○糖尿病粗死亡率【主要指標】
　　㉕全国最下位→㉗～㉚全国最下位からの脱出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <暦年>

501

●運動習慣の定着や身体活動の増加を目指すため、
ウォーキングなどに取り組みやすい環境整備を推進
することにより、糖尿病をはじめとする生活習慣病
予防を図ります。
＜保健＞

数値目標
の達成度

○特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上
　　・特定健康診査の受診率
　　　　㉔４２．９％→㉙７０％
　　・特定保健指導の実施率
　　　　㉔２８．６％→㉙４５％

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

　引き続きウォーキング・ラリーを実施し，生活
習慣病予防のための環境整備を推進する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県医師会や各保健所と連携し，糖尿病連携手帳活
用に向けた検討会や研修会を実施した。

＜課題＞
　引き続き、｢糖尿病連携手帳」の活用を普及促進
することで、糖尿病患者が効果的な治療や指導を受
けられる体制づくりを行う必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○糖尿病の診療を行っている医療施設
　（３２７施設）のうち、「糖尿病連携手帳」
　を活用している施設数
　　㉕１３１施設→㉚１７０施設
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(５－４－７)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

・　「とくしま食巡りの店、働くパパ・ママ食の応援店数」が
計画目標を未達成であるが、登録店数自体は前年度か
ら伸びていること、主要指標である「肥満傾向の児童生
徒数（小中学校）」は、計画目標を達成していることを踏
まえ、Ｂ評価とした。

・　学校給食への地場産物の活用については、徳島の
食文化を伝える意味からも、色々な食材を使うとともに、
量的にも子ども達に食べて欲しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

制定 制定 ◎

2%減 4%減 6%減 8%減 4.7%減 5.3%減 ◎

35% 35% 35% 35% 36.5% 43.2% ◎

52人 54人 57人 60人 52人 54人 ◎

33.3% 44.4% 55.5% 55.5% 33.3% 44.4% ◎

推進 → → →

50人 100人 150人 200人 63人 109人 ◎

農林・教育

部局

・「元気なあわっ子憲章」について、保護者をは
じめ広く県民の方に周知浸透を図る。
・H29年度も引き続き、すべての学校で、生活習
慣改善の取り組みを実施する。
・県内3箇所で健康道場を開催し、家庭での生活
習慣改善取組の支援を図る。
・学校給食における地場産物の活用について、継
続して推進する。
・新規採用審査及び特別選考により栄養教諭の任
用を進め，学校給食の推進と食に関する指導の充
実に向けて配置を拡充する。

今後の取組方針

●学校や地域における食育を効果的に進めるため、
食育推進活動の実践や地産地消料理の普及を担う、
中・高校生ジュニアリーダーや大学生等の若手リー
ダーを育成します。
＜農林＞

・平成29年度「とくしま食育・地産地消推進プロ
ジェクト事業」において、中・高・大学生を対象
にした食に関する研修会を開催
・とくしま食育推進協議会や食育推進ボランティ
ア、各市町村や他部局と連携を図りながら、県内
の食育推進活動団体の取組を支援し、参加者に対
するジュニア・若手食育リーダー認定を実施

農林

503

番号

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

数値目標
達成状況

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

主要事業の概要・数値目標

委員意見

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・本県の子供たちの生活習慣改善、肥満予防・肥満
対策を推進するため、制定した「元気なあわっ子憲
章」普及啓発を図った。
・すべての学校で「生活習慣改善計画」を策定し、
その実践に取り組むことにより、児童生徒の生活習
慣の改善を推進した。
・栄養教諭・学校栄養職員が、担当市町村内の小学
校で２つの学年、中学校で２つの学年で、担任教諭
等とともに「食に関する授業」を実施した。
・学校給食に地域の食材を活用する「学校給食用レ
シピ＆調理技術マニュアル集」の作成など地場産物
の活用を推進した。
・小中学校への栄養教諭について、平成２７年４月
１日現在で５２名の配置，平成２８年４月１日現在
で５４名の配置をし，食に関する指導の充実を図っ
た。
・小中学校への栄養教諭について，平成27年度実施
の特別選考により8名を任用した。
・平成28年度実施の採用審査から栄養教諭の新規採
用を開始し，3名を採用するとともに，特別選考に
より2名を任用した。

＜課題＞
・徳島県の児童生徒の肥満傾向児の割合が、全国的
にみても高い状況にある。
・小中学校への栄養教諭の配置について，大学等関
係機関への働きかけ等，採用志願者増に向けての取
組をより一層進める必要がある。

○栄養教諭・学校栄養職員による
　食に関する授業を実施する学年の割合
　　㉕１１．１％→㉙５５．５％

○「元気なあわっ子憲章」の制定
　　㉗制定

○ジュニア・若手食育リーダー数
　　㉕－→㉚２００人

504

○小中学校への栄養教諭の配置人数
　　㉕４９人→㉚６０人

○肥満傾向の児童生徒数（小中学校）【主要指
標】
　　㉕５，４３７人→㉚Ｈ２５年度比８％減

○学校給食に地場産物を活用する割合
　　過去１０年間の平均３２．７％
　　→㉗～㉚３５％

●「元気なあわっ子憲章」を制定し、子供たちが健
康について学び、自ら考え、実践できるよう、学
校・家庭・地域・専門機関等が連携して取り組みま
す。特に、子供たちの望ましい生活習慣の定着を図
るため、すべての小中高校で生活習慣改善計画を策
定し、実践に取り組むことにより、肥満予防・肥満
対策、生活習慣病予防対策を推進します。
さらに、地場産物を活用した学校給食の推進や、食
に関する指導の充実のために、栄養教諭の配置を拡
充し、徳島の産物や食文化への理解を深めるなど、
徳島ならではの魅力ある食育を推進します。＜教育
＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・「とくしま食育推進プロジェクト事業」におい
て、働く女性や子育て世代及び大学生に対する食
育・地産地消を啓発する委託事業を実施。
　また、高校生、大学生を対象とした食に関する
「食育カフェ」「ワークショップ」や、徳大食育
サークルによる大学生向けの料理教室を開催し、参
加者をジュニア・若手食育リーダーに認定。(H27)
・「とくしま食育推進協議会」が実施主体となり
「『和食』と地域食文化推進事業」を活用し、料理
教室及び講習会を実施。参加者をジュニア・若手食
育リーダーに認定。（H28）

＜課題＞
　中・高校生、大学生などの若い世代がより食育に
関心を持ってもらえるような仕組み作りが必要

教育

主要施策：７　食育の推進
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(５－４－７)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

125店 150店 175店 200店 129店 138店 △

策定 推進 → →

策定 策定 ◎

507 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・料理コンクール等により地産地消の実践的レシピ
を募集、食育推進ボランティアや学校給食等での活
用、普及を促進（H27、H28）
・料理検索サイト（クックパッド）に県産食材を用
いた料理や郷土料理のレシピを掲載し、地産地消料
理や郷土料理の普及を促進（H27、H28）
・食育、地産地消推進ＨＰ「とくしま食育応援団」
に産直市ＨＰ「あわちょく．ＷＥＢ」を統合・拡充
し、食育・地産地消・産直市を一体的に発信
（H27、H28）
 
＜課題＞
　食育・地産地消に関わる関係団体等と連携し、さ
らなる効果的な情報発信の実施

　引き続き、県ＨＰ「とくしま食育応援団」及び
料理検索サイトの内容充実を図り、地産地消料理
や郷土料理のレシピを広く普及していく。

農林

・未登録店に対し引き続き周知及び登録を実施す
る。
・地産地消協力店と連携し、県内外の方を対象に
とくしまの食や文化を楽しめるイベントを実施。
消費者及び登録店舗に対し，ＰＲを行う。
・県公式ＨＰ「とくしまの食育応援団」におい
て、食育・地産地消に関わる情報を発信し、地産
地消協力店数の増加を推進するとともに、県公式
facebook「阿波ふうど」等も活用し、情報発信力
の強化を図る。

農林

農林

実績値
（H28）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・平成28年３月に「第３次徳島県食育推進計画」を
策定（H27）
・第３次徳島県食育推進計画に基づき、関係機関・
団体等の横断的な連携を目的に、「とくしま食育推
進協議会」を設立し、食育に関する講演会や料理教
室を盛り込んだ食育フェスタを実施（H28）

＜課題＞
　市町村食育推進計画については、全市町村で切れ
目ない計画策定に向けた働きかけの継続的実施

実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・県ホームページで地産地消協力店の取組を周知す
るとともに、未登録店舗に対しては地産地消への協
力を呼びかけ、個別にＰＲを行った。
地産地消協力店と連携したスタンプラリーを実施。
既存登録店舗とともに未登録店舗にも働きかけ，新
規店舗の掘り起こしにつながった。(H28)
（登録店数の推移）
　～平成25年度：97店（累計）
    平成26年度：10店（累計107店）
    平成27年度：22店（累計129店）
    平成28年度： 9店（累計138店）
（H27の分類変更に伴い、｢販売店」｢飲食店｣｢弁
当・惣菜店」のうち「飲食店」と「弁当惣菜店」を
合計した数を計上）
 
＜課題＞
　新規開店店舗等への登録後のメリット等も含めた
周知活動。

  本計画に基づき、各関係機関・団体等が横断的
に連携した県民運動としての食育のさらなる推進
を図る。
  また、市町村食育推進計画については、県下一
円での食育推進に向け、計画が切れ目なく策定さ
れるよう、引き続き働きかけを行っていく。

506

505

番号

●料理コンクール等で募集した地産地消料理や伝統
料理レシピを広く普及するため、料理検索サイト等
への掲載や、ホームページ「とくしま食育応援団」
を拡充するとともに、内容の充実を図っていきま
す。＜農林＞

○とくしま食巡りの店、
　働くパパ・ママ食の応援店数
　　㉕９７店→㉚２００店

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

●県民運動として計画的な食育推進を図るため、
「第３次徳島県食育推進計画」を策定するととも
に、一体的な推進のため、全市町村における食育推
進計画が切れ目なく策定されるように働きかけま
す。＜農林＞

○「第３次徳島県食育推進計画」の策定
　　㉗策定

●中食・外食を利用して手軽に県産農林水産物を食
べていただくため、地産地消に積極的な飲食店や弁
当・惣菜店の登録を進めます。＜農林＞

部局今後の取組方針
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(５－４－８)

評価 特記事項

☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

30% －

38.5%
※調査地
区から1
町を除く

－

77.4% 78.7% 80.0% 81.3% 75.6%
H30.3頃
判明

△

部局

　乳幼児期の歯科保健対策を推進するため、よい
歯の親と子を選賞する「親と子のよい歯のコン
クール」を引き続き開催するとともに、市町村及
び関係機関と連携し、歯科保健指導の充実に取り
組む。また、妊娠期から妊婦自身や生まれてくる
子どもの歯と口腔の健康について関心を持ち、正
しい知識に基づいた口腔ケアが実施できるよう母
親教室における歯科保健指導や妊娠届出の機会を
捉えた普及啓発に取り組む。
　また、各ライフステージに対し、引き続き定期
歯科健診の受診促進等とともに、歯と口腔の健康
と全身の健康との関係についても正しい知識の普
及啓発を行う。

数値目標
達成状況

数値目標
の達成度

保健

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

部局

今後の取組方針
実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号

508

●県民の健康な歯と口腔を保つため、「笑顔が踊る
とくしま歯と口腔の健康づくり推進条例」に基づき
「徳島県歯科口腔保健推進計画」を推進し、県民自
らの日常生活における歯と口腔の健康づくりに係る
取組みを促進するとともに、生涯にわたる健康の保
持増進に大きく影響する乳幼児期等の歯科保健対策
を推進します。＜保健＞

○３歳児でう蝕のない者の増加
　　㉕７４．８％→㉚８１．３％

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　乳幼児期から高齢期に至る各ライフステージの特
性に応じた歯科保健の充実に取り組んだ。
○乳幼児期
１　生涯にわたる健康の保持増進に大きく影響する
乳幼児期の対策においては、平成27年度に徳島県母
子保健マニュアルを改訂し、う蝕予防の項目を充実
させるとともに平成28年度には指導に携わる市町村
職員等への周知を行い、指導内容の充実を図った。
２　保育所等において健康教育を実施し、歯科保健
への関心を高めるよう取組を行った（H28年度保育
園・幼稚園　21校792名）。
３　親と子のよい歯のコンクールの開催（H27・
28）
　
○成人期、高齢期
１　歯と口の健康週間及び各種イベント等におい
て、歯と口腔の健康と全身の健康との関係について
啓発を行うとともに歯科保健指導を実施した。
２　う蝕・歯周病対策として事業所や高齢者施設等
において正しいブラッシング方法の指導を行った
（H28年度介入した事業所・施設　32か所）。
３　平成28年度徳島県歯科保健実態調査の実施
　
＜課題＞
　引き続き、乳幼児期の歯科保健対策に重点を置
き、ライフステージに応じた取組を促進するととも
に、歯科保健医療体制の環境整備を行う必要があ
る。

委員意見

主要事業の概要・数値目標

○８０歳で２０歯以上の
　自分の歯を有する者の増加【主要指標】
　　㉒２４．７％→㉙３０．０％

保健

主要施策：８　歯科保健の充実
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(５－４－９)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

87% 88% 89% 90% 93% 98% ◎

推進 → → →

実施 実施 実施 実施 実施 実施 ◎

511 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・事業者向け広報誌による啓発など、ウイルス検査
のさらなる受検促進や肝疾患医療体制の整備に取り
組んだ。
・肝炎対策推進計画（計画期間：H25年度～29年
度）に定めた目標を達成したため、目標数値の見直
しを行った。なお，肝炎ウイルス検査実施実績は，
H27年度:（保健所＋委託医療機関）Ｂ型：3,896件
C型：3,955件、H28年度:（保健所＋委託医療機関）
Ｂ型：2,280件　C型：2,307件である。
　
＜課題＞
　未受検者の掘り起こしに努める必要がある。

　ウイルス検査の受検促進等に引き続き取り組
む。

保健

　県内での新型インフルエンザの発生に備え，国
の対応訓練と連動しながら，引き続き具体的な事
案を想定した訓練を実施する。

部局

保健

数値目標
の達成度

　引き続き結核健診の受診率向上に取り組む。

今後の取組方針 部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・医療機関等の指定地方公共機関に対し業務計画の
策定を促し，新型インフルエンザ発生時の医療体制
等の整備を図った。
・国のインフルエンザ等対応訓練に連動して，
平成27年度:11月27日に情報伝達訓練（20医療機
関，5団体，保健所，地衛研），11月30日に実動訓
練（西部圏域）を実施。
平成28年度：12月5日に実動訓練（東部圏域），
12月13日に情報伝達訓練(19医療機関，5団体，保健
所，地衛研）を実施。
　
　上記の取組により目標を達成した。

＜課題＞
  今後も具体的な事案を想定した訓練を実施する必
要がある。

●感染症のまん延を防止するため、感染症の発生動
向を早期かつ的確に把握、分析し、地域に情報発信
を行うとともに、適切な医療を行うための体制整備
を進めます。＜保健＞

実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標 H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・感染症発生動向を早期に把握し，その情報を医療
機関等に提供することにより，感染症のまん延防止
に努めた。
・結核健康診断や医療機関に委託して行う患者検診
等を実施し，結核の早期発見，受診指導等に努め
た。
結核健康診断受診率（管理検診）98.5％，
管理検診の受診率で目標を達成した。

＜課題＞
　管理検診並びに患者家族や接触者等の定期外健診
により，再発防止や感染拡大の防止に努める必要が
ある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○結核健康診断受診率の向上
　　㉕８５．８％→㉚９３％

●徳島県肝炎対策協議会で肝炎対策について協議
し、総合的な肝炎対策を推進します。また、ウイル
ス性肝炎の早期発見・早期治療のため、検査・治療
体制の充実を図るなど、肝炎対策を推進します。＜
保健＞

○結核健康診断受診率の向上【主要指標】
　　㉕８５．８％→㉚９０％

実績値
（H28）

委員意見

工程（年度別事業計画）

●新型インフルエンザ対策として、県民への迅速・
的確な情報提供、診療体制の整備、抗インフルエン
ザ薬の確保、ワクチン接種対応等、年間を通じた対
応を推進します。
＜保健＞ 保健

509

510

番号

○新型インフルエンザ等感染症の対策訓練
　　㉕実施→㉗～㉚毎年実施

保健

数値目標
達成状況主要施策：９　感染症対策の充実強化
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(５－４－１０)

評価 特記事項

－ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1病院 - - -

部局

部局

保健

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・平成27年4月1日より徳島大学病院に難病総合アド
バイザー（医師）を設置し、難病指定医の資質向
上，医療機関ネットワークの構築に取り組んだ。
・平成28年度は、さらなる難病相談支援体制の強化
に取り組み、県、保健所、拠点病院・大学病院、患
者団体と連携した新たな相談支援体制を構築した。
・難病に対する正しい知識を普及啓発することが極
めて重要であることから、６月を全国初の「徳島県
難病対策普及啓発月間」と定め、県民に対して集中
的に普及啓発を実施した。
・医療費助成の対象となる指定難病拡大等により稀
少難病等専門性の高い医療への対応、複雑多様化す
る患者のニーズに適切に対応できるよう、新・難病
医療拠点病院の指定に向け準備を進めてきた。

＜課題＞
　平成30年度からとされた新・難病医療拠点病院の
指定に関する国の動向を注視しつつ、指定に向けた
現状把握、課題及び連携のあり方について整理する
必要がある。

　難病の現状、難病医療の課題及び目指すべき方
向性、また各医療機能との連携の在り方を把握、
検討し、新たな難病医療提供体制の構築に向け取
り組む。

今後の取組方針
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

工程（年度別事業計画）

実績値
（H28）

数値目標
達成状況

主要事業の概要・数値目標

保健512

○新・難病医療拠点病院の指定【主要指標】
　　㉕－→㉙１病院

番号

●難病の制度改革にあわせ、難病患者に対する良質
かつ適切な医療の確保と難病患者の療養の質の向上
を図ることを目的に、地域の医療機関の連携による
難病医療体制を整備し、難病相談・支援センターの
機能強化を図ります。
＜保健＞

委員意見

主要施策：１０　難病対策の推進
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(５－４－１１)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

18千人 22千人 26千人 30千人 22,334人 28,121人 ◎

35団体 44団体 48団体 52団体 40団体 48団体 ◎

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

今後の取組方針

保健

部局

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 サポーター養成研修の実施
2 自殺予防の取組みの相互協力に関する協定締結
（H27.10.20/ 6団体）（H29.2.28/ 8団体）

　上記の取組により、サポーター数及び協定団体数
における目標値を達成した。

＜課題＞
・サポーター養成研修における講師の確保
・自殺予防活動協定団体との連携を図り、基礎的な
研修によるサポーター数の拡大が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「徳島県自殺対策基本計画」に基づき、行政及び
民間団体における相談機能の強化や連携体制の構築
等により、自殺予防を強力に推進するとともに、
「徳島県自殺予防サポーター」（ゲートキーパー
※、傾聴ボランティアなど自殺予防、傾聴の研修受
講者）など、心のケアサポーターの更なる養成に努
め、地域における自殺対策の推進を図ります。

・民間団体の協力のもと、様々な職種のサポー
ターを養成する。

・基礎的な研修によるサポーター数の拡大に加
え、サポーターのスキルアップを図るため、研修
内容を充実する。

513

実績値
（H28）

数値目標
達成状況

工程（年度別事業計画）

○自殺予防活動協定団体数
　　㉕２８団体→㉚５２団体

実績値
（H27）

○自殺予防サポーター数【主要指標】
　　㉕１１，９１５人→㉚３０，０００人

保健

番号 主要事業の概要・数値目標

主要施策：１１　自殺対策の推進

●「徳島県自殺者ゼロ作戦」に基づき、行政及び民
間団体における相談機能の強化や連携体制の構築等
により、自殺予防を強力に推進するとともに、「徳
島県自殺予防サポーター」（ゲートキーパー※、傾
聴ボランティアなど自殺予防、傾聴の研修受講者）
など、心のケアサポーターの更なる養成に努め、地
域における自殺対策の推進を図ります。＜保健＞
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(５－４－１２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

10人 10人 10人 10人 63人 14人 ◎

　サポーター養成研修を実施するとともにサポー
ターの派遣が円滑に行われるよう努める。

部局

保健

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●ひきこもり状態にある本人や家族の社会的参加を
促進するために、臨床心理士等の専門家を対象とし
た「ひきこもり支援員」を養成し、ひきこもりに関
する相談業務や支援ネットワークの構築を図ります
＜保健＞

実績値
（H27）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度から、専門職等を対象にひきこもりサ
ポーター養成研修を実施している。
　研修を修了し、サポーターとして活動することに
同意した人をひきこもりサポーターとして登録し
た。

＜課題＞
　「ひきこもりサポーター派遣事業」を実施する市
町村と連携しサポーターの円滑な派遣に努める必要
がある。

工程（年度別事業計画）

今後の取組方針

数値目標
達成状況

委員意見

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H28）

○ひきこもり支援員養成数【主要指標】
　　㉕－→㉗～㉚年間１０人

保健514

主要事業の概要・数値目標

主要施策：１２　ひきこもりに関する
               相談体制の充実
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(５－４－１３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

33,000
人

33,500
人

34,000
人

34,500
人

37,320
人

34,929
人

◎

創設 － 創設 ◎

検討・
モデル
実施

募集・
発信

→ →

募集・
発信

－
募集・
発信

◎

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

515

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局
実績値
（H28）

危機・政策・県民・教育

部局

県民

県民

　H29年度は、作品の募集テーマを拡大し、「性
的少数者」「同和問題」を加えるとともに、高校
や大学等への周知・広報を積極的に実施し、より
多くの若者の参加につなげる。

○「あいぽーと徳島（人権教育啓発推進
　センター）」事業参加者・利用者数
　【主要指標】
　　㉕３１，９５２人→㉚３４，５００人

●人権啓発に関するデジタルコンテンツを企画提案
公募方式等を活用するなど、募集を行い、「県の
ホームページ」等を活用し、公表・発信することに
より、「人権尊重とくしま」づくりを進めます。＜
県民＞

●「すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し
うる平和で豊かな社会」を実現するため、「徳島県
人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき、国、
市町村、ＮＰＯ等と連携を図りながら、同和問題を
はじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人
など様々な人権問題の解決を目指し、人権教育啓発
に係る諸施策を総合的かつ計画的に推進します。
また、県民一人ひとりの人権が互いに尊重され擁護
される社会を築くため、「あいぽーと徳島（人権教
育啓発推進センター）」を拠点として、様々な人権
課題や人権全般について県民が気軽に学習や相談等
ができる場を提供するとともに、人権教育啓発活動
を県内全域に展開（南部・西部地域での展開）する
ため、サテライト講座を創設し、県民の人権啓発意
識の向上を図ります。＜県民＞

＜H27・28取組内容と進捗状況＞
　「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」に基
づき、着実に啓発事業を実施するとともに、様々な
人権課題に取り組むＮＰＯ、関係機関等と連携を取
り人権教育・啓発に取り組んだ結果、あいぽーと徳
島の事業参加者・利用者数については、目標を達成
した。
　H28年度は「あいぽーとサテライトカレッジ人権
啓発推進事業」として、四国大学と連携し、大学を
メイン会場として実施する人権啓発に関する講演会
を、南部・西部の各サテライト会場へ配信すること
により、幅広く県民の人権意識の向上を図った。

＜課題＞
　「部落差別解消推進法」「障害者差別解消法」
「ヘイトスピーチ法」の施行など社会情勢の変化
や、「性同一性障がい」などの新たな人権課題に対
して適切に対応していく必要がある。
　また、サテライト講座については、県内の様々な
地域において事業を実施していく必要がある。

　平成19年の開設から10周年を迎えたあいぽーと
徳島において、これまで「基本計画」にもとづき
取り組んできた成果や手法を活かしながら、新た
な法律や人権課題にも適切に対応した人権教育啓
発推進事業の取組をより一層推進する。
　また、新しい人権啓発の手法としてH28年度に
創設したサテライト講座について更なる充実を図
り、地域的な条件に関係なく、身近な施設で県民
が参加できる住民参加型の人権啓発の定着を図
る。

＜H27・28取組内容と進捗状況＞
　H28年度から「若者発！人権啓発映像コンテンツ
発信事業」として、高校生・大学生等を対象に、人
権啓発ＣＭを募集（作品テーマ：子ども・障がい
者・外国人・インターネット）するとともに、入賞
作品については、人権フェスティバル、県内ケーブ
ルテレビ、映画館等で放映することにより、県民へ
の情報発信を行った。

＜課題＞
　人権の世紀(21世紀)を担う若者がより身近に人権
を感じ、主体的に啓発に参加できるよう高校や大学
等と連携して取組みを進める必要がある。

516

○「あいぽーと徳島（人権教育啓発推進
　センター）」サテライト講座創設
　　㉘創設

○人権啓発デジタルコンテンツの募集・発信
　　㉘募集・発信

委員意見

主要施策：１３　人権教育・啓発の推進
数値目標
達成状況
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(５－４－１３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進・
実践

→ → →

8校 8校 8校 8校 8校 ８校 ◎

50人 50人 50人 50人 54人 58人 ◎

518 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・徳島県人権教育啓発推進月間にあわせ、県内のイ
ンタ-ネットプロバイダ及び一般財団法人インター
ネット協会に対し、インターネット上の人権侵害情
報及び有害情報に対し適切な対応をするよう文書で
依頼。
・あいぽーと徳島において、「インターネットと人
権」に関する啓発パネル展示を行ったり、指導者養
成セミナーや教職員を対象にした人権教育セミナー
を開催し、情報化社会に対応した人権教育・啓発の
取組を推進した。

＜課題＞
・インターネットプロバイダに対する指導権限は無
いため，依頼に留まっている。
・情報通信機器の急速な普及に伴い、インターネッ
トによる人権侵害は増加しており、県民の人権意識
の更なる向上を図る必要がある。

・引き続き「徳島県人権教育啓発推進月間」に合
わせ、インターネットプロバイダに対し、文書に
より適切な対応を求める。

・あいぽーと徳島において、インターネットによ
る人権侵害を予防するための各種施策を展開し、
県民への人権啓発を一層推進していくとともに、
学校・関係団体等との連携を強化していく。

政策
県民

517

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

教育

○人権教育研究指定校
　今後も人権教育研究校を指定しその成果を発表
することにより、人権教育の指導方法等の改善・
充実を図る。

○社会教育における人権教育推進者の養成
　人権教育の推進者の資質向上のため，「あい
ぽーと徳島」や男女参画・人権課との連携を図
る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○人権教育研究指定校
　平成27年度人権教育指定校
　・石井町高川原小学校（H27.10.28　研究会）
　・阿南市阿南中学校（H27.11.6　研究会）
　・石井町高川原幼稚園（H27.10.28　研究会）
　・徳島県立中央高等学校（H27.11.18研究会）
　・三好市芝生小学校
　・松茂町松茂中学校
　・三好市辻幼稚園
　・徳島県立鴨島支援学校
　平成28年度人権教育指定校
　・三好市芝生小学校（H28.11.9 研究会）
　・松茂町松茂中学校（H28.11.10　研究会）
　・三好市辻幼稚園（H28.11.9　研究会）
　・徳島県立鴨島支援学校（H28.11.2研究会）
　・徳島市渋野小学校
　・三好市池田中学校
　・徳島市大松幼稚園
　・徳島県立城北高等学校
　平成27年度８校，平成28年度８校実施し，目標を
達成した。

○社会人教育における人権教育推進者の養成
　社会教育における人権教育指導者研修会
　　（Ｈ27：２回実施，Ｈ28：２回実施）
　上記の取組により、養成数を拡大した。

＜課題＞
○人権教育研究指定校
　文科省の人権教育推進事業（指定校事業）がなく
なった場合のことを考えておく必要がある。

○社会教育における人権教育推進者の養成
　研修会で学んだことを持ちかえって実践すること
は，簡単なことではないとの意見が一部に見られる
ことから，より実践につながる研修内容の改善が必
要。

部局

●「徳島県人権教育推進方針」に基づき、学校教育
及び社会教育において、学習者の発達段階に応じ、
あらゆる機会や場を捉えて人権教育を推進するとと
もに、その具体実践化を図ります。＜教育＞

今後の取組方針

○社会教育における人権教育推進者の養成数
　　㉕４０人→㉗～㉚年間５０人

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

●インターネットによる人権侵害を予防するため、
国等と連携しながら、プロバイダー等に対し、有害
情報への適切な対応を促すとともに、利用者一人ひ
とりがインターネットを正しく利用できるようパネ
ル展示や講座の実施等啓発活動を推進します。＜政
策・県民＞

主要事業の概要・数値目標

○人権教育研究指定校数
　　㉕８校→㉗～㉚毎年８校を指定

実績値
（H27）

番号
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(５－４－１３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

519 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　犯罪被害者週間（毎年11月25日～12月1日）に
あわせて、犯罪被害者支援講演会を開催し、一般県
民、関係機関の職員の犯罪被害者支援に対する理解
の醸成を図った。（平成27年11月27日約60名、平成
28年11月28日約80名）
２　市町村や関係機関の担当職員を対象とした研修
会を開催。犯罪被害者にとって、最も身近な行政機
関である市町村において犯罪被害者等への相談体制
を充実させることが重要であることから、被害者が
二次的被害を受けることがないよう、犯罪被害者支
援に対する担当職員の理解の醸成を図った。

＜課題＞
　行政の担当窓口と専門職を配置する支援機関との
連携を密にし、さらなる連携体制の強化が必要。

　市町村や関係機関の担当職員に向けて、行政の
担当窓口において、担当職員への理解の醸成によ
り二次的被害の防止を図るとともに、専門職を配
置する支援機関との連携強化を実現するための効
果的な研修会を開催する。
　「犯罪被害者週間」事業徳島大会を警察庁との
共催で開催し、性犯罪被害者に焦点をあてた行事
を実施する。

危機

今後の取組方針 部局
数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

●犯罪被害者やその家族等が受けた被害を回復し、
再び平穏な生活を営むことができるよう支援するた
め、犯罪被害者等への対応を総合的に推進します。
（再掲）＜危機＞

実績値
（H27）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
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(５－４－１４)

評価 特記事項

☆ Ｃ 県民

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

15.2% 15.4% 15.6% 16.1% 15.3% 12.8% △

521 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
  全市町村で設置されている要保護児童対策地域協
議会と緊密に連携するとともに，当協議会に参加し
助言を行うなど，児童虐待防止対策を推進した。ま
た，要保護児童対策地域協議会とネットワーク各機
関の連携を図るため，児童委員，各教育機関等の担
当者を対象に研修を行った。

＜課題＞
  要保護児童対策調整機関において，専門性の高い
職員を配置する必要がある。

  関係機関と連携を強化するとともに，児童福祉
法に規定される研修を実施するなど，各市町村要
保護児童対策地域協議会の機能強化の支援を行
い，より着実な児童虐待防止対策を推進する。

県民

部局

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

部局

●要保護児童対策地域協議会を活用し、必要な支援
を実施することにより、児童虐待の早期発見・早期
対応を図るとともに、虐待防止に向けた普及啓発を
図ります。＜県民＞

●様々な事情により家庭で育てられない子どもに対
して、児童福祉施設や里親制度を活用し、より家庭
的な環境での養育を図ります。＜県民＞

520

今後の取組方針

○里親等委託率【主要指標】
　　㉕１４．７％→㉚１６．1％

県民

番号

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
  平成２７年３月に策定した、徳島県児童養護施設
等の小規模化及び家庭的養護推進計画を基本とし
て，引き続き里親委託の推進を図った。
　また，県の子育てポータルサイト「とくしまはぐ
くみネット」での情報発信，里親月間を中心に、広
報ポスターの掲出やパネル展，新聞・ラジオ等によ
る広報，里親経験者による講演会や里親制度の説明
会などを開催するなど，里親制度の普及促進を図っ
た。

＜課題＞
  児童を里親委託するに当たっては，児童のアセス
メントを十分に行い，当該児童に最も適合する里親
に委託していく必要がある。
　しかしながら，要保護児童をどのように措置する
か検討するに当たっては，当該児童の意思等による
部分も大きく，結果として児童養護施設での措置が
継続され，里親委託に結びつかない場合もある。

  要保護児童が将来にわたり幸せに暮らせるよ
う，慎重に判断しつつ，徳島県児童養護施設等の
小規模化及び家庭的養護推進計画に基づき，可能
な限り家庭的な環境において，安定した人間関係
の下で要保護児童が育てられるよう，里親委託で
の養護を推進する。

実績値
（H28）

主要施策：１４　子どもの人権の擁護
数値目標
達成状況
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(５－５－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆ B

・　計画目標を未達成である項目のうち、「ボランティ
ア・アドプト登録人口」は、目標をほぼ達成している一
方で、「アドプト参加団体数」は、平成２８年度実績が前
年度を下回っている状況を踏まえ、Ｂ評価とした。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

39,000
人

39,000
人

39,000
人

39,000
人

39,083
人

45,636
人

◎

340団
体

350団
体

360団
体

370団
体

339団
体

353団
体

◎

153,500
人

154,000
人

154,500
人

155,000
人

153,508
人

153,855
人

○

推進 → → →

44団体 46団体 48団体 50団体 54団体 68団体 ◎

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　広く周知を行った結果、堤防の除草をはじめと
して、
・H27　54団体（道路26、河川28）
・H28　68団体（道路35、河川33）
に参加頂いた。

　上記の取り組みにより、数値目標を達成した。

＜課題＞
　引き続き周知を行い、継続的な参加を呼びかけ
ていく。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
○官民協働型維持管理の参加団体数（累計）
　　㉕４１団体→㉚７０団体

ボランティア活動をはじめとしたNPO団体による
社会貢献活動を活発化し、参加と協働による地域
づくりを推進するため、次の施策を継続する。
1 社会貢献活動の情報収集及び情報提供
2 会議室等の貸出しや交流の場の提供
3 各種相談、アドバイザーの派遣
4 人材育成のための研修・講座の開催(がんばる
NPO応援事業)
5 指定NPO法人を目指す法人への支援(がんばる
NPO応援事業)
6 県民の社会貢献活動への参加促進(がんばるNPO
応援事業)
7 NPO事業の支援、人材育成及びとくしま県民活
動プラザの広報の実施
8 徳島ボランティア推進センターと協働した、ボ
ランティアへの参加呼び掛け

　引き続き、周知に努め、住民団体や企業等との
協働による公共施設の新たな維持管理への取組み
を進める。

委員意見

実績値
（H28）

部局

県民・農林・県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 社会貢献活動の情報収集及び情報提供
2 会議室等の貸出しや交流の場の提供
3 各種相談、アドバイザーの派遣
4 人材育成のための研修・講座の開催
5 NPOステップアップ事業として、県内NPO13団体
と協働事業を実施（H27）
6 がんばれNPO事業として、県内NPO15団体と協働
事業を実施（H28）
7 NPO事業の支援、人材育成及びとくしま県民活
動プラザの広報の実施
こうした取組みにより、「とくしま県民活動プラ
ザ」利用者数は、目標を達成した。

＜課題＞
　県民、事業者等のアドプトへの参加やボラン
ティア活動への積極的な参画が必要。

数値目標
の達成度

今後の取組方針
実績値
（H27）

県民

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

県民
県土

○ＮＰＯ法人数
　　㉕３２７団体→㉚３７０団体

○官民協働型維持管理の参加団体数（累計）
　　㉕４１団体→㉚５０団体

○ボランティア・アドプト登録人口
　　㉕１５３，１２３人→㉚１５５，０００人

●共助社会づくりを推進するため、住民団体や企業
等との協働による公共施設の新たな維持管理への取
組みを進めます。＜県民・県土＞

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－５　ふるさと貢献とくしまの推進

番号 主要事業の概要・数値目標

522

○「とくしま県民活動プラザ」利用者数【主要指
標】
　　㉕３８，６６３人
　　→㉗～㉚年間３９，０００人

●参加と協働による地域づくりを推進するため、
「とくしま県民活動プラザ」を拠点として、県民に
よる社会貢献活動に対する総合的な支援を行いま
す。＜県民＞

主要施策：１　ＮＰＯ・ボランティアと
             の連携・協働

数値目標
達成状況

工程（年度別事業計画）

523
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(５－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

支援 → → →

49協定 52協定 55協定 58協定 52協定 56協定 ◎

推進 → → →

1,025
団体

1,025
団体

1,025
団体

1,025
団体

1,017
団体

985
団体

○

526 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　吉野川左岸堤防(応神町吉成)において、NPO法
人蜂須賀桜と武家屋敷の会、吉野川交流推進会
議、東光株式会社と協働し、蜂須賀桜をH27に11
本、H28に10本の植樹を行った。

＜課題＞
  川や隣接する道路等に支障が生じないよう、適
正な維持管理が必要。

　河川や道路等の施設管理者や関係機関と十分に
連携を図り、引き続き吉野川堤防沿いに桜の植樹
を行う。

県土

農林

部局

　住民団体や企業等との協働による地域づくりを
進めるため、次の施策を継続する。
・とくしまボランティア推進センターと連携し、
ボランティア活動に関する普及啓発、情報提供、
人材育成等総合的な支援
・「吉野川交流推進会議」の運営により、国や県
の関係機関との連携を図り、アドプト参加団体や
企業の募集の実施

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

“まちとむら”の「協働」による農山漁村の保
全・活性化を促進するため，新規協働パートナー
との協定締結を推進する。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H27）

今後の取組方針

●吉野川を全国に誇れる魅力あるブランドとするた
めに進めている、「恵みの宝庫“吉野川”創造プロ
ジェクト」の一環として、「アドプト・プログラム
吉野川」を進化・発展させ、県民との協働による堤
防沿いへの植樹及び植樹後の維持管理等に取り組み
ます。＜県土＞

●住民団体や企業等との協働による地域づくりを進
めるため、アドプトプログラムの取組みを推進しま
す。＜県民＞

○アドプト参加団体数
　　㉕１，０２５団体
　　→㉗～㉚年間１，０２５団体

○農山漁村（ふるさと）協働パートナーの
　協定数（累計）
　　㉕３９協定→㉚５８協定

番号 主要事業の概要・数値目標

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．ＨＰやマスコミを通じたＰＲを行った。
２．事業説明リーフレットを作成した。
３．企業訪問など協働パートナーの積極的掘起し
を行った。（H27：新規協働パートナー５者，
H28：新規協働パートナー４者）
４．協定組織の増加により、県内21の地域におい
て、計37回451人が参加した協働活動が行われ
た。

＜課題＞
　「協働」による農山漁村の保全・活性化に向け
た、更なる取組みの拡大

県民

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　とくしまボランティア推進センターと連携し、
ボランティア活動に関する普及啓発、情報提供、
人材育成等総合的な支援を行った。

＜課題＞
　県民、事業者等のアドプトへの参加やボラン
ティア活動への積極的な参画が必要。

工程（年度別事業計画）

●「農山漁村（ふるさと）は県民の宝物」との考え
に立ち、“まちとむら”の「協働」による農山漁村
の保全・活性化を促進します。＜農林＞

525

524
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(５－５－２)

評価 特記事項

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2団体 3団体 4団体 5団体 3団体 5団体 ◎

100人 100人 100人 100人 164人 104人 ◎

120団
体

140団
体

160団
体

180団
体

164団体
187
団体

◎

10件 10件 10件 10件 10件 7件 ○

5
ﾈｯﾄﾜｰｸ

10
ﾈｯﾄﾜｰｸ

10
ﾈｯﾄﾜｰｸ

-
5

ﾈｯﾄﾜｰｸ
◎

創設 創設 ◎

開催 開催 ◎

推進 → → →

20件 20件 20件 20件 23件 22件 ◎

529 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　ＮＰＯ法人の設立を支援するため、県税（法人
県民税均等割、不動産取得税、自動車取得税）の
減免措置を講じている。

<課題>
　特になし

　引き続き、支援措置を講じる。
経営
県民

528

○専門家等の派遣・相談件数
　　㉕２０件→㉗～㉚年間２０件

番号 H27･H28取組内容と進捗状況・課題

経営・県民

　事業型NPOを育成するため、
とくしま県民活動プラザを拠点とした、次の事業
を実施する。
1 NPO等が行う社会貢献活動に対する各分野のア
ドバイザーの派遣
2 組織強化や人材育成を目的とした研修・講座の
開催
3 事業型NPOを目指すNPOからの相談対応

部局

数値目標
の達成度

県民

部局

県民

実績値
（H27）

　NPO等の自立的活動を支援するため、次の施策
を継続する。
1 資金調達機能の強化を目的とした研修の実施
2 ゆめバンクとくしま助成事業の実施とその周知
及びホームページを活用したNPO団体の情報発信
3 寄附を集めやすくなる認定NPO法人の認定基準
を満たした「県指定NPO法人制度」の推進
4 NPOの財政と人材の強化を図る「がんばるNPO応
援事業」の実施
5 とくしま県民活動プラザで連携しているネット
ワーク事業の広報及びネットワーク強化の支援

●夢と活力でにぎわうまちづくりを進めるため、県
民の寄附意識の醸成を図るとともに、資金調達機能
の強化や認定ＮＰＯ法人化の促進などによりＮＰＯ
等の自立的活動を支援します。＜県民＞

○「とくしま県民活動プラザ」において、
　情報発信を行っているＮＰＯ法人等の団体数
　　㉕９３団体→㉚１８０団体

○資金調達機能強化研修への参加者数
　　㉕－→㉗～㉚年間１００人

○ＮＰＯ法人が寄附を集めやすくする
　本県独自の基準を創設
　　㉗創設

主要事業の概要・数値目標

○認定ＮＰＯ法人数【主要指標】
　　㉕１団体→㉚５団体

○「ゆめバンクとくしま」への寄附金
　を活用した助成件数
　　㉕４件→㉗～㉚年間１０件

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 資金調達機能の強化を目的とした研修の実施
2 ゆめバンクとくしま助成事業の実施とホーム
ページを活用したNPO団体の情報発信
3 認定NPO法人の認定基準であるPST要件を満たす
法人として、県指定NPO法人制度の創設（H27）
4 「みんなが支えるまち「とくしま」シンポジウ
ム」の開催（H27）
5 がんばるNPO応援事業の実施（H28）
・指定NPO法人を目指す法人への支援
・県民の社会貢献活動への参加促進
・NPOの人材育成
6 とくしま県民活動プラザで連携しているネット
ワーク事業を広報するほか、ネットワークの強化
を支援した。
こうした取組みにより、概ね目標を達成した。

＜課題＞
「ゆめバンクとくしま」の更なる周知が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○認定ＮＰＯ法人数
　　㉕1団体→㉚7団体

今後の取組方針

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・とくしま県民活動プラザを拠点として、
①NPO等が行う社会貢献活動に対する各分野のア
ドバイザーの派遣
②事業型NPOの事業強化・創出支援を行うための
委託事業
③NPO等と企業・行政の交流を推進するためのモ
デル事業
を実施した結果、目標を達成した。

＜課題＞
　NPO法人の活動目的に応じた支援が必要。

主要施策：２　ＮＰＯ等の自立促進

○ＮＰＯ等ネットワーク化数
　　㉕－→㉙１０ネットワーク

工程（年度別事業計画）

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

527

●自主的・自立的な社会貢献活動を行うＮＰＯ法人
の設立支援のための税制措置を講じます。＜経営・
県民＞

○寄附意識の醸成を図るシンポジウムの開催
　　㉗開催

●地域の課題解決、雇用創出など地域の活性化を図
るため、事業活動を通じて社会的課題の解決を図る
事業型ＮＰＯを育成します。＜県民＞
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(５－５－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

330件
1,050
件

1,100
件

1,150
件

1,167件 1,417件 ◎

数値目標
の達成度

危機・政策・農林・西部

部局

　引き続き、県人会や各種イベント等の様々な機
会を通じたPRを行うとともに、寄附者の利便性の
向上や返礼品の拡充、寄附金を活用した魅力ある
事業の展開により、ふるさと納税額の増を図る。

番号 主要事業の概要・数値目標

○ふるさと納税寄附件数【主要指標】
　　㉕２１２件→㉚１，１５０件

今後の取組方針

530

●徳島ファンの輪を広げるため、「ふるさと納税制
度」を通じて、県内外に「ふるさと徳島」の魅力を
より積極的にアピールするとともに、県出身者など
本県ゆかりの方々との連携をさらに強化し、活力と
魅力あふれる徳島づくりを進めます。＜政策＞

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

実績値
（H28）

部局

委員意見

政策

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・さらなる「徳島ファン」の拡大を図るため、寄
附メニューをわかりやすく整理するとともに、好
みの県産特産品を返礼品に選択できる仕組みを導
入した。
・コンビニ、ペイジーの２つの新たな支払方法を
導入し、寄附者の利便性向上を図った。
・「パンフレットの制作」や「ホームページリ
ニューアル」による広報を拡充するとともに、阿
波おどりシーズン中のPRや県人会、県立高校同窓
会等を通じたPRを実施した。
・ふるさと納税を活用し、「ふるさと徳島」の魅
力を高め、全国に発信する「ふるさと“ＯＵＲと
くしま”応援事業」を実施した。
・税制改正により、H27.4.1以降の寄附金には
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用と
なった。これらの取組みにより、寄附件数につい
ては、過去最多となった。
　また、H29.1から返礼品の充実を行い全64品目
となり、さらなる拡充を図っている。
・H27実績：金額49,457,667円、1,167件
・H28実績：金額46,188,838円、1,417件

＜課題＞
・「ふるさと徳島」のより効果的なＰＲや寄附者
のさらなる利便性の向上
・「企業版ふるさと納税」の活用
・寄附金を活用した魅力ある事業の展開

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○ふるさと納税寄附件数
　　㉕２１２件→㉚1,200件

数値目標
達成状況

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

主要施策：３　魅力ある地域づくりの推進
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(５－５－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → →

３件 ４件 ５件 ４件 ◎

1,500
人

2,000
人

2,000
人

1,700
人

◎

11,000
人

21,000
人

24,000
人

23,681
人

◎

480人 727人 927人 480人 ◎

90人 120人 160人 98人 ◎

80人 100人 130人 93人 ◎

500人 500人
H30.3頃
判明予定

－

100人 100人 100人 158人 ◎

今後の取組方針

危機
政策
農林
西部

数値目標
の達成度

「企業版ふるさと納税」の活用を通じて、官民協
働による地方創生に向けた取組みを引き続き推進
していくため、地域再生計画の策定を行う。

地域再生計画に基づいて行う各事業については、
関係機関と連携を図りながら、目標達成に向けた
取組みを推進していく。

○消防団への新規入団者数（再掲）
　　㉕－→㉘㉙年間５００人

○新規林業就業者数（累計）（再掲）
　　㉕１５人→㉚１６０人

○新規漁業就業者数（累計）（再掲）
　　㉕２９人→㉚１３０人

○奨学金返還支援制度(全国枠)の助成候補者認定
数（再掲）
　　㉕－→㉘～㉚１００人

実績値
（H27）

○「企業版ふるさと納税」に係る地域再生計画認
定件数（累計）
　　㉕－→㉚５件

○映像融合イベント来場者数
　　㉕－→㉚２，０００人

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H28取組内容と進捗状況＞
○地域再生計画認定件数
　「人材の育成・確保」を目的した２件、「観光業の
振興」を目的とした２件、合計４件の計画について、
国から認定を受けた。
○映像融合イベント来場者数
　映像と音楽の融合をテーマに事業を展開、オーケス
トラを利用した「シネマオーケストラ」、映画音楽に
関するワークショップを開催した。
○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数
　外国の旅行会社、メディア等へ観光情報のＰＲを実
施し、目標を達成した。
○新規就農者数
　企業からの寄附を活用した「新規就農研修会」を通
じて、３名が新規就農するとともに、青年就農給付金
による所得確保の支援等により、新規就農を推進し
た。（給付者数：262人）
○新規林業就業者数
　「とくしま林業アカデミー」において、林業機械の
実習見学や操作を体験できるオープンキャンパスを実
施した。
○新規漁業就業者数
　移住希望者や学生等を対象に、現役漁業者を講師と
して、県北・県南の基幹産業である漁業の体験会を実
施した。
○消防団への新規入団者数
　消防団入団促進ムービーやポスターを作成し、消防
団への理解と消防団への入団促進等の周知啓発を行っ
たほか、訓練に参加する機会が少ない女性消防団員等
を対象に、スキルアップ研修を実施した。
○奨学金返還支援制度(全国枠)の助成候補者認定数
　徳島県奨学金返還支援制度について、より多くの方
が応募できるよう、学部学科・業種の限定を撤廃する
とともに、制度説明会や学生相談会を実施した。大学
等卒業後、県内事業所で一定期間就業した場合に奨学
金の返還を支援する「助成候補者」全国枠158名を認定
した。
＜課題＞
○地域再生計画認定件数
　企業からの積極的な寄附が見込める事業を盛り込ん
だ計画を策定する必要がある。
○映像融合イベント来場者数
　映像に関連する様々なテーマを掘り起こし、新たな
可能性を発信していく必要がある。
○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数
　旅行先として選ばれるため、旅行会社やメディアへ
のさらなる情報発信が必要。
　外国人観光客に対応するためのコンテンツ、ガイ
ド、移動手段やウェブ等での案内情報の整理、観光施
設等での多言語対応等がさらに必要。
○新規就農者数（累計）
　新規就農者の確保につなげるため、県内外に向け、
本県農業の魅力や就農研修等の支援制度の更なる情報
発信
○新規林業就業者数（累計）
　新規就業者の掘り起こしのため、若者に対するＰＲ
の継続
○新規漁業就業者数（累計）
　漁家子弟の就業促進や就業初期の経営が不安定な漁
業者を支える制度の継続実施。
○消防団への新規入団者数
　消防団への加入を促進するため、より効果的な取組
みの検討
＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数（再掲）
　㉕4,880人→㉚24,000人
○新規就農者数（累計）
　㉕105人→㉚927人

○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数
　　㉕４，８８０人→㉚２４，０００人
                                　<暦年>

●徳島県にゆかりのある企業等から「徳島の応援
団」として積極的に寄附を行っていただき、地方創
生に資する事業を官民協働で取り組むとともに、県
外企業とのつながりを強化し、企業の地方移転につ
なげるため、「企業版ふるさと納税」を推進しま
す。＜危機、政策、農林、西部＞

実績値
（H28）

番号 部局

○新規就農者数（累計）（再掲）
　　㉕１０５人→㉚９２７人　　　　<暦年>

531
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(５－５－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

400人 430人 460人 500人 525人 530人 ◎

創設・
先行
実施

推進 拡充 →

先行
実施

拡充 先行実施 拡充 ◎

番号 H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

532

○「地域連携フィールドワーク講座」
　延べ参加人数（年間）
　　㉕－→㉚５００人

●県内大学と連携して、新たに「ボランティアパス
ポート制度」を創設し、県がボランティアメニュー
を提供するとともに、大学は学生のボランティア活
動を単位に認めることで、学生による地域でのボラ
ンティア活動を促進します。（再掲）＜政策＞

○「ボランティアパスポート制度」の創設・
　推進
　　㉗先行実施→㉙拡充

●大学などの高等教育機関との連携強化を進め、高
等教育機関の有する知的・人的資源及び社会貢献機
能を地域づくりに活かすとともに、包括協定締結大
学と連携した「地域連携フィールドワーク講座」を
拡充し、大学生による地域の課題解決や活性化に向
けた取組みを推進することで、地域の未来を創造す
る人材を育成します。（再掲）＜政策＞

533

　引き続き、地域の課題解決につながるフィール
ドワーク講座の実施に向け、関係機関との連携強
化を図る。

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　県内高等教育機関の長と知事の懇談会を開催
　　（H27:1回、H28:1回）
２　徳島県・高等教育機関連携協議会を開催
　　（H27:1回、H28:1回）
３　「地域連携フィールドワーク講座」の実施
　　H27：講座数13講座　参加人数延べ525名
　　H28：講座数11講座　参加人数延べ530名

＜課題＞
　フィールドワークの受入機関等拡大

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「地域連携フィールドワーク講座」
　延べ参加人数（年間）
　　　㉕－→㉙～５００人

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　「ボランティアパスポート制度」を徳島大学
と共同で開発し、徳島大学で先行実施し、49人が
参加し、うち11人が修了
２　平成28年度は、徳島文理大学に拡充し、徳島
大学、徳島文理大学の学生合計315名が参加し、
うち168名が修了

＜課題＞
　ボランティア受入団体（活動）数の確保とボラ
ンティア活動への理解が必要
（アルバイトとの区別など）

実績値
（H28）

今後の取組方針

政策
　更なる拡充に努めるとともに、ボランティア受
入団体（活動）との連携強化を図る。

主要事業の概要・数値目標

政策
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(５－５－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

3地区 6地区 9地区 12地区 3地区 6地区 ◎

促進 → → →

8事例 21事例 34事例 47事例 ８事例 23事例 ◎

推進 → → →

34軒 36軒 38軒 40軒 37軒 41軒 ◎

1,900
人

2,000
人

2,100
人

2,200
人

3,190人 3,370人 ◎

536

534

●四国４県が連携して四国のグリーン・ツーリズム
を推進するとともに、インターネットを活用したグ
リーン・ツーリズムのＰＲを展開し、徳島の農山漁
村への入り込み客数の増加を図り、活気あるむらづ
くりを進めます。＜農林＞

○とくしま農林漁家民宿等の体験宿泊者数
　　㉕１，７８０人→㉚２，２００人

部局

政策

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 農家民宿スキルアップセミナー開催（H27:3
回）
2 四国グリーンツーリズム推進協議会（H27:3
回，H28：3回）
3　「思いっきり四国！88癒しの旅。キャンペー
ン」によるPR（H27：7／18～1/17，H28：7/16～
1/15）
4 インバウンド研修会の開催（H28:4回）

＜課題＞
1 経営者のノウハウ不足によるPR不足
2 海外旅行者の受入体制の未整備
3 旅館業法関係法令改正による農林漁業者以外へ
の規制緩和の拡大検討

・入り込み客数増加のためにイベントやHP等を通
じたPR支援を実施する
・インバウンドの受入体制強化のための受入会話
研修会等の実施，webサイトの多言語化を実施す
る。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

政策・農林

部局

委員意見

○地域コミュニティ等における取組事例数
　　㉕－→㉚４７事例

農林
　人口減少社会においても持続的発展が見込まれ
る農村を創造するため、「未来ある農山村づく
り」に向けたビジョンの作成を推進する。

●人口減少社会においても持続的発展が見込まれる
農村を創造するため、地域と行政が一体となり、農
村地域に存在する資源を活用した将来像の作成とそ
の実現に向けて取り組みます。＜農林＞

　市町村と連携の上、地域住民自らが主体となっ
た組織体制づくりに向け取り組む。

今後の取組方針
数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 とくしま集落再生推進会議（H27:２回）
2 とくしま集落再生ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議（H28:１回）
3 過疎対策に係る県・市町村連絡会議
  （H28:３回）
4 小さな拠点・地域運営組織の形成に係る
  市町村説明会及び意見交換会（H28:１回）

　上記の取組により、地域コミュニティ等におけ
る取組事例数の目標を達成した。

＜課題＞
　地域住民自らが主体となった組織体制づくりが
必要

農林

○とくしま農林漁家民宿数（累計）
　　㉕３０軒→㉚４０軒

主要事業の概要・数値目標

主要施策：４　活力ある農山漁村づくり

○「未来ある農山村づくり」に向けたビジョンの
　作成地区数（累計）【主要指標】
　　㉕－→㉚１２地区

●地域の集落維持・活性化を図るため、地域住民が
中心となって構成される地域コミュニティや複数の
集落が連携して実施する、医療・福祉対策、日常生
活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地
域の伝統文化の継承・振興等の取組みを促進しま
す。＜政策＞

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

番号

535

数値目標
達成状況

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「未来ある農山村育成支援事業」において
H27：国府地区（徳島市），鷲敷・相生地区（那
賀町），上那賀・木沢・木頭地区（那賀町）
H28：坂本地区（勝浦町），木岐奥地区（美波
町），大滝山周辺地区（美馬市）の将来ビジョン
を作成した。

＜課題＞
　将来ビジョンの作成に取り組む地区の掘り起こ
し。

実績値
（H28）
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(５－５－４)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

支援 → → →

12組織 15組織 17組織 20組織 17組織 19組織 ◎

10,500
ha

11,000
ha

11,500
ha

12,000
ha

12,341
ha

12,618
ha

◎

推進 → → →

51人 52人 53人 54人 51人 52人 ◎

　棚田など農村景観を形成する貴重な財産の保
全・整備・活用による地域コミュニティの新たな
醸成と、スローライフを体験できる場づくりを進
めるため，ふるさと水と土指導員の新規認定を推
進する。

今後の取組方針

農林

農林

　継続的な農業生産活動による耕作放棄地の発生
防止や、集団的かつ持続可能な体制整備、農地・
農業用水の保全の取組により、農業・農村が有す
る国土保全や景観維持等の多面的機能の確保を図
る。

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．市町村との連携により、「ふるさと水と土指
導員」候補者の掘り起こしを実施し、全国研修会
へ派遣し，（H27：１名，H28：１名）新たにふる
さと水と土指導員に認定した。
２．「ふるさと水と土指導員」の資質向上や、活
動促進を図るため、（H27：１回，H28：１回）研
修会を開催した。

＜課題＞
　高齢化が著しい農山漁村地域における、リー
ダー的役割を担う「指導員」の確保

○多面的機能の維持・発揮に取り組んだ
　広域連携組織数
　　㉕８組織→㉚２０組織

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

●棚田など農村景観を形成する貴重な財産の保全・
整備・活用による地域コミュニティの新たな醸成
と、スローライフを体験できる場づくりを進めま
す。＜農林＞

537

●継続的な農業生産活動による耕作放棄地の発生防
止や、集団的かつ持続可能な体制整備、農地・農業
用水の保全の取組みにより、農業・農村が有する国
土保全や景観維持等の多面的機能の確保を図りま
す。＜農林＞

538

○多面的機能の維持・発揮のための
　共同活動実施地区面積
　　㉕１０，４２２ha→㉚１２，０００ha

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．関係市町村への説明会（H27:2回、H28:2回）
２．地元集落への説明会（H27:6回、H28:2回）
３．多面的機能支払交付金研修会（H27･H28実
施）
　上記の取組により、新たに広域連携組織2組織
　の発足、共同活動実施地区面積２７７ha拡大
　を達成した。

＜課題＞
　予算及びマンパワーの確保が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標の変更】
○多面的機能の維持・発揮のための
　共同活動実施地区面積が耕地面積に占める割合
　　㉕３２％→㉚３０％

○「ふるさと水と土指導員」の認定数
　　㉕４９人→㉚５４人

実績値
（H28）

実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度
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(５－５－５)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

600件 800件 900件
1,000
件

643件 820件 ◎

50本 100本 200本 300本 69本 101本 ◎

数値目標
の達成度

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題

政策

部局

539

　オープンデータポータルサイトを円滑に運用す
るとともに、市町村等とも連携した公開データの
充実、さらにはアイデアソン・ハッカソンの取組
強化を図り、オープンデータの利活用を一層促進
する。

○オープンデータ利活用による
　アプリケーション数（累計）
　　㉕－→㉚３００本

●県民の利便性向上等を図るため、市町村や民間の
公的団体等とも連携しオープンデータポータルサイ
トの充実を図り、「宝の山」である公共データの利
活用を促進します。＜政策＞

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

委員意見

番号 主要事業の概要・数値目標

政策

○オープンデータ数（累計）【主要指標】
　　㉕－→㉚１，０００件

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１ オープンデータポータルサイトの本格運用開
始
２ オープンデータ利活用推進会議の設置・開催
３ オープンデータ推進指針の策定
４ 民間団体等と連携してオープンデータ関連イ
 ベントを開催
５ 市町村のオープンデータ公開を促進

＜課題＞
１ 利活用促進につながる有用なデータ・ニーズ
 の高いデータの公開
２ 利便性の高い良質なアプリ開発の促進

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：５　オープンデータの利活用
             促進
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(６－１－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　グローバル人材の育成に向け、興味を持った児童生
徒が、各自の習熟段階に応じてステップアップしていける
「徳島ならではのシステム」の構築を検討して欲しい。

・　国際的かつローカル（グローカル）な人材の育成が重
要であり、子ども達が、徳島に関する色々な知識や情報
をもっと学べる小学校からの教育が必要ではないか。

・　グローカルな人材育成の手法として、いわゆるアクティ
ブシニアと言われる皆さんに御協力をいただき、その知
見を活かすことも有効ではないか。

・　グローバル人材の育成を目指すプログラムへの積極
的な応募を勧めたり、外国の高校との提携によるプログ
ラムを作成するなど、県が率先して児童生徒を留学に導
くための取り組みを充実すれば、より多くの者の参加に
繋がるのではないか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

220人 310人 400人 490人 224人 313人 ◎

90人 100人 110人 120人 129人 128人 ◎

190人 230人 270人 300人 220人 178人 △

作成 － － －

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６－１　世界で活躍する人材の育成

今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

540

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１「ＡＬＴとともに徳島を学ぶデイキャンプ事業」
　・県央部、県南部、県西部の３コースで実施
　・小学生が参加体験（H27 95 名　H28　89名）
２「グローバルコミュニケーション向上事業」
　・県内３地域（上勝、美馬、牟岐）で実施
　・１泊２日の英語漬け体験プログラム
  ・中学生が参加（H27　70名　H28 　67名）
３「県立中学校海外語学研修支援事業」
　・H27　県立3中学校で実施。中学生59名が参加
　・H28  県立１中学校で実施。中学生16名が参加
４「JENESYS2016｣（「対日理解促進交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ」）で県立１中学校の45名が参加（H28)
５「徳島サマースクール」
　・県内高校生30名が１週間の擬似留学を体験
（H27・H28)
６「徳島グローバルスタンダード人材育成事業」
　・海外の学校との生徒間交流を促進
７「高校生の留学促進事業」
　・長期留学2名，短期留学20名に経費を支援
（H27)
　・短期留学20名に経費を支援（H28)
８「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」
　・1人の高校生が第1期生に採用（H27)
　・5人の高校生が第2期生に採用（H28)

＜課題＞
　日本人としてのアイデンティティの確立や日本の
文化に対する理解が十分でない。

○「英語学習デジタルコンテンツ」の作成
　　㉙作成

教育

実績値
（H28）

●国際性豊かな児童生徒を育むため、日本人として
のアイデンティティの確立や英語教育の充実を図る
とともに、海外留学の支援や、欧米諸国、アジア諸
国等との交流促進により、異文化理解やコミュニ
ケーション能力の育成などを推進します。
また、小学校英語教育の早期化・教科化を踏まえ、
授業で活用できるデジタルコンテンツを作成・配布
し、児童の英語によるコミュニケーション能力の育
成などを推進します。＜教育＞

○「ＡＬＴ※と徳島を学ぶデイキャンプ」
　の小学生参加者数（累計）
　　㉕６９人→㉚４９０人

○中学生の留学、英語体験宿泊活動の年間
　参加者数
　　㉕４２人→㉚１２０人

○高校生の留学（疑似留学体験、海外語学研修
　を含む）者数【主要指標】
　　㉕１０６人→㉚３００人

・高校生「ジュニア観光ガイド」養成講座
　高校生が日本の伝統、文化などを学び、
　日本人としてのアイデンティティを確立し、
　さらに徳島県の魅力を英語で発信する
　「ジュニア観光ガイド」を養成する。

委員意見

商工・教育

部局
数値目標
達成状況主要施策：１　グローバル人材の育成
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(６－１－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

295人 310人 325人 340人 329人 － ◎

27人 32人 38人 44人 18人 － △

実施 → → →

158億
円

162億
円

166億
円

170億
円

174億円 － ◎

106社 112社 119社 126社 92社 － △

12人 25人 50人 75人 12人 30人 ◎

推進 → → →

50人 60人 60人 60人 65人 69人 ◎

541

542

543

●優れた「国際感覚」を持つ人材を育成するため
に、学校の枠を越えて切磋琢磨する「徳島ウイン
ターキャンプ」を創設し、知・徳・体の調和がとれ
た、将来的に社会の各分野を牽引していく人間力を
備えた「Super Student」の育成を図ります。＜教育
＞

●学校へ日本語講師を派遣したり、研修会を開催し
たりすることにより、帰国・外国人児童生徒に対す
る教育を推進します。＜教育＞

番号

教育

○日本語講師を派遣する対象の児童生徒数
　　㉕３９人→㉘～㉚年間６０人

●貿易・投資関連情報の収集・提供や国際ビジネス
の即戦力となる人材育成、海外との産業交流の機会
の創出等により、県内企業のグローバル展開を支援
します。（再掲）
＜商工＞

○徳島県の輸出額
　（徳島県貿易・国際事業実態調査、中小企業分）
　　㉕１５０億円→㉚１７０億円　　<暦年>

○徳島県の輸出企業数
　（徳島県貿易・国際事業実態調査、中小企業分）
　　㉕９５社→㉚１２６社　　　　　<暦年>

教育

商工

○県内大学生への留学支援人数（累計）
　　㉕－→㉚７５人

○東京大学、京都大学進学者数
　　㉕２２人→㉚４４人

○主要大学（スーパーグローバル大学※）
　進学者数
　　㉕２８０人→㉚３４０人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・海外におけるフェアの開催や見本市への出展支
援、県内におけるバイヤー招へい商談会を開催
・企業のニーズや実績に応じた支援の実施や県産品
に精通した「地域商社」による販路開拓
・海外ビジネスに興味はあるが、これまでに取組が
ない企業を対象に、海外ビジネスの基礎を学ぶ研修
会を開催
・産学官連携による県内高等教育機関在学生の海外
留学を支援
※平成28年の実績値は、29年度末頃に判明。

＜課題＞
・輸出に取り組む企業の裾野拡大
・大学等高等教育機関や経済団体、県内企業との連
携による留学支援の拡大と留学生の増加

・県内企業の輸出額・輸出企業の増加を図るた
め、国内外でのフェアや商談会の開催、地域商社
による販路開拓など、企業のニーズに応じ、海外
展開の支援を行う。
・経済団体、企業との連携により、県内高等教育
機関の海外留学を支援し、国際的な視点で地域を
支える「グローカル人材」の育成を図る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　帰国・外国人児童生徒に，手厚く持続可能な
　支援をするため，日本語講師派遣事業の
　実施主体を市町村とし，県が補助事業として
　支援
２　市町村・学校からの支援要請を受けて
　民間の日本語講師を派遣
３　教員等を対象とした日本語指導研修の実施
４　鳴門教育大学と連携した日本語教育研修会
　の実施
５「帰国・外国人児童生徒支援連絡協議会」の
　開催

　上記の取組により、数値目標を達成した。

＜課題＞
　学習言語の支援をどのように充実させるか。

・帰国・外国人児童生徒“いきいき”事業
　学習言語支援体制を強化する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１「徳島ウインターキャンプ実施」
・キャンプＡ：
＜H27＞12月12･13日 参加生徒50名
①県外スーパーティーチャ―による特別講座
②県内高校教員による教科別実践講義
③県外スーパーティーチャ―と県内教員による研究
協議
＜H28＞12月10･11日 参加生徒98名
内容は上記①②③と同様。
・キャンプＢ：
＜H27＞12月19･20日 参加生徒36名
①各界の第一線で活躍されている本県ゆかりの社会
人によるフォーラム
②東京大学の教授による学問分野別セミナー
③本県高校卒業の大学生・大学院生等による座談会
④参加生徒による高校生ミーティング・ワーク
ショップ
＜H28＞12月17･18日 参加生徒56名
①キャリア教育の視点からの基調講演
②各界の第一線で活躍されている本県ゆかりの社会
人によるフォーラム・特別講義
③東京・京都大学の教授による学問分野別セミナー
④本県高校卒業の大学生・大学院生等による座談会
⑤参加生徒による高校生ミーティング・ワーク
ショップ

２　実績は平成２９年８月末に判明予定

＜課題＞
参加生徒の意欲とネットワークの維持･強化、及
び、教員の授業力向上が必要

＜H29取組方針＞
徳島ウインターキャンプを引き続き実施。
　キャンプＡ：12月 9･10日 参加生徒80名
　キャンプＢ：12月16･17日 参加生徒40名

・生徒の学校の枠を超えたネットワークづくり
と，教員の指導力向上のための場であることを，
周知するため，教科等の研修でウィンターキャン
プの趣旨を説明し，教員の意識を変える。

・LINE等で進路の情報や勉強方法等を発信する
ことで，参加生徒の意欲を喚起し，生徒同士や大
学生の先輩とのネットワークづくりをサポートす
る。

・参加教員同士や県外教員が互いに協議したり、
教材のやりとりができるよう、教員ネットワーク
をつくる。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 部局主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
数値目標
の達成度

今後の取組方針
実績値
（H28）
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(６－２－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

・　徳島の色々な原風景を見たり、体験することで受け
る感動が、人間を動かす原動力になるので、小・中学
校の段階から、こうした体験の機会を組み込んで欲し
い。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

策定 策定 ◎

5地域 5地域 5地域 5地域 5地域 5地域 ◎

1地域 2地域 3地域 3地域 １地域 ２地域 ◎

数値目標
達成状況

委員意見

●教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的
な推進を図るため、「総合教育会議」を設置し、本
県教育行政の羅針盤となる「徳島教育大綱」を策定
します。
また、一貫した学習環境の下で学ぶ機会を選択でき
る中高一貫教育のさらなる充実とともに、人口減少
社会に対応した新しい教育として、小規模化する学
校を教育資源や地域の社会教育施設等を相互に活用
することにより、多様な学びを保障する「新しい小
中一貫教育（徳島モデル）」として県内に普及する
など、地域の特性を活かした新たな教育モデルの実
践に取り組みます。＜政策・教育＞

主要施策：１　徳島ならではの教育の振興

実績値
（H27）

○「徳島教育大綱」の策定・推進
　　㉗策定

○学校分散型「チェーンスクール※」実施地域数
【主要指標】
　　㉕１地域→㉗５地域

○学校一体型「パッケージスクール※」実施
　地域数
　　㉕１地域→㉙３地域

工程（年度別事業計画）

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-２ とくしまオンリーワンスクールの創造

番号 主要事業の概要・数値目標

544

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○徳島教育大綱の策定
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基
づき，平成２７年６月３日に総合教育会議を設置
した。
・平成２７年度には，計６回の総合教育会議を開
催し，大所高所からの活発な議論を経て，「徳島
教育大綱」を策定した。
　(総合教育会議開催状況)
　第１回 H27.6.3　 第２回 H27.7.9
　第３回 H27.8.11  第４回 H27.9.24
  第５回 H27.11.10 第６回 H27.12.25
・平成２８年度は，テーマを決めプレゼンテー
ションと意見交換を行う形で実施した。
　第１回 H28.8.3「消費者教育」について
　第２回 H28.10.7「キャリア教育」について
　第３回 H29.3.27「次期学習指導要領」につい
て
○中高一貫教育
　本県教育をリードする「リーディング・ハイス
クール」として、「学力」の分野において「城ノ
内中・高校」を指定した。
○新しい小中一貫教育
１　指定地域の拡大(H27:6地域→H28:7地域)
２　小中一貫教育推進会議(H28:2回)
３　実践地区交流研修会(5市町村で実施)
４　テレビ会議システムの導入（阿南市椿地
　区）による移動に係るデメリット（時間や
　コスト）の軽減
 
　上記の取組により，学校教育の活性化が進み、
生徒指導・学力面で一定の効果が見られた。

＜課題＞
・知事と教育委員会という対等な執行機関同士の
協議・調整の場として，課題及び目指す姿等を共
有し，連携して効果的に教育行政を推進していく
ため協議を行う必要がある。
・９年間を見据えた教育課程の作成と、教職員の
負担軽減が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○学校分散型「チェーンスクール※」実施地域数
　　㉕１地域→㉙６地域

政策・教育

部局

部局

政策
教育

・平成２７年度に策定を行った「徳島教育大綱」
について，本県の教育行政の着実な推進を図るた
め，「教育の条件整備，その他地域の実情に応じ
た教育，学術及び文化の振興を図るための重点的
に講ずべき施策」等について，随時議論を重ね
る。
・９年間を見据えたカリキュラムの作成を図り、
小中学校の交流授業の質と量の向上を図る。
・チェーンスクールやパッケージスクールの取組
の成果を発表会や成果物等により県内外に発信す
るとともに、徳島モデル指定地域の拡大を図る。
・阿南市以外の地域において、移動に係る課題解
決に向け、簡易通信ソフト等ICTを活用した学校
間交流を充実させる。

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

設置 推進 → →

設置 設置 推進 ◎

推進 → → →

6人 9人 12人 15人 6人 12人 ◎

6人 8人 10人 12人 8人 8人 ◎

120人 180人 280人 380人 122人 182人 ◎

推進 → → →

1地域 推進 推進 －

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針

・４つの拠点地域が、課題解決に向けて設定した
研究テーマに沿って、昨年度の取組を実践し、成
果を発表する。（例：家庭学習の友、アクティブ
ラーニング等）
・鳴門教育大学の学力向上専門教員や教育委員会
指導主事、社会教育主事等による継続的な学校支
援を行う。

実績値
（H28）

　平成30年度の阿南光高校の開校に向けた準備の
ための開校推進委員会を実施する。

・人事異動作業において，市町村教育委員会と連
携を図りながら，目標値を達成する。
・平成32年度に全面実施される次期学習指導要領
により，小学校3・4年で「外国語活動」の実施，
小学校5・6年で「英語」が教科化されることを受
け，研修対象を5・6年担任から3～6年担任に拡大
するとともに研修内容を再構築し，さらに受講者
数を拡大する。

教育

○「学力･学校力向上拠点校」の設置
　　㉗設置

●子供の学びの連続性を踏まえ、教育の質の向上を
図るため、小・中学校間における教員の人事交流を
推進します。
また、グローバル人材の育成に向け、新しい教育課
程に対応した英語教育の充実を図るため、小学校英
語専科教員の配置を推進するとともに、小・中・
高・特別支援学校の教員を対象に、英語教育充実の
ための研修を推進します。特に、小学校の教科化を
踏まえ、小学校教員の受講者数を拡大します。＜教
育＞

教育
○小・中学校間における教員の人事交流の推進
　　㉕－→㉚１５人

○小学校英語専科教員の配置
　　㉕４人→㉚１２人

○英語教育充実のための研修における
　小学校教員の受講者数（累計）
　　㉕－→㉚３８０人

●各高等学校が将来にわたり多様な教育や部活動を
実施し、活力ある教育活動を展開していくため、県
下２地域で高校再編を進めます。また、地域活性化
や地域に根ざした教育を展開するため、時代に対応
した新学科等の設置や学科再編等を行います。＜教
育＞

教育

●大学との連携のもと、授業改善による指導力向上
に向けた実践研究を実施し、その成果を県内全域に
普及することにより、本県児童生徒の学力の向上を
推進します。＜教育＞

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

545

546

547

○高校の再編地域数
　　㉙１地域

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・小・中学校間における教員の人事交流を推進し
た。（H27:6人，H28:12人）
・小学校英語専科教員の配置を推進した。
（H27:8人，H28:8人）
・英語教育充実のための研修を実施し，小学校教
員の受講者数を拡大した。（H27:122人，H28:182
人）
上記の取組により，それぞれ目標値を達成した。

＜課題＞
　小・中学校間の人事交流・専科教員配置の趣旨
や制度概要について，更に周知を図り，交流希望
者等の増加や制度の円滑な運営に努める必要があ
る。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○英語教育充実のための研修における
　小学校教員の受講者数（累計）
　　㉕－→㉚５８０人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・平成29年度の再編準備のための池田・辻・三好
高校再編統合準備委員会（H27：4回）を開催
・「阿南工業高校・新野高校の再編統合に係る計
画」（H27：策定）
・平成29年4月に，池田高校辻校及び三好校を開
設するための高校再編統合推進委員会（H28：4
回）を開催
・阿南工業高校・新野高校の再編統合による新高
校開校のための準備委員会（H28：5回）を開催

＜課題＞
　阿南光高校開校に向け，準備組織による効率的
な作業が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標修正】
○高校の再編地域数
　　㉙㉚１地域

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H28取組内容と進捗状況＞
１　阿南市、美馬市、徳島市、藍住町の域内
　　１中学校とその校区内の小学校において、
　　「学力・学校力向上拠点校」を設置した。
２　年２回（前期・後期）の学校訪問により、
　授業改善による指導力向上に向けた実践研究
　を実施。
３　年２回、拠点地域ごとに「連絡協議会」を
　開催し、取組の説明・成果と課題についての
　話し合いを実施。
４　夏期休業日中にヒアリングを実施し、校長
　から取組の進捗状況の説明を受け、指導助言
　を実施。
５　年３回の学校訪問改善委員会を開催し、拠
　点校の取組説明等を実施。

＜課題＞
　事業の成果を県内全域に発信・普及していくこ
と、及び、拠点地域でベクトルを合わせ、組織
的・協働的な実践研究を行うことが必要
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(６－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

92% 95% 97% 100% 92.7% 95.1% ◎

推進 → → →

550回 550回 550回 550回 558回 569回 ◎

5回 10回 15回 20回 5回 12回 ◎

548

・各種事業の研究校における成果について，校内
外に対して広く普及を図る。
・高校生インターンシップの促進の一環として，
「県立施設におけるインターンシップ促進事業」
受け入れ施設を拡充するとともに，いわゆる「ア
カデミック・インターンシップ」の充実を図る。

549

数値目標
の達成度

今後の取組方針
実績値
（H27）

実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

部局

●生徒の社会的・職業的自立に向けた基礎的な能力
の向上や勤労観・職業観の育成を図るため、イン
ターンシップや資格取得を促進するなど、県下全域
におけるキャリア教育を推進します。＜教育＞

教育

○高校におけるインターンシップの実施率
　（全日制・定時制）
　　㉕８２．９％→㉚１００．０％

●テレビ会議システム等のＩＣＴを活用した公立学
校での遠隔指導・授業や交流学習、研修、会議等を
推進します。
＜教育＞

教育

○テレビ会議システムの利用回数
　　㉕５１４回→㉗～㉚年間５５０回

○高校での双方向遠隔授業・講座の実施回数
　　㉕－ →㉚２０回

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　テレビ会議システムの利用
　テレビ会議システムによる公立学校での遠隔授業や
交流学習､研修、会議等を実施した。
　［内容］
　　・遠隔授業（海部高校、辻高校、三好高校）
　　・各種会議（県内高校の家庭クラブ総会）
　　・本校・分校間の連絡会議（池田支援学校）
　　・那賀地域の中・高校連絡会議
　　・県教委事務局コンプライアンス・人権研修
　　　（県庁・総合教育センター・文化の森）
２　高校での双方向遠隔授業・講座の実施
・　遠隔授業のための備品を整備（H27：徳島県立総合
教育センター及び辻高校、H28：三好高校）
・　徳島県立総合教育センターに、学習情報専門員を
配置（H27、H28）
・　教職員研修のため、遠隔授業先進地（北海道、長
崎県、長野県）を視察（H27）
・　徳島県立総合教育センターと辻高校、三好高校間
で双方向遠隔授業を実施（H27：5回、H28：12回）
　［H27内容］
　　・徳島大学（保健体育、マインドマップ入門）
　　・徳島文理大学（子どもの発達と保育、地理）
　　・四国大学（地域資源の活用と地域活性化）
　［H28内容］
　　・徳島大学（商品開発）
　　・徳島文理大学（社会福祉基礎、キャリア教育）
　　・香川大学（食料生産）
　　・民間（フラワーデザイン）
　　・みなと高等学園・川島高校・若年サポートステー
　　　ション　（特別支援教育）
　上記の取組により、遠隔地にある大学や中・高校間
の交流・連携が図られるとともに、校務の効率化を実
現することができた。

＜課題＞
・学校等に対するテレビ会議システム活用の一層の普
及・展開が必要

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
 「キャリア教育パイロット校事業」(H27)や
「『みんなが主役』！小中高校生起業塾」(H28)
等の事業により，各学校種に応じたキャリア教育
推進に向けた取組を実施。
 「職場体験やインターンシップ」の受入先企業
情報を一元化した「あわ教育サポーター企業等
データベースシステム」を構築するとともに，
『「職場体験・インターンシップ」実施の手引』
(H28.3)を作成し，各学校のインターンシップ実
施を支援。
 小中高校キャリア教育担当教員を対象とした
「キャリア教育推進フォーラム」を開催（企業関
係者，文科省調査官による講演等，研究校発
表）。
　生徒の社会的・職業的自立に向けた基礎的な能
力の向上や勤労観・職業観の育成を図るキャリア
教育の重要性に対する理解が深まった。

＜課題＞
　中央教育審議会答申(H28.12)，次期学習指導要
領改訂を踏まえ，キャリア教育を組織的・体系的
に推進する必要がある。

・遠隔指導や研修、会議等、多様なテレビ会議システ
ムの活用方法を紹介・広報する。

・テレビ会議システムの有効な活用方法を検証し、遠
隔地にある高校での多様な学習を支援する。

・池田高校の本校、辻校、三好校において、テレビ会
議システムを大学教授等による遠隔授業・講座や、学
校間連携に活用する。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

400人 400人 400人 400人 423人 412人 ◎

促進 → → →

86.0% 87.0% 88.0% 90.0% 93.0% 95.0% ◎

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

部局

教育

550 教育

○ＩＣＴを活用した授業実践の研修参加者数
　　㉕３７７人→㉗～㉚年間４００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　学校においてICTを活用した教育の推進を目的とし
た教員研修を総合教育センターで実施
　［内容］
　・教職経験年数に応じた「初任者研修」「10年経験者
研修」
　　（参加者数　H27：260人、H28：273人）
　・職員各自の教育課題の解決やスキル等の向上を
目的とした希望研修である「ICT活用指導力向上研修」
（参加者数　H27：163人、H28：139人）

　上記の取組により、教員の授業におけるICTの活用
について理解とスキルを深めることができた。

＜課題＞
　文部科学省「学校における教育の情報化の実態等
に関する調査」（平成28年3月実施）において、ICT活用
指導力に関して、「わりにできる」「ややできる」と回答
した本県の教員の割合は88.9％であり、全国平均
（73.5％）を上回っているものの、今後もこの割合の向
上が求められる。

551

●「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」によ
り、幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を
踏まえた幼児教育の充実を図ります。また、幼稚
園・保育所・認定こども園・家庭・地域・行政等が
連携し、幼保合同の教員研修や行事の実施など総合
的な幼児教育の展開を図ります。
＜教育＞

番号

○幼稚園と保育所の連携の実施の割合
　　㉕８５．２％→㉚９０．0％

●ＩＣＴ活用教育の充実を図るため、ＩＣＴを活用
した授業実践についての教員研修を推進します。＜
教育＞

今後の取組方針
工程（年度別事業計画）

・文部科学省の委託事業「幼児教育の推進体制
　構築事業」を活用し，県保育・幼児教育アド
　バイザーによる幼稚園・幼保連携型認定こど
　も園・保育所に訪問指導する研修体制を推進
　し，幼保連携の具体的な意義について啓発す
　る。
・幼小中連携推進事業「学びのかけ橋」プロジ
　ェクトを中心に，県内で実施されている幼保
　交流の取組を広報する。
・「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」
　推進協議会を継続して，定期的に実施する。
・幼保の保育者がともに取り組む研修会の増加
　を図る。また，既に取り組んでいるものにつ
　いては，参加枠を拡大する。

主要事業の概要・数値目標

・「初任者研修」「中堅教諭等資質向上研修」におい
て、授業でのICT活用を想定した研修を実施する。

・希望研修において、学校でのニーズが高い講座のメ
ニューや内容を充実させる。

＜H28取組内容と進捗状況＞
・「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」
　の基本方針に掲げた「発達や学びの連続性」
　に関する内容について啓発する場を増やす
　等，取組の充実を呼びかけた。
・幼稚園教諭と保育士の交流の増加が，各市町
　における研修会等開催への布石となることを
　意図し，県教委主催の研修への保育士参加を
　可能とするとともに，県保育事業連合会と連
　携し，保育士の研修会に幼稚園教諭の参加枠
　を設けた。
・「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」推
　進協議会や認定こども園の周知に関する研修
　会を開催し，幼保の現場はもちろんのこと，
　ＰＴＡ，関係部局，研究機関等にも連携への
　理解と協力を呼びかけた。

＜課題＞
　保育所児と幼稚園児との合同行事，保育への
　相互参加等は，半数近くの割合にとどまって
　いる。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○幼稚園と保育所の連携の実施の割合
　　㉕８５．２％→㉚９５．０％

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

派遣
拡充

－ － －

11人 12人 13人 14人 14人 15人 ◎

県内小
中学校
に普及

－ ５校 〇

○スクールソーシャルワーカー配置数
・スクールカウンセラーの待遇の改善を図るとと
もに，県内３大学と連携し，人材の確保につなげ
る。
・県立学校の拠点校化、適応指導教室への配置拡
充を図る。
・スクールソーシャルワーカーを学校及び市町村
教育委員会への配置拡充を図る。

○徳島版予防教育
・校長会や生徒指導主事主任会等での啓発，各校
へのリーフレット配付，教員向け予防教育研修会
の充実等，徳島版予防教育の普及拡大に努める。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○スクールソーシャルワーカー配置数
・スクールカウンセラー人数（Ｈ27：４２人，Ｈ
28：４５人）
・スクールカウンセラー拠点校数（Ｈ27：６７
校，Ｈ28：７０校）
・スクールソーシャルワーカーの公立学校派遣回
数（Ｈ27：１４回，Ｈ28：７回）
上記の取組により，スクールカウンセラーの全小
中学校及び県立学校での配置・派遣の拡充を行う
ことができた。
○徳島版予防教育
・小，中学校で新たに５校が実践

※参考
・スクールカウンセラー：心理の専門家として、
臨床心理士の資格を有する者を基本とし、児童生
徒の心に働き掛けるカウンセリング等を主な職務
としている。
・スクールソーシャルワーカー：福祉の専門家と
して、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有す
る者で、児童生徒の置かれている環境に働き掛け
て子供の状態を改善することを主な職務としてい
る。

＜課題＞
○スクールソーシャルワーカー配置数
・スクールカウンセラーの人材の確保に困難を期
している。
・各校からの要請に応じスクールソーシャルワー
カーを派遣しているが，急を要する事案に対応し
切れていない。
○徳島版予防教育
・いじめや自殺、不登校等、児童生徒の問題行動
の未然防止、早期対応のために，予防教育の必要
性が高まっている。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○スクールソーシャルワーカー配置数
　　　㉕９人→㉚１６人

教育

●児童生徒の豊かな心を育むため、スクールカウン
セラーの配置拡充や、スクールソーシャルワーカー
の増員等を図ります。また、問題行動の未然防止・
解消につながる取組みを推進するために、実践研究
の成果を踏まえ、徳島版予防教育の普及・啓発を行
うとともに、より高度な知識を有する専門家による
「学校問題解決支援チーム」の充実を図ることによ
り、いじめ・不登校をはじめとする児童生徒の多様
な悩みに対応する支援体制の一層の強化を図りま
す。
＜教育＞

○スクールカウンセラーの配置
　　㉕緊急事態に対してのスクールカウンセラー
　　　の緊急支援体制の整備
　　→㉚県立学校への派遣拡充

552

○徳島版予防教育
　　㉕実践研究→㉘県内小中学校に普及

○スクールソーシャルワーカー配置数（再掲）
　　㉕９人→㉚１４人

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度
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(６－２－２)

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　平均的な学力を上げる努力は一層やってもらいたい。徳
島で生まれ育った子どもが、徳島で普通に働くというサイク
ルに繋げる第一歩となる教育として、義務教育が大事であ
る。

・　読書と同様に、日記は子どもにとって大切であり、人格形
成にも非常に役立つため、小学生の頃から日記を書いて、
発達段階に応じて進化させていくことも必要ではないか。

・　家庭での読書の習慣化のため、親子で読書をする時間
を持つよう、親への働きかけを行ってはどうか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 →

全国
平均

正答率
以上

→

全国平
均正答
率以上

小学校国
語Ｂ算数
Ｂ、中学
校数学Ａ
で全国平
均を上
回った。

小学校国
語Ａ中学
校数学Ａ
で全国平
均を上
回った。
中学校国
語Ａ中学
校数学Ｂ
は同率
だった。

-

委員意見

今後の取組方針主要事業の概要・数値目標番号

・各校で作成している「学力向上実行プラン」の
具体的な数値目標の達成に向け，学力向上推進員
を中心に実践を行う。
・徳島「確かな学力」育成プロジェクトに示され
ている４つの対応策について，全教職員が共通の
認識を持ち，取り組む。
・年に複数回のＰＤＣＡサイクルを実施し，児童
生徒の学力の向上のために，日々の授業改善など
に取り組む
・適切な家庭学習の実践に努める。

教育553

工程（年度別事業計画）

●すべての学校・園に学力向上検討委員会を設置
し、学力向上推進員を中心に児童生徒の学力向上を
図るとともに、各学校の取組みを情報発信します。
＜教育＞

実績値
（H28）

主要施策：２　充実した学びの推進

実績値
（H27）

○「全国学力・学習状況調査」における
　県平均正答率【主要指標】
　　㉙調査で対象となっている
　　　国語・算数（数学）で全国平均正答率以上

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　年２回，学力向上推進員研修会を開催し，
　各幼・小・中・高・特別支援学校の担当に対
　し，学力向上に関する実践的な取組や指導方
　法について説明等を実施。
２　全国学力調査や県ステップアップテストの
　問題の考察等行う研修を実施。
３　各校において学力向上検討委員会を開き，
　日々の授業改善に取り組み，学力向上実行プ
　ランに基づきＰＤＣＡサイクルの確立に努め
　た。
４　学力向上実行プランを，各学校のＨＰに
　アップし，取組状況等を情報発信した。
５　授業の手引「阿波っ子のみらい」を作成
　し，県全体へ活用促進を図った。

＜課題＞
・各校において授業改善や家庭学習の充実が図ら
れつつあり，さらに，全教職員がチームとして学
校の学力向上に取り組む必要がある。
・各学校において，年に複数回のＰＤＣＡサイク
ルを実施していくことが重要である。

教育

部局

部局

数値目標
達成状況

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

87.0%
80.0%

88.0%
83.0%

89.0%
84.0%

90.0%
85.0%

小５
84.2％
中２

75.8％

小５
87.2％
中２

76.1％

△

推進 → → →

82.0% 84.0% 87.0% 90.0% 89.0% 87.2% ◎

推進 → → →

65.0% 73.0% 81.0% 90.0% 70.7% 76.5% ◎

・読書の生活化プロジェクトⅣの取組の充実
・｢おすすめ本｣による相互紹介活動
・高校生による｢書評合戦（ビブリオバトル）｣
の大会を、平成２９年度から中学生も対象に実
施し、今後、小学生にも広げていく。
・｢家庭読書の日（毎月２３日）」、｢家庭読
書推進週間（２３日の週）｣に家庭読書に関わ
る情報を学校内・各家庭に広報する。
・｢特色ある取組｣の優秀実践校・園を表彰
する。
・読書の生活化につながる調査の継続（読書
時間、学校図書館の貸出冊数、特色ある取組
等）。
・子どもの読書活動推進計画に基づき、子ど
もの主体的な読書活動のため、一層、学校・
家庭・地域が連携し、読書活動の重要性への
理解とその魅力について発信し、県内全域で
読書習慣の定着を図る。

部局

・モデル事業を中心に，県内で実施されている
　幼小交流の取組を広報する。
・文部科学省の委託事業「幼児教育の推進体制
　構築事業」を活用し，県保育・幼児教育アド
　バイザーによる幼稚園・幼保連携型認定こど
　も園・保育所に訪問指導する研修体制を推
　進し，幼小連携の具体的な意義について啓発
　する。
・「学びの連続性」を強調した「幼稚園教育
　要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定
　こども園教育・保育要領」の改訂ポイントの
　周知を図る。

　小中一貫教育（徳島モデル）推進事業の成果の
発信をリーフレットの配付や各種研修会で行い、
小・中学校での連携の意義について啓発する。

教育

今後の取組方針

教育

●就学前教育と小学校教育とのつながりを円滑にす
るため、保育所・幼稚園・小学校の適切な連携の在
り方についての研究を進め、成果を普及します。＜
教育＞

556

○幼小の教師間の合同会議や研修会を行う割合
　　㉕８０．９％→㉚９０．０％

555

●小・中学校のより円滑なつながりと学力向上を図
るため、小中一貫教育についての研究を進め、成果
を普及します。＜教育＞

○小・中学校の教師間で
　合同の会議や研修会を行う割合
　　㉕６３．０％→㉚９０．０％

554

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　読書の生活化プロジェクトⅣの実施
　・｢おすすめ本｣紹介活動の推進をし，多様
　なブックリストの作成や｢書評合戦｣を実施。
　・｢家庭読書の日（毎月２３日）｣、｢家庭読
　書推進週間（２３日の週）｣に家庭読書に関
　わる情報を学校内・各家庭に広報した。
　・｢特色ある取組｣の推進をするため、優秀実
　践校・園の表彰を実施。
　・図書館の活用状況を調査（年２回）。
上記の取組により、校内だけでなく各家庭におい
て友達や家庭に｢すすめたい本｣のブックリスト作
成や読み聞かせ活動、地域の図書館との連携など
様々な特色ある取組が実践された。

＜課題＞
　朝の読書活動、一斉読書等学校での読書機会は
増えているが、家庭での読書時間の充実と読書内
容、質の改善が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●子どもの読書活動推進計画に基づき、子どもの
主体的な読書活動のため、一層、学校・家庭・地
域が連携し、読書活動の重要性への理解とその魅
力について発信し、県内全域で読書習慣の定着を
図ります。

番号 主要事業の概要・数値目標

●子どもの読書活動推進計画に基づき、県内全域で
読書習慣の定着を図ります。＜教育＞

○一日１０分以上読書（新聞等を含む）をする
　児童生徒の割合
　　小５ ㉕８６．５％→㉚９０．０％
　　中２ ㉕７９．８％→㉚８５．０％

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」
　の基本方針に掲げた「発達や学びの連続性」
　に関する内容について啓発する場を増やす
　等，取組の充実を呼びかけた。
・生活科担当主事と連携し，生活科に関する研
　修内容に，スタートカリキュラムをはじめと
　した幼稚園教育の内容を加えた。
・県内２町をモデル地域として，保幼小連携事
　業を進めている。鳴門教育大学と連携し，大
　学教員による訪問指導を行った。
・幼稚園教諭研修に，幼小連携の内容を取り入
　れて実施した。

＜課題＞
・交流にとどまり，今後さらに求められるカ
　リキュラムの接続にとりかかっている市町は
　少ない。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○幼小の教師間の合同会議や研修会を行う割合
　　㉕８０．９％→㉚９２．０％

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　小中一貫教育の指定校の拡大
２　あわ（OUR）教育発表会においての啓発

　上記の取組により、数値目標が達成された。

＜課題＞
　小中連携による教職員の多忙の軽減が必要

教育

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度
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(６－２－３)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

・　子どもとして一番大切なのは、地元に目を向けるこ
とや、挨拶ができることである。家族の中での言葉と
か、また地元での色々な関わりを大切にしてもらいた
い。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

11種目 13種目 15種目 17種目 14種目 12種目 △

制定 制定 ◎

2%減 4%減 6%減 8%減 4.7％減 5.3%減 ◎

35% 35% 35% 35% 36.5% 43.2% ◎

52人 54人 57人 60人 52人 54人 ◎

33.3% 44.4% 55.5% 55.5% 33.3% 44.4% ◎

工程（年度別事業計画）

・「子どもの体力向上アクションプラン」に基づ
いた取組を、引き続き実施する。
・「元気なあわっ子憲章」について、保護者をは
じめ広く県民の方に周知浸透を図る。
・H29年度も引き続き、すべての学校で、生活習
慣改善の取組を実施する。
・県内3箇所で健康道場を開催し、家庭での生活
習慣改善取組の支援を図る。
・学校給食における地場産物の活用について、継
続して推進する。
・新規採用審査及び特別選考により栄養教諭の任
用を進め，学校給食の推進と食に関する指導の充
実に向けて配置を拡充する。

教育

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・「子どもの体力・運動能力向上対策委員会」を
開催し，「全国体力・運動能力，運動習慣等調
査」の結果をもとに、子供の実態把握，原因分析
に努め，改善に向けた取組について検討した。
・「子どもの体力向上アクションプラン」に基づ
き、各校で実態に合わせた「体力向上計画」を策
定し実践に取り組んだ。また、体育の授業やＰＴ
Ａ講習会に指導者を派遣するとともに、「子ども
の体力向上指導者講習会」を実施した。
・本県の子供たちの生活習慣改善、肥満予防・肥
満対策を推進するため、制定した「元気なあわっ
子憲章」の普及啓発を図った。
・すべての学校で「生活習慣改善計画」を策定
し、その実践に取り組むことにより、児童生徒の
生活習慣の改善を推進した。
・小中学校への栄養教諭について，平成27年度実
施の特別選考により8名を任用した。
・平成28年度実施の採用審査から栄養教諭の新規
採用を開始し，3名を採用するとともに，特別選
考により2名を任用した。
・栄養教諭・学校栄養職員が、担当市町村内の小
学校で２つの学年、中学校で２つの学年で、担任
教諭等とともに「食に関する授業」を実施した。
・学校給食に地域の旬の食材を活用するための｢
学校給食用レシピ＆調理技術マニュアル」を作成
するなど地場産物の活用を推進した。
・小中学校への栄養教諭について、平成２７年４
月１日現在で５２名の配置、平成２８年４月１日
現在で５４名を配置し，食に関する指導の充実を
図った。

＜課題＞
・徳島県の児童生徒の肥満傾向児の割合が、全国
的にみても高い状況にある。
・「体力の向上」とともに「運動習慣の確立」
「望ましい生活習慣の形成」を図る必要がある。
・小中学校への栄養教諭の配置について，大学等
関係機関への働きかけ等，採用志願者増に向けて
の取組をより一層進める必要がある。

今後の取組方針 部局
実績値
（H27）

○「元気なあわっ子憲章」の制定（再掲）
　　㉗制定

○小中学校への栄養教諭の配置人数（再掲）
　　㉕４９人→㉚６０人

番号 主要事業の概要・数値目標

○栄養教諭・学校栄養職員による
　食に関する授業を実施する学年の割合（再掲）
　　㉕１１．１％→㉙５５．５％

○肥満傾向の児童生徒数（小中学校）（再掲）
　　㉕５，４３７人→㉚Ｈ２５年度比８％減

○学校給食に地場産物を活用する割合（再掲）
　　過去１０年間の平均３２．７％
　　　　　　　　　→㉗～㉚３５％

主要施策：３　豊かな心と健やかな体の
             育成

●児童生徒の実態把握をもとに、学校・家庭・地域
が連携した取組みを実施し、児童生徒の体力向上を
図ります。
また、「元気なあわっ子憲章」を制定し、子供たち
が健康について学び、自ら考え、実践できるよう、
学校・家庭・地域・専門機関等が連携して取り組み
ます。特に、子供たちの望ましい生活習慣の定着を
図るため、すべての小中高校で生活習慣改善計画を
策定し、実践に取り組むことにより、肥満予防・肥
満対策、生活習慣病予防対策を推進します。
さらに、地場産物を活用した学校給食の推進や、食
に関する指導の充実のために、栄養教諭の配置を拡
充し、徳島の産物や食文化への理解を深めるなど、
徳島ならではの魅力ある食育を推進します。＜教育
＞

557
○「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
　結果において全国平均以上の種目数
　（全３４種目中）【主要指標】
　　㉕９種目→㉚１７種目

部局

教育

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

250人 300人 350人 400人 962人 801人 ◎

推進 → → →

94.0%
84.0%

96.0%
86.0%

98.0%
88.0%

100%
90.0%

小　96%
中　84%

小 100％
中　96％

◎

推進 → → →

1,500
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2,500
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2,620
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3343
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

◎

部局

教育

教育

教育

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

今後の取組方針

　地域住民の参画を得た多様な自然体験・交流体
験を推進する。

・公開授業の効果と必要性を、研修会等で県内の
道徳教育推進教師及び道徳担当者に伝え、推進を
図る。
・公開の仕方についても、工夫されたものである
ように啓発していく。
・家庭で道徳の大事さや人としての生き方につい
て考える機会をつくったり、地域住民のゲスト・
ティーチャーをよび道徳の授業に参加してもらっ
たりする等、学校で行われる道徳教育と家庭や地
域社会をしっかりとつなぐ教育課程を実施する。

　あらゆる機会を通して，学校，児童生徒に周知
し、参加を呼びかける。

558

559

560

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・第三者運営委員会，運営協議会(H27:3回，
H28:3回)
・事業のうち，地域住民の参画を得て行われた主
催事業（ヘルスアップin牟岐，もうすぐお正月
等）を実施

＜課題＞
　地域住民の参画を得た事業の一層の充実が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○牟岐少年自然の家を拠点とし、地元住民との
　交流を含む自然体験・交流体験等への参加者数
　　㉕１００人→ ㉚９００人

●牟岐少年自然の家を活用し、地域住民の参画を得
て、地域の自然や文化活動を活かした自然体験、交
流体験、食育等を推進します。＜教育＞

○牟岐少年自然の家を拠点とし、地元住民との
　交流を含む自然体験・交流体験等への参加者数
　　㉕１００人→ ㉚４００人

○道徳の時間の授業参観を実施している学校の
　割合
　　小㉕９３．０％→㉚１００．０％
　　中㉕８３．５％→㉚９０．０％

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
１　学校の道徳授業を公開し、道徳教育は、学
　校・家庭・地域社会が共通理解を持って推進
　していくことが不可欠であることを機会ある
　毎に発信した。

　上記の取組により、目標数値を達成した。

＜課題＞
　研修等で得た知識を、道徳教育推進教師だけで
とどまってしまうのではなく，校内研修を通して
学校全体に広げることが課題である。
　家庭や地域社会で、道徳の大事さや人としての
生き方について、しっかりとした話合いを持てる
ようにすることが必要である。

●道徳教育の充実を引き続き取り組むとともに、家
族と一緒に話し合うなど家庭や地域と連携して道徳
教育を推進します。＜教育＞

●ＩＣＴを活用した「手軽にできる運動」のランキ
ング判定システムを運用し、楽しみながら、児童生
徒の運動習慣の確立を図ります。＜教育＞

○小・中学生の「ランキング判定システム」
　の参加グループ数
　　㉕８０５グループ→㉚３，０００グループ

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　気軽に取り組める運動種目19種目を設定し，子
供たちがランキングを確認しながら，繰り返し記
録に挑戦することで，運動習慣の確立を図った。

＜課題＞
　種目の精選，興味を引く新たな種目の開発

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

256



(６－２－４)

評価 特記事項

☆ C

・　コミュニティ・スクールでは、祖父母や地域の皆さん
も入って、小学校の運営に携わっており、地域に根ざ
した教育として、とても良い取り組みであるので、今
後、増加させてもらいたい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4事例 4事例 4事例 4事例 3事例 5事例 ○

推進 → → →

24校 27校 30校 33校 22校 25校 △

部局

教育

教育

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

・平成28年度から，小規模の事業から全国展開を
目指す「チャレンジ」，全国展開を目指す「スタ
ンダード」，全国や世界を目指した２年間の活動
をする「グローバル」の３つのステージを設け，
応募校数の増加を図っている。
・平成28年度，「チャレンジ」では，従来実施校
に選定されていない高校が実施校となった。平成
29年度も，今までに実施校となっていない学校の
募集を促す。
・「グローバル」実施校は，２年間の継続した取
組を行い，実施校は２校となる。つるぎ高校は，
２年目を迎え，海外活動の充実を図る。
・実施校を選定する本審査会を庁内に公開し，高
校生の取組について，広報を図る。

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
＜H27＞
１　第35回高校生英語弁論大会文部科学大臣賞
　　（全国2位）（徳島北高校）
２　平成27年度パテントコンテスト特許出願対
　象（選考委員長特別賞）（つるぎ高校）
３　楽天ＩＴ甲子園2015出場（つるぎ高校）
＜H28＞
１　第14回高校生技術・アイディアコンテスト全
国大会
　　優秀賞（阿南工業高校）
２　1.17防災未来賞ぼうさい甲子園　はばタン賞
（那賀高校）
３　第67回日本学校農業クラブ全国大会大阪大会
測量競技出場（那賀高校）
４　第13回全国高校生押し花コンテスト審査員特
別賞（吉野川高校）
５　楽天ＩＴ甲子園2016出場（つるぎ高校）

＜課題＞
　事業説明会において，事業内容を詳しく説明
し，応募校数の増加を図る必要がある。
　引き続き，事業に関連する全国規模への大会・
コンクールへの応募を促す。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　「コミュニティ・スクール」モデル校とし
　て、H27年度新規につるぎ町立貞光中学校を，
　H28年度につるぎ町貞光小学校，海陽町宍喰小
　学校，宍喰中学校を指定。
２　首長部局等との協働による「新たな学校モデ
ルの構築事業」及び「チーム学校の実現に向けた
業務改善等の推進事業」として、東みよし町６校
を継続指定。

＜課題＞
　コミュニティ・スクールについて、市町村教育
委員会への更なる啓発活動の推進が必要

委員意見

・文部科学省が実施する「CSマイスター派遣制
度」等の活用を積極的に図っていく。
・教育長会や校長会等を通じて、コミュニティ・
スクールの意義等について説明するなど、一層の
啓発を図るとともに、未実施市町村の教育委員会
に対しモデル校の取組を働きかける。
　また、小中一貫教育推進会議において、指定地
域の教育委員会や学校関係者に対して、意義説明
を行うなど、あらゆる機会を通じて啓発に努め
る。

教育

561

562

番号

○「スーパーオンリーワンハイスクール事業」
　実施校のうち、各分野の全国大会に出場した
　取組み【主要指標】
　　㉕４事例→㉗～㉚年間４事例

○「コミュニティ・スクール」モデル校数
　（累計）
　　㉕２１校→㉚３３校

●「地域の教育・文化の創造拠点」として、全国そ
して世界を目指す学校独自に企画した徳島ならでは
の取組みや研究活動を展開することにより、特色あ
る教育活動のレベルアップとグローバル人材の育成
を図ります。＜教育＞

主要事業の概要・数値目標

●公立学校に「コミュニティ・スクール※」を導入
し、地域に開かれた学校づくりを進めます。＜教育
＞

数値目標
の達成度

主要施策：４　地域に開かれた学校づくり 部局
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－４)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

45% 60% 75% 90% 47% 70% ◎

推進 → → →

69団体 76団体 83団体 90団体 74団体 79団体 ◎

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% － ◎

実績値
（H27）

教育

　説明会や研修会などを通じ、学校・家庭・地域
が連携した教育・体験活動の実施率向上を図る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・学校支援に取り組むクラブ等に認証書とサポー
ターズクラブフラッグの授与を行う。
・未認証の学校に積極的に連絡し、団体の申請を
依頼。(サポーターズクラブ登録数 H27･74団体
H28･79団体）

＜課題＞
　学校サポーターズクラブ認証制度の周知が必要

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成27年度には平成26年度間の、平成28年度に
は平成27年度間の実施状況調査を実施し、各学校
の取組を支援する体制づくりを進めた。平成28年
度の実績値については、平成29年12月頃判明予
定。

＜課題＞
　平成28年3月に学校評価ガイドラインが改訂さ
れたことを踏まえ、なお一層、開かれた学校づく
りの推進のため、各学校の取組を支援する必要が
ある。

数値目標
の達成度

今後の取組方針

　説明会や研修会などを通じ、学校サポーターズ
クラブ認証制度の周知を図る。

部局

　学校評価を活用し、地域に開かれ信頼される学
校づくりの推進のため、調査を引き続き実施し、
結果を分析･公表する。

教育

●地域の小・中学校区で、読み聞かせや昔遊びなど
の教育支援活動、登下校の見守り、学校施設の環境
整備などを行う団体を、｢学校サポーターズクラブ｣
として認証し、学校支援の体制づくりを推進しま
す。＜教育＞

工程（年度別事業計画）

○放課後や週末等における
　教育・体験活動の実施率
　　㉕３５％→㉚９０％

主要事業の概要・数値目標

○学校関係者評価の実施率
　（幼稚園、小・中・高校、特別支援学校）
　　㉕１００％→㉗～㉚１００％

565

●地域に開かれ信頼される学校づくりを推進するた
め、自己評価や学校関係者評価を活用した、学校評
価システムの充実・改善を図ります。＜教育＞

563

○学校サポーターズクラブの登録数
　　㉕５２団体→㉚９０団体

●子供たちが、放課後や土曜日、休日等における多
様な学習や体験活動及び地域住民との交流活動等を
行う豊かな環境づくりを推進します。＜教育＞

564

番号

教育

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・放課後の子供の安全・安心な活動拠点づくりを
行う「放課後子供教室」等において、地域の人々
の参画を得ながら、学習やスポーツ、地域の自然
や歴史、文化等の学びや体験活動の機会を提供し
た。
・H27の放課後や週末等における教育・体験活動
の小学校区における実施率（87/182=47%）
・H28の放課後や週末等における教育・体験活動
の小学校区における実施率（125/178=70.2%）

＜課題＞
放課後子供教室実施数の拡充が必要

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－５)

評価 特記事項

☆ Ｃ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 95.9% 96.2% △

100% 99.1％ 99.2% △

38校 40校 42校 45校 40校 40校 ◎

委員意見

部局

部局

教育・警察

今後の取組方針

○【県立高等学校施設耐震化率】
　・引き続き耐震化を推進する。
○【市町村立小中学校施設耐震化率】
　・設置者に対して引き続き指導・助言を行う。
○【エコスクール】
　・引き続きエコスクール化を推進する。

教育

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○【県立高等学校施設耐震化率】
　平成28年度末の耐震化率　96.2%
　・平成27年度　耐震改修実施　7校
　・平成28年度　耐震改修実施　1校
○【市町村立小中学校施設耐震化率】
　・平成27年度　耐震改修実施　3市町
○エコスクール
【取組内容】             (H27) (H28)
・太陽光発電装置の設置　　4校　10校
・LED太陽光照明灯の設置　 7校
・内装木質化　　　　　　　1校

＜課題＞
　喫緊の課題である学校施設の耐震化や老朽化対
策、避難所機能整備に併せて、環境に配慮した学
校施設整備を行うことが重要。

数値目標
の達成度

○市町村立小・中学校施設耐震化率（再掲）
　　㉕９７％→㉗１００％

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

566

●学校施設を「よく・ながく」使い続けるために、
耐震改修、エコ改修等を推進します。＜教育＞

○エコスクール化県立学校数（再掲）
　　㉕２９校→㉚４５校（全校）

番号 主要事業の概要・数値目標

主要施策：５　安全・安心な学校づくり

○県立高等学校施設耐震化率（再掲）【主要指
標】
　　㉕８４％→㉗１００％

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－２－５)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

12,000
人

12,000
人

12,000
人

12,000
人

14,756
人

14,352
人

◎

300件
以下

300件
以下

300件
以下

300件
以下

263件 216件 ◎

100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

568 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　子ども110番の家会員や自主防犯活動用自動
　車のボランティア団体員に対して安心メールで
　不審者情報や地域安全情報を提供
２　自主防犯活動用自動車のボランティア団体員
　等に対する防犯講習の実施
３　子ども110番の家会員や自主防犯活動用自動
　車のボランティア団体員と協働した見守り活動
　や学校における防犯講習の実施

　以上のような取組により、子ども見守り活動の
強化を図った。

＜課題＞
　ボランティア団体に対する情報発信活動の更な
る推進を図る必要がある。

　防犯ボランティア団体の効果的な活動を支援す
るため、更なる安心メールの普及活動やホーム
ページ上で公開している犯罪情報システムの周知
徹底を図る。

警察

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

・引き続き，小中学校において保護者・地域・関
係機関との連携による登下校時の見守り活動を推
進するとともに，共通理解を図り，効果的な見守
り活動が継続できるよう，研修会等を開催し学校
安全体制の充実に取り組む。

・交通安全教室等を通して自転車の安全利用につ
いて児童生徒の発達段階に応じた学習内容を取り
入れ、内容の充実を図る。

・冊子「地域とつなぐ防災教育」の活用など各学
校の実情に応じた地域と連携した防災活動となる
よう指導助言を行う。学校防災研修会を開催し実
践例紹介などを通して地域連携の質向上を図る。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

教育

今後の取組方針 部局

○地域と学校が連携した防災活動の実施率
　　㉕１００％→㉗～㉚１００％

○児童生徒の交通事故発生件数
　　㉕３４９件→㉗～㉚年間３００件以下
                                <暦年>

●地域住民の積極的な参加による防犯・交通安全・
防災の総合的な学校安全ボランティア活動の支援を
行い、幼児・児童生徒の安全確保を図る取組みを継
続的に推進します。
＜教育＞

○学校安全ボランティア数
　　㉕１２，６６１人→㉗～㉚１２，０００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・すべての小学校区において，登下校中の子供た
ちの安全を確保する取組として，「スクールガー
ド」をはじめとする学校安全ボランティアによる
見守り活動が行われた。また「スクールガード
リーダー連絡協議会」を開催し，県内の不審者情
報の共有や子どもを犯罪から守る対策等，警察や
関係機関との連携を図った。さらに，安全マップ
の活用や子ども110番の家の周知徹底，不審者情
報の連絡体制の整備等について指導し，学校安全
体制の整備を行った。

・各学校では交通安全教室等を実施し，交通ルー
ル遵守と自転車安全利用について学習を実施する
とともに，教職員等による交通危険個所や交差点
等での街頭指導を行った。

・学校防災研修会を年２回開催し，地域と連携し
た防災活動について事例を交え解説・指導を行
い，各学校での実施を促進した。また，「防災ク
ラブ」を中心に地域の防災活動に積極的に参画し
た。

＜課題＞
・学校統合による校区の拡大・スクールバス登校
の増加等から「見守り活動」への関心が希薄にな
らないよう働きかけが必要となっている。
・地域との防災活動が固定化・行事化することな
く相互の実践力向上につながることが求められ
る。

●通学路等における児童・生徒の安全対策を推進す
るため、「子ども１１０番の家（車）」の支援、
「自主防犯活動用自動車（青色回転灯装着車）※」
を活用したパトロール実施団体などのボランティア
と連携し､子ども見守り活動を強化します。＜警察＞

567

実績値
（H28）
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(６－３－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1件 4件 7件 10件 3件 5件 ◎

委員意見

部局

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-３ 徳島の強みを活かす教育の展開

番号

●農工商教育の活性化を図るため、平成２７年３月
に策定した「徳島県農工商教育活性化方針」に基づ
き、高校における農工商教育の活性化に取り組むと
ともに、農工商が連携し、徳島ならではの地域資源
を十分に生かした６次産業化に対応した教育を推進
します。＜教育＞

○６次産業化商品のプロデュース数（累計）
 【主要指標】
　　㉕－→㉚１０件

569

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

教育

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　学校間連携(協働)による生産・加工・商品開発・
販売への実践的な取組
【県央】テーマ「阿波藍」
城西高校（農業）,徳島科学技術高校（工業）,徳島
商業高校（商業）
【県南】テーマ「ゆこう」
小松島西高校勝浦校・新野高校（農業）,阿南工業
高校（工業）,富岡東高校（商業）
【県西】テーマ「アロマオイル」
三好高校（農業）,つるぎ高校（工業・商業）,辻高
校（商業）

１　あわ（OUR）教育研究発表会（H27，H28）
２　成果報告会（H27，H28）
３　プロデュース商品（５件）
　　・食べる「藍」和菓子，餃子
　　・藍染（阿波和紙）行灯
　　・ゆこうケーキ
　　・アロマキャンドル
４　生産における改善成果物
　　・藍刈り取り機，すくも温度管理システム
　　・ゆこう収穫ばさみ，搾り器
　　・収穫ばさみ，アロマオイル抽出機
　
＜課題＞
　市場が求めるプロデュース商品への改良，販売路
開拓が必要

数値目標
の達成度

　３地域での学校間連携（協働）の取組を継続す
ることにより，プロデュース商品の新たな魅力
化，生産方法・工程での改善，販路開拓等による
事業の拡大・発展を図る。

政策・農林・教育

今後の取組方針 部局

主要施策：１　「６次産業化教育プログ
              ラム」の充実

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
達成状況
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(６－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

→ 創設 推進 →

創設
設置
認可

創設 ◎

準備 → 設置 推進

設置 準備 準備 －

推進 → → →

3人 6人 10人 15人 5人 9人 ◎

設置 準備 設置 ◎

推進 → → →

1,200
人

1,300
人

1,400
人

1,500
人

1,700人 1,850人 ◎

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　６次産業化専門学科である「アグリビジネス科」
を，平成２９年４月に，徳島県立城西高等学校へ新
設するための準備を行った。

＜課題＞
　生産・加工・販売の一連の流れを実践的に取り組
むための実習棟の施設整備が必要である。

・平成２９年度も引き続き，そごう徳島店６階大
催事場で開催の予定である。
・会場が手狭であり，展示や販売について各学会
での調整を行う。
・教育展の運営や生徒の動線を考えて，新しい会
場についても検討を行う。

教育

政策
農林

・長期インターンシップなどの実践的林業教育
「にし阿波型デュアルシステム」を推進し，教育
活動のさらなる充実を図る。（池田高校三好校）
・「主伐実習」や「ドローン講習」，「和紙製
作」など，地域と連携した特色ある取組を行う。
（那賀高校）
・林業教育の情報発信や学校訪問等の積極的な広
報活動を支援するとともに，外部講師派遣や資格
取得等について，関係部局と連携した実施体制の
確立を図る。

今後の取組方針

573

○高校生産業教育展における来場者数
　　㉕１，０００人→㉚１，５００人

●産業技術の進展や企業が求める人材の育成を図る
ため、産業界や大学と連携し、専門教育の充実に取
り組むとともに、高校生の活動を広く県民にアピー
ルします。＜教育＞

○県立高校卒業者のうち、
　林業関連従事者数（累計）
　　㉕－→㉚１５人

工程（年度別事業計画）

571

570

572

実績値
（H27）

○県立高校「林業関係学科」の設置
　　㉘設置

○県立高校「６次産業化専門学科」の設置
　　㉙設置

●豊かな森林資源の未来を創造し、次代の循環型成
長産業を担う人材を育成するため、地域資源に恵ま
れた地域において、林業に関する新たな教育を展開
します。（再掲）
＜教育＞

●農工商連携による生産・加工・販売が一体化した
６次産業化に対応した教育を行うとともに、高等教
育機関等との接続も視野に入れた専門学科を設置
し、地域活性化を担う即戦力を育成します。（再
掲）＜教育＞

○「生物資源産業学部」の創設
　　㉘創設

番号

●徳島大学「生物資源産業学部」の創設を支援する
とともに、農業系のコースを持つ専門高校や農業大
学校、アグリビジネススクールとの連携を強化し、
６次産業化を担う人材を育成します。（再掲）＜政
策・農林＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　H27.8.28「生物資源産業学部」設置認可
２　H27.10.10「生物資源産業学部新設キックオフ
シンポジウム」の開催（徳島大学との共催）
３　「生物資源産業学部」着任予定教員による県内
５高校での出前講座の実施
４　H28.4に「生物資源産業学部」が創設された。
（生物資源産業学科：定員100名、3履修コース）
・応用生命コース
・食料科学コース
・生物生産システムコース

　平成27年度は、徳島大学生物資源産業学部の創設
に先駆け、アグリサイエンスゾーンの根幹となる
「徳島県農林水産業の成長産業化及び関連産業の振
興に関する協定」を本県と徳島大学との間で締結し
た。
　平成28年度は、新たに３つの協定を締結し、産学
官の連携のさらなる推進を行った。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●徳島大学「生物資源産業学部」や、農業系のコー
スを持つ専門高校、農業大学校、アグリビジネスス
クールとの連携を強化し、６次産業化を担う人材を
育成します。

数値目標
の達成度

・徳島大学「生物資源産業学部」が創設されたこ
とから、今後は、個別の連携要望ニーズに対応し
た支援を実施する。

・関係機関が連携のもと、６次産業化人材の育成
を推進する。

主要事業の概要・数値目標

＜H28取組内容と進捗状況＞
　シビックセンターホール及びそごう徳島店６階大
催事場で開催をし，入場者数の増加につながった。

＜課題＞
　中学生や保護者が，産業教育展に来場してもらえ
るような広報が必要である。
・会場が従来より狭くなり，各学会での効率的な展
示が必要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○高校生産業教育展における来場者数
　　㉕１，０００人→㉚１，９００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　林業インターンシップ（H27:７日，H28:６日）
２　出前授業・資格取得講習会等の実施
　（H27:５日，H28:５日）
・三好高校（現池田高校三好校）において，上記取
組を実施し，林業関連従事者数９人（累計）を達成
した。
３　那賀高校「森林クリエイト科」を平成２８年度
に設置し，南部総合県民局・山武者（若手林業従事
者会）と連携した林業実習に取り組むとともに，施
設整備や県内外への広報活動を行った。

＜課題＞
・地元をはじめ，県内外からの生徒募集
・林業指導者の育成

教育

教育

部局

　６次産業化専門学科「アグリビジネス科」設置
及びアグリビジネス実習棟の整備を準備・実施す
る。

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－３－２)

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

・　平成２８年度実績判明時点で、実質的に計画目標を
未達成であるのは、「視覚支援学校・聴覚支援学校教員
の連携・協働による、地域の学校等への相談支援回数」
のみであるが、前年度実績を下回っている。一方、主要
指標の「『発達障がい教育・自立促進アドバイザーチー
ム』と連携した実践研究の事例数」は、前年度実績から
ほぼ倍増となっていることを踏まえ、Ｂ評価とした。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

20件 30件 40件 27件 50件 ◎

推進 → → →

1,000
件

1,200
件

1,400
件

作問
公開準備

2,103
件

◎

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・H27は，特別支援教育の知識を教員が身に付ける
ためのe-ラーニング問題の作成（4領域，48問），
Web公開するための手続きを確立した。
・H28は，特別支援教育の専門性の高い教員による
作問委員会が，53領域646問の問題を作成し，逐次
公開した。また，教員研修の事前課題とするなど，
e-ラーニング教材へのアクセスを拡大する試行的な
取組を行った。

＜課題＞
　教員研修の事前課題等において教材を本格的に活
用すること，学校等において教材が幅広く活用され
る方策を検討すること，質の高い教材を効率的に作
成する方策を明らかにすることが課題である。

今後の取組方針 部局

●教員が幼児・児童生徒一人一人の教育的ニーズに
応じた適切な指導や必要な支援ができるように、研
修内容の充実を図り、専門性の向上に取り組みま
す。＜教育＞

●障がいのある子供とない子供が、共に学ぶインク
ルーシブ教育システムの構築に向け、多様な学びの
場の充実や、特別支援学校のセンター的機能の充実
と専門性向上を図るため、専門家と連携するなど、
県下全域におけるきめ細かな特別支援教育の充実を
図ります。＜教育＞

・発達障がいの可能性のある幼児児童生徒を含め
た集団指導「スクールワイドな取組」を他校でも
展開できるためのマニュアルや教材を作成する。
・新たな自律型学習教材の作成と自律型学習教材
を作成できる教員の育成プログラムを開発する。
・これまでの成果を総合教育センターのホーム
ページで公開する。

教育

・今後は，e-ラーニング教材を総合教育センター
で実施する教員研修の事前課題として本格的に導
入するとともに，各学校等で行う研修や巡回相談
員，コーディネーター等の理解啓発活動への活用
について検討する。
・専門性の高い教員による作問委員会に加え，外
部講師を招聘した研修等において研修内容に関す
る問題の作成を講師に依頼するなどの方法につい
ても検討を行い，より質の高い教材を効率的に作
成できる方策を探る。

教育

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

○特別支援教育に関するe-ラーニング研修
　システムへの年間延べアクセス数
　　㉕－→㉚１，４００件

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・発達障がいの可能性のある幼児児童生徒を含めた
集団指導における指導教材と指導マニュアルの活用
と開発（H27:クラスワイドの取組,H28:スクールワ
イドの取組）
・専門家と連携した自律型学習教材の開発（H27:２
教材，H28:２教材）
・教職員の専門性向上を目指した学校コンサルテー
ションの実施

　上記の取組により，「発達障がい教育・自立促進
アドバイザーチーム」と連携した実践研究の事例数
を達成した。

＜課題＞
　成果の普及と定着が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「発達障がい教育・自立促進アドバイザー
　チーム」と連携した実践研究の事例数
　（累計）
　　㉕－→㉚６０件

実績値
（H27）

教育574

○「発達障がい教育・自立促進アドバイザー
　チーム」と連携した実践研究の事例数（累計）
 【主要指標】
　　㉕－→㉚４０件

主要事業の概要・数値目標

575

番号

委員意見
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：２　特別支援教育の推進

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－３－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 96.6% 100% ○

推進 → → →

350回 400回 400回 400回 360回 320回 ○

推進 → → →

1校 3校 5校 10校 1校 3校 ◎

教育

数値目標
の達成度

今後の取組方針

・教員研修や巡回相談活動を通して，見え方や聞
こえ方の問題に気づくポイント等について教員の
理解を促す取組を行い，特別支援学級だけでなく
通常の学級の児童生徒についてもニーズに応じた
対応が実施されるようにする。
・来校，訪問等で相談対応する事例についての情
報交換を活発に行い，見え方，聞こえ方の両面か
ら幅広くチェックできる体制を推進する。

　これまでに実施している学校のほかに，新たに
特別支援教育支援員を配置することになった学校
でも「自立活動」を取り入れた授業を実施する。
その際，これまでの海部高等学校の研究成果（教
材等）の活用を図る。

577

●併置する２つの学校としてスタートした徳島視覚
支援学校、徳島聴覚支援学校において、両校教員の
連携による幼児・児童生徒一人一人のニーズに応じ
た特別支援教育を展開します。＜教育＞

576

主要事業の概要・数値目標番号

教育

○「自立活動」の内容を取り入れた
　学習活動実施校数
　　㉕－→㉚１０校

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・ジョブサポーター配置による職場開拓（H27:3
名,H28:3名）
　就業体験協力の了解事業所 H27:285事業
所,H28:262事業所
・チャレンジ補助員の雇用（H27:14名，H28:13名)
・県庁における就業体験（H27年12月実施，H28年11
月実施）
・ゆめチャレンジフェアの開催（H27:2回実施，
H28:2回実施）
・とくしま特別支援学校技能検定の実施
　のべ受検者数（4分野合計） H27:423名，H28:452
名
・H28 企業及び業界団体との徳島県立特別支援学校
の生徒等の就労支援活動に関する協定の締結（徳島
ビルメンテナンス協会及び徳島ビルメンテナンス協
同組合，（株）キョーエイ，徳島県老人福祉施設協
議会）
・上記の取組により，就職を希望する生徒の就職率
を達成できた。（H27:96.6%，H28:100.0%）

＜課題＞
・職場開拓による更なる就業体験受入先の拡大
・企業への障がい者雇用に関する理解の促進
・就職後の職場定着に向けた支援

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　国の「高等学校における個々の能力・才能を伸ば
す特別支援教育」事業を受け，H27･H28は海部高等
学校で「自立活動」を取り入れた授業を実施し，2
年生と3年生のそれぞれ約20名が学んだ。また，H28
は海部高等学校に加えて那賀高等学校と吉野川高等
学校においても実施し，これら3校での取組によっ
て生徒のコミュニケーション能力や社会性の向上が
見られた。

＜課題＞
　国の研究指定校や県事業による特別支援教育支援
員配置校以外にも広げるよう，教材や研究成果等の
広報を行う必要がある。

○徳島視覚支援学校・徳島聴覚支援学校両校
　教員の連携・協働による、地域の学校等へ
　の相談支援回数
　　㉕連携準備→㉚４００回

●企業の障がい者雇用への理解を推進するととも
に、生徒の就労意欲や技能向上を図るなど、特別支
援学校生徒の自立のための取組みを強化します。＜
教育＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・それぞれの学校での来校，出張相談事例におい
て，視覚・聴覚両方の問題が見られた場合に，互い
に情報交換や助言を行うなど，より個別のニーズに
応じた教育相談の実現
・在籍する盲聾児の指導における連携
・健康診断の際の両校の専門性を活かした検査実施

＜課題＞
・児童生徒数の減少に伴い，視覚及び聴覚障がいの
特別支援学級在籍者数も減少し，相談件数は全体的
に減少傾向である。
・教員が，見え方，聞こえ方の両面から子どもの問
題に気づくことが大切であり，そのための啓発活動
を進める必要がある。

教育

○県立特別支援学校高等部卒業生のうち、
　就職を希望する生徒の就職率
　　㉕９７％→㉗～㉚1００％

部局

・協定を生かした就業体験の機会拡充に向けた連
絡調整方法，手順，スケジュール等の体制づくり
を行う。
・とくしま特別支援学校技能検定での新種目を実
施する。
・障がいに対する理解推進を図るため，総合教育
センターと連携した企業対象の研修会やセミナー
を実施する。

●高等学校において、発達障がい等のある生徒の支
援充実を図るため、新たに将来の社会的自立に向け
た新たな学習内容を取り入れた教育（自立活動）を
推進します。＜教育＞

578

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－３－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,200
件

1,300
件

1,400
件

1,500
件

1,237件 1,478件 ◎

2,900
件

3,100
件

3,300
件

3,500
件

2,962件 3,265件 ◎

15人 15人 15人 15人 15人 26人 ◎

策定 策定 ◎

開設 開設 ◎

実施 実施 ◎

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

○「アイリス」と「西部テクノスクール」が
　連携した職業訓練の実施
　　㉗実施

今後の取組方針 部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．発達障がい者支援の専門機関として、関係機関
と連携を強化し、各ライフステージに応じた支援や
相談の充実を図った。
・相談支援（移動相談・医療相談等）
・発達支援（ペアレント・トレーニング事業、思春
期自己理解教室等）
・就労支援（当事者の会・就労移行サポート等）
２．福祉・教育・医療・就労等関係機関からの要望
に応え専門的な助言支援を行うとともに、支援者・
一般向けの研修会を開催し、地域支援の充実と理解
の促進を図った。
・発達障がい児支援専門員養成事業
　専門員認定者　H27：15人　H28：26人
　　基礎講座修了者　H27：29人　H28：30人
　　応用講座修了者　H27：15人　H28：26人
　　フォローアップ講座受講者　H28：9人
・発達障がい支援従事者研修会
　　H27：143人　H28：94人
３．「発達障がい者総合支援プラン」
　　　平成28年3月策定
４．発達障がい者総合支援センター[アイリス]
　　　平成27年5月1日開設
５．「アイリス」と「西部テクノスクール」が連携
し、木工、車体整備などの作業経験を積むことで就
労へのステップアップにつながった。

＜課題＞
１．発達障がいへの社会の理解を深める
２. 個別性を重視した就労までのきめ細かい支援と
就労継続支援
３．関係機関の支援力を高める

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●発達障がい者（児）を支援する施設を集約した
「全国に先駆けた」総合的な支援体制（ゾーン）の
充実を図るとともに、県西部に新たな拠点を整備
し、県下全域で発達障がい者（児）とその家族が抱
える「不安の軽減」及び発達障がい者の「自立と社
会参加」の促進のため、医療・福祉・教育・就労の
各関係機関が連携しきめ細やかな発達障がい者
（児）の支援を推進します。
【数値目標上方修正】
○発達障がい児支援専門員養成数
　　  ㉕－→㉚年間２５人

○「発達障がい者総合支援センターアイリス
　（美馬市）」の開設
　　㉗開設

１．発達障がいへの社会の正しい理解を促進する
発達障がい者と共に生きる社会づくり事業・発達
障がい講演会開催事業等を通して一般住民への啓
発を図る

２．ライフステージに応じた支援の充実
相談支援、発達支援、就労支援を通じ、発達障が
いによる特性を本人や家族が理解することで、自
己肯定感を獲得し、ソーシャルスキルを高める

３．地域における相談体制の充実強化
専門性向上ケースカンファ事業、発達凸凹出前講
座推進事業等を通じ、福祉・教育・医療・就労等
関係機関の相談・対応力を高め、地域のサポート
力を強化する

４．「アイリス」と「西部テクノスクール」が連
携し、発達障がい者の職業訓練を実施する。

数値目標
の達成度

○「発達障がい者総合支援センター」の
　就労支援件数【主要指標】
　　㉕９６８件→㉚１，５００件

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●発達障がい者（児）を支援する施設を集約した
「全国に先駆けた」総合的な支援体制（ゾーン）の
充実を図るため、県西部に新たな拠点を整備し、県
下全域で発達障がい者（児）とその家族が抱える
「不安の軽減」及び発達障がい者の「自立と社会参
加」の促進を図るとともに、教育・医療・就労の各
機関との連携により、きめ細やかな発達障がい者
（児）の支援を推進します。（再掲）＜保健・商工
＞

579

保健・商工

部局

○「発達障がい者総合支援プラン（仮称）」
　の策定
　　㉗策定

保健
商工

○「発達障がい者総合支援センター」の相談
　件数
　　㉕２，４６９件→㉚３，５００件

○発達障がい児支援専門員養成数
　　㉕－→㉗～㉚年間１５人

委員意見
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：３　発達障がい者(児)への支援

265



(６－４－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

指定・
推進

→ → →

指定 指定 ◎

70% 75% 80% 85% 89% 96% ◎

創設・
実施

推進 → →

創設・
実施

創設・
実施

◎

今後の取組方針

委員意見

６-４ 地域がにぎわう文化・スポーツ教育の推進

教育

●文化芸術教育の拠点となる「文化芸術リーディン
グハイスクール」を指定し、芸術を学ぶ生徒の技術
力と教員の指導力を向上させ、地域の文化芸術を担
う人材を育成します。
また、高校生による地域活性化を図るため、文化芸
術やスポーツ、食育等による地域と連携した取組み
を推進します。＜教育＞

　参加者や来場者の拡大のために各学校での広報
活動を充実する。

実績値
（H27）

　今後はプロの芸術家等によるスキルアップ講習
を充実させるとともに，広く地域住民を巻き込ん
での成果発表の機会を創出し，継続的な取組がで
きるよう支援したい。
　また，引き続きカヌー体験教室を実施し，カ
ヌー競技の普及と地域の活性化を図りたい。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県内で唯一の芸術科を有する県立名西高等学校
を「文化芸術リーディングハイスクール」に指定
し，プロの芸術家による公開講座等を実施して，
生徒や教師の文化芸術力を高めるとともに，地元
自治体のボランティアフェスティバルへの出演
や，県内大型量販店での巡回展示会の実施，住友
紀人氏を招いての地域に開かれた公開講座の開催
など，地域の文化芸術に対する意識の高揚に努め
た。
  また，那賀高校カヌー部の協力を得て，6月に
川口湖特設カヌー場において，カヌー体験教室を
実施した。

＜課題＞
　定期的かつ恒常的に外部講師を確保するととも
に，芸術系大学等との関係を更に深化させる取組
が必要
  カヌー体験教室の参加者数の増加

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○高校生による地域連携事業に参加した
　地域住民等の満足度〈アンケート調査〉
　　㉕－→㉚95％

●次代の「あわ文化」を担う人材を育むため、徳島
県中学校文化連盟と連携して、学校や市町村の枠を
越えた文化芸術の発表の場である「徳島県中学校総
合文化祭」を充実し、中学生の文化芸術力を高める
とともに、全国へ向けて発信します。＜教育＞

580

581

○「文化芸術リーディングハイスクール」の
　指定
　　㉗ 指定

○高校生による地域連携事業に参加した
　地域住民等の満足度〈アンケート調査〉
 【主要指標】
　　㉕－→㉚８５％

○「徳島県中学校総合文化祭」の創設
　　㉗創設・実施

部局

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

番号

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

主要事業の概要・数値目標

主要施策：１　「文化芸術教育」の強化
部局

教育

教育

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1  徳島県中学校総合文化祭（H27，H28実施）
2  全国中学校総合文化祭への派遣(H27,H28)

＜課題＞
　作品展や舞台内容が充実してきているので，さ
らに広報活動を行い来場者を増やすことが必要

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

数値目標
達成状況

実績値
（H28）
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(６－４－２)

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　競技力の向上のため、技術向上に対するモチベー
ションの維持や大会で実力を発揮できる集中力など、
メンタル面の強化をより重視する取り組みを充実して
欲しい。

 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

17団
体・
個人

18団
体・
個人

20団
体・
個人

22団
体・
個人

20団体･個
人

5団体･個
人

△

10団
体・
個人

11団
体・
個人

12団
体・
個人

13団
体・
個人

6団体・個
人

5団体･個
人

△

創設 推進 → →

創設 創設 ◎

推進 → → →

5種目 6種目 7種目 8種目 ７種目 6種目 ◎

･全国大会上位成績の他県強豪チームを招待し、
交流試合や合同練習を実施する。トップレベルの
競技力を体感することにより、チームや個人の競
技力向上を図るとともに、指導者のレベルアップ
を図ることで、全国で戦える力を養う。

・５競技程度実施する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27は7つの競技で，H28は5つの競技で交流試合
や合同練習を実施した。
　県内の高校もそれぞれ複数校集まって実施し
た。

＜課題＞
　招待校の規模や，地域によっては実施する競技
が少なくなる恐れがある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●全国高校総体や国民体育大会において上位入賞
を目指す高校生トップアスリートを育成するた
め、全国大会上位成績の他県強豪チームを招待
し、交流試合等を実施します。トップレベルの競
技力を体感することにより、チームや個人の競技
力向上を推進するとともに、指導者の育成を図り
ます。

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

　スポーツ拠点校推進事業の実施

●有力選手を特定の高校へ集め、指導体制を整備す
るとともに、中学校、高校及び各競技団体等関係機
関の三者間での連携強化を進めるなど、競技力向上
のための基盤強化を図ります。また、早い段階での
有力選手の発掘・育成を進めるため、活躍が期待で
きる競技を選考した上で中学校段階での指導体制強
化を図ります。＜教育＞

●平成２４年度に開校した鳴門渦潮高校「スポーツ
科学科」の充実した施設・設備を活用し、スポーツ
の拠点校としてより高度で質の高いスポーツ教育を
行い、本県スポーツ科学の普及・振興を図ります。
＜教育＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度に３競技を追加し，専攻実技８種目が
そろった。優勝できていない競技も決勝で敗退す
るなどあと一歩の状況であるが，新たに加わった
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞは優勝者を輩出した。

＜課題＞
　ﾄｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ校と重複している競技の強化。

今後の取組方針

○全国高等学校総合体育大会の
　入賞（団体・個人）数【主要指標】
　　㉕１１団体・個人→㉚２２団体・個人

数値目標
の達成度

○全国中学校体育大会等の入賞
　（団体・個人）数
　　㉕９団体・個人→㉚１３団体・個人

●全国高校総体や国民体育大会において上位入賞を
目指す高校生トップアスリートを育成するため、全
国大会上位成績の他県強豪チームを招待し、交流試
合等を実施します。トップレベルの競技力を体感す
ることにより、チームや個人の競技力向上を図りま
す。＜教育＞

○「とくしまスポーツキャンプ」の創設
　　㉗創設

○徳島県高等学校総合体育大会等での
　鳴門渦潮高校の優勝種目数
　　㉕１種目→㉚８種目

582

・中体連，高体連を引き続き支援する。
・中学生の一層の競技力向上を図るため、県外強
豪校への遠征、徳島県へ招いての合同練習・練習
試合の実施，指導者を招聘しての選手への講習
会，県内指導者に対しての研修会を実施する等，
競技力の向上に努める。
・とくしまトップアスリート発掘・育成プログラ
ム事業において，ジュニア層の中から優れた人材
を発掘し，大学や関係団体と連携して継続的に育
成し、全国大会等で活躍できる競技者を輩出す
る。
・中学1，2年生の強化にも努め，次年度につなが
るような3年間を見据えた競技力の向上に努め
る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　高校は「トップスポーツ校育成事業」において
２０校３６部を指定し，指導者の配置や入試によ
る有力選手の獲得枠の確保，強化費の支援を行っ
た。中学は「トップスポーツ競技」として平成２
７年度は６競技，平成２８年度は７競技をそれぞ
れ指定し，強化を進めた。
　中学･高校･競技団体で連携を密にし，有力選手
の情報の共有を図った。

＜課題＞
中学生の3年間を見据えた競技力の向上を図る必
要がある。

583 教育

584

主要施策：２　トップアスリートの育成

教育

部局

教育

教育

部局H27･H28取組内容と進捗状況・課題

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

委員意見

267



(６－５－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

400人 430人 460人 500人 525人 530人 ◎

創設・
先行
実施

推進 拡充 →

先行
実施

拡充 先行実施 拡充 ◎

政策・県民・南部

部局

今後の取組方針 部局

●大学などの高等教育機関との連携強化を進め、高
等教育機関の有する知的・人的資源及び社会貢献機
能を地域づくりに活かすとともに、包括協定締結大
学と連携した「地域連携フィールドワーク講座」を
拡充し、大学生による地域の課題解決や活性化に向
けた取組みを推進することで、地域の未来を創造す
る人材を育成します。（再掲）＜政策＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　県内高等教育機関の長と知事の懇談会を開催
　　（H27:1回、H28:1回）
２　徳島県・高等教育機関連携協議会を開催
　　（H27:1回、H28:1回）
３　「地域連携フィールドワーク講座」の実施
　　H27：講座数13講座　参加人数延べ525名
　　H28：講座数11講座　参加人数延べ530名

＜課題＞
　フィールドワークの受入機関等拡大

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「地域連携フィールドワーク講座」
　延べ参加人数（年間）
　　　㉕－→㉙～５００人

数値目標
の達成度

委員意見

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-５ 若者が創るとくしまの推進

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

主要施策：１　未来をつくる若者の創造

585

実績値
（H27）

586

　引き続き、地域の課題解決につながるフィール
ドワーク講座の実施に向け、関係機関との連携強
化を図る。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　「ボランティアパスポート制度」を徳島大学と
共同で開発し、徳島大学で先行実施し、49人が参加
し、うち11人が修了
２　平成28年度は、徳島文理大学に拡充し、徳島大
学、徳島文理大学の学生合計315名が参加し、うち
168名が修了

＜課題＞
　ボランティア受入団体（活動）数の確保とボラン
ティア活動への理解が必要
（アルバイトとの区別など）

●県内大学と連携して、新たに「ボランティアパス
ポート制度」を創設し、県がボランティアメニュー
を提供するとともに、大学は学生のボランティア活
動を単位に認めることで、学生による地域でのボラ
ンティア活動を促進します。（再掲）＜政策＞

○「ボランティアパスポート制度」の創設・
  推進
　　㉗先行実施→㉙拡充

○「地域連携フィールドワーク講座」
　延べ参加人数（年間）【主要指標】
　　㉕－→㉚５００人

政策

　更なる拡充に努めるとともに、ボランティア受
入団体（活動）との連携強化を図る。

政策

数値目標
達成状況

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）
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(６－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

創設 推進 → →

創設 創設 ◎

100人 110人 120人
創設
188人

161人 ◎

推進 → → →

8.6％
を維持

10.1%
(H28.4.1)

10.7%
(H29.4.1)

－

推進 → → →

500人 500人 500人 500人 814人 574人 ◎

○「とくしま若者未来夢づくりセンター」の創設
　　㉗創設

588

587 県民

県民

数値目標
の達成度

部局

　平成29年度はこれまでの取組に加えて、新た
に、ファシリテーターやグラフィックファシリ
テーターの技術の習得及びフューチャーセッショ
ンを企画・運営することができる若者の養成を目
的とした「若者向けファシリテーター養成講座」
を開催する。
　さらに、養成講座を受講した若者が企画・運営
するフューチャーセッションを新たに開催する。
　なお、課題であるアイデアの実現方法について
は、フューチャーセッションのテーマを「出逢
い・結婚」に設定するとともに、結婚支援に関す
る若手タスクフォースと緊密に連携することによ
り、アイデアを来年度以降の結婚支援施策に反映
させていきたい。

　審議会等への若年者委員の選任促進要綱によ
り、各部局に対し、若年者委員の積極的な選任を
求めるとともに、若年者リストの整備により、適
切な情報・資料の提供に努める。

　引き続き地域毎のニーズを把握し、大学の持つ
専門的知見とのマッチングに努める。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成27年度は「とくしま若者フューチャーセッ
ション」を県東部、県西部、県南部で開催するとと
もに、各圏域ごとの上位３チーム（計９チーム）が
アイデアを発表し最優秀賞を決定する成果発表会を
開催した。
　平成28年度はこれまでの取組に加えて、新たに、
ファシリテーターやグラフィックファシリテーター
の基礎的技術を１日で体験することができる「ファ
シリテーター体験講座」を開催した。

＜課題＞
　「とくしま若者フューチャーセッション」のアイ
デアをどのような方法で県の施策へ反映するのかが
課題である。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
  平成28年度に策定した「とくしま青少年プラン
2017」において、県審議会等における若年者委員の
割合の目標値を10%以上とし、若者の政策・方針決定
過程への参画を促進する姿勢を示した。
　実績値　H28.4.1　10.1%
　　　　　H29.4.1　10.7%

＜課題＞
  審議会においては、委員に高度な専門性、経験を
必要とする場合があり、若年者を選任することが難
しいものがある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「県審議会等委員に占める若者
　（４０歳未満）」の割合
　　㉚１０％以上

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・H27.4.9「県南地域づくりキャンパス」推進協議会
設立
・H27は県内3大学・県外5大学，H28は県内3大学・阿
南高専・県外6大学の学生が県南を訪れ、若者と地元
との交流が図られるとともに、文化財調査や地域特
有の文化，農業に関する調査等により地域資源が発
掘され、若者の発想や視点を活かした新たな地域活
性化に向けた取組みが進められた。

＜課題＞
　地域の活性化のために、更に取組みを進める必要
がある。

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

●県審議会等委員への若者の登用を進め、若者の政
策・方針決定過程への参画を促進します。＜県民＞

○フィールドワーク参加学生数
　（延べ参加人数）
　　㉕３９９人→㉗～㉚年間５００人

●「若者に身近な課題」をテーマに、「カフェ」な
どリラックスした場所で、若者が会社員やＮＰＯ職
員など、「世代や立場の異なる多様な参加者」と未
来志向で対話することによって、課題解決のための
新しい視点やアイデアを創出するとともに、地方創
生の若手リーダーを育成します。＜県民＞

○「とくしま若者未来夢づくりセンター」参加人
数
　　㉕－→㉚１２０人

○「県審議会等委員に占める若者
　（４０歳未満）」の割合
　　㉚８．６％を維持

●若者の発想や視点を活かした新たな地域活性化の
取組み及び交流人口の拡大を図るため、南部圏域を
フィールドとした大学生による研究等を実施すると
ともに、県外大学生による南部圏域ならではの農山
漁村体験や実習の実施、さらに、大学サテライト
キャンパスの誘致を促進し、地域振興策の検討や移
住・定住のきっかけづくりとする。（再掲）＜南部
＞

実績値
（H27）

南部

今後の取組方針
実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

589
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(６－５－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

150人 275人 400人 525人 152人 276人 ◎

40箇所 45箇所 50箇所 60箇所 36箇所 70箇所 ◎

締結 - 締結 ◎

調整 促進 →
全大学
で実施

全大学
で実施

- - -

590

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○農業系大学生等によるインターンシップ参加者数
　県内外農業系大学へパンフレットの配布や事業説
明を実施し、インターンシップ参加者数の目標を達
成した。（H27：6大学21名、H28：5大学124名）

○インターンシップ受入登録事業者数
　農業法人等を対象に意向調査を実施し、70箇所の
受入事業体を登録した。受入事業者の新規登録
（H27：6箇所、H28：34箇所）

○「農業及び関連分野への就業促進協定（仮称）」
の締結
　徳島大学，タキイ種苗(株)及びＴファームいしい
(株)との「産学官連携による次世代型農業研究実証
事業の実施に関する協定」を締結し、次世代農業や
６次産業を担う実践力の高い人材を育成することに
より、これらの人材の関連産業への就業を促進する
ための枠組みができた。（平成２８年５月１８日）

＜課題＞
○農業系大学生等によるインターンシップ参加者数
　県外大学生を対象としているため、交通費など学
生の負担もあり、参加者数の伸びが鈍化傾向

○インターンシップ受入登録事業者数
　県外大学生の受入れにおける受入事業者の負担増
（食事及び宿泊場所の提供など）
　学生が希望する地域、品目、時期に対応できる農
家が少ない

○「農業及び関連分野への就業促進協定（仮称）」
の締結
　今後は農業関連企業とのさらなる連携を進める必
要がある

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・就職支援協定締結大学にインターンシップ受入れ
可能企業リストを提供（H27 ９大学へ２２社、H２８
１０大学へ２８社）。
・県内企業見学バスツアーを実施（H２７ １回 参加
者１８名、H２８ ４回 参加者計７１名）
・県HP「ジョブナビとくしま」に相談窓口を開設
（相談員５名）。
＜課題＞
　インターンシップを受け入れてくれる企業が少な
く拡大が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●就職支援協定を締結している関西圏の大学の学生
や、東京圏在住の大学生と、県内企業等のインター
ンシップを促進し、学生の職業観の育成を図り、就
職のミスマッチを防ぐとともに、県内企業の魅力を
認識してもらうことで、県内へのＵＩＪターン就職
を促進します。
【数値目標追加】
○地方創生インターンシップ推進事業
　推進組織の設置
　　　㉙設置

番号 部局

○インターンシップ受入登録事業者数
　　㉕－→㉚６０箇所

○農業系大学生等による
　インターンシップ参加者数（累計）【主要指
標】
　　㉕１０６人→㉚５２５人

農林

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

農林・商工

部局

今後の取組方針

・インターンシップ受入れ可能企業の拡大。
・県内企業見学ツアーを開催し、県内企業を知る
機会を作り、インターンシップに繋げる。
・大学の就職相談会等のイベントに参加し、県内
企業をPR。
・地方創生インターンシップ推進事業推進組織の
設置。

591

工程（年度別事業計画）

○就職支援協定締結大学と連携した
　インターンシップの促進
　　㉚全大学で実施

○農業系大学生等によるインターンシップ参加者
数
　農業インターンシップについては、大学や高校
と連携し、年度当初に周知し、学生の参加を促
す。

○インターンシップ受入登録事業者数
　対象者を県内の大学生・高校生にも拡大し、受
入れ体制を見直しするとともに、学生の希望する
地域、品目、時期に対応できる受入登録事業者の
登録を推進する。

○「農業及び関連分野への就業促進協定（仮
称）」の締結
　「徳島アグリサイエンスゾーン推進委員会」を
核として、徳島大学をはじめとする高等教育機関
に加え、農業関連企業との連携を強化し、人材育
成及び農業分野への就業促進等の取組みを推進す
る。

商工

○「農業及び関連分野への就業促進協定
　（仮称）」の締結
　　㉘締結

●産学官が連携した学習プログラムやインターン
シップを通じて農林水産業や関連産業に対するキャ
リアを広げ、本県農林水産業を担う人材の育成・確
保を進めます。（再掲）＜農林＞

●徳島県出身者が多く進学している関西圏の大学
（就職支援協定締結大学）の学生と、県内企業等の
インターンシップを促進し、学生の職業観の育成を
図り、就職のミスマッチを防ぐとともに、県内企業
の魅力を認識してもらうことで、県内へのＵターン
就職を促進します。（再掲）＜商工＞

主要事業の概要・数値目標

主要施策：２　若者の県内就職促進
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(６－５－３)

評価 特記事項

☆ C

・　「青少年センター利用者数」と、「『防ごう！少年非行』
県民総ぐるみ運動参加者数」の２項目が計画目標を未達
成であることや、今後の取組方針が、継続的なものにとど
まっていることから、Ｃ評価とした。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

実施 → → →

55人 60人 65人 70人 60人 81人 ◎

推進 → → →

21万人 21万人 21万人 21万人 202,132人 202,426人 ○

実施 → → →

2,400
人

2,430
人

2,460
人

2,500
人

2,889人 2,612人 ◎

推進 → → →

700人 700人 700人 700人 500人 600人 △

主要事業の概要・数値目標

594

県民

県民

番号

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
  市町村県民会議や地域の青年団等と連携し、青少
年が様々な体験や地域の人々と交流する事業を実施
し、青少年の自立心と社会性の育成を図った。
　H27参加者数：2,889人
　H28参加者数：2,612人

＜課題＞
　参加者の増加を図るため、魅力ある場の提供を図
る必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○少年の日事業、青少年センターまつり等
　参加者数
　　㉕２，３３１人→㉚３，０００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
  青少年リーダーや青少年活動指導者を対象に、青
少年を取り巻く諸問題に適切に対応できるよう、自
殺予防講座、カウンセリング講座、アドバイザー養
成講座（H28新規）を実施した。
　H27参加者数：60人
　H28参加者数：81人

＜課題＞
  青少年団体と連携しながら、青少年指導者の活動
に効果的な講座を実施する必要がある。

592

593

今後の取組方針 部局
実績値
（H27）

県民

委員意見

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
  指定管理者の自主企画講座、県の青少年講座をは
じめとして,利用者の増加を図った。
　H27年間利用者数：202,132人
　H28年間利用者数：202,426人

＜課題＞
　利用者が固定化する傾向が見られるため、より幅
広い層へ施設を周知し、利用を促す必要がある。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動として、
関係機関が協働し推進大会及び街頭啓発を行い、青
少年の非行防止と健全育成に取り組んだ。
　参加者数　H27：500人
　　　　　　H28：600人

＜課題＞
　街頭啓発の参加者数は天候の影響により左右され
るが、関係機関と連携し参加者確保を図る必要があ
る。

○青少年指導者養成講座参加者数【主要指標】
　　㉕５１人→㉚７０人

○少年の日事業、青少年センターまつり等
　参加者数
　　㉕２，３３１人→㉚２，５００人

●徳島県青少年センターの魅力的な運営を行うこと
により、青少年のニーズやライフスタイルの多様化
に対応し、更なる利用促進に取り組みます。＜県民
＞

595

県民

　引き続き市町村県民会議や地域の青年団と連携
し、青少年に様々な体験や交流の場を提供し、青
少年の自立と社会性の育成を促す。

　非行から青少年を守るという機運を醸成するた
め、引き続き、家庭・学校・地域社会・関係機関
が緊密に連携し、「防ごう！少年非行」県民総ぐ
るみ運動を展開する。

　引き続き指定管理者と連携し、適正な運営に努
めると共に、各種講座について利用者のニーズの
把握に努め、更に利用促進に取り組む。

○徳島県青少年センター利用者数
　　㉕２１９，８７６人
　　→㉗～㉚年間２１０，０００人

県民・教育・警察

部局

●学校、家庭、地域社会が共通の理解・認識のもと
に、青少年に体験の場や機会を提供することによ
り、自立心や社会性を育成します。＜県民＞

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動
　参加者数
　　㉕７００人→㉗～㉚年間７００人

●青少年が様々な活動に主体的に参加するためのノ
ウハウを学ぶ機会や、活動を支援する人々との交流
の場を提供し、青少年リーダーや青少年活動指導者
を育成します。
＜県民＞

　引き続き、青少年団体と連携するなど効果的な
講座の開催に務め、青少年の良き相談者としての
人材育成と、さらなる資質の向上を図っていく。

工程（年度別事業計画）
数値目標
の達成度

主要施策：３　青少年の健全育成
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●学校、家庭、地域社会や関係機関が一体となっ
て、非行防止と健全育成に取り組みます。＜県民＞
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(６－５－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

596 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　青少年施策の基本方針となる計画のあり方につい
て諮問を受け、平成28年7月から11月にかけて審議会
及び計画策定部会において審議を行い、パブリック
コメントを経た後、今後５年間の計画となる「とく
しま青少年プラン2017」を策定した。
　H27：審議会１回
　H28：計画策定部会2回　審議会2回

＜課題＞
　各関係機関の施策の進捗状況や成果目標の達成状
況を把握する必要がある。

　「とくしま青少年プラン2017」の施策の進捗状
況や成果目標の達成状況を審議会に報告し、審
議・検討の上、必要に応じて修正を行う。

県民

597 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　「青少年非行防止メッセージ事業」を実施し、青
少年自身のメッセージを同世代の青少年に発する機
会を提供した。
　H27：県内２箇所で開催
　H28：県内１箇所で開催

＜課題＞
　青少年を巡る問題が複雑多様化する中、青少年自
身の問題意識の醸成をいかに図るかが課題である。

　中学生・高校生が主体となる非行防止メッセー
ジ事業を実施し、メッセージを発する機会を提供
することにより、青少年自身の問題意識醸成を図
る。

県民

598 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　ユースサポーターを養成し、フィルタリング利用
促進によるネット被害の防止や自立困難な若者への
相談支援を行った。
　H27:活動回数　599回
　H28:活動回数　590回

＜課題＞
　社会生活に困難を抱える子ども・若者を支援に結
びつける役割を担いうるサポーターの育成が必要で
ある。

　問題を抱えた子ども・若者の悩みに寄り添い、
解決に向けた支援を行うため、ユースサポーター
の資質向上を図る研修会を開催する。

県民

599 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・ＡＳＳＴ会議実施回数
　Ｈ27：９回（小学校３回，中学校６回）
　Ｈ28：６回（小学校３回、中学校３回）
上記の取組により，関係機関との連携を通して，幅
広い見地から助言を行うことで児童生徒・家庭・学
校の支援につなげることができた。

＜課題＞
・会議に出席する関係機関が増え，より効果的な助
言を得られる一方，日程調整が難しい面もあり，迅
速な会議開催に向け方策を講じる必要がある。
・関係機関との連携と継続した支援体制の構築

・児童生徒の問題行動の背景に，貧困等家庭の問
題が大きく影響している事案が多く，福祉関連機
関との連携を一層充実させる。
・徳島県警察スクールサポーター研修会への参加
を通して，関係機関との連携を図る。

教育
警察

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針

●地域における子ども・若者の支援者として「ユー
スサポーター」を養成し、ネットパトロール活動、
フィルタリング利用促進活動による有害環境の浄化
及び問題を抱えた子ども・若者への相談・支援活動
を行います。
＜県民＞

部局

●青少年自身が非行防止について協議し、自らの
メッセージを同世代の青少年や保護者等に発する機
会を提供します。＜県民＞

●児童生徒による問題行動で課題を抱える小・中・
高等学校への支援を充実させるため、市町村教育委
員会、関係警察署、青少年育成補導センター、こど
も女性相談センター等関係機関からなる「阿波っ子
スクールサポートチーム（ＡＳＳＴ）※」活動の連
携を強化します。＜教育・警察＞

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

●「徳島県青少年健全育成審議会」において、青少
年の健全育成のために必要な調査・審議を行うとと
もに関係機関との連絡調整を図ります。＜県民＞
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(６－５－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

24,000
件

35,000
件

38,000
件

40,000
件

86,788件 124,337件 ◎

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

部局

部局

・県ホームページのリニューアルにより、利用者
の誰もが使いやすく必要な情報に素早くアクセス
でき、見た目もおしゃれなホームページとして、
情報発信力の強化を図る。

・ＳＮＳの更なる活用・充実に取り組み、情報発
信力の強化を図る。

600

番号 主要事業の概要・数値目標

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１ H27年度には徳島県公式Twitterを、H28年度には
新たなＣＭＳによるホームページの再構築業務を開
始した。
２ 県民目線に立ち、ニーズに合った県政情報を的確
に提供した。
３ 即時性のある情報発信を実施した。

＜課題＞
　情報通信技術が急速に発展し、また利用者のニー
ズが多様化しているため、時代に応じた情報発信を
行う必要がある。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数
　　㉕１３，６００件→㉚１０７，０００件

今後の取組方針

経営

経営

委員意見

数値目標
の達成度

○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数【主要指標】
　　㉕１３，６００件→㉚４０，０００件

●県民との意思疎通を図り、県勢の発展につなげる
ため、ホームページの再構築・機能充実を行うな
ど、時代に即した広報媒体を有機的・効果的に活用
することで、利用者が必要とする情報を積極的かつ
きめ細やかに提供し、県民の利便性の更なる向上を
図ります。（再掲）＜経営＞

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：４　若者目線の情報発信
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(７－１－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆ Ｂ
・　計画目標を未達成であるのは、「コンテナ貨物取扱
量」のみであるが、計画目標とのかい離幅が拡大してい
ることから、Ｂ評価とした。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4,500
人

4,900
人

5,100
人

6,000
人

4,695人 8,884人 ◎

初寄港 初寄港 ◎

推進 → → →

維持・
拡大

- - -

1都市 2都市 1都市 1都市 ◎

供用
開始

- - -

数値目標
達成状況

委員意見

実績値
（H28）

○「大型クルーズ客船」の初寄港
　　㉗初寄港

●「徳島阿波おどり空港」の利用拡大を図るため、
エアポートセールスを推進し、航空路線の新規開設
を図るとともに、徳島を発着する航空路線の利便性
向上、国際ターミナル機能の創設、新規需要の創出
を推進します。（再掲）＜県土＞

○「徳島阿波おどり空港」の就航路線
　　㉕東京線１日１２往復、福岡線１日２往復
　　→㉚維持・拡大

○「国際ターミナル機能」の創設
　　㉙供用開始

○「国際チャーター便」の就航都市数（累計）
　　㉕－→㉚２都市

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

７-１ 「大胆素敵とくしま」世界戦略の展開

番号

工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標

602

●観光消費の拡大や地域振興に大きな効果が見込ま
れる「大型外国クルーズ客船」の徳島小松島港への
初寄港を実現させるとともに、徳島小松島港への国
内外クルーズ客船の寄港を継続・拡大させるため、
広域連携等による積極的な誘致活動や受入態勢の充
実強化に取り組み、クルーズ来県者数の拡大を図り
ます。＜県土＞

601

○「クルーズ来県者数」【主要指標】
　　㉕約２，８００人→㉚６，０００人

今後の取組方針 部局

県土

県土

部局

県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・国内航空会社等へのエアポートセールス
　（H27:6社11回、H28:27社33回）
・海外航空会社等へのエアポートセールス
　（H27:8社12回、H28:13社26回）
・台湾の旅行会社向けファムツアー
　（H27実施：航空会社1,旅行会社8）
・ハワイ（ホノルル）へのアウトバウンド国際
チャーター便就航（H27実施）
・福岡線利用促進のための団体旅行助成の実施
　（H28：22件）
・東京線、福岡線、札幌線利用促進イベント
　（H28：3回）
・乗り継割引路線の周知イベント（H28:2回）
・空港の機能強化工事に着手（H28実施）
　
＜課題＞
　空港のさらなる利用促進のため、国内線の新規・
充実及び国際線の就航が必要

・福岡線の利用促進のために団体旅行助成を継続
実施する。
・既存国内路線の利用促進のために航空会社と連
携して旅行会社へのセールスを実施する。
・既存国内路線の利用促進のために乗継割引路線
の設定先での観光キャンペーンを実施する。
・空港の利用拡大のために戦略性を持った国内・
国際エアポートセールスを実施する。
・国際線の誘致を進めるために、アウトバウンド
国際チャーター便に対する支援策を実施する。
・空港の利用拡大のために航空貨物に対する支援
制度を実施する。

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

　国内外の新たなクルーズ需要を積極的に取り込
み、継続寄港及び年間を通じての複数回の寄港を
実現させ、「港の賑わい創出」や「本県経済の活
性化」に繋げる。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・外国船社のキーパーソンとの商談会(2回)
・クルーズ関連会議への参加(8回)
・台湾の旅行代理店やクルーズ船社の上海支店等へ
のポートセールス(7回)
・外国客船の受け入れ(3回)
・日本客船の受け入れ(5回）
　これらの取り組みにより、H28年度において客船
の寄港回数が過去最多と同数となり、クルーズ来県
者数が大幅に増加した。

＜課題＞
　大型クルーズ客船が寄港する赤石岸壁について
は、コンテナ定期便やチップ船が寄港する岸壁であ
り、また、並列着岸が不可能なため、寄港調整が必
要である。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「クルーズ来県者数」
　　㉕約２，８００人→㉚１５，０００人

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

主要施策：１　「ゲートウェイとくしま」
               の推進
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(７－１－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

13,500
TEU

15,000
TEU

16,500
TEU

17,000
TEU

10,383
TEU

10,964
TEU

△

開設 開設 ◎

促進 → →

供用 供用 ◎

着手 完成 着手 促進 ◎

　引き続き、荷主や船会社に対して、積極的な
ポートセールスに取り組み、さらなる新規航路の
開設や取扱貨物量の増加に繋げていく。

○防波堤の延伸整備
　　㉗着手→㉙完成

　事業主体（国）及び港湾施設利用者と綿密な連
携を行い，防波堤の延伸整備を促進。○複合一貫輸送ターミナルの整備

　　㉕工事施工中→㉗供用

工程（年度別事業計画）

県土

県土

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・徳島小松島港の利用促進を図るため、県内外の荷
主や船会社に対して、積極的にポートセールスを実
施した。
・その成果として、目標を１年前倒しする形で、平
成２７年１２月から、徳島小松島港に寄港する韓国
航路３便のうち１便について、中国の天津港、大連
港まで航路が延伸された。
・また、徳島小松島港の利用促進を図るため、H28
年度には新たに新規航路を開設した船会社に対する
助成制度を設けた。
・しかし、「コンテナ貨物取扱量」については、徳
島小松島港を利用していいただいている大口荷主の
一時的な生産調整や、中国経済の減速の影響もあ
り、目標が達成できなかった。

＜課題＞
　「コンテナ貨物取扱量」は、社会情勢や景気の影
響を受けやすい。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・-8.5m耐震岸壁供用（H27)
・防波堤延伸部ｹｰｿﾝﾌﾞﾛｯｸ製作（H27)
・防波堤延伸部地盤改良（H28)

＜課題＞
　港内静穏度向上に資する防波堤延伸

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
○防波堤の延伸整備
　　㉗着手→㉚工事促進中（㉛完成）

部局今後の取組方針
実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

604

●本県の産業振興と地域活性化を図るため、国際貿
易の拠点である「徳島小松島港コンテナターミナ
ル」の利用を促進する各種のより効果的な「貿易振
興策」を実施し、新規航路の開設に取り組みます。
＜県土＞

○コンテナ貨物取扱量
　　㉕１２，４５０ＴＥＵ※
　　→㉚１７，０００ＴＥＵ

●徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミ
ナルの供用に向けた関連施設整備を推進するととも
に、「港内の静穏」と「船舶航行の安全」の向上を
図るため、防波堤の延伸整備を促進します。＜県土
＞

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

○中国・東南アジア航路の開設
　　㉘開設

番号 主要事業の概要・数値目標

603
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(７－１－２)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

5万人 6万人 7万人 8万人 58,340人 69,450人 ◎

20日間
出展

20日間
出展

◎

構築 構築 ◎

数値目標
達成状況

　関西広域連合、瀬戸内観光推進機構、四国ツー
リズム創造機構等との連携により、広域周遊ルー
トを活用し、海外メディア・旅行業者の招へいな
ど、多様な外国人観光誘客を推進するとともに、
米国における旅行博への出展、東京都や関西国際
空港利用促進協議会との連携による海外旅行業者
等の招へいなど、誘客の取り組みを加速する。

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号 主要事業の概要・数値目標

主要施策：２　「おもてなしの国とくしま」
              魅力向上の推進

○県内への外国人延べ宿泊者数【主要指標】
　　㉕３２，３１０人→㉚８０，０００人
                            　　<暦年>

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・ミラノ万博に出展し、本県の食や文化、産業、観
光の魅力を世界に向けて発信（関西広域連合の構成
団体で、合わせて20日間、うち本県が4日間出展）
・香港、台湾など海外で開催される旅行博に出展
し、現地旅行業者等に対するプロモーションを実施
・東アジア、東南アジア、欧州など海外のメディア
や旅行業者を本県に招へいして観光ＰＲを実施
・関西広域連合と連携し、同連合および本県のホー
ムページ内にムスリム旅行者向けのコンテンツを構
築
・日本秋祭in香港において観光交流セミナーを開催
・阿波踊りの海外派遣により、本県の知名度向上や
文化交流に貢献

＜課題＞
・さらなる外国人観光誘客に向けた対象エリアの拡
大
・広域周遊ルート構築などで広域での取組促進に係
る関係機関との連携強化

今後の取組方針

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

政策・商工・県土・西部

商工

部局

605

○関西広域連合と連携した
　ムスリム旅行者向けウェブサイトの構築
　　㉗構築

○関西広域連合との連携によるミラノ万博
　出展期間
　　㉗２０日間出展

●重点エリアである東アジア・東南アジアに加え
て、欧米も誘客の対象とし、海外と徳島阿波おどり
空港間のチャーター便の誘致をはじめ、関西広域連
合・瀬戸内ブランド推進連合・四国ツーリズム創造
機構等と連携した広域観光の推進、徳島の魅力を活
かした団体旅行及び個人旅行、教育旅行、医療観光
など多様な外国人観光誘客を推進します。＜商工＞

部局

委員意見
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(７－１－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

促進 → → →

7,700
人

11,000
人

12,000
人

13,000
人

15,025
人

23,681
人

◎

展開 展開 展開 展開 ◎

推進 → → →

340
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

640
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

670
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

700
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

619
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

671
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

◎

設置 設置 ◎

開発 開発 ◎

　さらなるにし阿波の魅力情報の発信と受け入れ
態勢の整備を進めるため、官民の情報共有、意思
決定等の連携をさらに綿密化し、国別の戦略的プ
ロモーションの展開と来訪前の情報提供の充実、
来訪時の受入環境の整備に努める。

607

○個人旅行者対応「多言語・多機能アプリ」
  の開発
　　㉗開発

○外国語サポートデスクの設置
　　㉗設置

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１  ターゲット市場訪問及びＰＲ活動
【平成27年度】
　アジア
　・香港営業
　欧米
　・在ロサンゼルス総領事公邸でのトップセー
　　ルス
　・ニューヨーク営業
  ・ミラノ万博出展
　・アヌーガ世界食品見本市（ドイツ）でのPR
【平成28年度】
　アジア
　・香港秋祭り及び旅行会社等営業
　・香港雑誌記事広告掲載等
　・シンガポール営業、現地PRイベント
　・マレーシア旅行博出展及び営業
  欧米豪
　・米国西海岸営業
　・豪州営業
　・米国西海岸営業及び商談会、旅行博
　・パリ旅行博でのPR
　・ドイツ・ハノーバー見本市でのPR

　上記の取組みにより、外国の旅行会社、メディア
等へ観光情報のＰＲを実施し、H28計画目標を達成
した。

＜課題＞
・旅行先として選ばれるため旅行会社やメディアへ
のさらなる情報発信が必要。
・外国人観光客に対応するためのコンテンツ、ガイ
ド、移動手段やウェブ等での案内情報の整理、観光
施設等での多言語対応等がさらに必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数（再
掲）
　　㉕４，８８０ 人→㉚２４，０００人

606

政策
商工

○県が整備・補助した
　無料公衆無線ＬＡＮアクセスポイント数
　　㉕－→㉚７００アクセスポイント

●外国人向けの観光案内所の運営による情報提供や
多言語表記の促進など、外国人観光客の受入環境の
充実を図ります。
＜政策・商工＞

●「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」として、「桃
源郷のような別世界」と称される高地傾斜地集落の
景観や暮らしなど地域独自の強みを活かし、アジア
はもとより、米豪欧（アメリカ、オーストラリア、
フランス、ドイツ）でも、官民連携によるプロモー
ションを展開するとともに、外国人観光客受入の核
となるＤＭＯの構築や広域観光周遊ルートの推進等
に取り組み、外国人観光客の増加を促進します。＜
西部＞

・発災時に避難所として指定される小・中学校を
中心に、Tokushima Free Wi-Fiの追加整備を行
う。
・民間のWi-Fi事業者と連携し、Tokushima Free
Wi-Fi Plusとして更なる利用者の利便性向上を図
る。
・引き続き、県内事業者による無料公衆無線ＬＡ
Ｎ、多言語表記整備への支援、外国語サポートデ
スクによる通訳・翻訳支援を行うとともに、通訳
ボランティア団体の設立・活動支援を行うなど、
外国人観光誘客に向けた受入環境の整備を着実に
推進する。

西部

○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数
　　㉕４，８８０ 人→㉚１３，０００人
　　　　　　　　　　　　　　　　　<暦年>

○アメリカ、オーストラリア、フランス、
　ドイツでのプロモーションの展開
　　㉕－→㉗～㉘展開

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・とくしま無料Wi-Fi（Tokushima Free Wi-Fi）の
アクセスポイントを、公共施設に追加整備した。
（H27:23AP,H28:23AP）
・「徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金」を
創設し、民間施設（H27：310AP、H28：29AP）にお
けるWi-Fi整備を支援した。
・民間企業への委託により英語、中国語、韓国語、
タイ語に対応する翻訳・通訳サービスを行う外国語
サポートデスクを設置
・個人旅行者向けに県内観光施設等の情報を掲載し
た多言語・多機能アプリの開発・公開
・外国人旅行者の接遇向上のため、県内全域で活動
する善意通訳組織「徳島ＧＧクラブ」を発足した
＜課題＞
・来県者に対するTokushima Free Wi-Fiの周知。
・助成金の需要に対する予算の確保。
・通訳面での受入環境整備の充実

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標追加】
○善意通訳組織「徳島ＧＧクラブ」会員数
    ㉕－→㉚１００人

今後の取組方針 部局
実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度
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(７－１－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

→ 策定 推進 →

策定
基本方針

策定
策定 ◎

推進 → → →

10基 20基 30基 40基 16基 48基 ◎

12箇所 15箇所 17箇所 19箇所 12箇所 15箇所 ◎

2回 2回 2回 2回 3回 3回 ◎

2箇所 5箇所 7箇所 10箇所 2箇所 4箇所 ○

今後の取組方針

608

実績値
（H28）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○外国人にもわかりやすい標識
　48基設置（累計）
○にし阿波アクセス
　・H27は1箇所完成、累計12箇所
　・H28は3箇所完成、累計15箇所
○既存の「道の駅」のサービス機能強化箇所数
　・H27「道の駅」サービス機能強化　2箇所
　　防災拠点化整備箇所
　　　「道の駅 もみじ川温泉」
　　　「道の駅 温泉の里神山」
　　トイレ改修
　　　「道の駅 温泉の里神山」
　・H28「道の駅」サービス機能強化　2箇所
　　防災拠点化整備箇所
　　　「道の駅 第九の里」
　　　「道の駅 にしいや」
　　トイレ改修
　　　「道の駅 第九の里」
　　　「道の駅 にしいや」
○本四道路と連携したイベントの実施
　・H27年度
　　２橋まるごとウォークツアー　１回
　　明石海峡大橋海上ウォーク　２回
　・H28年度
　　大鳴門橋うずしおウォーク　１回
　　明石海峡大橋海上ウォーク　２回

＜課題＞
　施設整備後の運用について道の駅の管理主体であ
る市町との調整が必要

609

○にし阿波～剣山・吉野川観光圏の
　アクセスルートの整備箇所数（累計）
　　㉕５箇所→㉚１９箇所

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

県土

●観光地の魅力を向上させるため、主要幹線道路の
整備によるアクセス向上に加え、国内外からの観光
客が安心して楽しく訪問できる案内標識の整備等、
観光地の魅力を向上させる新たな施策を推進しま
す。＜県土＞

○外国人にも分かりやすい
　観光案内標識の設置基数（累計）
　　㉕－→㉚４０基

○引き続き、外国人観光客が利用する頻度が高い
エリアから、順次、標識の英語表記（多言語化）
に努める。

○引き続き、アクセスルートにおける整備を推進
する。

○道の駅のサービス機能強化を推進する。

○本四道路と連携したイベントの実施
・大鳴門橋海上ウォーク及び明石海峡大橋海上
　ウォークを実施する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　災害に強い観光地域づくりを推進するため、平
成27年度、「観光危機管理基本方針」を策定すると
ともに「観光危機管理セミナー」を開催し、関係者
の機運の醸成を図った。
  平成28年度は、個別マニュアルとして当地が圏域
全体で取り組む「体験型教育旅行」の受入のための
「安全対策・危機管理マニュアル」を策定するとと
もに、４カ国語・５表記（英、中（簡体字・繁体
字）、韓、仏）に対応した「指さし会話シート」を
作成した。
２　H27より引き続き、圏域の観光案内所や宿泊施
設等において、大雨や台風等を原因とした交通規制
情報等の発信に努めた。

　上記の取組により。H28計画目標を達成し、災害
に強い観光地域づくりが図られた。

<課題>
・官民の連携強化及び観光危機管理に関する具体的
なマニュアルになるようブラッシュアップが引き続
き必要。

●県西部圏域を災害に強い観光地域とするため、異
常気象時や災害発生時における観光客への適切な対
応や復興に係る計画「にし阿波観光危機管理マニュ
アル」の策定に取り組みます。
＜西部＞

部局

異常気象時や災害発生時、言葉や地理に不案内な
外国人をはじめ、当地を訪れた観光客への迅速な
対応が可能となるようブラッシュアップを官民が
連携して取り組む。

西部

○「にし阿波観光危機管理マニュアル」の策定
    ㉘策定

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

○本四道路と連携したイベントの実施
　　㉕２回→㉗～㉚年間2回

○既存の「道の駅」のサービス機能強化箇所数
（累計）
　　㉕－→㉚１０箇所
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(７－１－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

促進 → → →

450人 500人 550人 600人 585人 673人 ◎

1,000
人

1,000
人

1,000
人

1,000
人

1,024人 1,302人 ◎

611 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　受入に係る県内医療機関等との連携を図るととも
に、上海事務所を中心とした情報発信、問い合わせ
への対応等を実施。

＜課題＞
　受入体制の整備

　県内医療機関等と連携して受入体制の強化を図
り、本県への誘客を推進する。

商工

610 西部

○着地型旅行商品（滞在プログラムを含む）の
　参加者数
　　㉕３０５人→㉚６００人

○にし阿波体感プログラムイベント参加者数
　　㉕８０１人→㉗～㉚年間１，０００人以上

　引き続き官民が協力し、国内外から何度でも訪
れたくなるような旅行商品のブラッシュアップや
受入体制の整備などにより、にし阿波ならではの
独自ブランドを確立する。
　また、にし阿波体感プログラムイベントについ
て、それぞれのプログラムの質の向上を図るとと
もに、地域づくりにおける一体感を醸成するため
に、個々のプログラムの催行者間の連携を深め、
地域が一体となった取組を進める。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　高地傾斜地集落めぐりや吉野川八合霧鑑賞な
ど、にし阿波ならではの着地型旅行商品のプロモー
ション・販売を促進し、催行した。
２　民間観光施設において、中華圏の春節祭に併せ
たイベントを実施した。
３ 「住んでよし、訪れてよしの観光地域づくり」
をコンセプトにした、にし阿波体感プログラムイベ
ントを「あわこい」（※）として開催するととも
に、通年楽しめるプログラムとしても催行した。
   ※(H27:H28.2.6～3.21＜45日間＞）
　　（H28:H29.1.29～2.26＜29日間＞）

　上記の取組により、H28計画目標を達成した。

＜課題＞
・着地型旅行商品について、継続的に交流人口の増
加を図るため、魅力的な旅行商品のブラッシュアッ
プが引き続き必要。
・地域づくりにおける一体感を醸成するために、プ
ログラム催行者間の連携等を引き続き図っていくこ
とが必要。

部局
実績値
（H28）

●先進的な医療サービスの提供と豊富な観光資源や
地域食材を組み合わせた医療観光（メディカルツー
リズム）を推進します。＜商工＞

●県西部圏域の交流人口を増やし地域活性化を図る
ため、剣山登山や集落めぐり、吉野川八合霧鑑賞な
ど、にし阿波ならではの体験ができる着地型旅行商
品や滞在プログラムの開発を促進します。＜西部＞

今後の取組方針H27･H28取組内容と進捗状況・課題番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

279



(７－２－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆ Ｂ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

260
万人

270
万人

285
万人

300
万人

231
万人

238
万人

△

612

実績値
（H28）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・「おどる宝島！パスポート」について、淡路
島、和歌山（高野山）と連携し、おもてなし施設
と発行所を拡大し利便性の向上を図った。
・誘客コンテンツとして「秋の阿波おどり～阿波
おどり大絵巻」を開催。夏の前夜祭を彷彿させる
有名連による「阿波おどり大絵巻」や「全国阿波
おどりコンテスト」を実施した。
・県外で開催される観光商談会などに参加し、旅
行会社に対して、県内宿泊施設や観光施設と一体
となって、徳島の観光素材をＰＲした。
・県外から旅行会社等を招いたファムツアーを実
施した。
・団体旅行の需要喚起を図るためのバス助成を実
施した。

＜課題＞
・誘客コンテンツの充実
・二次交通の整備
・情報発信の強化

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「おどる宝島！パスポート」をはじめとする誘
客コンテンツの整備、効果的な魅力発信や旅行商
品の造成促進等による「観光目的客の取り込
み」、コンベンション誘致促進による「ビジネス
目的客の取り込み」、「東京オリンピック・パラ
リンピック」等を見据えた「『訪日外国人４００
０万人時代』に向けた取組み」を核とする「徳島
県観光振興基本計画（第２期）」に基づく戦略的
な取組みを推進することにより、観光関連事業者
との連携など、官民を挙げた観光誘客を促進しま
す。

部局

県民・商工・農林・県土・南部

数値目標
達成状況

・平成２９年４月から６月末まで、ＪＲ６社と関
係団体などが協働で行う大型観光キャンペーン
「四国ＤＣ（デスティネーションキャンペー
ン）」に、四国４県、が連携して観光誘客に取り
組む。
・県においては、上期に文化、下期に歴史をテー
マに観光キャンペーンを実施し、キャンペーン
ブックやＨＰなどで、観光素材を強力にＰＲす
る。
・本県最大の誘客コンテンツである「秋の阿波お
どり」を３日間に拡大、冬の誘客イベントとして
「とくしまＬＥＤ・デジタルアートフェスティバ
ル」の実施など、県内イベントの充実を図る。
・H２９年度から、新たに誘客営業担当室長を設
置し、首都圏等における旅行エージェントへの営
業強化を図る。
・観光商談会へ引き続き参加するとともに、旅行
会社等へ積極的に営業を行い、旅行商品造成を図
る。
・県外から旅行会社等を招いたファムツアーを実
施する。
・団体旅行の需要喚起を図るためのバス助成を実
施する。
・県東部を巡回する周遊バスや、西部と東部を結
ぶジャンボタクシーを上期に運行し、二次交通を
整備する。
・今年度から運用を開始した「おもてなしタク
シー」の拡大を図り、旅行者の満足度を高める。
・４Ｋ映像を活用した効果的な情報発信を行う。

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

７-２　湧き上がる「にぎわいと感動」渦の創造

番号

主要施策：１　「ときめく♥とくしま」
　　　　　　　観光誘客戦略の展開

商工

○年間の延べ宿泊者数【主要指標】
　　㉕２２６万人→㉚３００万人   　<暦年>

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

委員意見

今後の取組方針 部局
数値目標
の達成度

●「おどる宝島！パスポート」をはじめとする誘客
コンテンツの整備、効果的な魅力発信や旅行商品の
造成促進等による「観光目的客の取り込み」、コン
ベンション誘致促進による「ビジネス目的客の取り
込み」、「東京オリンピック・パラリンピック」等
を見据えた「『訪日外国人２０００万人時代』に向
けた取組み」を核とする「徳島県観光振興基本計画
（第２期）」に基づく戦略的な取組みを推進するこ
とにより、観光関連事業者との連携など、官民を挙
げた観光誘客を促進します。＜商工＞

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）
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(７－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

70品 80品 90品 100品 77品 87品 ◎

35
事業者

45
事業者

55
事業者

70
事業者

28事業者 80事業者 ◎

推進 → → →

10万冊 14万冊 17万冊 20万冊 11万冊 16万冊 ◎

推進 → → →

6,000
泊

6,300
泊

6,600
泊

7,000
泊

5,791
泊

6,302
泊

◎

613

実績値
（H28）

●付加価値の高い農林水産物や6次化商品、伝統工芸
品から特に優れたものを、新たな「とくしま特選ブ
ランド“１００選”」に選定するとともに、その魅
力や品質を磨き上げてプレミアム化を図り、食と阿
波文化の融合により、国内外に強力にアピールしま
す。また、海外アンテナショップを新たに設置し、
海外でのフェアや商談会を通じて、「とくしま特選
ブランド」の海外市場販路開拓を支援します。＜商
工・農林＞

●本県の持つ豊かな自然や食材、伝承された知恵や
技術、個性ある郷土芸能など、本県ならではの地域
資源を活用した体験メニューを磨きあげていくとと
もに、教育旅行の受入拡大を支援することで、県民
参加型の観光客誘致を推進します。＜商工＞

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

・コーディーネート組織（そらの郷，南阿波よく
ばり体験推進協議会）の連携により，より多くの
体験型観光の受入を可能にするとともに，営業活
動の更なる強化により新規顧客の獲得に努める。
・未だコーディネート組織が立ち上がっていない
県東部地域を対象に，コーディネート体制の充実
や，体験型観光受入による地域活性化の効果，受
入における基本的な考え方等の研修を行う。

○海外でのフェアや商談会への年間参加
　事業者数
　　㉕２３事業者→㉚７０事業者

●「おどる宝島！パスポート」の充実強化や地元な
らではの観光、体験、食などを組み合わせた着地型
旅行商品の造成を推進することにより、県内におけ
る観光客の周遊と宿泊、リピーター来県を促進しま
す。＜商工＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・平成２５年１０月から、県内の観光地や宿泊施
設、飲食店等において「おどる宝島！パスポー
ト」を配布し、リピーターの来県を促進するため
の取組みを実施しており、現在、淡路島を含む約
７００施設が「おもてなし施設」として参加。
・平成２７年度は、大鳴門橋架橋３０周年を記念
して開催された「淡路花博」等でも配布。
　また、ＰＲ冊子を小型化し、持ち運びできるサ
イズにするとともに、写真や地図を掲載するなど
のリニューアルを行った。
・平成２８年度は、和歌山県の「ぶんだら節」で
配布。
・引き続き淡路島の施設と連携を行った。
・四国ＤＣに向け、市町村と連携し、県内観光素
材の発掘と洗い出しを行い、旅行商品の造成促進
に努めた。

＜課題＞
　おもてなし施設数の充実及び県外でのＰＲ

　引き続き、おもてなし施設数の充実に努めると
ともに、効果的なＰＲを実施し、リピーターの来
県促進を図る。

○選定数（再掲）
　　㉕５７品→㉚１００品

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・　とくしまブランドを世界に誇れるトップブラ
ンドに育て上げるため、平成27年度に、加工品の
「特選阿波の逸品」と一次産品の「とくしま特選
ブランド」を統合し、新たな「とくしま特選ブラ
ンド」としてリニューアルした。
　平成27年度は、第一弾として21品目を認定、平
成28年度には、66品目を認定し、「あるでよ徳
島」で特設展示を行うなどのＰＲを行うととも
に、事業者に対し、売れる商品となるためのワー
クショップを開催することで事業者支援を行っ
た。
・海外での販路開拓を促進するため、香港で徳島
県フェアを開催するとともに、海外アンテナ
ショップの設置に向けた市場動向や売れ筋商品等
の情報収集を実施

＜課題＞
　認定商品を増やすとともに、選定された商品の
ＰＲ強化、事業者の指導。

・制度のＰＲを行い認定商品を増やすとともに、
事業者に対して、商品力・販売力の向上に向けた
指導を行う。

・「ふるさと納税」返礼品や「おどる宝島！パス
ポート」景品の採用を拡大するとともに、首都圏
や海外の展示会、商談会に優先出展することで認
定商品のＰＲ強化に努める。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標

615

614 商工

○「おどる宝島！パスポート」の発行数
　（累計）
　　㉕２万冊→㉚２０万冊

商工
農林

商工

○体験型教育旅行における
　延べ受入泊数（協議会受入）
　　㉕５，６４６泊→㉚７，０００泊

番号 部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・本県の体験型観光を通じて，地域の魅力を効果
的に伝えるとともに，質の高い受入を行うため，
受入家庭及びインストラクター等を対象とした研
修会を開催。
・「第21回全国ほんもの体験ネットワーク総会in
徳島」を県南部で開催し，全国各地の体験型観光
団体等の関係者に向けて本県の体験型観光を紹介
するとともに，各地域の課題解決に向けた意見交
換会やインストラクター等関係者のスキルアップ
を図る研修会を実施。（H29.3）

＜課題＞
　新規顧客の拡大及びリピーター率の向上

今後の取組方針
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(７－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

34軒 36軒 38軒 40軒 37軒 41軒 ◎

1,900
人

2,000
人

2,100
人

2,200
人

3,190人 3,370人 ◎

推進 → → →

1拠点 2拠点 2拠点 3拠点 １拠点 2拠点 ◎

推進 → → →

88社 92社 96社 100社 98社 92社 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1 農家民宿スキルアップセミナー開催（H27:3
回）
2 四国グリーンツーリズム推進協議会（H27:3
回，H28：3回）
3　「思いっきり四国！88癒しの旅。キャンペー
ン」によるPR（H27：7／18～1/17，H28：7/16～
1/15）
4 インバウンド研修会の開催（H28:4回）

＜課題＞
1 経営者のノウハウ不足によるPR不足
2 海外旅行者の受入体制の未整備
3 旅館業法関係法令改正による農林漁業者以外へ
の規制緩和の拡大検討

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・8月のＪＡＬ「徳島－札幌線」就航に合わせ、
札幌市内のローソン2店舗においてアンテナ
ショップを展開
・博多駅に隣接する西鉄ホテルクルーム博多1階
のローソンにおいてアンテナショップを展開
・北九州市内の「マチ★アソビＣＡＦＥ」におい
てアンテナショップを展開
・平成28年度に「ユーフォーテーブルカフェ東
京」を新たに認定し、「マチ★アソビＣＡＦＥ」
と併せて本県一次産品を使用した料理を提供する
とともに、アニメとコラボした県産品ＰＲポス
ターを活用し、販売を促進

＜課題＞
・アンテナショップを活用した県産品の販売機会
の増加

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・海外でのフェアの開催、見本市等への出展支援
中国、香港、ベトナム等東アジア・東南アジアで
計23回（H27:14回、H28:9回）開催
・県内でのバイヤー等招へい商談会
　中国、香港、タイ等のバイヤー等を招へいし、
計16回（H27:7回、H28:：9回）開催

＜課題＞
　引き続き県内企業に対してフェア等の出展や海
外バイヤーとの商談の機会の提供が必要

●四国４県が連携して四国のグリーン・ツーリズム
を推進するとともに、インターネットを活用したグ
リーン・ツーリズムのＰＲを展開し、徳島の農山漁
村への入り込み客数の増加を図り、活気あるむらづ
くりを進めます。（再掲）
＜農林＞

　県内企業のさらなるグローバル化に向けて、海
外でのフェア等の開催や見本市への出展支援、県
内での商談会の開催などにより支援を行う。

617

618

商工

商工

●県内企業の海外販路開拓・海外展開を支援するた
め、東アジア・東南アジアを重点エリアとする「と
くしまグローバル戦略」に基づき、上海事務所を前
線基地として活用し、商談機会の拡大や海外企業と
本県企業との交流を推進します。（再掲）＜商工＞

○商談会・フェア等延べ参加企業数
　　㉕７９社→㉚１００社

○マチ★アソビ・サテライトショップ数
　　㉕－→㉚３拠点

・「コンビニ型アンテナショップ」及び「阿波と
くしまアンテナショップ」等を活用して、首都圏
をはじめ大阪・名古屋及び北海道・九州におい
て、県産品の販路拡大、情報発信の強化に努め
る。
・札幌市内のアンテナショップを7月から開設す
るとともに、観光と物産を合わせたＰＲを実施す
るなど、県産品の県外での販売体制やＰＲを強化
する。
・九州のアンテナショップは、隣接する飲食店と
の連携により、更なる販路拡大に努める。

部局

農林

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

616

数値目標
の達成度

今後の取組方針

・入り込み客数増加のためにイベントやHP等を通
じたPR支援を実施する
・インバウンドの受入体制強化のための受入会話
研修会等の実施，webサイトの多言語化を実施す
る。

●国内外に向けて本県の物産・観光の情報発信を推
進するため、県の「大阪・名古屋物産センター」
や、「コンビニ型アンテナショップ」のさらなる展
開を促進するとともに、全国初となるアニメとコラ
ボレーションした店舗のアンテナショップ認定をは
じめ、県外の民間店舗を「阿波とくしまアンテナ
ショップ」として認定し、活用することで効果的な
情報発信に努め、県産品の販路拡大・販売促進を図
ります。＜商工＞

○とくしま農林漁家民宿数（累計）
　　㉕３０軒→㉚４０軒

○とくしま農林漁家民宿等の体験宿泊者数
　　㉕１，７８０人→㉚２，２００人
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(７－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

20件 20件 25件 25件 41件 42件 ◎

推進 → → →

75万件 80万件 85万件 90万件 73万件 78万件 ○

推進 → → →

100人 100人 100人 100人 119人 211人 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　年間を通じて，的確な情報提供と迅速な対応に
より，国内外の情報番組（極上のクルーズ紀行，
勇闖日本秘境）やCM（NAVITA）などの県内ロケの
支援・誘致を実施。

＜課題＞
　的確な情報提供と迅速な対応が求められる。

○観光情報サイトアクセス件数
　　㉕７０万件→㉚９０万件

　市町村や県観光協会と連携し，これまで以上に
的確な情報収集に努め，迅速な対応を図る。

　常に最新の情報や旬の情報を発信することによ
り、アクセス件数の向上を図る。単に観光情報を
提供するのではなく、ターゲットを絞り、徳島な
らではの魅力を発信する。

○講座の受講者数
　　㉕７６人→㉗～㉚年間１００人以上

621

619

620

番号

商工

　幅広いテーマの講座を開催するため、それぞれ
のテーマに精通した講師選定や現地見学先との調
整を行う。

商工

県土

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　雑誌や観光パンフレットをはじめ、観光情報サ
イト「阿波ナビ」やFacebookなど様々な媒体を用
いて情報発信を行った。

＜課題＞
　数ある観光地の中から徳島を選んでもらうため
の工夫

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　吉野川に関する歴史・文化・環境をテーマに講
演会や現地見学会をH27計5回、H28計4回開催し、
それぞれ119人、211人が受講した。

　上記の取組により、目標を達成した。

＜課題＞
　吉野川の魅力を広く発信するため、より幅広い
テーマでの講座の開催が必要

●吉野川を今後さらに輝かせ、全国へ誇れる「徳島
ならでは」の魅力あるブランドとするため、「恵み
の宝庫“吉野川”創造プロジェクト」により、吉野
川における新たな観光資源の創出や吉野川の歴史・
文化・環境に関する講座の開催などに取り組みま
す。＜県土＞

工程（年度別事業計画）

●映像を通じて徳島の魅力を発信するため、徳島を
舞台にした映画やドラマ等のロケを誘致・支援しま
す。＜商工＞

○ロケ支援件数
　　㉕１４件→㉚２５件

実績値
（H28）

部局今後の取組方針H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

●「関西の台所」を担う「食の宝島」であり、「体
験型観光の先進地」でもある徳島ならではの魅力を
「観光とくしまブランド」として確立し、多くの観
光客に選ばれる徳島を目指して、マスメディアをは
じめ、ＳＮＳを活用した情報発信や海外におけるプ
ロモーションを展開することにより、広く国内外に
向けた認知度の向上を図ります。
＜商工＞

実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標
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(７－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

35,000
人

35,000
人

40,000
人

40,000
人

38,000
人

35,250人 ◎

200人 400人 600人 800人 600人 763人 ◎

500人
1,500
人

2,500
人

3,500
人

638人 1,575人 ◎

－ 1人 2人 3人 1人 2人 ◎

25,000
千円

35,000
千円

40,000
千円

50,000
千円

22,760
千円

32,105
千円

○

創設・
顕彰

→ → →

創設・
顕彰

－ － △

実績値
（H28）

・「スポーツと文化を融合させた体験」など，地
域の魅力を最大限に活用した体感プランの企画を
さらに進めるとともに，インバウンド拡大に向け
た体制整備を図り，インバウンドを意識した着地
型及び滞在型旅行商品を開発し，「四国の右下」
への誘客を図る。
・インバウンド誘客対策として，「千羽海崖トレ
イルランニング」等における多言語翻訳サービス
やＩoT技術の活用，外国語対応観光マップや「南
阿波アウトドアスポーツ道場（冊子）」の英語
版，ウェブサイトの外国語化などの取組みを進め
る。
・ＪＲ北海道から借り受けるＤＭＶを活用したツ
アー造成を行い、誘客に努める。
・東京オリンピック・パラリンピックや関西ワー
ルドマスターズゲームズのキャンプ地誘致を関係
機関と連携し推進するとともに、サーフィンの国
際大会誘致についても推進する。
・集客力の高い地域イベントや関係機関との連携
をさらに強化し，魅力ある「南阿波グルメ」の開
発及び販売拡大を進める。

○「四国の右下・まけまけマルシェ」等による
　集客数
　　㉕－→㉚４０，０００人

●県南部圏域の地域活力を高めるため、圏域の団体
や行政が一体となり「アウトドアスポーツの楽園」
と呼ばれる環境や豊かな自然から育まれる豊富な食
材等地域資源を活用した魅力あるイベント等を開催
し地域ブランド力の向上と交流人口の増大を図りま
す。＜南部＞

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・「四国の右下・まけまけマルシェ」を道の駅日
和佐で開催したほか，地域イベントの「阿南市活
竹祭」や「日和佐うみがめまつり」，「ナカまつ
り」等に参加する「出張マルシェ」を開催した。
・トレイルランニングのトップアスリート・鏑木
毅 氏にアドバイスをいただきながら，「千羽海
崖トレイルランニングレース」に「ミドルコー
ス」を新設し，「ロングクラス」のコースを延長
し，ウルトラトレイル・デュモンブランの出走に
必要なポイントを獲得できる大会に改良した。
・「四国の右下・魅力倍増」推進会議誘客促進部
会において，地域の観光協会や観光事業者を対象
とした「四国の右下」観光マネジメント塾を開催
し，ＪＲ四国と連携し「ＪＲ駅からウォーク」に
８プランの商品造成を行い，パンフレット「鉄道
で行く『四国の右下』歩き」を発行し，周知に努
めた。
・南部圏域の魅力ある食材を活用した「南阿波
丼」をはじめとする「南阿波グルメ」について，
10店舗11種類のご当地丼が集う第２回「全国丼サ
ミットｉｎあなん」を開催し，同時に「まけまけ
マルシェ」で南阿波グルメの販売を行うととも
に、木頭ゆずを使った「木頭ゆずスイーツ」の販
売拡大に努めた。

＜課題＞
・インバウンドにも対応した観光マネジメント塾
の開催や体験型コンテンツの検討を行い，宿泊施
設等が連携した広域の着地型旅行商品の開発を進
める必要がある。
・アウトドアスポーツや食などの県南の魅力発信
を強化するため，トップアスリートや南阿波丼な
どを活用した動画配信の取組みを進める必要があ
る。
・「南阿波グルメ」の販売拡大に向け、「丼」、
「スイーツ」の取組みを強化するとともに、新た
なメニューづくりに努める必要がある。

・「ボランティアガイドおもてなし大賞（仮
称）」について、平成２９年度８月を目途に創設
する。

・おもてなし施設数の維持・拡充に努めるととも
に、観光産業を担う側として、意識向上を図るた
めのセミナー等を実施。

・Ｈ２９年４月から「おもてなしタクシー認定制
度」を運用開始しており、今後更なる充実を図
る。

商工

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

○新たな雇用拡大（累計）
　　㉕－→㉚３人

○トップアスリートプロデュースによる「四国
　の右下・アウトドアスポーツ」参加者数
　　㉕－→㉚８００人

○着地型旅行商品による入り込み客数の拡大
　　㉕－→㉚３，５００人

○「ボランティアガイドおもてなし大賞
　（仮称）」の創設・顕彰
    ㉗創設・顕彰

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・観光ボランティア団体等を対象に、ガイド案内
のスキルアップや交流等に取り組み、受入態勢の
強化を推進した。
・県内の観光案内所に「おどる宝島！パスポー
ト」を配布するとともに、参加施設数を増やすこ
とにより、情報発信拠点の充実を図った。
・おもてなしマインド向上に向けた取組として、
「香港観光客への『おもてなし力向上』セミ
ナー」を実施。
・観光地や宿泊施設、飲食店等に「おどる宝島！
パスポート」を配布し、リピーターの来県を促進
するための取組みを実施しており、現在、淡路島
を含む約７００施設が「おもてなし施設」として
参加。
・「おもてなしタクシー認定制度」のＨ２９年４
月立ち上げに向けて、関係機関との調整を行っ
た。
・「ボランティアガイドおもてなし大賞（仮
称）」の創設に向けて準備を進めた。

＜課題＞
・おもてなしマインドのさらなる向上
・おもてなし施設数の充実

●本県を訪れる観光客にとって、きめ細かな観光情
報の提供や案内、県民との交流など、心のこもった
“おもてなし”により、安心快適に徳島旅行を楽し
んでいただき、リピーター来県にも繋がるよう、県
内全体のおもてなしマインド向上のための啓発に努
めます。＜商工＞

622

623

番号 今後の取組方針 部局

南部

主要事業の概要・数値目標 H27･H28取組内容と進捗状況・課題

工程（年度別事業計画）

○「南阿波グルメ」の販売拡大
　　㉕１５，０００千円
　　→㉚５０，０００千円
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(７－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

26% 50% 75% 100% 26% 26% △

13ﾙｰﾄ 14ﾙｰﾄ 14ﾙｰﾄ 15ﾙｰﾄ 13ﾙｰﾄ 14ﾙｰﾄ ◎

推進 → → →

構築 構築 ◎

作成 作成 ◎

1回 1回 1回 1回 3回 2回 ◎

実績値
（H28）

県土

今後の取組方針

　目標達成のため、地元や関係機関と調整を行い
進捗を図る。国内のみならず国外からも自然公園
等の利用の増進を図るため、計画的に看板の整
備、ルートの再整備を実施する。

・ホームページのリニューアル
・「橋の博物館・とくしま」をさらに広く認知し
てもらうため、ホームページ・橋梁史・橋梁イベ
ント等を通して、県内外で情報発信を実施する。

●橋梁など道路施設に対する理解を深めるため、吉
野川に架かる橋梁を「橋の博物館」としてＰＲする
とともに、観光資源として活用します。＜県土＞

部局

●本県の優れた自然景観等を有する自然公園などに
ついて、自然景観等の保護や利用の増進を図るた
め、施設整備を行います。（再掲）＜県民＞

○ホームページのリニューアル
　　㉕－→㉗構築

624

625

○登山道と四国のみちの再整備ルート数
　　㉕１２ルート→㉚１５ルート

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

○橋梁史の作成
　　㉕－→㉗作成

○鳴門公園施設内での多言語表記の観光案内板
　設置率
　　㉕２６％→㉚１００％

○橋梁イベントの開催
　　㉕－→㉗～㉚年間１回

県民

＜H27･28取組内容と進捗状況＞
　観光案内板については、多言語表記化等の設計
業務を行い、文化財等の関係機関と調整を行っ
た。
　また、四国のみちについては、「山寺のみち」
の再整備を行うため、文化財等の関係機関や地元
関係者と調整を行った。

＜課題＞
　観光案内板については、表記の統一や外国人観
光客にも対応したものであることが求められてい
る。
（28年度においても3か所において協議を実施、
現在継続して協議中）。
　四国のみちの再整備については、工事施工に先
立って関係機関（地元・用地関係者等）との協議
が必要であるため、不測の日数を要する場合があ
る。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
平成27年度取組内容
・ホームページのリニューアル
・橋梁史の作成
・「ふれあい・橋・エステ」の実施
・「吉野川の構造物めぐりと防災体験バス
　ツアー」の開催
・「吉野川に架かる橋フォトコンテスト」の
　開催
平成28年度取組内容
・「フォトコン入賞作品」パネル展の開催
・「橋の博物館とくしま」スライドショー動画
　の公開

　上記の取り組みにより、数値目標を達成した。

＜課題＞
　「橋の博物館・とくしま」のＰＲ活動を安定的
かつ継続的に行えるシステム作りが必要。
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(７－２－２)

評価 特記事項

☆ Ｂ

・　宿泊者数の増加に向け、とくしまマラソン終了後に
色々なイベントを開催しているが、もう一工夫したイベ
ントが充実すれば、「もう一泊」に繋がるのではない
か。
　また、マラソンのエントリーに「往復の飛行機便と宿
泊２泊」を付けたパック旅行商品を作るなど、付加価値
を付けた旅行商品により、徳島を売り込んではどうか。

・　県西部の祖谷地域には多数の外国人観光客が訪
れており、さらなる受入れの拡大に取り組んで欲しい。

・　観光客が、わざわざそこに泊まりたいと思う宿泊施
設を増やすことが重要である。魅力的な民泊施設、例
えば、宿泊と農家レストランを一体化したオーベルジュ
的なものを作っていくなど、魅力的な宿泊施設を増や
すことにもっと力を入れてはどうか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

開催 → → →

13万人 14万人 15万人 16万人 15.4万人 15.7万人 ◎

6千人 7千人 8千人 10千人 7,120人 7,200人 ◎

実績値
（H28）

委員意見

今後の取組方針

県民・商工

　更なる参加者数の増加を図るため、「マチ★ア
ソビ」のイベント内容を充実させるとともに、国
内外でのＰＲや、参加者が言語に関係なく楽しめ
る体験型イベントの充実、訪日外国人への言語対
応等受入れ体制の整備を図る。

部局

番号 主要事業の概要・数値目標

○「マチ★アソビ」年間参加者数【主要指標】
　　㉕１１.３万人→㉚１６万人

○海外ＰＲイベント年間参加者数
　　㉕－→㉚１０，０００人以上

626

●全国はもとより海外からも集客力があるアニメイ
ベント「マチ★アソビ」の開催により、徳島の魅力
を全世界へ発信し、交流を促進します。
＜商工＞

部局

商工

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　マチ★アソビ
　(1)vol.14（平成27年5月3日～5日）
　(2)vol.15（平成27年9月26日～10月12日）
　(3)vol.16（平成28年5月3日～5日）
　(4)vol.17（平成28年9月24日～10月10日）
２　主な海外ＰＲイベント
　(1)ＣＣＧ　ＥＸＰＯ（上海）
　　・CCG EXPO 2015（平成27年7月9日～13日）
　　・CCG EXPO 2016（平成28年7月7日～11日）
　(2)漫画博覧会（台湾）
　　・第16回漫画博覧会
　　　（平成27年8月6日～11日）
　　・第17回漫画博覧会
　　　（平成28年8月11日～16日）
　「マチ★アソビ」の内容充実により，年間参加
者数の増加を図るとともに，海外でのアニメイベ
ントでのＰＲ等により徳島の魅力を国内外に発信
した。

＜課題＞
　訪日外国人受入体制を整備し，外国人観光誘客
の増加を図る。

工程（年度別事業計画）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

数値目標
達成状況

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

主要施策：２　四季を通じたにぎわいの
             創出
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(７－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1.6万
人

1.8万
人

2万人 14,236人 14,919人 ○

推進 → → →

260
万人

270
万人

285
万人

300
万人

231
万人

238
万人

△

　安定的にランナーの集客を図るためのは、さら
なるランナー目線に立った大会運営を目指し、ラ
ンナーや大会関係者等からの意見等をしっかりと
受けとめた大会計画を策定する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・春の阿波おどり「はな・はる・フェスタ」や、
８月の阿波おどり本番に対する支援を行った。
・秋の阿波おどりとして、有名連による阿波おど
り大絵巻、県外連による阿波おどりコンテストな
どを大々的に実施。（H27.11）
・東新町商店街への踊り込みも新たに開催。
（H28.11）
・ミラノ万博において、藍染めファッション
ショーの中で阿波おどりを披露。（H27.9）

＜課題＞
・阿波おどりの魅力を国内外に向けて更に発信
・阿波おどりによる誘客が、宿泊につながるよ
う、県内の他の観光資源との連携が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「夏の阿波おどり」、春と秋の「阿波おどり」
の魅力向上はもとより、新たに「冬の阿波おど
り」による誘客に取り組むとともに、有名連の練
習風景を観光資源としてＰＲするなど、阿波おど
りの通年活用により、本県を訪れる観光客の周遊
と宿泊を促進します。

○年間の延べ宿泊者数（再掲）
　　㉕２２６万人→㉚３００万人　　 <暦年>

主要事業の概要・数値目標

○エントリー数
　　㉕１万人→㉚２万人以上

628

●「とくしまマラソン」の開催により、県民のス
ポーツ振興や青少年の健全育成を図るとともに、本
県の魅力や県民挙げての「おもてなしの心」を全国
に情報発信できる本大会の規模を拡大し、更なるに
ぎわいづくりを実現します。
＜商工＞

●「夏の阿波おどり」はもとより、春と秋の「阿波
おどり」の魅力向上を図るほか、有名連の練習風景
を観光資源としてＰＲするなど、阿波おどりの通年
活用により、本県を訪れる観光客の周遊と宿泊を促
進します。＜商工＞

・秋の阿波おどりについて、来場者や参加した阿
波おどり連に対するアンケートの意見を踏まえ、
内容を充実するとともに、ツアー造成に向けたＰ
Ｒを強化。
・平成２９年にドイツをはじめ世界各地で阿波お
どりを披露。
・「阿波ナビ」による情報発信や、「おどる宝
島！パスポート」の配布等により、徳島での観光
はもとより､食・物産・伝統工芸など幅広い魅力
を体感していただき、長時間の滞在・宿泊へと誘
導する。

商工

番号

627 商工

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
H27年度
「とくしまマラソン2016」開催（平成28年4月24
日）に向けて準備を行った。
・エントリー数14,236人（うち海外から135人）
・新コースとして県庁前をスタート地点に設定
し、吉野川大橋を渡るコースとした。
H28年度
「とくしまマラソン2016」（平成28年4月24日）
「とくしまマラソン2017」（平成29年3月26日）
・エントリー数14,294人（うち海外から162人）
・スタート地点を県庁前の国道3車線に変更する
とともに、ウェーブスタートを導入し、安全・快
適なスタートの実現。（最後尾がスタートライン
を通過する時間を前回大会比△12分短縮）
・第10回大会を記念し、大会前日に「ファンラ
ン」を開催（エントリー数625人）

＜課題＞
　フィニッシュ会場となる徳島市陸上競技場が
2019大会（H30年度）では利用できないため、新
たなフィニッシュ会場の選定と、それに伴うコー
ス変更の必要がある。

部局

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針
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(７－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

94万人 96万人 98万人
100万
人

102万人 101万人 ◎

推進 → → →

115,00
0
人

120,00
0
人

125,00
0
人

130,00
0
人

92,201人
133,643

人
◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○渦の道
　京阪神でのＰＲにも力を入れ、外国人観光客へ
の案内の充実や旅行業者への積極的アプローチな
ど積極的な誘客に取り組んだ結果，来場者数は前
年度比１０２％と増加した。
来場者数[H27] 510,494人，[H28] 518,300人
来場者再度来館希望[H27]79.3％，[H28]82.6％
　
○あすたむらんど
　平成２７年度は大型連休（シルバーウィーク）
やデジタルアート展が非常に好評であったことな
どにより，指定管理者制度導入後50万人を初めて
超えた。平成２８年度は大型連休の減少などによ
り、来場者数は対前年比９５％とやや減少した。
　来場者数[H27]500,754人，[H28] 474,436人
　来場者満足度[H27]88.7％，[H28]93.2％

○美馬野外交流の郷
　全国版の専門誌や旅行誌への広告の掲載や県内
外のアウトドアショップへの広報活動や阿波おど
りの演舞のイベントの開催などの幅広い集客活動
により，来場者数は対前年比１０６％と増加し
た。
　来場者数[H27]16,992人，[H28] 18,008人
　来場者満足度[H27]93.1％，[H28]96.4％

　指定管理者の創意工夫に加え，アンケートや来
場者の意見を踏まえたイベントの開催等により、
来場者数の目標（96万人）を大幅に上回った。
　３施設合計【H27】1,028,240人
　　　　　　【H28】1,010,744人

＜課題＞
　魅力ある施設として機能するためには，予防保
全型の維持管理に努めるとともに，施設の改修等
を実施する必要がある。

・継続的に来場者を呼び込めるイベント等の充実
により来場者数の増加に努め、本県全体のにぎわ
い創出につなげる。

●「渦の道」、「あすたむらんど徳島」、「美馬野
外交流の郷」などの交流拠点の魅力を高めるととも
に、交流拠点を活用したイベントの充実を図り、ま
た、来場者へのアンケートを実施し、意見を踏まえ
た取組みやサービスを提供することで満足度の向上
を図ります。＜商工＞

630

○「渦の道」、「あすたむらんど徳島」及び
　「美馬野外交流の郷」の来場者数
　　㉕９３万人→㉚１００万人

●「とくしまコンベンション誘致推進協議会」や
「とくしまコンベンション支援ガイド」の活用に加
え、大会誘致に向けた効果的な助成など本県ならで
はのコンベンションを提案することにより、コンベ
ンション参加者数の増を目指します。＜商工＞

商工

○コンベンション（中四国規模以上）の
　参加者数
　　㉕９６，４９４人→㉚１３０，０００人

　とくしまコンベンション誘致推進協議会の連携
をさらに強化するとともに、助成制度等を効果的
にＰＲし、誘致促進に取り組む。

629

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・全国大会等の開催経費を対象とした助成制度を
活用するとともに、とくしまコンベンション誘致
推進協議会を中心として、県を挙げて誘致促進に
取り組んだ。
（H27）
　法人会全国大会（10月）
　全国理容美容学会技術大会全国大会（11月）
　日本水環境学会年会（3月）
（H28）
　日本消化器外科学会総会（7月）
　日本ＰＴＡ全国研究大会徳島うずしお大会（8
月）
　日本矯正歯科学会大会（11月）

＜課題＞
　助成制度やコンベンション施設等のさらなるＰ
Ｒが必要である。

商工

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

288



(７－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4大会 4大会 4大会 4大会 5大会 7大会 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・西日本グランドゴルフ大会(H27､H28)
・西日本少女サッカーフェステイバル(H27)
・西日本ソフトテニス選手権大会(H27)
・阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会(H27)
・西日本渦潮少年サッカー大会(H27､H28)
・第68回西日本医科学生総合体育大会(H28)
・西日本医学部対抗陸上競技選手権大会(H28)
・第19回西日本シニアソフトボール大会(H28)
・ラフティング世界大会プレ大会(H28)
・全日本大学生ハンドボール選手権(H28)

＜課題＞
スポーツ施設を更に充実させることにより、大会
誘致が進む可能性がある。

631 県民

○大規模スポーツ大会の開催数
　　㉕５大会→㉗～㉚年間４大会以上
　　・競技ラフティング世界大会
　　　（２０１７年度開催）

●２０１９年から２０２１年にかけて開催される３
大国際スポーツ大会の誘致に向けて県内の機運醸成
を図るため、競技団体や関係機関との連携による大
規模スポーツ大会（５００人以上）の開催を誘致
し、その定着を図ることにより、競技力の向上に取
り組み、スポーツの交流を通じた活気あふれるス
ポーツ王国づくりを目指します。＜県民＞

 引き続き、Ｈ２９年度目標達成に向け、競技団
体と働きかけを行う。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

289



(７－２－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

220人 240人 270人 300人 251人 285人 ◎

推進 → → →

55件 60件 65件 70件 55件 63件 ◎

商工

実績値
（H28）

632

633

○とくしま外国人支援ネットワーク会員数
 【主要指標】
　　㉕１６２人→㉚３００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・在住外国人及び外国人観光客に対するサポート
やボランティアを行う「とくしま外国人支援ネッ
トワーク会員」の登録促進、日本語指導、災害時
通訳等専門ボランティア養成講座等の実施
・とくしま国際戦略センターにおいて、窓口での
多言語対応（英語・中国語）、無料Wi-Fiｽﾎﾟｯﾄの
提供やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで行政情報、生活情報等を提供
・在住外国人の日常生活を支援するため、生活上
の基礎知識の提供や日本語指導等を行う生活支援
講座を開催
・在住外国人支援のためのネットワーク形成を推
進するため，相互の情報交換や取組等について
「相談支援ネットワーク会議」において協議

＜課題＞
・登録ボランティアのスキルアップ及び活動場所
のマッチング
・各種情報提供の充実

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●相談窓口の充実、生活支援講座の開設、市町村
等と連携した多言語による情報提供や、在県外国
人に対する日本文化の紹介、災害時の通訳、生活
相談への対応等を行う専門ボランティアの養成を
行うとともに、ボランティア、支援団体、行政機
関による外国人支援のためのネットワークを形成
します。
【数値目標上方修正】
○とくしま外国人支援ネットワーク会員数
　　㉕１６２人→㉚３３０人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・県民の異文化理解を促進するため，教育機関等
に国際理解支援講師を派遣
・国際理解を推進するため，国際理解支援フォー
ラムを開催し，国際理解分野で活躍する方の講演
や意見交換会を実施
・H28に、外国人英語指導助手(ALT)を中心とした
A-JETの「英語ミュージカル」と共同で、国際理
解支援事業を開催し、異文化への理解を、より親
しみやすいイベントにより、推進した。

＜課題＞
・国際理解支援講師派遣先の拡充
・国際理解支援フォーラムの内容充実

●相談窓口の充実、生活支援講座の開設、市町村等
と連携した多言語による情報提供等を行い、在県外
国人に対して生活相談等に応じる専門ボランティア
の養成を行うとともに、ボランティア、支援団体、
行政機関による外国人支援のためのネットワークを
形成します。＜商工＞

商工

○国際理解支援講師派遣の件数
　　㉕４８件→㉚７０件

●日本人住民の異文化理解の一層の向上を図るとと
もに、多様な主体による交流イベント等の開催を支
援し、国際化による多文化共生を推進します。＜商
工＞

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

部局

数値目標
達成状況主要施策：３　国際交流の推進

委員意見

部局

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針

　引き続き、県民の国際理解の促進及び国際的視
野を持つ人材育成を推進するため，在住外国人や
ＮＧＯ関係者，国際交流員などによる国際理解支
援講師派遣や，国際理解推進イベントの開催を実
施する。

　引き続き、外国人の方が住みやすい多文化共生
のまちづくりを推進するため，各種支援ボラン
ティアの募集強化及びスキルアップの支援や，そ
の活動場所のマッチング、また、行政，生活，観
光，経済等多様な情報提供の充実を図る。

商工

290



(７－２－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

推進 推進 ◎

推進 推進 ◎

推進 推進 ◎

友好提携州と，「経済」「文化」「スポーツ」
「教育・学術」など，様々な分野における相互交
流をより一層深化させ，両県州の発展に寄与する
「実のある交流」を進める。

634

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
友好提携州と，様々な分野において，相互交流を
実施
（ニーダーザクセン州）
　・スポーツ交流(柔道）選手及び指導者の相互
    派遣（H27・H28）
　・スポーツ交流(剣道）指導者の相互派遣
　　（H27・H28）
　・新たなスポーツ種目（カヌー･ハンド
   ボール）における交流（H27～）
　・スポーツ交流(マラソン）「とくしまマラ
   ソン2017」にNDS州ランナーを招へい（H28)
　・産業分野において，県中央テクノスクール
　　と州リューネブルク職業訓練センターが，
　　パートナーシップ協定を締結し、生徒や
    教師の相互派遣による交流を開始（H27～）
　・県教育訪問団が訪独し，「教育交流に
　　関する調定」を締結（H27）
　・姉妹校締結による生徒間交流の実施
　　（H27・H28）
　・「アイデア博」に阿南高専が出展（H27）
　・藍染技術者が来県し、藍染作家等と交流
　　（H28)
　・友好交流提携10周年記念のキックオフとし、
　「CeBIT2017」に県ブースを出展（H28）
（湖南省）
　・常寧市での植林事業の実施(H27)
　・州主催「湖南省国際友好職員セミナー」に
　　職員を派遣(H27）
　・四国大学と湘潭大学との間で「訪問学生
　　及びﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに関する覚書」
　　を締結し、留学生数の増加を図った。
　　（H27～）
　・スポーツ交流（マラソン）「とくしまﾏﾗｿﾝ
　　2016・2017」に、湖南省市民ランナーを
　　招へい （H27・H28）
　・県ホームページにおいて、湖南省をより
    理解してもらうため、中国圏CIRによる
    紹介ページを開設（H28～）
（サンパウロ州）
　・サンパウロ州で開催される「日本祭」
　（ブラジル日本都道府県人会連合会主催）を
　　通じた文化交流の実施（H27・H28）
　・リオ五輪に、勝浦ひな人形を展示する機会
     を捉え、徳島県の紹介と同時に交流を紹介
     するパンフレットを作成し、配布（H28）
　
＜課題＞
　・新たな分野での交流による友好交流の推進
　・交流による国際人材の育成など，相互に
　　「実のある交流」の実施

●友好提携・友好交流先の地域と経済、文化、ス
ポーツ、教育、観光等幅広い分野において、相互に
メリットが享受できる国際交流を推進します。＜商
工＞

商工

○ドイツ・ニーダーザクセン州との友好交流
　の推進

○ブラジル・サンパウロ州に在住する
　本県出身者との交流の推進

○中国・湖南省との友好交流の推進

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局

291



(７－３－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ
・　東京オリンピック･パラリンピックの開会式もしくは閉
会式のどちらかで、阿波おどりの大演舞がぜひ実現す
るよう、東京都と連携して取り組んで欲しい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

35,000
人

35,000
人

35,000
人

35,000
人

36,082
人

37,594
人

◎

推進 推進 推進 推進 ◎

展開 展開 展開 ◎

推進 推進 推進 ◎

県民・教育

部局

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：１　あわ文化の創造・発信

今後の取組方針

○阿波人形浄瑠璃公演等入場者数【主要指標】
　　㉕３４，６７６人
　　→㉗～㉚年間３５，０００人以上

〇　阿波十郎兵衛屋敷においては，これまでの取
り組みのほか，新たな分野とのコラボレーショ
ン，新作の上映，農村舞台での地域の食べ物を食
しながらの人形浄瑠璃鑑賞ができる公演の実施な
ど，これまで鑑賞の機会がなかった若い世代が興
味を持つような取り組みも実施していく。

〇　「第九」演奏会は，県内外からの合唱参加者
を公募するとともに，演出等に工夫を凝らし、ア
ジア初演１００年目の記念すべき演奏会として実
施する。
　さらには，「あわ文化４大モチーフ」を中心
に，２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
クの文化プログラムとして世界に向け発信してい
く。

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

７-３ 世界に輝く！「あわ文化」の発信

番号 主要事業の概要・数値目標

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
〇　阿波十郎兵衛屋敷においては，これまでの鑑
賞講座の開催や遊覧船と浄瑠璃鑑賞を組み合わせ
た「じょうるりクルーズ」の運行を引き続き実施
するほか，母屋を活用した文化講座の開講，他分
野と人形浄瑠璃のコラボレーションの公演実施な
ど，新たな取り組みにより入館者の増加に努め
た。
　また，農村舞台においても継続して公演を実施
し，観客数が増えた。
　　阿波十郎兵衛屋敷入館者数
　　　㉗　26,436人
　　　㉘　28,494人
　　農村舞台観客数
　　　㉗  5,690人
　　　㉘　5,810人
　　あわぎんホールほか劇場公演観客数
　　　㉗　3,956人
　　　㉘　3,290人
〇　県内外からの公募及び県立中学生等による合
唱団が参加し，「第九」演奏会を開催。
　　関西広域連合で取り組む「関西文化プログラ
ム」として想定される関西の「文化力プロジェク
ト」として実施した。
㉗H28.1.30 アスティとくしま　約1,800人参加
 ㉘H29.2.12 アスティとくしま　約2,000人参加
＜課題＞
〇　阿波人形浄瑠璃など，若い世代を始めとした
新しい客層へのＰＲが必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●阿波人形浄瑠璃の一層の振興を図るため、伝統
芸能を観光資源として活用し地域の活性化を促進
するとともに、後継者育成や伝統芸能の保存・継
承のための取組みを進めます。
また、「人形浄瑠璃街道連絡協議会」や関西広域
連合と連携して、人形浄瑠璃関係団体の交流など
の事業を実施するとともに、徳島ならではの魅力
を広く発信します。
さらに、オリンピック・パラリンピック東京大会
を見据え、徳島ならではの「文化プログラム」を
創造し、関西が一体となって取り組む「関西文化
プログラム」の１つとして展開することで、あわ
文化が関西広域連合の文化施策を牽引します。
○「関西文化プログラム」の展開
　　㉗展開

●阿波人形浄瑠璃の一層の振興を図るため、伝統芸
能を観光資源として活用し地域の活性化を促進する
とともに、後継者育成や伝統芸能の保存・継承のた
めの取組みを進めます。
また、「人形浄瑠璃街道連絡協議会」や関西広域連
合と連携して、人形浄瑠璃関係団体の交流などの事
業を実施するとともに、徳島ならではの魅力を広く
発信します。
さらに、オリンピック・パラリンピック東京大会を
見据え、徳島ならではの「文化プログラム」を創造
し、関西が一体となって取り組む「関西文化プログ
ラム（仮称）」の１つとして展開することで、あわ
文化が関西広域連合の文化施策を牽引します。＜県
民＞

数値目標
の達成度

○「文化プログラム」の推進
　　㉘～㉚推進

○全国規模のベートーヴェン「第九」演奏会を
　継続的に開催
　　㉗推進

部局

県民

委員意見

635

○「関西文化プログラム（仮称）」の展開
　　㉗展開

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(７－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進・
情報
発信

→ → →

11機関 13機関 15機関 17機関 14機関 16機関 ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

　国内外とのネットワークをさらに広げ,その成
果を魅力ある企画展において公開していくととも
に，鳥居龍蔵博士に係る業績の普及教育のため、
各事業を実施する。

数値目標
の達成度

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1  新たに国内外の大学・研究機関、博物館計4機
関との交流や情報交換等を進めた。
2　国立民族学博物館の南米考古学専攻教員との
共同調査を行い，企画展に成果を反映するなど，
連携の質的な深化があった。
　上記のように、連携の質・量ともに順調に推移
しており，目標を達成した。

＜課題＞
  鳥居龍蔵にゆかりのある国内外の機関との連携
を拡大するとともに,共同での調査研究を一層深
めることが必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○連携機関数（累計）
　　㉕７機関→㉚１７機関
　　　　　　（㉙１６機関）

●鳥居龍蔵博士の業績を国内外に発信することを目
的に、鳥居博士の研究に関係する博物館や研究機関
と連携して資料調査を進め、その成果を踏まえた展
示や普及教育事業を行うために、関係機関とのネッ
トワークを広げていきます。＜教育＞

○連携機関数（累計）
　　㉕７機関→㉚１７機関

教育636

実績値
（H28）
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(７－３－２)

評価 特記事項

☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

7,800
人

8,000
人

8,200
人

8,500
人

9,010人 13,111人 ◎

推進 → → →

350人 350人 350人 350人 289人 381人 ○

推進 → → →

150人 150人 150人 150人 340人 450人 ◎

教育

○安定した入所者数を確保していくため，ニーズ
に応じた新たな講座・体験学習を企画していく。
○積極的な広報活動を行う。

○新たに指定・選定された史跡について，地元で
の保護と活用を推進していくため，ボランティア
グループの設立を目指す。

実績値
（H28）

数値目標
達成状況主要施策：２　史跡・文化財の活用

○史跡・埋蔵文化財保護関連行事参加人数
　　㉕１３４人→㉗～㉚年間１５０人

部局

教育

○埋蔵文化財総合センター利用者数【主要指標】
　　㉕７，７４９人→㉚８，５００人

●徳島県内出土の埋蔵文化財を蓄積している埋蔵文
化財総合センターを文化財の公開・活用の拠点とし
て整備し，地域活性化の核となり得る埋蔵文化財を
はじめとした文化財の魅力、素晴らしさを発信して
いきます。＜教育＞

数値目標
の達成度

○他の関連する事業との合同開催など連携を図る
とともに，より広く文化財の活用機会を広げるこ
とで，より多くの参加を目指す。

●史跡・埋蔵文化財についての講演会・ウォーキン
グを開催し、県民の文化財保護意識を醸成するとと
もに、県民による文化財の活用を進めます。＜教育
＞

●史跡と周辺の文化財をつなぎあわせて、各地の博
物館・資料館等と連携しながら、文化財を活かした
地域づくりを進めます。＜教育＞

実績値
（H27）

今後の取組方針 部局

教育

教育

委員意見

工程（年度別事業計画）

638

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1.古代体験（H27:2回 H28:4回）実施。
2.埋蔵文化財総合センター設立20周年事業（H27
実施）　体験イベントの内容の見直しや回数を増
やすことにより大幅な増加へとつながった。

＜課題＞
 更なる利用者数増加のために、実施内容の検討
を行っていく。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○埋蔵文化財総合センター利用者数
　　㉕７，７４９人→㉚９，３００人

○文化財ボランティア活動人数（延べ人数）
　　㉕３１１人→㉗～㉚年間３５０人

639

番号 主要事業の概要・数値目標

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1.地域文化財展（H27・H28実施）
2.文化財講演会（H27・H28実施）
3.遍路道ウォーキング（H27・H28実施）
　
＜課題＞
　新たなテーマを設定し、多くのニーズに応えて
いく準備が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○史跡・埋蔵文化財保護関連行事参加人数
　　㉕１３４人→㉚年間３５０人

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

637

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1.遍路道ボランティアガイド10件
2.遍路道清掃活動3件
3.埋蔵文化財総合センター（アワコウコ楽ボラン
ティアクラブ）の活動
加茂谷へんろみちの会の地域ボランティアによる
文化財を活用した活動が活発である。
　
＜課題＞
文化財の活用の場では、文化財の所在する地域住
民による参加が少ない。
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(７－３－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

16件 17件 18件 19件 17件 24件 ◎

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
1.阿波遍路道追加指定（H27）
2.勝瑞城館跡追加指定（H27）
3.徳島県観音寺・敷地遺跡出土品(H27)
4.大歩危（名勝）（H27）
5.野神の大センダン追加指定（H27）
6.戸田家住宅（建造物）（H27）
7.阿波遍路道追加指定7件（H28）
8.牟岐町牟岐浦の出羽島の漁村集落が国の重要伝
統的建造物群に選定(H28)

＜課題＞
　幅広く文化財指定の分野を広げていく必要があ
る。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○史跡等国指定・選定数（累計）
　（追加国指定・選定を含む）
　　㉕１４件→㉚２０件

教育

○史跡等国指定・選定数（累計）
　（追加国指定・選定を含む）
　　㉕１４件→㉚１９件

○文化財の各分野での国指定・選定候補の検討を
行う。文化庁との調整を図り、より上位指定・選
定を市町村と連携し進めていく。

●国指定文化財を保全し、活用する取組みを推進す
るなかで、地域の活性化を図ります。＜教育＞

640

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度
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(７－３－３)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

67万人 68万人 69万人 70万人 ７９万人 ９４万人 ◎

推進 → → →

270回 270回 270回 270回 298回 280回 ◎

50回 50回 50回 50回 120回 136回 ◎

642

県民・教育

部局

　より一層、民間との連携を図り、若年層の来場
が見込める「デジタルアート展」のほか、「日本
赤十字社徳島県支部創立１３０周年記念展」や
「県立図書館１００周年記念事業」の開催など、
魅力ある企画展・イベントを実施するとともに、
県民のニーズを的確に把握し、文化施設としてさ
らなる利便性向上及び県民の芸術文化活動の促進
に努める。

今後の取組方針

●あわ文化や近現代の優れた芸術作品に直接触れあ
う機会を設けるとともに、絵本の読み聞かせ講習
や、史跡巡り、ワークショップ、古文書解読等の事
業により、次代のあわ文化の担い手を育みます。＜
県民・教育＞

県民
教育

○文化の森文化施設普及事業の開催回数
　　㉕２６５回→㉗～㉚年間２７０回以上

・さらに魅力ある各種展示解説、体験教室、ワー
クショップを行い、あらゆる世代の誰もが楽しみ
ながらあわ文化に触れる機会を創出し、担い手の
育成に取り組む。

・今後とも県民ニーズに合った講座を実施すると
ともに，新しいファン拡大を図るため，若い世代
や親子を対象とした文学講座，外国人向けやこれ
までにない新たな視点による書道講座，さらに
は，県民が直接文化に触れることができる人形浄
瑠璃等の体験型講座の実施に努める。

数値目標
達成状況

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　H27年度の普及事業は、図書館12回、博物館
114回、鳥居龍蔵記念博物館10回、近代美術館56
回、21世紀館36回、文書館70回、計298回開催し
た。
２　H28年度の普及事業は図書館16回、博物館107
回、鳥居龍蔵記念博物館10回、近代美術館51回、
21世紀館37回、文書館59回、計280回開催した。
３　学芸員等の調査研究の成果を活かし、県民誰
もが参加できる歴史散歩や観察会、鑑賞教室等の
多様な機会を提供することにより、あわ文化の理
解や関心を高め、次代のあわ文化の担い手の育成
に貢献した。
４　文学書道館における文学・書道関係の講座の
ほか，阿波十郎兵衛屋敷における鑑賞講座や生け
花などの文化講座の実施，あわぎんホールにおけ
る阿波木偶制作教室，郷土文化講座などの講座を
開催し，文化にふれる機会を創出した。
　　　㉗　120回
　　　㉘　136回

＜課題＞
・幅広い世代を対象に、多彩な内容で誰もが文化
に親しめる工夫が必要。
・新しいファン拡大を図るため，若い世代を呼び
込む魅力ある講座の開催が必要。

主要施策：３　文化の担い手づくり

○文化の森総合公園文化施設入館者数【主要指
標】
　　㉕６６９，２８２人→㉚７０万人

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

部局

委員意見

641

●文化の森総合公園文化施設において、民間との連
携を図るなど魅力ある企画展やイベントの開催を通
じ、広く県内外に向けて文化・芸術の感動や体験の
場を提供します。
＜教育＞ 教育

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１  開館25周年という節目であるH27年度は、民
間との連携による「美の饗宴展西洋絵画の３００
年」や「フィギュア展」を開催し、H28年度は
「トクシマ恐竜展」や「ベルギー近代美術の精華
展」など多様な文化の発信を行った。
２　案内板、展示解説パネルの改修・多言語対応
など、施設整備による利便性の向上を図った。
上記の取組により、H28年度は過去最多の入館者
数となり、目標を達成した。

＜課題＞
多様な文化を発信するため、より魅力ある手法の
開発が必要。

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○文化の森総合公園文化施設入館者数
　　㉕６６９，２８２人→㉚８０万人
【数値目標追加】
○文化の森総合公園文化施設等の売上総額
　　㉕41,000千円→㉚110,000千円

○文学書道館等拠点となる文化施設での
　講座開催回数
　　㉕４７回→㉗～㉚年間５０回以上
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(７－３－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

10,000
人

10,000
人

10,000
人

10,000
人

10,583
人

8,341人 ○

開催 → → →

6回 6回 6回 6回 9回 6回 ◎

→ → → →

180人 180人 180人 180人 180人 181人 ◎

646 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　県民文化祭事業として，二度目の国民文化祭の
期間（9月1日から12月14日まで）を開催期間と
し，メイン事業として平成２７年度は「ギターコ
ンサート」，平成２８年度には「徳島★邦楽コン
サート」を実施したほか，分野別フェスティバ
ル，共催事業などを各文化団体とともに実施し
た。
　また，文化立県とくしま推進事業では，地域に
根付く文化の掘り起こしや積極的に文化活動に取
り組む市町村や文化団体への支援を行った。

＜課題＞
　 次世代への継承を視野を入れた，新たな事業
展開が必要。

　引き続き，県民文化祭事業や文化立県とくしま
推進事業により，本県の誇るあわ文化４大モチー
フの発信をはじめとする芸術文化の振興ととも
に，次世代への継承を目的とした新たな事業に取
り組む。

県民

番号 主要事業の概要・数値目標

教育

○学校への芸術家等派遣事業に参加した
　児童生徒数
　　㉕１０，５９７人
　　→㉗～㉚年間１０，０００人

　実施校の反応や感想等を活用するなど広報を工
夫し，参加校の募集に努めるとともに，人材バン
クの活用を促すため，本事業の利用拡大のために
早期の募集周知を徹底する。

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣
事業）は，小学校・中学校・高等学校・特別支援
学校に，芸術家を派遣し，講話や，実技披露，実
技指導を実施。平成28年度は57校において，本事
業を活用した文化活動を実施した。
  平成27年度　51校  平成28年度 57校

＜課題＞
　実施を希望する学校の人数規模が縮小するとと
もに，事業の申請時期が早まる傾向があり，本制
度を広く各校へ周知し，事業の拡大が必要

今後の取組方針

教育

○「人材バンク」登録者数
　　㉕１８３人→㉗～㉚年間１８０人

●音楽文化が息づくまちづくりを推進するため、全
国初となる二度目の国民文化祭を契機に設立した、
「とくしま記念オーケストラ（とくしま国民文化祭
記念管弦楽団）」による本格的なコンサート等を開
催し、一流の芸術文化を鑑賞・体験する機会を創出
します。＜県民＞

県民

○コンサートの開催数
　　㉕６回→㉗～㉚年間６回以上

●児童生徒が身近に芸術文化に触れる機会を充実さ
せるとともに、児童生徒を対象に、芸術文化分野で
の創作活動の支援や伝統芸能分野での担い手育成を
行い、地域に根ざした文化の発信活動を支援しま
す。＜教育＞

645
　本事業の利用拡大のために学校への利用呼びか
けを実施するとともに，新たな人材確保に向けて
広く呼びかける。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　とくしま記念オーケストラによる本格的な演奏
会として，「定期演奏会」や「ニューイヤーコン
サート」，中高生を対象に質の高い演奏を提供す
る「入門コンサート」，地域での機会創出のため
に実施する「市町村連携コンサート」，県内唯一
の芸術科であり，「文化芸術リーディングハイス
クール」である名西高校へのアウトリーチ活動の
一環による演奏会，県内外から公募した合唱団と
の共演による「第九」演奏会などを実施した。
　　㉗計９回
　　㉘計６回

＜課題＞
   引き続き，幅広い世代，特に若い世代が芸術
文化を鑑賞する機会の充実が必要。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　多方面の分野において「人材バンク」より人材
を派遣し，学校活動にて芸術鑑賞や体験活動を実
施した。

＜課題＞
　人材バンク制度を各校に周知するとともに，新
たな人材の発掘が必要。

●幅広く芸術文化の振興・発展に取り組んできた基
盤を生かし、新たなファンを開拓してさらにすそ野
を広げ、芸術文化が息づくまちづくりを推進しま
す。＜県民＞

●文化遺産や芸術文化に関する「人材バンク」の登
録を推進するなど、あわ文化教育の創造に取り組み
ます。＜教育＞

　今後も，中高生を対象とした入門コンサートや
定期演奏会，市町村連携コンサート，「第九」演
奏会など「とくしま記念オーケストラ」による本
格的な演奏会を計画しており，一流の芸術文化を
鑑賞する機会の創出に努める。

644

643

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）
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(７－４－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆ Ｃ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

14,000
人

14,500
人

14,500
人

15,000
人

12,998
人

13,839
人

○

2件 2件 3件 － 6件 ◎

完了 － － －

完了 － － －

主要施策：１　スポーツの振興による
　　　　　　　にぎわいづくり

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

部局

今後の取組方針 部局

県民
県土

○「関西マスターズスポーツフェスティバル」
　県内大会年間参加者数【主要指標】
　　㉕－→㉚１５，０００人

647

県民・商工・県土

○公園案内板の多言語表記
　　㉚完了

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

番号

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・関西マスターズスポーツフェスティバルについて
は、ワールドマスターズゲームズ２０２１関西の開催
に向け、県内の生涯スポーツイベントの協力を得なが
ら、関西マスターズスポーツフェスティバルの冠大会
を実施し、概ね目標を達成した。（H27）
・キャンプ地及び競技会場の誘致については、海外競
技団体との交流やワールドマスターズゲームズ２０２
１関西のプレ大会などを実施し、H28年度の実績達成に
向け取組みを進めた。（H27実施）
・カヌー(スラローム)、トライアスロン、アクアスロ
ン、ウエイトリフティング、ボウリング、ゴルフの６
競技種目の開催が決定。（H28）
・関西マスターズスポーツフェスティバルを通じて
ワールドマスターズゲームズ２０２１関西の認知度向
上に努めた。（H28実施）
・鳴門総合運動公園野球場（オロナミンＣ球場）の照
明塔改築（内野側の２基）に着手した。（H27実施）
・ソイジョイ武道館の空調設備の整備（H28実施）
・鳴門総合運動公園野球場（オロナミンＣ球場）の照
明塔改築（内野ホーム側の２基：完成、外野側の２
基：着手）（H28実施）

＜課題＞
・生涯スポーツの機運醸成
・諸施設の改修にあたり、予算の確保が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●２０１９年から２０２１年にかけて開催される３大
国際スポーツ大会の「ラグビーワールドカップ」、
「東京オリンピック・パラリンピック」のキャンプ地
の積極的な誘致活動を展開するとともに、競技会場が
決まった「ワールドマスターズゲームズ２０２１関
西」の成功に向け、関西全域における生涯スポーツの
機運醸成を図るため、「関西マスターズスポーツフェ
スティバル」を積極的に推進します。
また、誘致を見据え、鳴門・大塚スポーツパーク（鳴
門総合運動公園）等の施設の充実を図るとともに、外
国人旅行者等の受入環境を整えます。
【数値目標追加】
○ソイジョイ武道館（武道館）空調設備の設置
　　㉙完了
○アミノバリューホール（体育館）放送設備の改修及
び専用器具の整備
　　㉚完了
○県立中央武道館空調設備の設置及び受電設備の改修
　　㉚完了
○ＪＡバンクちょきんぎょプール(50mプール)の改修
　　㉚完了
○徳島科学技術高校アーチェリー・ウエイトリフティ
ング・弓道場の改築
　　㉚完了

●２０１９年から２０２１年にかけて開催される３
大国際スポーツ大会（ラグビーワールドカップ、東
京オリンピック・パラリンピック及び関西ワールド
マスターズゲームズ２０２１）のキャンプ地及び競
技会場の積極的な誘致活動を展開するとともに、
「関西ワールドマスターズゲームズ２０２１」の成
功に向け、関西全域における生涯スポーツの機運醸
成を図るため、「関西マスターズスポーツフェス
ティバル」を積極的に推進します。
また、誘致を見据え、鳴門・大塚スポーツパーク
（鳴門総合運動公園）の施設の充実を図るととも
に、外国人旅行者等の受入環境を整えます。＜県
民・県土＞

主要事業の概要・数値目標

○キャンプ地及び競技会場の誘致決定件数
　（累計）
　　㉕－→㉚３件

○オロナミンＣ球場（野球場）照明塔の改築
　　㉚完了

・引き続き、スポーツイベントの協力を得なが
ら、「関西マスターズスポーツフェスティバル」
の冠大会を実施する。
・「関西マスターズスポーツフェスティバル」の
ＰＲを通じて、スポーツを楽しむ人の増加を図る
とともに、「ワールドマスターズゲームズ２０２
１関西」の認知度を高める。
・ラグビーワールドカップや東京オリンピックの
キャンプ地誘致に向け、引き続き、海外競技団体
と積極的に交流を推進する。

・オロナミンＣ球場の内野側照明塔（２基）の改
修
・アミノバリューホールの放送設備の改修
・ちょきんぎょプール改修の実施設計
に着手する。
・引き続き計画的に施設更新を推進する。

７-４ 世界を体感！「スポーツ王国とくしま」の推進

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(７－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4大会 4大会 4大会 4大会 5大会 7大会 ◎

推進 → → →

900人
1,000
人

1,100
人

1,200
人

2,698人 2,940人 ◎

推進 → → →

900人 950人 980人
1,000
人

972人 708人 △

県民

今後の取組方針

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞

・西日本グランドゴルフ大会(H27､H28)
・西日本少女サッカーフェステイバル(H27)
・西日本ソフトテニス選手権大会(H27)
・阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会(H27)
・西日本渦潮少年サッカー大会(H27､H28)
・第68回西日本医科学生総合体育大会(H28)
・西日本医学部対抗陸上競技選手権大会(H28)
・第19回西日本シニアソフトボール大会(H28)
・ラフティング世界大会プレ大会(H28)
・全日本大学生ハンドボール選手権(H28)

＜課題＞
　スポーツ施設を更に充実させることにより、大
会誘致が進む可能性がある。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　プロスポーツグループ招待事業の実施
２　スポーツ王国推進事業の実施
・県民ふれあい事業による小中高生招待の実施
・海陽町でのオープン戦に合わせたイベントの実
施
・こうした取組みの成果として、年間の総入場者
数は、H27-H28の対前年比較では５％増加してい
る。

＜課題＞
　来場者数のさらなる増加につながるイベントや
広報の実施
　開催日数や開催期間による集客数への影響

実績値
（H28）

648

649

650

○大規模スポーツ大会の開催数
　　㉕５大会→㉗～㉚年間４大会以上
    ・競技ラフティング世界大会
　　　（２０１７年度開催）

商工

○小中高生招待者数
　　㉕８６７人→㉚１，２００人

●徳島ヴォルティスを通じて、次世代を担う子ども
達にプロスポーツのすばらしさを体験してもらうと
ともに、スタジアムへの来場を促進する取組みを行
い、県内にぎわいの創出を図ります。＜商工＞

●市町村等と連携協力し、プロスポーツを活用した
スタジアムのにぎわい創出や、本県を全国にＰＲす
る施策を展開します。＜商工＞

●２０１９年から２０２１年にかけて開催される３
大国際スポーツ大会の誘致に向けて県内の機運醸成
を図るため、競技団体や関係機関との連携による大
規模スポーツ大会（５００人以上）の開催を誘致
し、その定着を図ることにより、競技力の向上に取
り組み、スポーツの交流を通じた活気あふれるス
ポーツ王国づくりを目指します。（再掲）＜県民＞

○徳島インディゴソックスホームゲーム
　招待者数
　　㉕８１２人→㉚１，０００人

商工

 引き続き、Ｈ２９年度目標達成に向け、競技団
体と働きかけを行う。

　招待事業をはじめとする各種イベントを実施す
るとともに，その効果をより大きなものとするた
めのPRを積極的に行い，更なる集客に努める。

・招待事業については，対象となる県内小中高生
を中心に，対象者およびその保護者への発信を強
化する。

・来場者の増加につながるようなホームゲームイ
ベントを開催するとともに、ＰＲを積極的に行
い、更なる集客に努める。

・徳島インディゴソックスと連携し，少年野球
チームなどグループ招待の活用を進める。

・H28は総入場者数が増加していること、H29前期
優勝したことなどから、更なる積極的な情報発信
を行い集客に努める。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　ホームタウンデーの開催
２　感動体験推進事業の実施
３　ホームゲームにおける県民デーの開催

＜課題＞
　来場者数のさらなる増加につながるイベントや
広報の実施

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○小中高生招待者数
　　㉕８６７人→㉚２，６００人

部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
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(７－４－２)

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　総合型地域スポーツクラブを、地域単位でのスポー
ツ活動の母体として、機能強化に取り組めば、スポー
ツの振興や、各競技種目の競技人口の拡大のみなら
ず、徳島のスポーツ全体の成績を向上させる効果も期
待できるのではないか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

30位台 30位台 30位台 30位台 46位 46位 △

創設 創設 ◎

推進 → → →

17団
体・個

人

18団
体・個

人

20団
体・個

人

22団
体・個

人

20団体･個
人

5団体･個
人

△

10団
体・個

人

11団
体・個

人

12団
体・個

人

13団
体・個

人

6団体・個
人

5団体･個
人

△

推進 → → →

５種目 ６種目 ７種目 ８種目 ７種目 6種目 ◎

主要施策：２　競技力向上対策の推進
数値目標
達成状況

652

県民・教育

部局

653

実績値
（H28）

●本県の競技力向上のため、企業や大学が実施する
スポーツ選手の強化・育成事業に対する支援を行い
ます。
また、県出身者が全国大会や国際大会で活躍ができ
るよう、ジュニア期から優れた素質を有する競技者
を発掘し、トップレベルの競技者へと育てる「一貫
指導システム」の構築と「トップ指導者の養成」を
継続的に支援するとともに、競技スポーツの重点強
化による成果志向型の選手強化を図ります。＜県民
＞

県民

○国民体育大会天皇杯順位【主要指標】
　　㉕４７位→㉗～㉚毎年３０位台

○新たな支援制度の創設
　　㉗創設

工程（年度別事業計画）

651

番号 主要事業の概要・数値目標

○全国高等学校総合体育大会の入賞
　（団体・個人）数
　　㉕１１団体・個人→㉚２２団体・個人

○全国中学校体育大会等の入賞
　（団体・個人）数
　　㉕９団体・個人→㉚１３団体・個人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　高校は「トップスポーツ校育成事業」において
２０校３６部を指定し，指導者の配置や入試によ
る有力選手の獲得枠の確保，強化費の支援を行っ
た。中学は「トップスポーツ競技」として平成２
７年度は６競技，平成２８年度は７競技をそれぞ
れ指定し，強化を進めた。
　中学･高校･競技団体で連携を密にし，有力選手
の情報の共有を図った。

＜課題＞
　中学生の3年間を見据えた競技力の向上を図る
必要がある。

教育

・中体連，高体連を引き続き支援する。
・中学生の一層の競技力向上を図るため、県外強
豪校への遠征、徳島県へ招いての合同練習・練習
試合の実施，指導者を招聘しての選手への講習
会，県内指導者に対しての研修会を実施する等，
競技力の向上に努める。
・とくしまトップアスリート発掘・育成プログラ
ム事業において，ジュニア層の中から優れた人材
を発掘し，大学や関係団体と連携して継続的に育
成し、全国大会等で活躍できる競技者を輩出す
る。
・中学1，2年生の強化にも努め，次年度につなが
るような3年間を見据えた競技力の向上に努め
る。

･スポーツ拠点校推進事業の実施

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　H27年度に３競技を追加し，専攻実技８種目が
そろった。優勝できていない競技も決勝で敗退す
るなどあと一歩の状況であるが，新たに加わった
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞは優勝者を輩出した。

＜課題＞
　ﾄｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ校と重複している競技の強化。

●有力選手を特定の高校へ集め、指導体制を整備す
るとともに、中学校、高校及び各競技団体等関係機
関の三者間での連携強化を進めるなど、競技力向上
のための基盤強化を図ります。また、早い段階での
有力選手の発掘・育成を進めるため、活躍が期待で
きる競技を選考した上で中学校段階での指導体制強
化を図ります。（再掲）＜教育＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１．「企業スポーツ支援事業」を新設し、高い競
技力を有する選手を受け入れて当該選手の育成・
強化を図っている企業・法人を支援した。(H27)
２．「スポーツ施設・環境あり方検討プロジェク
トチーム」により、ワンランク高い次元への整備
と、スポーツ施設・環境全体のレベルアップに向
けて整備計画をまとめた。(H28)
３．｢一貫指導システム」の構築を目標におこ
なっている「徳島育ち競技力向上プロジェクト」
参画競技団体を増やし、強化の充実を図ることが
できた。
 (H27)23団体, (H28)25団体
４．オリンピック等の国際大会に県選手を輩出で
きるように、有望な選手への育成費の支給や強化
遠征事業費を助成するとともに、強化費の増額な
ど、競技力向上に向けた実施計画をまとめた。

＜課題＞
　国体の順位は46位であった。国体の成績向上に
向けて、競技環境の整備とともに本県の競技力
トータルについての分析と支援の方法、また優秀
な指導者の確保とサポート体制の充実など、ハー
ド・ソフトの両面から徳島ならではのスポーツレ
ガシー創出に向けて取り組む必要がある。

　本年度の愛媛国体に向けて、四国ブロック大会
の突破と本大会入賞者数の増加に全力を挙げて取
り組む。
　特に、入賞時の得点が高い団体競技において、
重点的に支援するとともに、競技力の向上につな
がる環境を整備するために必要な備品の整備を行
う。
　また、「徳島育ち競技力向上プロジェクト」や
「ふるさと選手活用プロジェクト」への参画競技
団体を増やすなど、競技団体との連携を一層密に
して、強化と支援について一体的に取り組む。

●平成２４年度に開校した鳴門渦潮高校「スポーツ
科学科」の充実した施設・設備を活用し、スポーツ
の拠点校としてより高度で質の高いスポーツ教育を
行い、本県スポーツ科学の普及・振興を図ります。
（再掲）＜教育＞

○徳島県高等学校総合体育大会等での
　鳴門渦潮高校の優勝種目数
　　㉕１種目→㉚８種目

委員意見

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針 部局

教育
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(７－４－３)

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　総合型地域スポーツクラブを、地域単位でのスポー
ツ活動の母体として、機能強化に取り組めば、スポー
ツの振興や、各競技種目の競技人口の拡大のみなら
ず、徳島のスポーツ全体の成績を向上させる効果も期
待できるのではないか。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

10,300
人

11,100
人

12,000
人

12,000
人

9,115
人

9,341
人

△

陸上競
技場の
着工

－
陸上競技
場の着工

◎

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
場の2面
供用

－
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
場の2面
供用

◎

主要施策：３　生涯スポーツの推進
数値目標
達成状況

県民・県土

部局

今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

○南部健康運動公園の整備
　　㉙陸上競技場の着工

●「総合型地域スポーツクラブ」の創設・育成を支
援するとともに、スポーツを活用した健康づくりの
体制を整備し、みんなが楽しめる生涯スポーツの普
及を図ります。
また、県南地域における生涯スポーツの拠点づくり
のため、運動公園等の整備を推進します。＜県民・
県土＞

○橘港小勝・後戸地区の緑地整備
　（スポーツ・レクリエーション振興ゾーン）
　　㉕整備中→㉘ソフトボール場の２面供用

引き続き総合型地域スポーツクラブに対し人材養
成、クラブ間のネットワークづくりを行うほか、
財政基盤安定のための市町村への協力要請や指導
者の派遣、総合型地域スポーツクラブ未設立町へ
の働きかけを行う。

○南部健康運動公園
　平成２９年度は陸上競技場運営棟の建築工事に
着手する。引き続き計画的に施設整備を推進す
る。

○橘港小勝・後戸地区の緑地整備
　ソフトボール場の平成30年度供用を目指し、引
き続き整備を推進する。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

654
県民
県土

○総合型地域スポーツクラブの会員数【主要指
標】
　　㉕８，６４０人→㉚１２，０００人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○総合型地域スポーツクラブの会員数
・市町村において創設されている総合型地域ス
ポーツクラブに対し人材養成や指導者の派遣、ク
ラブ間のネットワークづくりなど多面的な支援を
行いクラブの機能強化を図ることで、地域の課題
解決を図る取組みを行った。
・財政基盤安定のため市町村へ協力要請を行っ
た。
○南部健康運動公園
・平成２７年度は陸上競技場の設計に着手
・平成２８年度は陸上競技場の造成工事に着手
○橘港小勝・後戸地区の緑地整備
・平成２７年度はソフトボール場２面目の工事に
着手
・平成２８年度はソフトボール場２面目が完成

＜課題＞
・財源基盤のぜい弱などの要因から、教室やイベ
ントが縮小し、会員数が伸び悩んでいる。

・予算の確保が必要

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●「総合型地域スポーツクラブ」の創設・育成を
支援するとともに、未設立町への働きかけを更に
強化し、スポーツを活用した健康づくりの体制を
整備し、みんなが楽しめる生涯スポーツの普及を
図ります。
また、県南地域における生涯スポーツの拠点づく
りのため、運動公園等の整備を推進します。
○南部健康運動公園の整備
　　㉘陸上競技場の着工
○橘港小勝・後戸地区の緑地整備
　（スポーツ・レクリエーション振興ゾーン）
　　㉕整備中→㉚ソフトボール場の３面供用

委員意見
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(７－４－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

20件 20件 20件 20件 20件 18件 ○

656 推進 → → →

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　観光サイクリング事業やミニガイドツーリング
等を実施し、サイクルスポーツの普及、充実を
図った。
　また、県内のサイクルイベントを「自転車王国
とくしま」としてブランド化し、県内外に情報発
信を行った。

＜課題＞
　４大サイクルイベントの内、2つは参加者が増
えているが、残る2つは減少傾向にある。
　また、ミニガイドツーリングにおいて新規参加
者数が伸び悩んでおり、新たなサイクリストの発
掘を行う必要がある。

　TOKUSHIMAサイクルフェスタ等の新たなイベン
トを通じて、新たなサイクリストの発掘と自転車
ライフを創出し、更なる裾野拡大を図る。

県民

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　総合型スポーツクラブ等の行うスポーツイベン
トに対し助成を行った。
　助成件数　H27 20件
            H28 18件
 
 
＜課題＞
　申請件数が目標数に達していないため、制度の
周知など申請数を増やす工夫をする必要がある。

　引き続き県民のスポーツ参加機会を拡大する事
業を積極的に実施することにより、生涯スポーツ
社会づくりを推進する。

655

●健康や環境にも好影響をもたらす自転車を活用し
たサイクルスポーツの普及を図る「自転車でつなが
る人・まちづくりプロジェクト」を推進し、自転車
利用を計画的かつ体系的に推進して、サイクルス
ポーツを通じて新しい魅力を創出します。＜県民＞

●「する」「観る」「支える」など多様なスポーツ
への取組みを促進し、運動習慣の確立やスポーツ推
進の機運を高めるため、誰もが楽しめるスポーツイ
ベントへの助成や情報発信などを行い、県民のス
ポーツ参加機会の拡充を図ります。＜県民＞

○イベント等助成数
　　㉕２６件→㉗～㉚毎年２０件以上

県民

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度
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(７－４－４)

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

10回 10回 10回 10回 11回 10回 ◎

推進 → → →

3人 3人 3人 3人 4人 5人 ◎

実績値
（H28）

主要施策：４　障がい者スポーツの推進

　本県からパラリンピック等の出場選手の輩出の
ため、パラリンピック等選手育成強化支援事業を
実施する。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　パラリンピック等国際舞台で活躍する選手が県
内学校を訪問し、自身の経験やスポーツの魅力を
語る講演を行った。
　H27　11回（参加者3,635人）
　H28　10回（参加者1,480人）

＜課題＞
　パラリンピック等に向けて，継続実施すること
が必要。

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　パラリンピック等選手育成強化支援事業の募集
周知（資料提供、ホームページ、市町村周知依
頼、関係機関）等広く呼びかけ、選考委員会を開
催。H27は４人、H28は５人の強化選手を決定し、
活動の助成を行った。

＜課題＞
　パラリンピック等に向けて，継続実施すること
が必要。

今後の取組方針

委員意見

保健

部局

保健

　引き続き多くの児童・生徒に参加してもらうた
め、未開催校等での講演会を実施する。

657

○パラリンピック等育成強化選手数
　　㉕－→㉗～㉚年間３人

●県内小、中、高、特別支援学校において「障がい
者トップアスリートによる講演会」を開催し、障が
い者スポーツの素晴らしさを伝え、その理解を深め
ることにより、徳島から２０２０年東京パラリン
ピックの気運の醸成を図ります。（再掲）＜保健＞

保健

実績値
（H27）

658

●国際大会や全国大会で活躍が期待される障がい者
スポーツ選手を支援し、本県からパラリンピック及
びデフリンピックの出場選手を輩出することによ
り、障がい者の自立と社会参加へのさらなる意欲の
向上と県民理解の一層の推進を図ります。（再掲）
＜保健＞

○障がい者トップアスリート講演会実施回数
【主要指標】
　　㉕－→㉗～㉚年間１０回

部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

H27･H28取組内容と進捗状況・課題
数値目標
の達成度

数値目標
達成状況
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(７－５－１)
　 　

 

評価 特記事項

☆☆☆ Ａ

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4社 6社 8社 10社 10社 12社 ◎

実施 実施 ◎

実施 実施 ◎

開催 継続 継続 継続 開催 継続 ◎

今後の取組方針

●スーパーハイビジョン（４Ｋ８Ｋ）の先進地徳島
を国内外へ発信するとともに、優れた映像クリエイ
ターを徳島へ集積させるため、「４Ｋエリア試験放
送」や「４Ｋ映像コンテスト」を行います。（再
掲）＜県民・商工＞

○４Ｋ８Ｋ関連企業（者）数【主要指標】
　　㉕２社（者）→㉚１０社（者）

○「次世代プロジェクションマッピング」
　の創造
　　㉗実施

工程（年度別事業計画）

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

番号 主要事業の概要・数値目標

７-５ 一歩先の未来へ！「とくしま新魅力」の発信

659

○ケーブルテレビによる４Ｋエリア試験放送
　の実施
　　㉗実施

○４Ｋアワードの開催
　　㉗開催・㉘～継続

部局

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

・実証実験的に実施した映像と音楽の融合を今後
の新技術演出を加えたコンサートの実施に活かせ
ていく。

・さらなる国内外への情報発信に努め、関連産業
の集積に努める。

県民
商工

主要施策：１　４Ｋ先進地とくしまの推進

H27･H28取組内容と進捗状況・課題

政策・県民・商工

部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
・日本屈指の国際放送機器展「InterBEE」等の展
示会に出展し、４Ｋ先進県・徳島の取組みについ
て全国に発信し、関連産業集積につなげるＰＲを
行った。
・H27.10.24･25の２日間、阿波市のアエルワホー
ルにおいて、４Ｋ映像による最新映像をオーケス
トラの生演奏と融合させ、観客の動きに合わせて
映像が変化するインタラクティブ演出を組み合わ
せたプロジェクションマッピング・コンサートを
実施した。
・平成28年2月に神山町においてケーブルテレビ
による４Ｋエリア試験放送「徳島４Ｋチャンネ
ル」の放送を実施した。また平成28年9月より全
国初となるＩＰを利用した４Ｋコミュニティチャ
ンネル「テレビトクシマ４Ｋ」の本放送を開始し
た。
・日本初の４Ｋコンテンツの祭典「４Ｋ徳島映画
祭in神山」を開催、同時に「とくしま４Ｋフォー
ラム」を開催し、全国から業界関係者をはじめ多
くの来場者を集め、本県の取組みのＰＲを行っ
た。
・４Ｋコンテンツ制作を通じてクリエイターの育
成を行った。

＜課題＞
　国内外への情報発信の強化

＜H28→H29計画の改善見直し箇所＞
●スーパーハイビジョン（４Ｋ８Ｋ）の先進地徳
島を国内外へ発信するとともに、優れた映像クリ
エイターを徳島へ集積させるため、「４Ｋエリア
試験放送」や「４Ｋ映像コンテスト」を行いま
す。
また、大鳴門橋架橋記念館を改修し、４Ｋ映像を
上映できる「３６０度４Ｋシアター」等を整備し
ます。
【数値目標上方修正】
○４Ｋ８Ｋ関連企業（者）数
　　　㉕2社（者）→㉚16社（者）
【数値目標追加】
○大鳴門橋架橋記念館の年間入場者数
　　㉗8.8万人→㉙改修・㉚11.5万人
○大鳴門橋架橋記念館等の年間利用料収入
　　㉗4,200万円→㉙改修・㉚6,300万円

委員意見
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(７－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → →

1,500
人

2,000
人

2,000
人

1,700
人

◎

開催 継続 → →

開催 開催 開催 ◎

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

●徳島県が打ち出した共通コンセプト「vs東京」の
実践に向けて、その情報発信の核として、豊かな自
然や文化の魅力から、多くのクリエイターを惹きつ
けるという本県の存在感を打ち出すために、世界の
映像クリエイターにとって魅力のある地域となるこ
とを目指した「実践の場」として、「徳島国際短編
映画祭」を開催します。＜政策＞

○「徳島国際短編映画祭」の開催
　　㉗開催

661

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　「札幌国際短編映画祭」と連携し，ＩＣＴ先進
県としての本県の優位性を活かした，４Ｋ映像に
よる本県ならではの映像コンテンツを発信すると
ともに，国内外から珠玉の短編映画を上映するこ
とで，徳島がクリエイターにとっての「創造の気
づきの場」となるよう，西日本初の本格的な国際
短編映画祭を開催。
 第1回　平成28年3月（4,500人来場）
 第2回　平成29年3月（6,500人来場）
場所：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）
　総合ディレクター：菱川勢一（ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞｱﾝﾄﾞﾏ
ﾆｭｱﾙ(株)代表）

＜課題＞
　映像を活用した地域情報の更なる発信の必要性

660

●映像表現に新たな要素を加えて、徳島発祥の新し
いコンテンツを生み出し、創造性を刺激するイベン
トとして情報発信することで、国内外からの観光誘
客を促進します。＜政策＞

　地域における映像発信の場として、西日本最大
規模の短編映画祭「徳島国際短編映画祭」を継続
開催するとともに、地方創生の機運醸成を図るた
めの映像コンテンツを制作し、徳島のブランドイ
メージの向上を図ると共に、クリエイティブ人材
の育成へと繋げる。

政策

＜H28取組内容と進捗状況＞
 平成28年度は映像と音楽の融合をテーマに事業
を展開、オーケストラを利用した「シネマオーケ
ストラ」の開催、映画音楽に関するワークショッ
プの開催を行った。

＜課題＞
　映像に関連する様々なテーマを掘り起こし、新
たな可能性を発信していく必要がある。

　音楽に次ぐ新たなテーマを「デザイン」として
設定し、映像内のデザイン、映像の外側のデザイ
ンの可能性を探っていくことで、映像に関する
様々な分野での人材育成を徳島から実践してい
く。

政策

○映像融合イベント来場者数（再掲）
　　㉕－ →㉛2,000人
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(７－５－２)

評価 特記事項

☆ Ｃ

・　数値目標２項目のうち、「国の世界遺産暫定一覧表
への記載」が計画目標を未達成であり、本項目は主要
指標であることから、Ｃ評価とした。
　　「四国八十八箇所」の世界遺産登録は、交流人口
の増加のみならず、四国の文化的アイデンティティを
確立し、「四国の一体感」の強化や、世界への情報発
信力を飛躍的に高めることにつながる取り組みである
ので、実現に向け、しっかり取り組んでもらいたい。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

→ 記載 推進 →

記載 -
提案書
の提出

△

→

調査
研究
とり
まとめ

推進 →

調査研
究とり
まとめ

中間取り
まとめ

学術調査
報告書の
取りまと
め

◎

実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

662

663

○世界遺産登録に向けた調査研究の実施
　　㉘文化的調査研究とりまとめ

●「四国八十八箇所霊場と遍路道」は「世界に誇る
四国の財産」であり、この「かけがえのない文化資
産」を全国に、さらには世界へ向けて発信し、人類
共有の財産として将来の世代へ保存・継承していく
ため、四国他県や関係団体と連携して、世界遺産登
録を目指した取組みを加速します。＜政策＞

○国の世界遺産暫定一覧表※への記載
　【主要指標】
　　㉘記載

政策

政策

部局

部局

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　「鳴門の渦潮」の世界遺産登録に必要な「顕著
な普遍的価値」を証明するための学術調査を実施
し、学術調査報告書の取りまとめを行うととも
に、世界遺産登録に向けた普及啓発活動を行っ
た。

○学術調査
 ・H27.04.18 学術調査検討委員会設置
 ・H28.02.18 協議会総会において調査中間報告
 ・H29.03.08 協議会総会において調査報告
 ・H29.03.21 文化庁に学術調査内容を報告
 ・H29.03.31 学術調査報告書刊行

○普及啓発
 ・H27.06.09 鳴門海峡の渦潮講演会開催
 ・H28.02.18 世界遺産登録推進講演会開催
 ・H28.08.20 渦潮俳句ワークショップ開催
 ・H28.10.15 渦潮文化コンクール表彰式開催
 ・H28.11.12 四国遍路と鳴門の渦潮展開催
 
＜課題＞
　世界遺産暫定一覧表記載に向けた提案書を策定
していく必要がある。

数値目標
の達成度

　これまでに実施した学術調査内容を踏まえ、
「顕著な普遍的価値」を証明しうる「提案コンセ
プト」を策定するとともに、引き続き、機運醸成
のための普及啓発活動を実施する。

　世界遺産暫定一覧表追加記載に向け、県内にお
ける「資産の保護措置」の取組みを加速する。

H27･H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針

●「世界三大潮流※」の一つに数えられ、渦の大き
さは世界最大規模と言われる「鳴門の渦潮」の魅力
を全国、そして世界へ向けて発信するとともに、人
類共有の財産として保存・継承していくために、徳
島県、兵庫県及び関係市・団体が連携して、世界遺
産登録を目指した取組みを推進します。＜政策＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
○世界遺産登録推進協議会及び各部会において、
文化庁から示された課題（普遍的価値の証明、資
産の保護措置等）を解決するため、四国４県で取
り組みを進めた。
○H27.09.01　四国４県とｽﾍﾟｲﾝ・ｶﾞﾘｼｱ州が「四
国遍路」の世界遺産登録に向け協力協定を締結。
○H28.08.08　文化庁に対し世界遺産暫定一覧表
追加記載に向けた「提案書」を提出
○国史跡「阿波遍路道」に約6.2㎞を追加指定
し、合計で約13.5㎞。(遍路道の指定距離は四国
１位)
  (内訳)
  H27.10.07「かも道」 約1.3㎞
　H28.10.03｢焼山寺道、一宮道、恩山寺道、
            立江寺道」約2.8㎞
　H29.02.09｢雲辺寺道」約2.1㎞
○H29.02.09　国史跡に｢鶴林寺､太龍寺」を指
定。
 （札所寺院の国史跡指定は取組み後、四国初）

＜課題＞
　四国全体で1,400㎞に及ぶ遍路道と札所につい
て、四国３県及び県内関係市町と連携し、着実に
資産の保護措置を行っていく必要がある。

政策

主要施策：２　「世界遺産」登録への挑戦
委員意見

数値目標
達成状況
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